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特別支援学校幼稚部教育要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第１章 総 則 第１章 総 則

第１ 幼稚部における教育の基本 １ 幼稚部における教育の基本

幼児期における教育は，生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもので 幼稚部における教育は，学校教育法第72条に規定する目的を達成するため，

あり，幼稚部における教育は，学校教育法第72条に規定する目的を達成する 幼児期の特性を踏まえ，環境を通して行うものであることを基本とする。

ため，幼児期の特性を踏まえ，環境を通して行うものであることを基本とす

る。

このため，教師は幼児との信頼関係を十分に築き，幼児と共によりよい教 このため，教師は幼児との信頼関係を十分に築き，幼児と共によりよい教

育環境を創造するように努めるものとする。これらを踏まえ，次に示す事項 育環境を創造するように努めるものとする。これらを踏まえ，次に示す事項

を重視して教育を行わなければならない。 を重視して教育を行わなければならない。

１ 幼児は安定した情緒の下で自己を十分に発揮することにより発達に必 (1) 幼児は安定した情緒の下で自己を十分に発揮することにより発達に必

要な体験を得ていくものであることを考慮して，幼児の主体的な活動を 要な体験を得ていくものであることを考慮して，幼児の主体的な活動を

促し，幼児期にふさわしい生活が展開されるようにすること。 促し，幼児期にふさわしい生活が展開されるようにすること。

２ 幼児の自発的な活動としての遊びは，心身の調和のとれた発達の基礎 (2) 幼児の自発的な活動としての遊びは，心身の調和のとれた発達の基礎

を培う重要な学習であることを考慮して，遊びを通しての指導を中心と を培う重要な学習であることを考慮して，遊びを通しての指導を中心と

して第２章に示すねらいが総合的に達成されるようにすること。 して第２章に示すねらいが総合的に達成されるようにすること。

３ 幼児の発達は，心身の諸側面が相互に関連し合い，多様な経過をたど (3) 幼児の発達は，心身の諸側面が相互に関連し合い，多様な経過をたど

って成し遂げられていくものであること，また，幼児の生活経験がそれ って成し遂げられていくものであること，また，幼児の生活経験がそれ

ぞれ異なることなどを考慮して，幼児一人一人の特性に応じ，発達の課 ぞれ異なることなどを考慮して，幼児一人一人の特性に応じ，発達の課

題に即した指導を行うようにすること。 題に即した指導を行うようにすること。

その際，教師は，幼児の主体的な活動が確保されるよう幼児一人一人の行 その際，幼児の主体的な活動が確保されるよう幼児一人一人の行動の理解

動の理解と予想に基づき，計画的に環境を構成しなければならない。この場 と予想に基づき，計画的に環境を構成しなければならない。この場合におい

合において，教師は，幼児と人やものとのかかわりが重要であることを踏ま て，教師は，幼児と人やものとのかかわりが重要であることを踏まえ，物的
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え，物的・空間的環境を構成しなければならない。また，教師は，幼児一人 ・空間的環境を構成しなければならない。また，教師は，幼児一人一人の活

一人の活動の場面に応じて，様々な役割を果たし，その活動を豊かにしなけ 動の場面に応じて，様々な役割を果たし，その活動を豊かにしなければなら

ればならない。 ない。

第２ 幼稚部における教育の目標 ２ 幼稚部における教育の目標

幼稚部では，家庭との連携を図りながら，幼児の障害の状態や発達の程度 幼児期における教育は，家庭との連携を図りながら，生涯にわたる人間形

を考慮し，この章の第１に示す幼稚部における教育の基本に基づいて展開さ 成の基礎を培うために大切なものであり，幼稚部では，幼児の障害の状態や

れる学校生活を通して，生きる力の基礎を育成するよう次の目標の達成に努 発達の程度を考慮し，幼稚部における教育の基本に基づいて展開される学校

めなければならない。 生活を通して，生きる力の基礎を育成するよう次の目標の達成に努めなけれ

ばならない。

１ 学校教育法第23条に規定する幼稚園教育の目標 (1) 幼稚園教育要領第１章の２に掲げる幼稚園教育の目標

２ 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために (2) 障害に基づく種々の困難を改善・克服するために必要な態度や習慣な

必要な態度や習慣などを育て，心身の調和的発達の基盤を培うようにす どを育て，心身の調和的発達の基盤を培うようにすること。

ること。

第３ 教育課程の編成 ３ 教育課程の編成

幼稚部では，この章の第２に示す幼稚部における教育の目標の達成に努め 各学校においては，法令並びにこの特別支援学校幼稚部教育要領の示すと

ることにより，義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとする。このこ ころに従い，創意工夫を生かし，幼児の障害の状態や発達の程度及び学校や

とを踏まえ，各学校においては，教育基本法及び学校教育法その他の法令並 地域の実態に即応した適切な教育課程を編成するものとする。

びにこの特別支援学校幼稚部教育要領の示すところに従い，創意工夫を生か

し，幼児の障害の状態や発達の程度及び学校や地域の実態に即応した適切な

教育課程を編成するものとする。

１ 幼稚部における生活の全体を通して第２章に示すねらいが総合的に達 (1) 幼稚部における生活の全体を通して第２章に示すねらいが総合的に達

成されるよう，教育課程に係る教育期間や幼児の生活経験や発達の過程 成されるよう，教育期間や幼児の生活経験や発達の過程などを考慮して

などを考慮して具体的なねらいと内容を組織しなければならないこと。 具体的なねらいと内容を組織しなければならないこと。この場合におい

この場合においては，特に，自我が芽生え，他者の存在を意識し，自己 ては，特に，自我が芽生え，他者の存在を意識し，自己を抑制しようと

を抑制しようとする気持ちが生まれる幼児期の発達の特性を踏まえ，入 する気持ちが生まれる幼児期の発達の特性を踏まえ，入学から幼稚部修

学から幼稚部修了に至るまでの長期的な視野をもって充実した生活が展 了に至るまでの長期的な視野をもって充実した生活が展開できるように
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開できるように配慮しなければならないこと。 配慮しなければならないこと。

２ 幼稚部の毎学年の教育課程に係る教育週数は，39週を標準とし，幼児 (2) 幼稚部の毎学年の教育週数は，39週を標準とし，幼児の障害の状態等

の障害の状態等を考慮して適切に定めること。 を考慮して適切に定めること。

３ 幼稚部の１日の教育課程に係る教育時間は，４時間を標準とすること。 (3) 幼稚部の１日の教育時間は，４時間を標準とすること。ただし，幼児

ただし，幼児の障害の状態や発達の程度，季節等に適切に配慮すること。 の障害の状態や発達の程度，季節等に適切に配慮すること。

第２章 ねらい及び内容等 第２章 ねらい及び内容

この章に示すねらいは，幼稚部修了までに育つことが期待される生きる力 この章に示すねらいは幼稚部修了までに育つことが期待される生きる力の

の基礎となる心情，意欲，態度などであり，内容は，ねらいを達成するため 基礎となる心情，意欲，態度などであり，内容はねらいを達成するために指

に指導する事項である。これらを幼児の発達の側面から，心身の健康に関す 導する事項である。これらを幼児の発達の側面から，心身の健康に関する領

る領域「健康」，人とのかかわりに関する領域「人間関係」，身近な環境との 域「健康」，人とのかかわりに関する領域「人間関係」，身近な環境とのかか

かかわりに関する領域「環境」，言葉の獲得に関する領域「言葉」及び感性 わりに関する領域「環境」，言葉の獲得に関する領域「言葉」及び感性と表

と表現に関する領域「表現」として，また，幼児の障害に対応する側面から， 現に関する領域「表現」として，また，幼児の障害に対応する側面から，そ

その障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服に関する領域「自立活 の状態の改善・克服に関する領域「自立活動」としてまとめ，示したもので

動」としてまとめ，示したものである。 ある。

各領域に示すねらいは，幼稚部における生活の全体を通じ，幼児が様々な 各領域に示すねらいは幼稚部における生活の全体を通じ，幼児が様々な体

体験を積み重ねる中で相互に関連をもちながら次第に達成に向かうものであ 験を積み重ねる中で相互に関連をもちながら次第に達成に向かうものである

ること，内容は，幼児が環境にかかわって展開する具体的な活動を通して総 こと，内容は幼児が環境にかかわって展開する具体的な活動を通して総合的

合的に指導されるものであることに留意しなければならない。ただし，自立 に指導されるものであることに留意しなければならない。ただし，自立活動

活動については，個々の幼児の障害の状態や発達の程度等に応じて，他の各 については，個々の幼児の障害の状態や発達の程度等に応じて，他の各領域

領域に示す内容との緊密な関連を図りながら，自立活動の内容に重点を置い に示す内容との緊密な関連を図りながら，自立活動の内容に重点を置いた指

た指導を行うことについて配慮する必要がある。 導を行うことについて配慮する必要がある。

なお，特に必要な場合には，各領域に示すねらいの趣旨に基づいて適切な， なお，特に必要な場合には，各領域に示すねらいの趣旨に基づいて適切な，

具体的な内容を工夫し，それを加えても差し支えないが，その場合には，そ 具体的な内容を工夫し，それを加えても差し支えないが，その場合には，そ

れが第１章の第１に示す幼稚部における教育の基本を逸脱しないよう慎重に れが幼稚部における教育の基本を逸脱しないよう慎重に配慮する必要があ

配慮する必要がある。 る。
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健康，人間関係，環境，言葉及び表現 健康，人間関係，環境，言葉及び表現

ねらい，内容及び内容の取扱いについては，幼稚園教育要領第２章に示す ねらい，内容及び内容の取扱いについては，幼稚園教育要領第２章に示す

ものに準ずるものとするが，指導に当たっては，幼児の障害の状態等に十分 ものに準ずるものとするが，指導に当たっては，幼児の障害の状態等に十分

配慮するものとする。 配慮するものとする。

自立活動 自立活動

１ ねらい １ ねらい

個々の幼児が自立を目指し，障害による学習上又は生活上の困難を主体的 個々の幼児が自立を目指し，障害に基づく種々の困難を主体的に改善・克

に改善・克服するために必要な知識，技能，態度及び習慣を養い，もって心 服するために必要な知識，技能，態度及び習慣を養い，もって心身の調和的

身の調和的発達の基盤を培う。 発達の基盤を培う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 健康の保持 (1) 健康の保持

ア 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 ア 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。

イ 病気の状態の理解と生活管理に関すること。 イ 病気の状態の理解と生活管理に関すること。

ウ 身体各部の状態の理解と養護に関すること。 ウ 損傷の状態の理解と養護に関すること。

エ 健康状態の維持・改善に関すること。 エ 健康状態の維持・改善に関すること。

(2) 心理的な安定 (2) 心理的な安定

ア 情緒の安定に関すること。 ア 情緒の安定に関すること。

イ 対人関係の形成の基礎に関すること。

イ 状況の理解と変化への対応に関すること。 ウ 状況の変化への適切な対応に関すること。

ウ 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関す エ 障害に基づく種々の困難を改善・克服する意欲の向上に関するこ

ること。 と。

(3) 人間関係の形成

ア 他者とのかかわりの基礎に関すること。

イ 他者の意図や感情の理解に関すること。

ウ 自己の理解と行動の調整に関すること。

エ 集団への参加の基礎に関すること。

(4) 環境の把握 (3) 環境の把握
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ア 保有する感覚の活用に関すること。 ア 保有する感覚の活用に関すること。

イ 感覚や認知の特性への対応に関すること。

ウ 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 イ 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。

エ 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。 ウ 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。

オ 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。 エ 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。

(5) 身体の動き (4) 身体の動き

ア 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 ア 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。

イ 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。 イ 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。

ウ 日常生活に必要な基本動作に関すること。 ウ 日常生活に必要な基本動作に関すること。

エ 身体の移動能力に関すること。 エ 身体の移動能力に関すること。

オ 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。 オ 作業の円滑な遂行に関すること。

(6) コミュニケーション (5) コミュニケーション

ア コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 ア コミュニケーションの基礎的能力に関すること。

イ 言語の受容と表出に関すること。 イ 言語の受容と表出に関すること。

ウ 言語の形成と活用に関すること。 ウ 言語の形成と活用に関すること。

エ コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 エ コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。

オ 状況に応じたコミュニケーションに関すること。 オ 状況に応じたコミュニケーションに関すること。

３ 指導計画の作成と内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 自立活動の指導に当たっては，個々の幼児の障害の状態や発達の程 自立活動の指導に当たっては，個々の幼児の障害の状態や発達の程度等の

度等の的確な把握に基づき，指導のねらい及び指導内容を明確にし， 的確な把握に基づき，指導のねらい及び指導内容を明確にし，個別の指導計

個別の指導計画を作成すること。その際，２に示す内容の中からそれ 画を作成するものとする。その際，２に示す内容の中からそれぞれに必要と

ぞれに必要とする項目を選定し，それらを相互に関連付け，具体的に する項目を選定し，それらを相互に関連付け，次の事項に配慮して，具体的

指導内容を設定すること。 に指導内容を設定するものとする。

(2) 個別の指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮すること。

ア 個々の幼児について，障害の状態，発達や経験の程度，興味・関

心，生活や学習環境などの実態を的確に把握すること。

イ 実態把握に基づき，長期的及び短期的な観点から指導のねらいを (1) 個々の幼児について，長期的及び短期的な指導のねらいに基づき，

設定し，それらを達成するために必要な指導内容を段階的に取り上 必要な指導内容を段階的に取り上げること。
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げること。

ウ 具体的に指導内容を設定する際には，以下の点を考慮すること。

(ｱ) 幼児が興味をもって主体的に取り組み，成就感を味わうことが (2) 幼児が興味をもって主体的に取り組み，成就感を味わうことができ

できるような指導内容を取り上げること。 るような指導内容を取り上げること。

(ｲ) 個々の幼児の発達の進んでいる側面を更に伸ばすことによって， (3) 個々の幼児の発達の進んでいる側面を更に伸ばすことによって，遅

遅れている側面を補うことができるような指導内容も取り上げる れている側面を補うことができるような指導内容も取り上げること。

こと。

エ 幼児の活動の状況や結果を適切に評価し，個別の指導計画や具体

的な指導の改善に生かすよう努めること。

(3) 指導計画の作成に当たっては，各領域におけるねらい及び内容と密

接な関連を保つように指導内容の設定を工夫し，計画的，組織的に指

導が行われるようにすること。

(4) 自立活動の時間を設けて指導する場合は，専門的な知識や技能を有

する教師を中心として，全教師の協力の下に効果的に行われるように

すること。

(5) 幼児の障害の状態により，必要に応じて，専門の医師及びその他の

専門家の指導・助言を求めるなどして，適切な指導ができるようにす

ること。

第３章 指導計画の作成に当たっての留意事項 第３章 指導計画作成上の留意事項

幼稚部における教育は，幼児が自ら意欲をもって環境とかかわることによ 幼稚部における教育は，幼児が自ら意欲をもって環境とかかわることによ

りつくり出される具体的な活動を通して，その目標の達成を図るものである。 りつくり出される具体的な活動を通して，その目標の達成を図るものである。

学校においてはこのことを踏まえ，幼児期にふさわしい生活が展開され， 学校においてはこのことを踏まえ，幼児期にふさわしい生活が展開され，

適切な指導が行われるよう，次の事項に留意して調和のとれた組織的，発展 適切な指導が行われるよう，次の事項に留意して調和のとれた組織的，発展

的な指導計画を作成し，幼児の活動に沿った柔軟な指導を行わなければなら 的な指導計画を作成し，幼児の活動に沿った柔軟な指導を行わなければなら
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ない。 ない。

第１ 一般的な留意事項 １ 一般的な留意事項

１ 指導計画は，幼児の発達に即して一人一人の幼児が幼児期にふさわし (1) 指導計画は，幼児の発達に即して一人一人の幼児が幼児期にふさわし

い生活を展開し，必要な体験を得られるようにするために，具体的に作 い生活を展開し，必要な体験を得られるようにするために，具体的に作

成すること。 成すること。

２ 指導計画の作成に当たっては，次に示すところにより，具体的なねら (2) 指導計画作成に当たっては，次に示すところにより，具体的なねらい

い及び内容を明確に設定し，適切な環境を構成することなどにより活動 及び内容を明確に設定し，適切な環境を構成することなどにより活動が

が選択・展開されるようにすること。 選択・展開されるようにすること。

(1) 具体的なねらい及び内容は，幼稚部の生活における幼児の発達の過 ア 具体的なねらい及び内容は，幼稚部の生活における幼児の発達の過

程を見通し，幼児の生活の連続性，季節の変化などを考慮して，幼児 程を見通し，幼児の生活の連続性，季節の変化などを考慮して，幼児

の障害の状態，発達や経験の程度，興味や関心などに応じて設定する の障害の状態，発達の程度，興味や関心などに応じて設定すること。

こと。

(2) 環境は，具体的なねらいを達成するために適切なものとなるように イ 環境は具体的なねらいを達成するために適切なものとなるように構

構成し，幼児が自らその環境にかかわることにより様々な活動を展開 成し，幼児が自らその環境にかかわることにより様々な活動を展開し

しつつ必要な体験を得られるようにすること。その際，幼児の生活す つつ必要な体験を得られるようにすること。その際，幼児の生活する

る姿や発想を大切にし，常にその環境が適切なものとなるようにする 姿や発想を大切にし，常にその環境が適切なものとなるようにするこ

こと。 と。

(3) 幼児の行う具体的な活動は，生活の流れの中で様々に変化するもの ウ 幼児の行う具体的な活動は，生活の流れの中で様々に変化するもの

であることに留意し，幼児が望ましい方向に向かって自ら活動を展開 であることに留意し，幼児が望ましい方向に向かって自ら活動を展開

していくことができるよう必要な援助をすること。 していくことができるよう必要な援助をすること。

その際，幼児の実態及び幼児を取り巻く状況の変化などに即して指導 その際，幼児の実態及び幼児を取り巻く状況の変化などに即して指導

の過程についての反省や評価を適切に行い，常に指導計画の改善を図る の過程についての反省や評価を適切に行い，常に指導計画の改善を図る

こと。 こと。

(3) 自立活動の指導に当たっては，次の事項に配慮すること。

ア 各領域におけるねらい及び内容と密接な関連を保つように指導内容

の設定を工夫し，組織的，計画的に指導が行われるようにすること。



- 幼 8 -

イ 自立活動の時間を設けて指導する場合は，専門的な知識や技能を有

する教師を中心として，全教師の協力の下に効果的に行われるように

すること。

ウ 幼児の障害の状態により，必要に応じて，専門の医師及びその他の

専門家の指導・助言を求めるなどして，適切な指導ができるようにす

ること。

３ 幼児の障害の状態などに応じた効果的な指導を行うため，一人一人の

幼児の実態を的確に把握し，個別の指導計画を作成すること。また，個

別の指導計画に基づいて行われた活動の状況や結果を適切に評価し，指

導の改善に努めること。

４ 幼児の生活は，入学当初の一人一人の遊びや教師との触れ合いを通し (4) 幼児の生活は，入学当初の一人一人の遊びや教師との触れ合いを通し

て学校生活に親しみ，安定していく時期から，やがて友達同士で目的を て学校生活に親しみ，安定していく時期から，やがて友達同士で目的を

もって学校生活を展開し，深めていく時期などに至るまでの過程を様々 もって学校生活を展開し，深めていく時期などに至るまでの過程を様々

に経ながら広げられていくものであることを考慮し，活動がそれぞれの に経ながら広げられていくものであることを考慮し，活動がそれぞれの

時期にふさわしく展開されるようにすること。その際，入学当初，特に， 時期にふさわしく展開されるようにすること。特に，３歳児の入学につ

３歳児の入学については，家庭との連携を緊密にし，生活のリズムや安 いては，家庭との連携を緊密にし，生活のリズムや安全面に十分配慮す

全面に十分配慮すること。 ること。

５ 幼児が様々な人やものとのかかわりを通して，多様な体験をし，心身

の調和のとれた発達を促すようにしていくこと。その際，心が動かされ

る体験が次の活動を生み出すことを考慮し，一つ一つの体験が相互に結

び付き，学校生活が充実するようにすること。

６ 長期的に発達を見通した年，学期，月などにわたる長期の指導計画や (5) 長期的に発達を見通した年，学期，月などにわたる指導計画やこれと

これとの関連を保ちながらより具体的な幼児の生活に即した週，日など の関連を保ちながらより具体的な幼児の生活に即した週，日などの指導

の短期の指導計画を作成し，適切な指導が行われるようにすること。特 計画を作成し，適切な指導が行われるようにすること。特に，週，日な

に，週，日などの短期の指導計画については，幼児の障害の状態や生活 どの指導計画については，幼児の障害の状態や生活のリズム，幼児を取

のリズム，幼児を取り巻く環境等に配慮し，幼児の意識や興味の連続性 り巻く環境等に配慮し，幼児の意識や興味の連続性のある活動が相互に

のある活動が相互に関連して幼稚部における生活の自然な流れの中に組 関連して幼稚部における生活の自然な流れの中に組み込まれるようにす

み込まれるようにすること。 ること。
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７ 幼児の行う活動は，個人，グループ，学級全体などで多様に展開され (6) 幼児の行う活動は，個人，グループ，学級全体などで多様に展開され

るものであるが，いずれの場合にも，学校全体の教師による協力体制を るものであるが，いずれの場合にも，学校全体の教師による協力体制を

つくりながら，一人一人の幼児が興味や欲求を十分に満足させるよう適 つくりながら，一人一人の幼児が興味や欲求を十分に満足させるよう適

切な援助を行うようにすること。 切な援助を行うようにすること。

８ 幼児の主体的な活動を促すためには，教師が多様なかかわりをもつこ (7) 幼児の主体的な活動を促すためには，教師が多様なかかわりをもつこ

とが重要であることを踏まえ，教師は，理解者，共同作業者など様々な とが重要であることを踏まえ，教師は，理解者，共同作業者など様々な

役割を果たし，幼児の発達に必要な豊かな体験が得られるよう，活動の 役割を果たし，幼児の発達に必要な豊かな体験が得られるよう，活動の

場面に応じて，適切な指導を行うようにすること。 場面に応じて，適切な指導を行うようにすること。

９ 幼児の生活は，家庭を基盤として地域社会を通じて次第に広がりをも (8) 幼児の生活は，家庭を基盤として地域社会を通じて次第に広がりをも

つものであることに留意し，家庭との連携を十分に図るなど，学校生活 つものであることに留意し，家庭との連携を十分に図るなど，学校生活

が家庭や地域社会と連続性を保ちつつ展開されるようにすること。その が家庭や地域社会と連続性を保ちつつ展開されるようにすること。その

際，地域の自然，人材，行事や公共施設などの地域の資源を積極的に活 際，地域の自然，人材，行事や公共施設などを積極的に活用し，幼児が

用し，幼児が豊かな生活体験を得られるように工夫すること。また，家 豊かな生活体験を得られるように工夫すること。

庭との連携に当たっては，保護者との情報交換の機会を設けたり，保護

者と幼児との活動の機会を設けたりなどすることを通じて，保護者の幼

児期の教育に関する理解が深まるよう配慮すること。

10 各学校においては，幼稚部における教育が，小学部以降の生活や学習 (9) 各学校においては，幼稚部における教育が，小学部以降の生活や学習

の基盤の育成につながることに配慮し，幼児期にふさわしい生活を通し の基盤の育成につながることに配慮し，幼児期にふさわしい生活を通し

て，創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにすること。 て，創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにすること。

11 幼児の経験を広めて積極的な態度を養い，社会性や豊かな人間性をは (10) 幼児の経験を広めて積極的な態度を養い，社会性や豊かな人間性を

ぐくむために，学校生活全体を通じて，幼稚園の幼児などと活動を共に はぐくむために，学校生活全体を通じて，幼稚園の幼児及び地域の人々

することを計画的，組織的に行うとともに，地域の人々などと活動を共 などと活動を共にする機会を積極的に設けるようにすること。

にする機会を積極的に設けること。

12 学校医等との連絡を密にし，幼児の障害の状態に応じた保健及び安全 (11) 学校医等との連絡を密にし，幼児の障害の状態に応じた保健及び安

に十分留意すること。 全に十分留意すること。

13 家庭及び地域や医療，福祉，保健等の業務を行う関係機関との連携を (12) 児童福祉施設及び医療機関等との連携を密にし，指導の効果をあげ

図り，長期的な視点で幼児への教育的支援を行うために，個別の教育支 るよう努めること。

援計画を作成すること。
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第２ 特に留意する事項 ２ 特に留意する事項

１ 安全に関する指導に当たっては，情緒の安定を図り，遊びを通して状 (1) 安全に関する指導に当たっては，情緒の安定を図り，遊びを通して状

況に応じて機敏に自分の体を動かすことができるようにするとともに， 況に応じて機敏に自分の体を動かすことができるようにするとともに，

危険な場所や事物などが分かり，安全についての理解を深めるようにす 危険な場所や事物などが分かり，安全についての理解を深めるようにす

ること。また，交通安全の習慣を身に付けるようにするとともに，災害 ること。また，交通安全の習慣を身に付けるようにするとともに，災害

などの緊急時に適切な行動がとれるようにするための訓練なども行うよ 時に適切な行動がとれるようにするための訓練なども行うようにするこ

うにすること。 と。

２ 行事の指導に当たっては，幼稚部における生活の自然な流れの中で生 (2) 行事の指導に当たっては，幼稚部における生活の自然な流れの中で生

活に変化や潤いを与え，幼児が主体的に楽しく活動できるようにするこ 活に変化や潤いを与え，幼児が主体的に楽しく活動できるようにするこ

と。なお，それぞれの行事についてはその教育的価値を十分検討し，適 と。なお，それぞれの行事についてはその教育的価値を十分検討し，適

切なものを精選し，幼児の負担にならないようにすること。 切なものを精選し，幼児の負担にならないようにすること。

３ 知的障害のある幼児の指導に当たっては，その障害の状態等に応じて (3) 知的発達に遅れのある幼児の指導に当たっては，その障害の状態等に

具体的な内容の設定を工夫すること。 応じて具体的な内容の設定を工夫すること。

４ 複数の種類の障害を併せ有する幼児の指導に当たっては，専門的な知 (4) 障害を併せ有する幼児の指導に当たっては，専門機関等との連携に特

識や技能を有する教師間の協力の下に指導を行ったり，必要に応じて専 に配慮し，全人的な発達を促すようにすること。また，個々の幼児の実

門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めたりするなどして，全 態を的確に把握し，個別の指導計画を作成すること。

人的な発達を促すようにすること。

５ 教育課程に係る教育時間の終了後等に幼児を対象に教育活動を行う場

合は，第１章の第１に示す幼稚部における教育の基本及び第２に示す幼

稚部における教育の目標を踏まえて実施すること。その際，幼児の心身

の負担，教育課程に基づく活動との関連，家庭との緊密な連携などに配

慮すること。

６ 幼稚部の運営に当たっては，幼稚園等の要請により，障害のある幼児 (5) 幼稚部の運営に当たっては，地域の実態や家庭の要請等により，障害

又は当該幼児の教育を担当する教師等に対して必要な助言又は援助を行 のある乳幼児やその保護者に対して早期からの教育相談を行うなど，各

ったり，地域の実態や家庭の要請等により障害のある乳幼児又はその保 学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特別支援教育

護者に対して早期からの教育相談を行ったりするなど，各学校の教師の に関する相談のセンターとしての役割を果たすよう努めること。

専門性や施設・設備を生かした地域における特別支援教育のセンターと

しての役割を果たすよう努めること。その際，学校として組織的に取り
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組むよう校内体制を整備するとともに，他の特別支援学校や地域の幼稚

園等との連携を図ること。

７ 以上のほか，次の事項に留意すること。 (6) 以上のほか，次の事項に留意すること。

(1) 視覚障害者である幼児に対する教育を行う特別支援学校において ア 視覚障害者である幼児に対する教育を行う特別支援学校において

は，早期からの教育相談との関連を図り，幼児が聴覚，触覚及び保有 は，幼児が聴覚，触覚及び保有する視覚などを十分に活用して周囲の

する視覚などを十分に活用して周囲の状況を把握し，活発な活動が展 状況を把握し，活発な活動が展開できるようにすること。また，身の

開できるようにすること。また，身の回りの具体的な事物・事象や動 回りの具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付けて基礎的な概念

作と言葉とを結び付けて基礎的な概念の形成を図るようにすること。 の形成を図るようにすること。

(2) 聴覚障害者である幼児に対する教育を行う特別支援学校において イ 聴覚障害者である幼児に対する教育を行う特別支援学校において

は，早期からの教育相談との関連を図り，保有する聴覚や視覚的な情 は，早期からの教育相談との関連を図り，保有する聴覚などを十分に

報などを十分に活用して言葉の習得と概念の形成を図る指導を進める 活用して言葉の習得と概念の形成を図る指導を進めること。また，言

こと。また，言葉を用いて人とのかかわりを深めたり，日常生活に必 葉を用いて人とのかかわりを深めたり，日常生活に必要な知識を広げ

要な知識を広げたりする態度や習慣を育てること。 たりする態度を育てること。

(3) 知的障害者である幼児に対する教育を行う特別支援学校において ウ 知的障害者である幼児に対する教育を行う特別支援学校において

は，幼児の活動内容や環境の設定を創意工夫し，活動への意欲を高め は，幼児の活動内容や環境の設定を創意工夫し，活動への意欲を高め

て，発達を促すようにすること。また，ゆとりや見通しをもって活動 て，発達を促すようにすること。また，ゆとりをもって活動に取り組

に取り組めるように配慮するとともに，周囲の状況に応じて安全に行 めるように配慮するとともに，周囲の状況に応じて安全に行動できる

動できるようにすること。 ようにすること。

(4) 肢体不自由者である幼児に対する教育を行う特別支援学校において エ 肢体不自由者である幼児に対する教育を行う特別支援学校において

は，幼児の身体の動きや健康の状態等に応じ，可能な限り体験的な活 は，幼児の身体の動きや健康の状態等に応じ，可能な限り体験的な活

動を通して経験を広めるようにすること。また，幼児が興味や関心を 動を通して経験を広めるようにすること。また，幼児が興味や関心を

もって，進んで身体を動かそうとしたり，表現したりするような環境 もって，進んで身体を動かそうとするような環境を創意工夫すること。

を創意工夫すること。

(5) 病弱者である幼児に対する教育を行う特別支援学校においては，幼 オ 病弱者である幼児に対する教育を行う特別支援学校においては，幼

児の病気の状態等を十分に考慮し，負担過重にならない範囲で，様々 児の病気の状態等を十分に考慮し，負担過重にならない範囲で，様々

な活動が展開できるようにすること。また，健康状態の維持・改善に な活動が展開できるようにすること。また，健康状態の維持・改善に

必要な生活習慣を身に付けることができるようにすること。 必要な生活習慣を身に付けることができるようにすること。
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特別支援学校小学部・中学部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第１章 総 則 第１章 総 則

第１節 教育目標 第１節 教育目標

小学部及び中学部における教育については，学校教育法第72条に定める目 小学部及び中学部における教育については，学校教育法第72条に定める目

的を実現するために，児童及び生徒の障害の状態及び特性等を十分考慮して， 的を実現するために，児童及び生徒の障害の状態及び特性等を十分考慮して，

次に掲げる目標の達成に努めなければならない。 次に掲げる目標の達成に努めなければならない。

１ 小学部においては，学校教育法第30条第１項に規定する小学校教育の １ 小学部においては，学校教育法第30条第１項に掲げる教育目標

目標

２ 中学部においては，学校教育法第46条に規定する中学校教育の目標 ２ 中学部においては，学校教育法第46条に掲げる教育目標

３ 小学部及び中学部を通じ，児童及び生徒の障害による学習上又は生活 ３ 小学部及び中学部を通じ，児童及び生徒の障害に基づく種々の困難を

上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識，技能，態度及び 改善・克服するために必要な知識，技能，態度及び習慣を養うこと。

習慣を養うこと。

第２節 教育課程の編成 第２節 教育課程の編成

第１ 一般方針 第１ 一般方針

１ 各学校においては，教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこ １ 各学校においては，法令及びこの章以下に示すところに従い，児童又

の章以下に示すところに従い，児童又は生徒の人間として調和のとれた は生徒の人間として調和のとれた育成を目指し，その障害の状態及び発

育成を目指し，その障害の状態及び発達の段階や特性等並びに地域や学 達段階や特性等並びに地域や学校の実態を十分考慮して，適切な教育課

校の実態を十分考慮して，適切な教育課程を編成するものとし，これら 程を編成するものとする。

に掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。

学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，児童又は生 学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，児童又は生

徒に生きる力をはぐくむことを目指し，創意工夫を生かした特色ある教 徒に生きる力をはぐくむことを目指し，創意工夫を生かし特色ある教育

育活動を展開する中で，基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得さ 活動を展開する中で，自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに，基
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せ，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表 礎的・基本的な内容の確実な定着を図り，個性を生かす教育の充実に努

現力その他の能力をはぐくむとともに，主体的に学習に取り組む態度を めなければならない。

養い，個性を生かす教育の充実に努めなければならない。その際，児童

又は生徒の発達の段階を考慮して，児童又は生徒の言語活動を充実する

とともに，家庭との連携を図りながら，児童又は生徒の学習習慣が確立

するよう配慮しなければならない。

２ 学校における道徳教育は，道徳の時間を要 として学校の教育活動全 ２ 学校における道徳教育は，学校の教育活動全体を通じて行うものであ
かなめ

体を通じて行うものであり，道徳の時間はもとより，各教科，外国語活 り，道徳の時間をはじめとして各教科，特別活動，自立活動及び総合的

動，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動のそれぞれの特質に応 な学習の時間のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければなら

じて，児童又は生徒の発達の段階を考慮して，適切な指導を行わなけれ ない。

ばならない。

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神 道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神

に基づき，人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学校，その に基づき，人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学校，その
い い

他社会における具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，伝統と文 他社会における具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，個性豊か

化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し，個性豊かな な文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め，進んで平和的な国

文化の創造を図るとともに，公共の精神を尊び，民主的な社会及び国家 際社会に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため，その基
ひら

の発展に努め，他国を尊重し，国際社会の平和と発展や環境の保全に貢 盤としての道徳性を養うことを目標とする。

献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため，その基盤としての
ひら

道徳性を養うことを目標とする。

小学部において道徳教育を進めるに当たっては，教師と児童及び児童 道徳教育を進めるに当たっては，教師と児童生徒及び児童生徒相互の

相互の人間関係を深めるとともに，児童が自己の生き方についての考え 人間関係を深めるとともに，家庭や地域社会との連携を図りながら，ボ

を深め，家庭や地域社会との連携を図りながら，集団宿泊活動やボラン ランティア活動や自然体験活動などの豊かな体験を通して児童生徒の内

ティア活動，自然体験活動などの豊かな体験を通して児童の内面に根ざ 面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。そ

した道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。その際，特 の際，中学部においては，生徒が人間としての生き方についての自覚を

に児童が基本的な生活習慣，社会生活上のきまりを身に付け，善悪を判 深めるよう配慮する必要がある。

断し，人間としてしてはならないことをしないようにすることなどに配

慮しなければならない。

中学部において道徳教育を進めるに当たっては，教師と生徒及び生徒
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相互の人間関係を深めるとともに，生徒が道徳的価値に基づいた人間と

しての生き方についての自覚を深め，家庭や地域社会との連携を図りな

がら，職場体験活動やボランティア活動，自然体験活動などの豊かな体

験を通して生徒の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しな

ければならない。その際，特に生徒が自他の生命を尊重し，規律ある生

活ができ，自分の将来を考え，法やきまりの意義の理解を深め，主体的

に社会の形成に参画し，国際社会に生きる日本人としての自覚を身に付

けるようにすることなどに配慮しなければならない。

３ 学校における体育・健康に関する指導は，児童又は生徒の発達の段階 ３ 学校における体育・健康に関する指導は，学校の教育活動全体を通じ

を考慮して，学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に， て適切に行うものとする。特に，体力の向上及び心身の健康の保持増進

学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する に関する指導については，小学部の体育科及び中学部の保健体育科の時

指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については，小学部の体育 間はもとより，特別活動，自立活動などにおいてもそれぞれの特質に応

科及び中学部の保健体育科の時間はもとより，小学部の家庭科（知的障 じて適切に行うよう努めることとする。また，それらの指導を通して，

害者である児童に対する教育を行う特別支援学校においては生活科）， 家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・

中学部の技術・家庭科（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別 健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生

支援学校においては職業・家庭科），特別活動，自立活動などにおいて 活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

もそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また，そ

れらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活

において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健

康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなけれ

ばならない。

４ 学校における自立活動の指導は，障害による学習上又は生活上の困難 ４ 学校における自立活動の指導は，障害に基づく種々の困難を改善・克

を改善・克服し，自立し社会参加する資質を養うため，学校の教育活動 服し，自立し社会参加する資質を養うため，学校の教育活動全体を通じ

全体を通じて適切に行うものとする。特に，自立活動の時間における指 て適切に行うものとする。特に，自立活動の時間における指導は，各教

導は，各教科，道徳，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動と 科，道徳，特別活動及び総合的な学習の時間と密接な関連を保ち，個々

密接な関連を保ち，個々の児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等を の児童又は生徒の障害の状態や発達段階等を的確に把握して，適切な指

的確に把握して，適切な指導計画の下に行うよう配慮しなければならな 導計画の下に行うよう配慮しなければならない。

い。
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第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項 第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項

１ 第２章以下に示す各教科，道徳，外国語活動，特別活動及び自立活動 １ 第２章以下に示す各教科（中学部においては，必修教科とする。２に

の内容に関する事項は，特に示す場合を除き，いずれの学校においても おいて同じ。），道徳，特別活動及び自立活動の内容に関する事項は，特

取り扱わなければならない。 に示す場合を除き，いずれの学校においても取り扱わなければならない。

２ 学校において特に必要がある場合には，第２章以下に示していない内 ２ 学校において特に必要がある場合には，第２章以下に示していない内

容を加えて指導することができる。また，第２章第１節第１款及び同章 容を加えて指導することができる。また，第２章第１節第１款及び同章

第２節第１款において準ずるものとしている小学校学習指導要領第２章 第２節第１款において準ずるものとしている小学校学習指導要領第２章

及び中学校学習指導要領第２章に示す各教科の内容の取扱いのうち内容 及び中学校学習指導要領第２章第１節から第９節までに示す各教科の内

の範囲や程度等を示す事項は，すべての児童又は生徒に対して指導する 容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，すべての児童又は

ものとする内容の範囲や程度等を示したものであり，学校において特に 生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであ

必要がある場合には，この事項にかかわらず指導することができる。た り，学校において特に必要がある場合には，この事項にかかわらず指導

だし，これらの場合には，第２章以下に示す各教科，道徳，外国語活動， することができる。ただし，これらの場合には，第２章以下に示す各教

特別活動及び自立活動並びに各学年，各分野又は各言語（知的障害者で 科，道徳，特別活動及び自立活動並びに各学年，各分野又は各言語（知

ある児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校においては，各教科， 的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において

道徳，特別活動及び自立活動）の目標や内容の趣旨を逸脱したり，児童 は，各教科，道徳，特別活動及び自立活動）の目標や内容の趣旨を逸脱

又は生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならな したり，児童又は生徒の負担過重となったりすることのないようにしな

い。 ければならない。

３ 第２章以下に示す各教科，道徳，外国語活動，特別活動及び自立活動 ３ 第２章以下に示す各教科，道徳，特別活動及び自立活動並びに各学年，

並びに各学年，各分野又は各言語の内容に掲げる事項の順序は，特に示 各分野又は各言語の内容に掲げる事項の順序は，特に示す場合を除き，

す場合を除き，指導の順序を示すものではないので，学校においては， 指導の順序を示すものではないので，学校においては，その取扱いにつ

その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。 いて適切な工夫を加えるものとする。

４ 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である児童に対す ４ 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である児童に対す

る教育を行う特別支援学校の小学部において，学年の目標及び内容を２ る教育を行う特別支援学校の小学部において，学年の目標及び内容を２

学年まとめて示した教科及び外国語活動の内容は，２学年間かけて指導 学年まとめて示した教科の内容は，２学年間かけて指導する事項を示し

する事項を示したものである。各学校においては，これらの事項を地域 たものである。各学校においては，これらの事項を地域や学校及び児童

や学校及び児童の実態に応じ，２学年間を見通して計画的に指導するこ の実態に応じ，２学年間を見通して計画的に指導することとし，特に示

ととし，特に示す場合を除き，いずれかの学年に分けて，又はいずれの す場合を除き，いずれかの学年に分けて指導したり，いずれの学年にお

学年においても指導するものとする。 いても指導したりするものとする。
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５ 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校にお

いては，各教科（小学部においては各教科の各段階）に示す内容を基に，

児童又は生徒の知的発達の遅滞の状態や経験等に応じて，具体的に指導

内容を設定するものとする。

第３ 選択教科の内容等の取扱い

５ 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対す １ 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対す

る教育を行う特別支援学校の中学部においては，選択教科を開設し，生 る教育を行う特別支援学校の中学部における選択教科については，次の

徒に履修させることができる。その場合，次のとおり取り扱うものとす とおり取り扱うものとする。

る。

(1) 地域や学校，生徒の実態を考慮し，すべての生徒に指導すべき内容 (1) 各学校においては，学校や生徒の実態を考慮し，必修教科や総合的

との関連を図りつつ，選択教科の授業時数及び内容を適切に定め選択 な学習の時間などとの関連を図りつつ，選択教科の授業時数及び内容

教科の指導計画を作成すること。 を適切に定め，選択教科の指導計画を作成すること。

(2) 選択教科の内容については，課題学習，補充的な学習や発展的な学 (2) 選択教科の内容については，第２章の各教科に示すように課題学習，

習など，生徒の障害の状態や特性等に応じた多様な学習活動が行える 補充的な学習や発展的な学習など，生徒の障害の状態や特性等に応じ

よう各学校において適切に定めること。その際，生徒の負担過重とな た多様な学習活動が行えるよう各学校において適切に定めること。そ

ることのないようにしなければならない。 の際，生徒の負担過重となることのないようにしなければならない。

(3) 生徒に履修させる選択教科の数は，第２学年においては１以上，第

３学年においては２以上とし，生徒の障害の状態，特性等を十分考慮

して，それぞれの生徒に適した選択教科を履修させること。

(3) 各学校においては，第２章に示す各教科を選択教科として設けるこ (4) 各学校において開設することができる選択教科の種類は，各学年と

とができるほか，地域や学校，生徒の実態を考慮して，特に必要があ も第２章に示す各教科とすること。

る場合には，その他特に必要な教科を選択教科として設けることがで

きる。その他特に必要な教科の名称，目標，内容などについては，各

学校が適切に定めるものとする。

６ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部にお ２ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部にお

いては，国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育及び職業・家 ける外国語については，学校や生徒の実態を考慮し，必要に応じて設け

庭の各教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動並びに自立活動につ ることができる。
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いては，特に示す場合を除き，すべての生徒に履修させるものとする。

また，外国語科については，学校や生徒の実態を考慮し，必要に応じて

設けることができる。

７ 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校にお

いて，各教科の指導に当たっては，各教科（小学部においては各教科の

各段階。以下この項において同じ。）に示す内容を基に，児童又は生徒

の知的障害の状態や経験等に応じて，具体的に指導内容を設定するもの

とする。また，各教科，道徳，特別活動及び自立活動の全部又は一部を

合わせて指導を行う場合には，各教科，道徳，特別活動及び自立活動に

示す内容を基に，児童又は生徒の知的障害の状態や経験等に応じて，具

体的に指導内容を設定するものとする。

８ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部にお

いては，地域や学校，生徒の実態を考慮して，特に必要がある場合には，

その他特に必要な教科を選択教科として設けることができる。その他特

に必要な教科の名称，目標，内容などについては，各学校が適切に定め

るものとする。その際，第２章第２節第２款の第２に示す事項に配慮す

るとともに，生徒の負担過重となることのないようにしなければならな

い。

第４ 総合的な学習の時間の取扱い

１ 総合的な学習の時間においては，各学校は，地域や学校の実態，児童

又は生徒の障害の状態や発達段階等に応じて，横断的・総合的な学習や

児童又は生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育

活動を行うものとする。

２ 総合的な学習の時間においては，次のようなねらいをもって指導を行

うものとする。

(1) 自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよ

く問題を解決する資質や能力を育てること。
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(2) 学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，

創造的に取り組む態度を育て，自己の生き方を考えることができるよ

うにすること。

(3) 各教科，道徳，特別活動及び自立活動で身に付けた知識や技能等を

相互に関連付け，学習や生活において生かし，それらが総合的に働く

ようにすること。

３ 各学校においては，１及び２に示す趣旨及びねらいを踏まえ，総合的

な学習の時間の目標及び内容を定め，例えば国際理解，情報，環境，福

祉・健康などの横断的・総合的な課題，児童又は生徒の興味・関心に基

づく課題，地域や学校の特色に応じた課題などについて，学校の実態に

応じた学習活動を行うものとする。

４ 各学校においては，学校における全教育活動との関連の下に，目標及

び内容，育てようとする資質や能力及び態度，学習活動，指導方法や指

導体制，学習の評価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を

作成するものとする。

５ 各学校における総合的な学習の時間の名称については，各学校におい

て適切に定めるものとする。

６ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては，次の事項に配慮

するものとする。

(1) 目標及び内容に基づき，児童又は生徒の学習状況に応じて教師が適

切な指導を行うこと。

(2) 自然体験やボランティア活動などの社会体験，観察・実験，見学や

調査，発表や討論，ものづくりや生産活動，交流活動など体験的な学

習，問題解決的な学習を積極的に取り入れること。

(3) グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態，地域

の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導

体制について工夫すること。

(4) 学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等
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の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教

材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。

(5) 小学部において，国際理解に関する学習の一環としての外国語会話

等を行うときは，学校の実態等に応じ，児童が外国語に触れたり，外

国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小学部段階にふさわし

い体験的な学習が行われるようにすること。

第５ 重複障害者等に関する特例

１ 障害の状態により学習が困難な児童又は生徒について特に必要がある

場合には，次に示すところによるものとする。

(1) 各教科の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わないことがで

きること。

(2) 各教科の各学年の目標及び内容の全部又は一部を，当該学年の前各

学年の目標及び内容の全部又は一部によって，替えることができるこ

と。

(3) 中学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部を，当

該各教科に相当する小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全

部又は一部によって，替えることができること。

(4) 幼稚部教育要領に示す各領域のねらい及び内容の一部を取り入れる

ことができること。

２ 複数の種類の障害を併せ有する児童又は生徒（以下「重複障害者」と

いう。）を教育する場合には，次に示すところによるものとする。

(1) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である児童又は

生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する児童又は生徒のう

ち，知的障害を併せ有する者については，各教科又は各教科の目標及

び内容に関する事項の一部を，当該各教科に相当する第２章第１節第

２款若しくは第２節第２款に示す各教科又は各教科の目標及び内容の

一部によって，替えることができること。なお，この場合，小学部の
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児童については，総合的な学習の時間を設けないことができること。

(2) 重複障害者のうち，学習が著しく困難な児童又は生徒については，

各教科，道徳若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又

は各教科若しくは総合的な学習の時間に替えて，自立活動を主として

指導を行うことができること。

３ 障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対し

て，教員を派遣して教育を行う場合については，上記１又は２に示すと

ころによることができるものとする。

第３ 授業時数等の取扱い 第６ 授業時数等の取扱い

１ 小学部又は中学部の各学年における第２章以下に示す各教科（知的障 １ 小学部又は中学部の各学年における総授業時数は，小学校又は中学校

害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部において，外 の各学年における総授業時数に準ずるものとする。この場合，各教科，

国語科を設ける場合を含む。以下同じ。），道徳，外国語活動，総合的な 道徳，特別活動（学級活動（学校給食に係るものを除く。）に限る。５

学習の時間，特別活動（学級活動（学校給食に係るものを除く。）に限 及び７において同じ。）及び自立活動の目標及び内容並びに総合的な学

る。以下この項，４及び６において同じ。）及び自立活動（以下「各教 習の時間のねらいを考慮し，それぞれの年間の授業時数を適切に定める

科等」という。）の総授業時数は，小学校又は中学校の各学年における ものとする。

総授業時数に準ずるものとする。この場合，各教科等の目標及び内容を

考慮し，それぞれの年間の授業時数を適切に定めるものとする。

２ 小学部又は中学部の各学年の総合的な学習の時間に充てる授業時数 ２ 小学部又は中学部の各学年の自立活動の時間に充てる授業時数は，児

は，児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等を考慮して，視覚障害者， 童又は生徒の障害の状態に応じて，適切に定めるものとする。

聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に対する教育

を行う特別支援学校については，小学部第３学年以上及び中学部におい

て，知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校については，

中学部において，それぞれ適切に定めるものとする。

３ 小学部又は中学部の各学年の自立活動の時間に充てる授業時数は，児 ３ 小学部又は中学部の各学年の総合的な学習の時間に充てる授業時数

童又は生徒の障害の状態に応じて，適切に定めるものとする。 は，児童又は生徒の障害の状態や発達段階等を考慮して，視覚障害者，

聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に対する教育

を行う特別支援学校については，小学部第３学年以上及び中学部におい
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て，知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校については，

中学部において，それぞれ適切に定めるものとする。

４ 重複障害者，療養中の児童若しくは生徒又は教員を派遣して教育を行

う場合について，特に必要があるときは，実情に応じた授業時数を適切

に定めるものとする。

４ 小学部又は中学部の各教科等の授業は，年間35週（小学部第１学年に ５ 小学部又は中学部の各教科，道徳，特別活動，自立活動及び総合的な

ついては34週）以上にわたって行うように計画し，週当たりの授業時数 学習の時間（以下「各教科等」という。）の授業は，年間35週（小学部

が児童又は生徒の負担過重にならないようにするものとする。ただし， 第１学年については34週）以上にわたって行うように計画し，週当たり

各教科等（中学部においては，特別活動を除く。）や学習活動の特質に の授業時数が児童又は生徒の負担過重にならないようにするものとす

応じ効果的な場合には，夏季，冬季，学年末等の休業日の期間に授業日 る。ただし，各教科等（中学部においては，特別活動を除く。）や学習

を設定する場合を含め，これらの授業を特定の期間に行うことができる。 活動の特質に応じ効果的な場合には，これらの授業を特定の期間に行う

なお，給食，休憩などの時間については，学校において工夫を加え，適 ことができる。なお，給食，休憩などの時間については，学校において

切に定めるものとする。 工夫を加え，適切に定めるものとする。

５ 特別活動の授業のうち，小学部の児童会活動及びクラブ活動，中学部 ６ 特別活動の授業のうち，小学部の児童会活動及びクラブ活動，中学部

の生徒会活動並びに学校行事については，それらの内容に応じ，年間， の生徒会活動並びに学校行事については，それらの内容に応じ，年間，

学期ごと，月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。 学期ごと，月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。

６ 小学部又は中学部の各教科等のそれぞれの授業の１単位時間は，各学 ７ 小学部又は中学部の各教科等のそれぞれの授業の１単位時間は，各学

校において，児童又は生徒の障害の状態や発達の段階及び各教科等や学 校において，児童又は生徒の障害の状態や発達段階及び各教科等や学習

習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。なお，中学部におい 活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。

ては，10分間程度の短い時間を単位として特定の教科の指導を行う場合

において，当該教科を担当する教師がその指導内容の決定や指導の成果

の把握と活用等を責任をもって行う体制が整備されているときは，その

時間を当該教科の年間授業時数に含めることができる。

７ 各学校においては，地域や学校，児童又は生徒の実態，各教科等や学 ８ 各学校においては，地域や学校，児童又は生徒の実態，各教科等や学

習活動の特質等に応じて，創意工夫を生かし時間割を弾力的に編成する 習活動の特質に応じて，創意工夫を生かし時間割を弾力的に編成するこ

ことができる。 とに配慮するものとする。

８ 総合的な学習の時間における学習活動により，特別活動の学校行事に

掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては，総合的
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な学習の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に

掲げる各行事の実施に替えることができる。

第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 第７ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

１ 各学校においては，次の事項に配慮しながら，学校の創意工夫を生か １ 各学校においては，次の事項に配慮しながら，学校の創意工夫を生か

し，全体として，調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。 し，全体として，調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。

(1) 各教科等及び各学年相互間の関連を図り，系統的，発展的な指導が (1) 各教科等及び各学年相互間の関連を図り，系統的，発展的な指導が

できるようにすること。 できるようにすること。

(2) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である児童に対 (2) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である児童に対

する教育を行う特別支援学校の小学部において，学年の目標及び内容 する教育を行う特別支援学校の小学部において，学年の目標及び内容

を２学年まとめて示した教科及び外国語活動については，当該学年間 を２学年まとめて示した教科については，当該学年間を見通して，地

を見通して，地域や学校及び児童の実態に応じ，その障害の状態や発 域や学校及び児童の実態に応じ，その障害の状態や発達段階を考慮し

達の段階を考慮しつつ，効果的，段階的に指導するようにすること。 つつ，効果的，段階的に指導するようにすること。

(3) 各教科の各学年，各分野又は各言語の指導内容については，そのま (3) 各教科の各学年，各分野又は各言語の指導内容については，そのま

とめ方や重点の置き方に適切な工夫を加えるなど，効果的な指導がで とめ方や重点の置き方に適切な工夫を加えるとともに，教材等の精選

きるようにすること。 を図り，効果的な指導ができるようにすること。

(4) 小学部においては，児童の実態等を考慮し，指導の効果を高めるた (4) 小学部においては，児童の実態等を考慮し，指導の効果を高めるた

め，合科的・関連的な指導を進めること。 め，合科的・関連的な指導を進めること。

(5) 各教科等の指導に当たっては，個々の児童又は生徒の実態を的確に (5) 重複障害者の指導に当たっては，個々の児童又は生徒の実態を的確

把握し，個別の指導計画を作成すること。また，個別の指導計画に基 に把握し，個別の指導計画を作成すること。

づいて行われた学習の状況や結果を適切に評価し，指導の改善に努め

ること。

(6) 学校がその目的を達成するため，地域や学校の実態等に応じ，家庭 (6) 開かれた学校づくりを進めるため，地域や学校の実態等に応じ，家

や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めるこ 庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めるこ

と。また，学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に， と。また，学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に，

児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い，社会性や豊かな人 児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い，社会性や豊かな人

間性をはぐくむために，学校の教育活動全体を通じて，小学校の児童 間性をはぐくむために，学校の教育活動全体を通じて，小学校の児童

又は中学校の生徒などとの交流及び共同学習を計画的，組織的に行う 又は中学校の生徒及び地域の人々などと活動を共にする機会を積極的
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とともに，地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けるこ に設けるようにすること。

と。

２ 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。 ２ 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。

(1) 学校の教育活動全体を通じて，個に応じた指導を充実するため，個 (1) 学校の教育活動全体を通じて，個に応じた指導を充実するため，指

別の指導計画に基づき指導方法や指導体制の工夫改善に努めること。 導方法や指導体制の工夫改善に努めること。その際，児童又は生徒の

その際，児童又は生徒の障害の状態や学習の進度等を考慮して，個 障害の状態や学習の進度等を考慮して，個別指導を重視するとともに，

別指導を重視するとともに，授業形態や集団の構成の工夫，それぞ 授業形態や集団の構成の工夫，教師の協力的な指導などにより，学習

れの教師の専門性を生かした協力的な指導などにより，学習活動が 活動が効果的に行われるようにすること。

効果的に行われるようにすること。

(2) 複数の種類の障害を併せ有する児童又は生徒（以下「重複障害者」

という。）については，専門的な知識や技能を有する教師間の協力の

下に指導を行ったり，必要に応じて専門の医師及びその他の専門家の

指導・助言を求めたりするなどして，学習効果を一層高めるようにす

ること。

(3) 各教科等の指導に当たっては，児童又は生徒の思考力，判断力，表 (2) 学校生活全体を通して，言語に対する関心や理解を深め，言語環境

現力等をはぐくむ観点から，基礎的・基本的な知識及び技能の活用を を整え，児童又は生徒の言語活動が適正に行われるようにすること。

図る学習活動を重視するとともに，言語に対する関心や理解を深め，

言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え，児童又は

生徒の言語活動を充実すること。

(4) 各教科等の指導に当たっては，体験的な学習や基礎的・基本的な知 (3) 各教科等の指導に当たっては，体験的な学習や問題解決的な学習を

識及び技能を活用した問題解決的な学習を重視するとともに，児童又 重視するとともに，児童又は生徒の興味・関心を生かし，自主的，自

は生徒の興味・関心を生かし，自主的，自発的な学習が促されるよう 発的な学習が促されるよう工夫すること。

工夫すること。

(5) 教師と児童生徒の信頼関係及び児童生徒相互の好ましい人間関係を (4) 教師と児童生徒の信頼関係及び児童生徒相互の好ましい人間関係を

育てるとともに児童生徒理解を深め，生徒指導の充実を図ること。ま 育てるとともに児童生徒理解を深め，生徒指導の充実を図ること。ま

た，中学部においては，生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選 た，中学部においては，生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選

択することができるよう，校内の組織体制を整備し，教師間の相互の 択することができるよう，学校の教育活動全体を通じ，計画的，組織

連携を図りながら，学校の教育活動全体を通じ，計画的，組織的な進 的な進路指導を行うこと。
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路指導を行うこと。その際，家庭及び地域や福祉，労働等の業務を行

う関係機関との連携を十分に図ること。

(6) 小学部の各教科等の指導に当たっては，児童が学習課題や活動を選 (5) 小学部の各教科等の指導に当たっては，児童が学習課題や活動を選

択したり，自らの将来について考えたりする機会を設けるなど工夫す 択したり，自らの将来について考えたりする機会を設けるなど工夫す

ること。また，中学部においては，生徒が学校や学級での生活により ること。また，中学部においては，生徒が学校や学級での生活により

よく適応するとともに，現在及び将来の生き方を考え行動する態度や よく適応するとともに，現在及び将来の生き方を考え行動する態度や

能力を育成することができるよう，学校の教育活動全体を通じ，ガイ 能力を育成することができるよう，学校の教育活動全体を通じ，ガイ

ダンスの機能の充実を図ること。 ダンスの機能の充実を図ること。

(7) 各教科等の指導に当たっては，児童又は生徒が学習の見通しを立て

たり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるよう

工夫すること。

(8) 海外から帰国した児童又は生徒などについては，学校生活への適応 (6) 海外から帰国した児童又は生徒などについては，学校生活への適応

を図るとともに，外国における生活経験を生かすなどの適切な指導を を図るとともに，外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行

行うこと。 うこと。

(9) 障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対し

て，教員を派遣して教育を行う場合については，障害の状態や学習環

境等に応じて，指導方法や指導体制を工夫し，学習活動が効果的に行

われるようにすること。

(10) 各教科等の指導に当たっては，児童又は生徒がコンピュータや情 (7) 各教科等の指導に当たっては，児童又は生徒がコンピュータや情報

報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ，その基本的な操作 通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ，それを積極的に活用

や情報モラルを身に付け，適切かつ主体的，積極的に活用できるよう できるようにするための学習活動の充実に努めるとともに，視聴覚教

にするための学習活動を充実するとともに，これらの情報手段に加え 材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。なお，児童

視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。ま 又は生徒の障害の状態や特性等に即した教材・教具を創意工夫し，そ

た，児童又は生徒の障害の状態や特性等に即した教材・教具を創意工 れらを活用して指導の効果を高めるようにすること。

夫するとともに，学習環境を整え，指導の効果を高めるようにするこ

と。

(11) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り，児童又は生 (8) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り，児童又は生徒

徒の主体的，意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。 の主体的，意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
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(12) 児童又は生徒のよい点や可能性，進歩の状況などを積極的に評価 (9) 児童又は生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するととも

するとともに，指導の過程や成果を評価し，指導の改善を行い学習意 に，指導の過程や成果を評価し，指導の改善を行い学習意欲の向上に

欲の向上に生かすようにすること。 生かすようにすること。

(13) 学校医等との連絡を密にし，児童又は生徒の障害の状態に応じた (10) 学校医等との連絡を密にし，児童又は生徒の障害の状態に応じた

保健及び安全に十分留意すること。 保健及び安全に十分留意すること。

(14) 家庭及び地域や医療，福祉，保健，労働等の業務を行う関係機関 (11) 家庭，児童福祉施設，医療機関等との連携を密にし，指導の効果

との連携を図り，長期的な視点で児童又は生徒への教育的支援を行う をあげるよう努めること。

ために，個別の教育支援計画を作成すること。

(15) 中学部において，生徒の自主的，自発的な参加により行われる部

活動については，スポーツや文化及び科学等に親しませ，学習意欲の

向上や責任感，連帯感の涵養等に資するものであり，学校教育の一環
かん

として，教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際，地

域や学校の実態に応じ，地域の人々の協力，社会教育施設や社会教育

関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにする

こと。

(16) 小学校又は中学校等の要請により，障害のある児童，生徒又は当 (12) 地域の実態や家庭の要請等により，障害のある児童若しくは生徒

該児童若しくは生徒の教育を担当する教師等に対して必要な助言又は 又はその保護者に対して教育相談を行うなど，各学校の教師の専門性

援助を行ったり，地域の実態や家庭の要請等により保護者等に対して や施設・設備を生かした地域における特別支援教育に関する相談のセ

教育相談を行ったりするなど，各学校の教師の専門性や施設・設備を ンターとしての役割を果たすよう努めること。

生かした地域における特別支援教育のセンターとしての役割を果たす

よう努めること。その際，学校として組織的に取り組むことができる

よう校内体制を整備するとともに，他の特別支援学校や地域の小学校

又は中学校等との連携を図ること。

第５ 重複障害者等に関する教育課程の取扱い

１ 児童又は生徒の障害の状態により特に必要がある場合には，次に示す

ところによるものとする。

(1) 各教科及び外国語活動の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱
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わないことができること。

(2) 各教科の各学年の目標及び内容の全部又は一部を，当該学年の前各

学年の目標及び内容の全部又は一部によって，替えることができるこ

と。

(3) 中学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部を，当

該各教科に相当する小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全

部又は一部によって，替えることができること。

(4) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対

する教育を行う特別支援学校の中学部の外国語科については，外国語

活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること。

(5) 幼稚部教育要領に示す各領域のねらい及び内容の一部を取り入れる

ことができること。

２ 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である児童又は生

徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する児童又は生徒のうち，知

的障害を併せ有する者については，各教科又は各教科の目標及び内容に

関する事項の一部を，当該各教科に相当する第２章第１節第２款若しく

は第２節第２款に示す知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行

う特別支援学校の各教科又は各教科の目標及び内容の一部によって，替

えることができるものとする。なお，この場合，小学部の児童について

は，外国語活動及び総合的な学習の時間を設けないことができるものと

する。また，中学部の生徒については，外国語科を設けないことができ

るものとする。

３ 重複障害者のうち，障害の状態により特に必要がある場合には，各教

科，道徳，外国語活動若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の

一部又は各教科，外国語活動若しくは総合的な学習の時間に替えて，自

立活動を主として指導を行うことができるものとする。

４ 障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対し

て，教員を派遣して教育を行う場合については，上記１から３に示すと
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ころによることができるものとする。

５ 重複障害者，療養中の児童若しくは生徒又は障害のため通学して教育

を受けることが困難な児童若しくは生徒に対して教員を派遣して教育を

行う場合について，特に必要があるときは，実情に応じた授業時数を適

切に定めるものとする。
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特別支援学校小学部・中学部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第２章 各 教 科 第２章 各 教 科

第１節 小 学 部 第１節 小 学 部

第１款 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である児童に対 第１款 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である児童に対

する教育を行う特別支援学校 する教育を行う特別支援学校

各教科の目標，各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱 各教科の目標，各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年にわ

いについては，小学校学習指導要領第２章に示すものに準ずるものとする。 たる内容の取扱いについては，小学校学習指導要領第２章に示すものに準ず

るものとする。

指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いに当たっては，児童の障害 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いに当たっては，児童の障害

の状態や特性等を十分考慮するとともに，特に次の事項に配慮するものとす の状態や特性等を十分考慮するとともに，特に次の事項に配慮するものとす

る。 る。

１ 視覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校 １ 視覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校

(1) 児童が聴覚，触覚及び保有する視覚などを十分に活用して，具体的 (1) 具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付けて，的確な概念の形

な事物・事象や動作と言葉とを結び付けて，的確な概念の形成を図り， 成を図り，言葉を正しく活用できるようにすること。

言葉を正しく理解し活用できるようにすること。

(2) 児童の視覚障害の状態等に応じて，点字又は普通の文字の読み書き (2) 児童の視覚障害の状態等に応じて，点字又は普通の文字の読み書き

を系統的に指導し，習熟させること。なお，点字を常用して学習する を系統的に指導し，習熟させること。なお，点字を常用して学習する

児童に対しても，漢字・漢語の理解を促すため，児童の発達の段階等 児童に対しても，漢字・漢語の理解を促すため，適切な指導が行われ

に応じて適切な指導が行われるようにすること。 るようにすること。

(3) 児童の視覚障害の状態等に応じて，指導内容を適切に精選し，基礎 (3) 児童の視覚障害の状態等によって学習上困難を伴う内容について

的・基本的な事項に重点を置くなどして指導すること。 は，基本の理解を促す事項に重点を置いて指導すること。

(4) 触覚教材，拡大教材，音声教材等の活用を図るとともに，児童が視 (4) 触覚教材，拡大教材等の活用を図るとともに，児童がコンピュータ
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覚補助具やコンピュータ等の情報機器などの活用を通して，容易に情 等の情報機器を活用して容易に情報の収集や処理ができるようにする

報の収集や処理ができるようにするなど，児童の視覚障害の状態等を など，児童の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。

考慮した指導方法を工夫すること。

(5) 児童が空間や時間の概念を活用して場の状況や活動の過程等を的確 (5) 児童が空間や時間の概念を活用して学習場面の状況を的確に把握で

に把握できるよう配慮し，見通しをもって意欲的な学習活動を展開で きるようにし，見通しをもって意欲的な学習活動を展開できるように

きるようにすること。 すること。

２ 聴覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校 ２ 聴覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校

(1) 体験的な活動を通して的確な言語概念の形成を図り，児童の発達に (1) 体験的な活動を通して的確な言語概念の形成を図り，児童の発達に

応じた思考力の育成に努めること。 応じた思考力の育成に努めること。

(2) 児童の言語発達の程度に応じて，主体的に読書に親しんだり，書い (2) 児童の言語発達の程度に応じて，主体的に読書に親しむ態度を養う

て表現したりする態度を養うように工夫すること。 ように工夫すること。

(3) 児童の聴覚障害の状態等に応じて，指導内容を適切に精選し，基礎 (3) 児童の聴覚障害の状態等に応じて，指導内容を適切に精選し，基礎

的・基本的な事項に重点を置くなどして指導すること。 的・基本的な事項に重点を置いて指導すること。

(4) 補聴器等の利用により，児童の保有する聴覚を最大限に活用し，効 (4) 補聴器等の利用により，児童の保有する聴覚を最大限に活用し，効

果的な学習活動が展開できるようにすること。 果的な学習活動が展開できるようにすること。

(5) 視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその活用方法等を工夫す (5) 視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やコンピュータ等の情報機

るとともに，コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し，指導の 器を有効に活用し，指導の効果を高めるようにすること。

効果を高めるようにすること。

(6) 児童の聴覚障害の状態等に応じ，音声，文字，手話等のコミュニケ (6) 児童の言語発達の程度に応じて，言葉による意思の相互伝達が活発

ーション手段を適切に活用して，意思の相互伝達が活発に行われるよ に行われるように指導方法を工夫すること。

うに指導方法を工夫すること。

３ 肢体不自由者である児童に対する教育を行う特別支援学校 ３ 肢体不自由者である児童に対する教育を行う特別支援学校

(1) 体験的な活動を通して表現する意欲を高めるとともに，児童の言語

発達の程度や身体の動きの状態に応じて，考えたことや感じたことを

表現する力の育成に努めること。

(2) 児童の身体の動きの状態や生活経験の程度等を考慮して，指導内容 (1) 児童の身体の動きの状態や生活経験の程度等を考慮して，指導内容

を適切に精選し，基礎的・基本的な事項に重点を置くなどして指導す を適切に精選するとともに，その重点の置き方や指導の順序等を工夫

ること。 すること。
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(3) 身体の動きやコミュニケーション等に関する内容の指導に当たって (2) 身体の動きやコミュニケーション等に関する内容の指導に当たって

は，特に自立活動における指導との密接な関連を保ち，学習効果を一 は，特に自立活動における指導との密接な関連を保つようにし，学習

層高めるようにすること。 効果を一層高めるようにすること。

(4) 児童の学習時の姿勢や認知の特性等に応じて，指導方法を工夫する

こと。

(5) 児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて，適切な補助用具 (3) 児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて，適切な補助用具

や補助的手段を工夫するとともに，コンピュータ等の情報機器などを や補助的手段を工夫するとともに，コンピュータ等の情報機器などを

有効に活用し，指導の効果を高めるようにすること。 有効に活用し，指導の効果を高めるようにすること。

４ 病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校 ４ 病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校

(1) 児童の授業時数の制約や病気の状態等に応じて，指導内容を適切に (1) 児童の授業時数の制約等の状況に応じて，指導内容を適切に精選し，

精選し，基礎的・基本的な事項に重点を置くとともに，各教科等相互 基礎的・基本的な事項に重点を置くとともに，各教科等相互の関連を

の関連を図ったり，指導内容の連続性に配慮した工夫を行ったりして， 図るなどして，効果的な学習ができるようにすること。

効果的な学習活動が展開できるようにすること。

(2) 健康状態の改善等に関する内容の指導に当たっては，特に自立活動 (2) 健康状態の改善等に関する内容の指導に当たっては，特に自立活動

における指導との密接な関連を保ち，学習効果を一層高めるようにす における指導との密接な関連を保つようにし，学習効果を一層高める

ること。 ようにすること。

(3) 体験的な活動を伴う内容の指導に当たっては，児童の病気の状態や

学習環境に応じて指導方法を工夫し，効果的な学習活動が展開できる

ようにすること。

(4) 児童の身体活動の制限の状態等に応じて，教材・教具や補助用具な (3) 児童の身体活動の制限の状態等に応じて，教材・教具の工夫やコン

どを工夫するとともに，コンピュータ等の情報機器などを有効に活用 ピュータ等の情報機器の有効な活用を図るなどして，指導の効果を高

し，指導の効果を高めるようにすること。 めるようにすること。

(5) 児童の病気の状態等を考慮し，学習活動が負担過重とならないよう (4) 児童の病気の状態等を考慮し，学習活動が負担過重とならないよう

にすること。 にすること。

第２款 知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校 第２款 知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校

第１ 各教科の目標及び内容 第１ 各教科の目標及び内容
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［生 活］ ［生 活］

１ 目 標 １ 目 標

日常生活の基本的な習慣を身に付け，集団生活への参加に必要な態度や 日常生活の基本的な習慣を身に付け，集団生活への参加に必要な態度や

技能を養うとともに，自分と身近な社会や自然とのかかわりについて関心 技能を養うとともに，自分と身近な社会や自然とのかかわりについて関心

を深め，自立的な生活をするための基礎的能力と態度を育てる。 を深め，自立的な生活をするための基礎的能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) 日常生活に必要な身辺処理を求めたり，教師と一緒に行ったりする。 (1) 身辺生活の処理を求めたり，教師と一緒に行ったりする。

(2) 教師と一緒に健康で安全な生活をする。 (2) 教師と一緒に健康で安全な生活をする。

(3) 教師や友達と同じ場所で遊ぶ。 (3) 教師や友達と同じ場所で遊ぶ。

(4) 教師と一緒に身近な人に簡単なあいさつをする。 (4) 教師と一緒に身近な人に簡単なあいさつをする。

(5) 教師と一緒に集団活動に参加する。 (5) 教師と一緒に集団活動に参加する。

(6) 教師と一緒に簡単な手伝いや仕事をする。 (6) 教師と一緒に簡単な手伝いや仕事をする。

(7) 教師と一緒に日常生活の簡単なきまりに従って行動する。 (7) 学校生活の簡単なきまりに従って行動する。

(8) 教師と一緒に日課に沿って行動する。

(9) 教師と一緒に簡単な買い物をする。 (8) 教師と一緒に簡単な買い物をする。

(10) 身近な自然の中で，教師と一緒に遊んだり，自然や生き物に興味や (9) 身近な自然の中で，教師と一緒に遊んだり，自然や生き物に興味や関

関心をもったりする。 心をもったりする。

(11) 家族や家の近所などの様子に興味や関心をもつ。 (10) 家族や家の近所などの様子に興味や関心をもつ。

(12) 身近な公共施設や公共物などを教師と一緒に利用する。 (11) 身近な公共施設や公共物を教師と一緒に利用する。

○２段階 ○２段階

(1) 教師の援助を受けながら日常生活に必要な身辺処理をする。 (1) 教師の援助を受けながら身辺生活の処理をする。

(2) 教師の援助を受けながら健康で安全な生活をする。 (2) 教師の援助を受けながら健康で安全な生活をする。

(3) 教師や友達と簡単なきまりのある遊びをする。 (3) 教師や友達と簡単なきまりのある遊びをする。

(4) 教師の援助を受けながら身近な人にあいさつや話をするなどのかかわ (4) 教師の援助を受けながら身近な人にあいさつや話をするなどのかかわ

りをもつ。 りをもつ。

(5) 集団活動に参加し，簡単な係活動をする。 (5) 集団活動に参加し，簡単な係活動をする。

(6) 教師の援助を受けながら簡単な手伝いや仕事をする。 (6) 教師の援助を受けながら簡単な手伝いや仕事をする。



- 小・中 21 -

(7) 日常生活に必要な簡単なきまりやマナーに気付き，それらを守って行 (7) 日常生活に必要な簡単なきまりに気付き，それらを守って行動する。

動する。

(8) 教師の援助を受けながら，日課に沿って行動する。

(9) 決まった額の買い物をして，金銭の必要なことが分かる。 (8) 決まった額の買い物をして，金銭の必要なことが分かる。

(10) 身近な自然の中で遊んだり，動植物を育てたりして自然や生き物へ (9) 身近な自然の中で遊んだり，動植物を育てたりして自然や生き物への

の興味や関心を深める。 興味や関心を深める。

(11) 家族の役割や身近な地域の様子に興味や関心をもち，自分と家庭や (10) 家族の役割や身近な地域の様子に興味や関心をもち，自分と家庭や

社会とのかかわりに気付く。 社会とのかかわりに気付く。

(12) 教師の援助を受けながら身近な公共施設や公共物などを利用する。 (11) 教師の援助を受けながら身近な公共施設や公共物を利用する。

○３段階 ○３段階

(1) 日常生活に必要な身辺処理を自分でする。 (1) 日常生活に必要な身辺生活の処理を自分でする。

(2) 健康や身体の変化に関心をもち，健康で安全な生活をするように心掛 (2) 健康や身体の変化に関心をもち，健康で安全な生活をするように心掛

ける。 ける。

(3) 友達とかかわりをもち，きまりを守って仲良く遊ぶ。 (3) 友達とかかわりをもち，きまりを守って仲良く遊ぶ。

(4) 身近な人と自分とのかかわりが分かり，簡単な応対などをする。 (4) 身近な人と自分とのかかわりが分かり，簡単な応対などをする。

(5) 進んで集団生活に参加し，簡単な役割を果たす。 (5) 進んで集団生活に参加し，簡単な役割を果たす。

(6) 日常生活で簡単な手伝いや仕事を進んでする。 (6) 日常生活で簡単な手伝いや仕事を進んでする。

(7) 日常生活に必要な簡単なきまりやマナーが分かり，それらを守って行 (7) 日常生活に必要な簡単なきまりが分かり，それらを守って行動する。

動する。

(8) 日常生活でのおよその予定が分かり，見通しをもって行動する。

(9) 簡単な買い物をして，金銭の取扱いに慣れる。 (8) 簡単な買い物をして，金銭の取扱いに慣れる。

(10) 身近な自然の事物・現象に興味や関心を深め，その特徴や変化の様 (9) 身近な自然の事物・現象に興味や関心を深め，その特徴や変化の様子

子を知る。 を知る。

(11) 家庭や社会の様子に興味や関心を深め，その働きを知る。 (10) 家庭や社会の様子に興味や関心を深め，その働きを知る。

(12) 身近な公共施設や公共物などを利用し，その働きを知る。 (11) 身近な公共施設や公共物の働きが分かり，それらを利用する。

［国 語］ ［国 語］

１ 目 標 １ 目 標



- 小・中 22 -

日常生活に必要な国語を理解し，伝え合う力を養うとともに，それらを表 日常生活に必要な国語を理解し，表現する能力と態度を育てる。

現する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) 教師の話を聞いたり，絵本などを読んでもらったりする。 (1) 教師の話を聞いたり，絵本などを読んでもらったりする。

(2) 教師などの話し掛けに応じ，表情，身振り，音声や簡単な言葉で表現 (2) 教師などの話し掛けに応じ，表情，身振り，音声や簡単な言葉で表現

する。 する。

(3) 教師と一緒に絵本などを楽しむ。 (3) 教師と一緒に絵本などを楽しむ。

(4) いろいろな筆記用具を使って書くことに親しむ。 (4) いろいろな筆記用具を使って書くことに親しむ。

○２段階 ○２段階

(1) 教師や友達などの話し言葉に慣れ，簡単な説明や話し掛けが分かる。 (1) 教師や友達などの話し言葉に慣れる。

(2) 見聞きしたことなどを簡単な言葉で話す。 (2) 見聞きしたことなどを簡単な言葉で話す。

(3) 文字などに関心をもち，読もうとする。 (3) 文字などに関心をもち，読もうとする。

(4) 文字を書くことに興味をもつ。 (4) 文字を書くことに興味をもつ。

○３段階 ○３段階

(1) 身近な人の話を聞いて，内容のあらましが分かる。 (1) 身近な人の話を聞いて，内容のあらましが分かる。

(2) 見聞きしたことなどのあらましや自分の気持ちなどを教師や友達と話 (2) 見聞きしたことなどのあらましを教師や友達と話す。

す。

(3) 簡単な語句や短い文などを正しく読む。 (3) 簡単な語句や短い文などを正しく読む。

(4) 簡単な語句や短い文を平仮名などで書く。 (4) 簡単な語句や短い文を平仮名などで書く。

［算 数］ ［算 数］

１ 目 標 １ 目 標

具体的な操作などの活動を通して，数量や図形などに関する初歩的なこ 具体的な操作などの活動を通して，数量や図形などに関する初歩的なこ

とを理解し，それらを扱う能力と態度を育てる。 とを理解し，それらを扱う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) 具体物があることが分かり，見分けたり，分類したりする。 (1) 具体物の有無が分かる。
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(2) 身近にあるものの大小や多少などに関心をもつ。 (2) 身近にあるものの数量に関心をもつ。

(3) 身近にあるものの形の違いに気付く。 (3) 身近にあるものの形の違いに気付く。

○２段階 ○２段階

(1) 身近にある具体物を数える。 (1) 身近にある具体物を数える。

(2) 身近にあるものの長さやかさなどを比較する。 (2) 身近にあるものの長さやかさなどを比較する。

(3) 基本的な図形や簡単な図表に関心をもつ。 (3) 基本的な図形や簡単な図表に関心をもつ。

(4) 一日の時の移り変わりに気付く。 (4) 一日の時の移り変わりに気付く。

○３段階 ○３段階

(1) 初歩的な数の概念を理解し，簡単な計算をする。 (1) 初歩的な数の概念を理解し，簡単な計算をする。

(2) 身近にあるものの重さや広さなどが分かり，比較する。 (2) 身近にあるものの重さや広さなどが分かり，比較する。

(3) 基本的な図形が分かり，その図形を描いたり，簡単な図表を作ったり (3) 基本的な図形が分かり，その図形を描いたり，簡単な図表を作ったり

する。 する。

(4) 時計や暦に関心をもつ。 (4) 時計や暦に関心をもつ。

［音 楽］ ［音 楽］

１ 目 標 １ 目 標

表現及び鑑賞の活動を通して，音楽についての興味や関心をもち，その 表現及び鑑賞の活動を通して，音楽についての興味や関心をもち，その

美しさや楽しさを味わうようにする。 美しさや楽しさを味わうようにする。

２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) 音楽が流れている中で体を動かして楽しむ。 (1) 音楽が流れている中で体を動かして楽しむ。

(2) 音の出るおもちゃで遊んだり，扱いやすい打楽器などでいろいろな音 (2) 音の出るおもちゃで遊んだり，扱いやすい打楽器でいろいろな音を鳴

を鳴らしたりして楽しむ。 らしたりして楽しむ。

○２段階 ○２段階

(1) 好きな音や音楽を聴いて楽しむ。 (1) 好きな音楽を聴いて楽しむ。

(2) 友達や教師とともに簡単なリズムの特徴を感じ取って身体を動かす。 (2) 友達や教師とともにリズムの特徴を感じ取って身体を動かす。

(3) 打楽器などを使ってリズム遊びや簡単な合奏をする。 (3) いろいろな打楽器を使ってリズム遊びなどをする。

(4) 好きな歌ややさしい旋律の一部分を楽しく歌う。 (4) 好きな歌ややさしい旋律の一部分を楽しく歌う。
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○３段階 ○３段階

(1) 身近な人の歌や演奏などを聴き，いろいろな音楽に関心をもつ。 (1) 身近な人の歌や演奏などを聴き，いろいろな音楽に関心をもつ。

(2) 音楽に合わせて簡単な身体表現をする。 (2) 音楽に合わせて簡単な身体表現をする。

(3) 旋律楽器に親しみ，簡単な楽譜を見ながらリズム合奏をする。 (3) 旋律楽器に親しみ，簡単な楽譜を見ながらリズム合奏をする。

(4) やさしい歌を伴奏に合わせながら，教師や友達などと一緒に歌ったり， (4) やさしい歌を伴奏に合わせながら，教師や友達などと一緒に歌ったり，

一人で歌ったりする。 一人で歌ったりする。

［図画工作］ ［図画工作］

１ 目 標 １ 目 標

初歩的な造形活動によって，造形表現についての興味や関心をもち，表 初歩的な造形活動によって，造形表現についての興味や関心をもち，表

現の喜びを味わうようにする。 現の喜びを味わうようにする。

２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) かいたり，つくったり，飾ったりすることに関心をもつ。 (1) かいたり，つくったり，飾ったりすることに関心をもつ。

(2) 土，木，紙などの身近な材料をもとに造形遊びをする。 (2) 身近な材料をもとに造形遊びをする。

○２段階 ○２段階

(l) 見たことや感じたことを絵にかいたり，つくったり，それを飾ったり (1) 見たことや感じたことを絵にかいたり，つくったり，それを飾ったり

する。 する。

(2) 粘土，クレヨン，はさみ，のりなどの身近な材料や用具を親しみなが (2) 身近な材料や用具を親しみながら使う。

ら使う。

○３段階 ○３段階

(1) 見たこと，感じたことや想像したことを，工夫して絵にかいたり，つ (1) 見たこと，感じたことや想像したことを，工夫して絵にかいたり，つ

くったり，それを飾ったり，使ったりする。 くったり，それを飾ったり，使ったりする。

(2) いろいろな材料や用具を工夫しながら，目的に合わせて使う。 (2) いろいろな材料や用具を工夫しながら，目的に合わせて使う。

(3) 友達と作品を見せ合ったり，造形品などの形や色，表し方の面白さな (3) 友達と作品を見せ合ったり，造形品などを見ることに関心をもったり

どに気付いたりする。 する。

［体 育］ ［体 育］
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１ 目 標 １ 目 標

適切な運動の経験を通して，健康の保持増進と体力の向上を図り，楽し 適切な運動の経験を通して，健康の保持増進と体力の向上を図り，楽し

く明るい生活を営む態度を育てる。 く明るい生活を営む態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) 教師と一緒に，楽しく手足を動かしたり，歩く，走るなどの基本的な (1) 教師と一緒に，歩く，走るなどの基本的な運動をする。

運動をしたりする。

(2) いろいろな器械・器具・用具を使った遊び，表現遊び，水遊びなどを (2) いろいろな器械・器具・用具を使った遊び，表現遊び，水遊びなどを

楽しく行う。 する。

(3) 簡単な合図や指示に従って，楽しく運動をする。 (3) 簡単な合図や指示に従って，楽しく運動する。

○２段階 ○２段階

(1) 歩く，走る，跳ぶなどの基本的な運動に慣れる。 (1) 歩く，走る，跳ぶなどの基本的な運動に慣れる。

(2) いろいろな器械・器具・用具を使った運動，表現運動，水の中での運 (2) いろいろな器械・器具・用具を使った運動，表現運動，水の中での運

動などに親しむ。 動などに親しむ。

(3) 簡単なきまりを守り，友達とともに安全に運動をする。 (3) 簡単なきまりを守り，友達とともに安全に運動する。

○３段階 ○３段階

(1) 歩く，走る，跳ぶなどの基本的な運動を姿勢や動きを変えるなどして (1) 歩く，走る，跳ぶなどの基本的な運動をいろいろな方法で行う。

いろいろな方法で行う。

(2) いろいろな器械・器具・用具を使った運動，表現運動，水の中での運 (2) いろいろな器械・器具・用具を使った運動，表現運動，水の中での運

動などをする。 動などをする。

(3) いろいろなきまりを守り，友達と協力して安全に運動をする。 (3) いろいろなきまりを守り，力を合わせて安全に運動する。

第２ 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い 第２ 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，個々の児童の知的障害の状態や経験等 １ 指導計画の作成に当たっては，児童の知的発達の遅滞の状態や経験等

を考慮しながら，各教科の相当する段階の内容の中から実際に指導する を考慮しながら，各教科の相当する段階の内容の中から実際に指導する

内容を選定し，配列して，具体的に指導内容を設定するものとする。 内容を選定し，配列して，効果的な指導を行うことができるよう配慮す

るものとする。

２ 個々の児童の実態に即して，生活に結び付いた効果的な指導を行うと ２ 各教科，道徳，特別活動及び自立活動の全部又は一部を合わせて指導
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ともに，児童が見通しをもって，意欲的に学習活動に取り組むことがで 計画を作成するに当たっては，個々の児童の実態に即して，生活に結び

きるよう配慮するものとする。 付いた学習活動が展開できるよう配慮するものとする。

３ 児童の実態に即して学習環境を整えるなど，安全に留意するものとす ３ 児童の実態に即して学習環境を整えるなど，安全に留意するものとす

る。 る。

４ 家庭等との連携を図り，児童が学習の成果を実際の生活に生かすこと ４ 家庭等との連携を図り，児童が学習の成果を実際の生活に生かすこと

ができるよう配慮するものとする。 ができるよう配慮するものとする。

５ 児童の知的障害の状態や経験等に応じて，教材・教具や補助用具など

を工夫するとともに，コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し，

指導の効果を高めるようにするものとする。

第２節 中 学 部 第２節 中 学 部

第１款 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対 第１款 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対

する教育を行う特別支援学校 する教育を行う特別支援学校

各教科の目標，各学年，各分野又は各言語の目標及び内容並びに指導計画 １ 各教科の目標，各学年，各分野又は各言語の目標及び内容並びに指導

の作成と内容の取扱いについては，中学校学習指導要領第２章に示すものに 計画の作成と内容の取扱いについては，中学校学習指導要領第２章第１

準ずるものとする。 節から第９節までに示すものに準ずるものとする。

指導計画の作成と内容の取扱いに当たっては，生徒の障害の状態や特性等 指導計画の作成と内容の取扱いに当たっては，生徒の障害の状態や特

を十分考慮するとともに，第２章第１節第１款において特に示している事項 性等を十分考慮するとともに，第２章第１節第１款において特に示して

に配慮するものとする。 いる事項に配慮するものとする。

２ 学校教育法施行規則第73条の８第３項のその他特に必要な教科は，地

域や学校の実態及び生徒の特性等を考慮して，特に必要がある場合に設

けることができる。この場合においては，各学校が，名称，目標，内容

などについて適切に定めるものとする。

第２款 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 第２款 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

第１ 各教科の目標及び内容 第１ 各教科の目標及び内容
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［国 語］ ［国 語］

１ 目 標 １ 目 標

日常生活に必要な国語についての理解を深め，伝え合う力を高めるとと 日常生活に必要な国語についての理解を深め，表現する能力と態度を育

もに，それらを活用する能力と態度を育てる。 てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 話のおよその内容を聞き取る。 (1) 話の内容を大体聞き取る。

(2) 見聞きしたことや経験したこと，自分の意見などを相手に分かるよう (2) 見聞きしたことなどを相手に分かるように話す。

に話す。

(3) 簡単な語句，文及び文章などを正しく読む。 (3) 簡単な語句，文及び文章などを正しく読む。

(4) 簡単な手紙や日記などの内容を順序立てて書く。 (4) 簡単な手紙や日記などの内容を順序立てて書く。

［社 会］ ［社 会］

１ 目 標 １ 目 標

社会の様子，働きや移り変わりについての関心と理解を深め，社会生活 社会の様子，働きや移り変わりについての関心と理解を深め，社会生活

に必要な基礎的な能力と態度を育てる。 に必要な基礎的な能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 集団生活の中での役割を理解し，自分の意見を述べたり，相手の立場 (1) 集団生活に慣れ，自分の意見を述べたり，相手の立場を考えたりして，

を考えたりして，互いに協力し合う。 互いに協力し合う。

(2) 社会生活に必要ないろいろなきまりがあることを知り，それらを守る。 (2) 社会生活に必要ないろいろなきまりがあることを知り，それらを守る。

(3) 日常生活に関係の深い公共施設や公共物などの働きが分かり，それら (3) 日常生活に関係の深い公共施設や公共物などの働きが分かり，それら

を利用する。 を利用する。

(4) 日常生活で経験する社会の出来事や通信，メディアなどに興味や関心 (4) 日常生活で経験する社会の出来事に興味や関心をもち，生産，消費な

をもち，生産，消費などの経済活動に関する初歩的な事柄を理解する。 どの経済活動に関する初歩的な事柄を理解する。

(5) 自分が住む地域を中心に，我が国のいろいろな地域の様子や社会の移 (5) 自分が住む地域を中心に，我が国のいろいろな地域の様子や社会の移

り変わりに関心をもつ。 り変わりに関心をもつ。

(6) 外国の様子や世界の出来事などに興味や関心をもつ。 (6) 外国の様子や世界の出来事などに興味や関心をもつ。



- 小・中 28 -

［数 学］ ［数 学］

１ 目 標 １ 目 標

日常生活に必要な数量や図形などに関する初歩的な事柄についての理解 日常生活に必要な数量や図形などに関する初歩的な事柄についての理解

を深め，それらを扱う能力と態度を育てる。 を深め，それらを扱う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 日常生活における初歩的な数量の処理や計算をする。 (1) 初歩的な数量の処理や計算をし，日常生活の中で使う。

(2) 長さ・重さなどの単位が分かり，測定する。 (2) 長さ・重さなどの単位が分かり，測定する。

(3) 図形の特徴や図表の内容を理解し，作成する。 (3) 図形の特徴や図表の内容を理解し，作成したりする。

(4) 金銭や時計・暦などの使い方に慣れる。 (4) 金銭や時計・暦の使い方に慣れる。

［理 科］ ［理 科］

１ 目 標 １ 目 標

日常生活に関係の深い自然の仕組みや働きなどに関する初歩的な事柄に 日常生活に関係の深い自然の仕組みや働きに関する初歩的な事柄につい

ついての理解を図り，科学的な見方や考え方を養うとともに，自然を大切 ての理解を図り，自然を愛する豊かな心情を培う。

にする態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 人の体の主なつくりや働きに関心をもつ。 (1) 人の体の主なつくりや働きに関心をもつ。

(2) 身近な生物の特徴，その成長及び活動の様子に関心をもつ。 (2) 身近な生物の成長及び活動の様子に関心をもつ。

(3) 日常生活に関係の深い事物や機械・器具の仕組みと扱いについての初 (3) 身近な事物や機械・器具の仕組みと扱いについての初歩的な知識をも

歩的な知識をもつ。 つ。

(4) 自然の事物・現象についての興味を広げ，日常生活との関係を知る。 (4) 自然の事物・現象についての興味を広げ，日常生活との関係を知る。

［音 楽］ ［音 楽］

１ 目 標 １ 目 標

表現及び鑑賞の能力を培い，音楽についての興味や関心を深め，生活を 表現及び鑑賞の能力を培い，音楽についての興味や関心を深め，生活を

明るく楽しいものにする態度と習慣を育てる。 明るく楽しいものにする態度と習慣を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) いろいろな音楽を楽器の音色などに関心をもって聴く。 (1) いろいろな音楽を楽しく聴く。
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(2) 音楽を聴いて感じたことを動作で表現したり，リズムに合わせて身 (2) 音楽を聴いて感じたことを動作で表現したり，リズムに合わせて身

体表現をしたりする。 体表現をしたりする。

(3) 打楽器や旋律楽器などを使って，自由に演奏したり，合奏や独奏を (3) 打楽器や旋律楽器を使って，自由に演奏したり，合奏や独奏をした

したりする。 りする。

(4) 歌詞やリズムなどに気を付けて，独唱，斉唱，簡単な輪唱などをす (4) 歌詞やリズムなどに気を付けて，独唱，斉唱，簡単な輪唱などをす

る。 る。

［美 術］ ［美 術］

１ 目 標 １ 目 標

造形活動によって，表現及び鑑賞の能力を培い，豊かな情操を養う。 造形活動によって，表現及び鑑賞の能力を培い，豊かな情操を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 経験や想像をもとに，計画を立てて，絵をかいたり，作品をつくった (1) 経験や想像をもとに，計画を立てて，かいたり，つくったり，飾った

り，それらを飾ったりする。 りする。

(2) いろいろな材料や用具などの扱い方を理解して使う。 (2) いろいろな材料や用具などの扱い方を理解して使う。

(3) 自然や造形品の美しさなどに親しみをもつ。 (3) 自然や造形品の美しさに親しみをもつ。

［保健体育］ ［保健体育］

１ 目 標 １ 目 標

適切な運動の経験や健康・安全についての理解を通して，健康の保持増 適切な運動の経験や健康・安全についての理解を通して，健康の保持増

進と体力の向上を図るとともに，明るく豊かな生活を営む態度を育てる。 進と体力の向上を図るとともに，明るく豊かな生活を営む態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 体つくり運動，簡単なスポーツ，ダンスなどの運動をする。 (1) 体つくり運動，簡単なスポーツ，ダンスなどの運動をする。

(2) きまりや簡単なスポーツのルールなどを守り，友達と協力して安全に (2) きまりや簡単なルールなどを守り，互いに協力して安全に運動をする。

運動をする。

(3) 自分の発育・発達に関心をもったり，健康・安全に関する初歩的な事 (3) 自分の発育・発達に関心をもったり，健康・安全に関する初歩的な事

柄を理解したりする。 柄を理解したりする。

［職業・家庭］ ［職業・家庭］
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１ 目 標 １ 目 標

明るく豊かな職業生活や家庭生活が大切なことに気付くようにするとと 明るく豊かな職業生活や家庭生活が大切なことに気付くようにするとと

もに，職業生活及び家庭生活に必要な基礎的な知識と技能の習得を図り， もに，職業生活及び家庭生活に必要な基礎的な知識と技能の習得を図り，

実践的な態度を育てる。 実践的な態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 働くことに関心をもち，作業や実習に参加し，働く喜びを味わう。 (1) 働くことに関心をもち，働く喜びを味わい，作業や実習に参加する。

(2) 職業に就くためには，基礎的な知識と技能が必要であることを理解す (2) 職業に就くためには，基礎的な知識と技能が必要であることを理解す

る。 る。

(3) 道具や機械，材料の扱い方などが分かり，安全や衛生に気を付けなが (3) 道具や機械の使い方などが分かり，安全に作業や実習をする。

ら作業や実習をする。

(4) 自分の役割を理解し，他の者と協力して作業や実習をする。 (4) 自分の役割を理解し，他の者と協力して作業や実習をする。

(5) 産業現場等における実習を通して，いろいろな職業や職業生活，進路 (5) 産業現場等における実習を通して，いろいろな職業や職業生活，進路

に関心をもつ。 に関心をもつ。

(6) 家族がそれぞれの役割を分担していることを理解し，楽しい家庭づく (6) 家族がそれぞれの役割を分担していることを理解し，楽しい家庭づく

りをするために協力する。 りをするために協力する。

(7) 家庭生活に必要な衣服とその着方，食事や調理，住まいや暮らし方な (7) 家庭生活に必要な被服，食物，住居などに関する基礎的な知識と技能

どに関する基礎的な知識と技能を身に付ける。 を身に付ける。

(8) 職業生活や家庭生活で使われるコンピュータ等の情報機器の初歩的な (8) 職業生活や家庭生活で使われる情報機器等の初歩的な扱いに慣れる。

扱いに慣れる。

(9) 家庭生活における余暇の過ごし方が分かる。 (9) 余暇を有効に過ごすための方法を知り，生活に生かす。

［外国語］ ［外国語］

１ 目 標 １ 目 標

外国語に親しみ，簡単な表現を通して，外国語や外国への関心を育てる。 外国語に親しみ，簡単な表現を通して，外国語や外国への関心を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

英 語 英 語

(1) 身近な生活の中で見聞きする英語に興味や関心をもつ。 (1) アルファベットや簡単な語に興味や関心をもつ。

(2) 簡単な英語を使って表現する。 (2) 簡単な英語の表現に興味や関心をもつ。
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(3) 簡単な英語を使って表現する。

その他の外国語 その他の外国語

その他の外国語の内容については，英語に準ずるものとする。 その他の外国語の内容については，英語に準ずるものとする。

［その他特に必要な教科］

学校教育法施行規則第73条の８第３項のその他特に必要な教科は，地域や

学校の実態及び生徒の特性等を考慮して，特に必要がある場合に設けること

ができる。この場合においては，各学校が，名称，目標，内容などについて

適切に定めるものとする。

第２ 指導計画の作成と各教科全体及び各教科の内容の取扱い 第２ 指導計画の作成と各教科全体及び各教科の内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，個々の生徒の知的障害の状態や経験等 １ 指導計画の作成に当たっては，生徒の知的発達の遅滞の状態や経験等

を考慮しながら，実際に指導する内容を選定し，配列して，具体的に指 を考慮しながら，実際に指導する内容を選定し，配列して，効果的な指

導内容を設定するものとする。 導を行うことができるよう配慮するものとする。

２ 個々の生徒の実態に即して，生活に結び付いた効果的な指導を行うと ２ 各教科，道徳，特別活動及び自立活動の全部又は一部を合わせて指導

ともに，生徒が見通しをもって，意欲的に学習活動に取り組むことがで 計画を作成するに当たっては，個々の生徒の実態に即して，生活に結び

きるよう配慮するものとする。 付いた学習活動が展開できるよう配慮するものとする。

３ 生徒の実態に即して学習環境を整えるなど，安全に留意するものとす ３ 生徒の実態に即して学習環境を整えるなど，安全に留意するものとす

る。 る。

４ 家庭等との連携を図り，生徒が学習の成果を実際の生活に生かすこと ４ 家庭等との連携を図り，生徒が学習の成果を実際の生活に生かすこと

ができるよう配慮するものとする。 ができるよう配慮するものとする。

５ 生徒の知的障害の状態や経験等に応じて，教材・教具や補助用具など

を工夫するとともに，コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し，

指導の効果を高めるようにするものとする。
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特別支援学校小学部・中学部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第３章 道 徳 第３章 道 徳

小学部又は中学部の道徳の目標，内容及び指導計画の作成と内容の取扱い 小学部の道徳の目標，内容及び指導計画の作成と各学年にわたる内容の取

については，それぞれ小学校学習指導要領第３章又は中学校学習指導要領第 扱いについては小学校学習指導要領第３章，中学部の道徳の目標，内容及び

３章に示すものに準ずるほか，次に示すところによるものとする。 指導計画の作成と内容の取扱いについては中学校学習指導要領第３章に示す

ものに準ずるほか，それぞれ次に示すところによるものとする。

１ 児童又は生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し １ 児童又は生徒の障害に基づく種々の困難を改善・克服して，強く生き

て，強く生きようとする意欲を高め，明るい生活態度を養うとともに， ようとする意欲を高め，明るい生活態度を養うとともに，健全な人生観

健全な人生観の育成を図る必要があること。 の育成を図る必要があること。

２ 各教科，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動と ２ 各教科，特別活動，自立活動及び総合的な学習の時間との関連を密に

の関連を密にしながら，経験の拡充を図り，豊かな道徳的心情を育て， しながら，経験の拡充を図り，豊かな道徳的心情を育て，広い視野に立

広い視野に立って道徳的判断や行動ができるように指導する必要がある って道徳的判断や行動ができるように指導する必要があること。

こと。

３ 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校にお

いて，内容の指導に当たっては，個々の児童又は生徒の知的障害の状態

や経験等に応じて，適切に指導の重点を定め，指導内容を具体化し，体

験的な活動を取り入れるなどの工夫を行うものとする。
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特別支援学校小学部・中学部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第４章 外国語活動

小学部における外国語活動の目標，内容及び指導計画の作成と内容の取扱

いについては，小学校学習指導要領第４章に示すものに準ずるほか，次の事

項に配慮するものとする。

１ 児童の障害の状態等に応じて，指導内容を適切に精選するとともに，

その重点の置き方等を工夫すること。

２ 指導に当たっては，自立活動における指導との密接な関連を保ち，学

習効果を一層高めるようにすること。
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特別支援学校小学部・中学部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第５章 総合的な学習の時間

小学部又は中学部における総合的な学習の時間の目標，各学校において定

める目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては，それぞ

れ小学校学習指導要領第５章又は中学校学習指導要領第４章に示すものに準

ずるほか，次に示すところによるものとする。

１ 児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等を十分考慮し，学習活動が

効果的に行われるよう配慮すること。

２ 体験活動に当たっては，安全と保健に留意するとともに，学習活動に

応じて，小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を行う

よう配慮すること。
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特別支援学校小学部・中学部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第６章 特別活動 第４章 特別活動

小学部又は中学部の特別活動の目標，各活動・学校行事の目標及び内容並 小学部又は中学部の特別活動の目標，内容及び指導計画の作成と内容の取

びに指導計画の作成と内容の取扱いについては，それぞれ小学校学習指導要 扱いについては，それぞれ小学校学習指導要領第４章又は中学校学習指導要

領第６章又は中学校学習指導要領第５章に示すものに準ずるほか，次に示す 領第４章に示すものに準ずるほか，次に示すところによるものとする。

ところによるものとする。

１ 学級活動においては，適宜他の学級や学年と合併するなどして，少人 １ 学級活動においては，適宜他の学級や学年と合併するなどして，少人

数からくる種々の制約を解消し，活発な集団活動が行われるようにする 数からくる種々の制約を解消し，活発な集団活動が行われるようにする

必要があること。 必要があること。

２ 児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い，社会性や豊かな人 ２ 児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い，社会性や豊かな人

間性をはぐくむために，集団活動を通して小学校の児童又は中学校の生 間性をはぐくむために，集団活動を通して小学校の児童又は中学校の生

徒などとの交流及び共同学習を行ったり，地域の人々などと活動を共に 徒及び地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けるようにす

したりする機会を積極的に設ける必要があること。その際，児童又は生 る必要があること。その際，児童又は生徒の障害の状態や特性等を考慮

徒の障害の状態や特性等を考慮して，活動の種類や時期，実施方法等を して，活動の種類や時期，実施方法等を適切に定めること。

適切に定めること。

３ 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校にお

いて，内容の指導に当たっては，個々の児童又は生徒の知的障害の状態

や経験等に応じて，適切に指導の重点を定め，具体的に指導する必要が

あること。
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特別支援学校小学部・中学部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第７章 自立活動 第５章 自立活動

第１ 目 標 第１ 目 標

個々の児童又は生徒が自立を目指し，障害による学習上又は生活上の困 個々の児童又は生徒が自立を目指し，障害に基づく種々の困難を主体的

難を主体的に改善・克服するために必要な知識，技能，態度及び習慣を養 に改善・克服するために必要な知識，技能，態度及び習慣を養い，もって

い，もって心身の調和的発達の基盤を培う。 心身の調和的発達の基盤を培う。

第２ 内 容 第２ 内 容

１ 健康の保持 １ 健康の保持

(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 (1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。

(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。 (2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。

(3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること。 (3) 損傷の状態の理解と養護に関すること。

(4) 健康状態の維持・改善に関すること。 (4) 健康状態の維持・改善に関すること。

２ 心理的な安定 ２ 心理的な安定

(1) 情緒の安定に関すること。 (1) 情緒の安定に関すること。

(2) 状況の理解と変化への対応に関すること。 (2) 対人関係の形成の基礎に関すること。

(3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関する (3) 状況の変化への適切な対応に関すること。

こと。 (4) 障害に基づく種々の困難を改善・克服する意欲の向上に関するこ

３ 人間関係の形成 と。

(1) 他者とのかかわりの基礎に関すること。

(2) 他者の意図や感情の理解に関すること。

(3) 自己の理解と行動の調整に関すること。

(4) 集団への参加の基礎に関すること。

４ 環境の把握 ３ 環境の把握
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(1) 保有する感覚の活用に関すること。 (1) 保有する感覚の活用に関すること。

(2) 感覚や認知の特性への対応に関すること。

(3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 (2) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。

(4) 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。 (3) 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。

(5) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。 (4) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。

５ 身体の動き ４ 身体の動き

(1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 (1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。

(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。 (2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。

(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。 (3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。

(4) 身体の移動能力に関すること。 (4) 身体の移動能力に関すること。

(5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。 (5) 作業の円滑な遂行に関すること。

６ コミュニケーション ５ コミュニケーション

(1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 (1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。

(2) 言語の受容と表出に関すること。 (2) 言語の受容と表出に関すること。

(3) 言語の形成と活用に関すること。 (3) 言語の形成と活用に関すること。

(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 (4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。

(5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。 (5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 自立活動の指導に当たっては，個々の児童又は生徒の障害の状態や発 １ 自立活動の指導に当たっては，個々の児童又は生徒の障害の状態や発

達の段階等の的確な把握に基づき，指導の目標及び指導内容を明確にし， 達段階等の的確な把握に基づき，指導の目標及び指導内容を明確にし，

個別の指導計画を作成するものとする。その際，第２に示す内容の中か 個別の指導計画を作成するものとする。その際，第２に示す内容の中か

らそれぞれに必要とする項目を選定し，それらを相互に関連付け，具体 らそれぞれに必要とする項目を選定し，それらを相互に関連付け，特に

的に指導内容を設定するものとする。 次の事項に配慮して，具体的に指導内容を設定するものとする。

２ 個別の指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 個々の児童又は生徒について，障害の状態，発達や経験の程度，興 (1) 個々の児童又は生徒について，長期的及び短期的な観点から指導の

味・関心，生活や学習環境などの実態を的確に把握すること。 目標を設定し，それらを達成するために必要な指導内容を段階的に取

(2) 実態把握に基づき，長期的及び短期的な観点から指導の目標を設定 り上げること。
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し，それらを達成するために必要な指導内容を段階的に取り上げるこ

と。

(3) 具体的に指導内容を設定する際には，以下の点を考慮すること。

ア 児童又は生徒が興味をもって主体的に取り組み，成就感を味わう (2) 児童又は生徒が興味をもって主体的に取り組み，成就感を味わうこ

とともに自己を肯定的にとらえることができるような指導内容を取 とができるような指導内容を取り上げること。

り上げること。

イ 児童又は生徒が，障害による学習上又は生活上の困難を改善・克 (3) 児童又は生徒が，障害に基づく種々の困難を改善・克服しようとす

服しようとする意欲を高めることができるような指導内容を重点的 る意欲を高めることができるような指導内容を重点的に取り上げるこ

に取り上げること。 と。

ウ 個々の児童又は生徒の発達の進んでいる側面を更に伸ばすことに (4) 個々の児童又は生徒の発達の進んでいる側面を更に伸ばすことによ

よって，遅れている側面を補うことができるような指導内容も取り って，遅れている側面を補うことができるような指導内容も取り上げ

上げること。 ること。

エ 個々の児童又は生徒が，活動しやすいように自ら環境を整えたり，

必要に応じて周囲の人に支援を求めたりすることができるような指

導内容も計画的に取り上げること。

(4) 児童又は生徒の学習の状況や結果を適切に評価し，個別の指導計画

や具体的な指導の改善に生かすよう努めること。

３ 指導計画の作成に当たっては，各教科，道徳，外国語活動，総合的な ２ 指導計画の作成に当たっては，各教科，道徳，特別活動及び総合的な

学習の時間及び特別活動の指導と密接な関連を保つようにし，計画的， 学習の時間の指導と密接な関連を保つようにし，組織的，計画的に指導

組織的に指導が行われるようにするものとする。 が行われるようにするものとする。

４ 個々の児童又は生徒の実態に応じた具体的な指導方法を創意工夫し， ３ 個々の児童又は生徒の実態に応じた具体的な指導方法を創意工夫し，

意欲的な活動を促すようにするものとする。 意欲的な活動を促すようにするものとする。

５ 重複障害者のうち自立活動を主として指導を行うものについては，全 ４ 重複障害者のうち自立活動を主として指導を行うものについては，全

人的な発達を促すために必要な基本的な指導内容を，個々の児童又は生 人的な発達を促すために必要な基本的な指導内容を，個々の児童又は生

徒の実態に応じて設定し，系統的な指導が展開できるようにするものと 徒の実態に応じて設定し，系統的な指導が展開できるようにするものと

する。 する。

６ 自立活動の時間における指導は，専門的な知識や技能を有する教師を ５ 自立活動の時間における指導は，専門的な知識や技能を有する教師を

中心として，全教師の協力の下に効果的に行われるようにするものとす 中心として，全教師の協力の下に効果的に行われるようにするものとす
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る。 る。

７ 児童又は生徒の障害の状態により，必要に応じて，専門の医師及びそ ６ 児童又は生徒の障害の状態により，必要に応じて，専門の医師及びそ

の他の専門家の指導・助言を求めるなどして，適切な指導ができるよう の他の専門家の指導・助言を求めるなどして，適切な指導ができるよう

にするものとする。 にするものとする。
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特別支援学校高等部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第１章 総 則 第１章 総 則

第１節 教育目標 第１節 教育目標

高等部における教育については，学校教育法第72条に定める目的を実現するた 高等部における教育については，学校教育法第72条に定める目的を実現するた

めに，生徒の障害の状態及び特性等を十分考慮して，次に掲げる目標の達成に努 めに，生徒の障害の状態及び特性等を十分考慮して，次に掲げる目標の達成に努

めなければならない。 めなければならない。

１ 学校教育法第51条に規定する高等学校教育の目標 １ 学校教育法第51条各号に掲げる教育目標

２ 生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために ２ 生徒の障害に基づく種々の困難を改善・克服するために必要な知識，技能，

必要な知識，技能，態度及び習慣を養うこと。 態度及び習慣を養うこと。

第２節 教育課程の編成 第２節 教育課程の編成

第１款 一般方針 第１款 一般方針

１ 各学校においては，教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以 １ 各学校においては，法令及びこの章以下に示すところに従い，生徒の人間と

下に示すところに従い，生徒の人間として調和のとれた育成を目指し，その障 して調和のとれた育成を目指し，その障害の状態，発達段階及び特性等，地域

害の状態，発達の段階及び特性等，地域や学校の実態並びに学科の特色を十分 や学校の実態並びに学科の特色を十分考慮して，適切な教育課程を編成するも

考慮して，適切な教育課程を編成するものとし，これらに掲げる目標を達成す のとする。

るよう教育を行うものとする。

学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，生徒に生きる力を 学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，生徒に生きる力を

はぐくむことを目指し，創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で， はぐくむことを目指し，創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で，

基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して課題を解 自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに，基礎的・基本的な内容の確実な

決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくむとともに， 定着を図り，個性を生かす教育の充実に努めなければならない。

主体的に学習に取り組む態度を養い，個性を生かす教育の充実に努めなければ
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ならない。その際，生徒の発達の段階を考慮して，生徒の言語活動を充実する

とともに，家庭との連携を図りながら，生徒の学習習慣が確立するよう配慮し

なければならない。

２ 学校における道徳教育は，生徒が自己探求と自己実現に努め，国家・社会の ２ 学校における道徳教育は，生徒が自己探求と自己実現に努め，国家・社会の

一員としての自覚に基づき行為し得る発達の段階にあることを考慮し，人間と 一員としての自覚に基づき行為し得る発達段階にあることを考慮し，人間とし

しての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことによ ての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことによ

り，その充実を図るものとし，視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病 り，その充実を図るものとし，視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病

弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては，各教科に属する 弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては，各教科に属する

科目，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動において，また，知的障害 科目，特別活動，自立活動及び総合的な学習の時間において，また，知的障害

者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては，道徳の時間をはじ 者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては，道徳の時間をはじ

めとして，各教科，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動において，そ めとして，各教科，特別活動，自立活動及び総合的な学習の時間において，そ

れぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。 れぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づ 道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づ

き，人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学校，その他社会におけ き，人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学校，その他社会におけ
い い

る具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，伝統と文化を尊重し，それら る具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，個性豊かな文化の創造と民主

をはぐくんできた我が国と郷土を愛し，個性豊かな文化の創造を図るとともに， 的な社会及び国家の発展に努め，進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く
ひら

公共の精神を尊び，民主的な社会及び国家の発展に努め，他国を尊重し，国際 主体性のある日本人を育成するため，その基盤としての道徳性を養うことを目

社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成 標とする。
ひら

するため，その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。

道徳教育を進めるに当たっては，特に，道徳的実践力を高めるとともに，自 道徳教育を進めるに当たっては，特に，道徳的実践力を高めるとともに，自

他の生命を尊重する精神，自律の精神及び社会連帯の精神並びに義務を果たし 律の精神や社会連帯の精神及び義務を果たし責任を重んずる態度や人権を尊重

責任を重んずる態度及び人権を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようと し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に

する態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。 行われるよう配慮しなければならない。

３ 学校における体育・健康に関する指導は，生徒の発達の段階を考慮して，学 ３ 学校における体育・健康に関する指導は，学校の教育活動全体を通じて適切

校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に，学校における食育の に行うものとする。特に，体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導

推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持 については，「体育」及び「保健」（知的障害者である生徒に対する教育を行う

増進に関する指導については，保健体育科はもとより，家庭科，特別活動，自 特別支援学校においては「保健体育」）の時間はもとより，特別活動，自立活

立活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとす 動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。

る。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日 また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生
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常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健 活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・

康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければなら 安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならな

ない。 い。

４ 学校における自立活動の指導は，障害による学習上又は生活上の困難を改善 ４ 学校における自立活動の指導は，障害に基づく種々の困難を改善・克服し，

・克服し，自立し社会参加する資質を養うため，学校の教育活動全体を通じて 自立し社会参加する資質を養うため，学校の教育活動全体を通じて適切に行う

適切に行うものとする。特に，自立活動の時間における指導は，各教科に属す ものとする。特に，自立活動の時間における指導は，各教科に属する科目，特

る科目，総合的な学習の時間及び特別活動（知的障害者である生徒に対する教 別活動及び総合的な学習の時間（知的障害者である生徒に対する教育を行う特

育を行う特別支援学校においては，各教科，道徳，総合的な学習の時間及び特 別支援学校においては，各教科，道徳，特別活動及び総合的な学習の時間）と

別活動）と密接な関連を保ち，個々の生徒の障害の状態や発達の段階等を的確 密接な関連を保ち，個々の生徒の障害の状態や発達段階等を的確に把握して，

に把握して，適切な指導計画の下に行うよう配慮しなければならない。 適切な指導計画の下に行うよう配慮しなければならない。

５ 学校においては，生徒の障害の状態，地域や学校の実態等に応じて，就業や ５ 学校においては，生徒の障害の状態，地域や学校の実態等に応じて，就業や

ボランティアにかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし，勤労の尊 ボランティアにかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし，勤労の尊

さや創造することの喜びを体得させ，望ましい勤労観，職業観の育成や社会奉 さや創造することの喜びを体得させ，望ましい勤労観，職業観の育成や社会奉

仕の精神の涵養に資するものとする。 仕の精神の涵養に資するものとする。
かん かん

第２款 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に 第２款 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に

対する教育を行う特別支援学校における各教科・科目等の履修等 対する教育を行う特別支援学校における各教科・科目等の履修等

第１ 各教科・科目及び単位数等 第１ 各教科・科目及び単位数等

１ 卒業までに履修させる単位数等 １ 卒業までに履修させる単位数等

各学校においては，卒業までに履修させる下記２から５までに示す各教科 各学校においては，卒業までに履修させる下記２から５までに示す各教科

に属する科目及びその単位数，総合的な学習の時間の単位数，特別活動及び に属する科目及びその単位数，特別活動及びそれらの授業時数，自立活動の

その授業時数並びに自立活動の授業時数に関する事項を定めるものとする。 授業時数並びに卒業までに行う総合的な学習の時間の授業時数及び単位数に

この場合，各教科に属する科目（以下「各教科・科目」という。）及び総合的 関する事項を定めるものとする。この場合，各教科に属する科目（以下「各

な学習の時間の単位数の計は，この款の第２に掲げる各教科・科目の単位数 教科・科目」という。）及び総合的な学習の時間の単位数の計は，この款の

及び総合的な学習の時間の単位数を含めて74単位（自立活動の授業について 第２に掲げる各教科・科目の単位数及び総合的な学習の時間の単位数を含め

は，授業時数を単位数に換算して，この単位数に含めることができる。）以上 て74単位（自立活動の授業については，授業時数を単位数に換算して，この

とする。 単位数に含めることができる。）以上とする。

単位については，１単位時間を50分とし，35単位時間の授業を１単位とし 単位については，１単位時間を50分とし，35単位時間の授業を１単位とし
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て計算することを標準とする。 て計算することを標準とする。

２ 各学科に共通する各教科・科目及び標準単位数 ２ 普通教育に関する各教科・科目及び標準単位数

各学校においては，教育課程の編成に当たって，次の表に掲げる各教科・ 各学校においては，教育課程の編成に当たって，生徒に履修させる普通教

科目及び標準単位数を踏まえ，生徒に履修させる各教科・科目及びその単位 育に関する各教科・科目及びその単位数について，次の表に掲げる各教科・

数について適切に定めるものとする。ただし，生徒の実態等を考慮し，特に 科目及び標準単位数を踏まえ適切に定めるものとする。ただし，生徒の実態

必要がある場合には，標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配 等を考慮し，特に必要がある場合には，標準単位数の標準の限度を超えて単

当することができる。 位数を増加して配当することができる。

教 科 科 目 標 準 教 科 科 目 標 準
単 位数 単位数

国 語 総 合 ４ 国 語 表現Ⅰ ２

国 語 表 現 ３ 国 語 表現Ⅱ ２

国 語 現 代 文 Ａ ２ 国 語 国 語 総 合 ４

現 代 文 Ｂ ４ 現 代 文 ４

古 典 Ａ ２ 古 典 ４

古 典 Ｂ ４ 古 典 講 読 ２

世 界 史 Ａ ２ 世 界 史 Ａ ２

世 界 史 Ｂ ４ 世 界 史 Ｂ ４

地理歴史 日 本 史 Ａ ２ 地理歴史 日 本 史 Ａ ２

日 本 史 Ｂ ４ 日 本 史 Ｂ ４

地 理 Ａ ２ 地 理 Ａ ２

地 理 Ｂ ４ 地 理 Ｂ ４

現 代 社 会 ２ 現 代 社 会 ２

公 民 倫 理 ２ 公 民 倫 理 ２

政 治 ・ 経 済 ２ 政 治 ・経済 ２

数 学 Ⅰ ３ 数 学 基 礎 ２

数 学 Ⅱ ４ 数 学 Ⅰ ３

数 学 数 学 Ⅲ ５ 数 学 数 学 Ⅱ ４

数 学 Ａ ２ 数 学 Ⅲ ３
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数 学 Ｂ ２ 数 学 Ａ ２

数 学 活 用 ２ 数 学 Ｂ ２

科学と人間生活 ２ 数 学 Ｃ ２

物 理 基 礎 ２ 理 科 基 礎 ２

理 科 物 理 ４ 理 科 総合Ａ ２

化 学 基 礎 ２ 理 科 理 科 総合Ｂ ２

化 学 ４ 物 理 Ⅰ ３

生 物 基 礎 ２ 物 理 Ⅱ ３

生 物 ４ 化 学 Ⅰ ３

地 学 基 礎 ２ 化 学 Ⅱ ３

地 学 ４ 生 物 Ⅰ ３

理科課題研究 １ 生 物 Ⅱ ３

保健体育 体 育 ７～８ 地 学 Ⅰ ３

保 健 ２ 地 学 Ⅱ ３

音 楽 Ⅰ ２ 保健体育 体 育 ７～８

音 楽 Ⅱ ２ 保 健 ２

芸 術 音 楽 Ⅲ ２ 音 楽 Ⅰ ２

美 術 Ⅰ ２ 音 楽 Ⅱ ２

美 術 Ⅱ ２ 芸 術 音 楽 Ⅲ ２

美 術 Ⅲ ２ 美 術 Ⅰ ２

工 芸 Ⅰ ２ 美 術 Ⅱ ２

工 芸 Ⅱ ２ 美 術 Ⅲ ２

工 芸 Ⅲ ２ 工 芸 Ⅰ ２

書 道 Ⅰ ２ 工 芸 Ⅱ ２

書 道 Ⅱ ２ 工 芸 Ⅲ ２

書 道 Ⅲ ２ 書 道 Ⅰ ２

コミュニケー ２ 書 道 Ⅱ ２

ション英語基 書 道 Ⅲ ２

礎 オーラル・コ ２
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外 国 語 コミュニケー ３ ミュニケーシ

ション英語Ⅰ 外 国 語 ョンⅠ

コミュニケー ４ オーラル・コ ４

ション英語Ⅱ ミュニケーシ

コミュニケー ４ ョンⅡ

ション英語Ⅲ 英 語 Ⅰ ３

英 語 表 現 Ⅰ ２ 英 語 Ⅱ ４

英 語 表 現 Ⅱ ４ リーディング ４

英 語 会 話 ２ ライティング ４

家 庭 基 礎 ２ 家 庭 基 礎 ２

家 庭 家 庭 総 合 ４ 家 庭 家 庭 総 合 ４

生活デザイン ４ 生 活 技 術 ４

情 報 社 会 と 情 報 ２ 情 報 Ａ ２

情 報 の 科 学 ２ 情 報 情 報 Ｂ ２

情 報 Ｃ ２

３ 主として専門学科において開設される各教科・科目 ３ 専門教育に関する各教科・科目

各学校においては，教育課程の編成に当たって，視覚障害者である生徒に 各学校においては，教育課程の編成に当たって，生徒に履修させる専門教

対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)及び(2)，聴覚障害者 育に関する各教科・科目及びその単位数について，視覚障害者である生徒に

である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)及び(3)， 対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)及び(2)，聴覚障害者

肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっ である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)及び

ては次の表の(1)に掲げる主として専門学科（専門教育を主とする学科をいう。 (3)，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

以下同じ。）において開設される各教科・科目及び設置者の定めるそれぞれの にあっては次の表の(1)に掲げる各教科・科目及び設置者の定める標準単位

標準単位数を踏まえ，生徒に履修させる各教科・科目及びその単位数につい 数を踏まえ適切に定めるものとする。

て適切に定めるものとする。

(1) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する (1) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する

教育を行う特別支援学校 教育を行う特別支援学校

教 科 科 目 教 科 科 目
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農業と環境，課題研究，総合実習，農業情報処理，作物，野 農業科学基礎，環境科学基礎，課題研究，総合実習，農業情

菜，果樹，草花，畜産，農業経営，農業機械，食品製造，食 報処理，作物，野菜，果樹，草花，畜産，農業経営，農業機

農 業 品化学，微生物利用，植物バイオテクノロジー，動物バイオ 農 業 械，食品製造，食品化学，微生物基礎，植物バイオテクノロ

テクノロジー，農業経済，食品流通，森林科学，森林経営， ジー，動物・微生物バイオテクノロジー，農業経済，食品流

林産物利用，農業土木設計，農業土木施工，水循環，造園計 通，森林科学，森林経営，林産加工，農業土木設計，農業土

画，造園技術，環境緑化材料，測量，生物活用，グリーンラ 木施工，造園計画，造園技術，測量，生物活用，グリーンラ

イフ イフ

工業技術基礎，課題研究，実習，製図，工業数理基礎，情報 工業技術基礎，課題研究，実習，製図，工業数理基礎，情報

技術基礎，材料技術基礎，生産システム技術，工業技術英語， 技術基礎，材料技術基礎，生産システム技術，工業技術英語，

工業管理技術，環境工学基礎，機械工作，機械設計，原動機， 工業管理技術，機械工作，機械設計，原動機，電子機械，電

電子機械，電子機械応用，自動車工学，自動車整備，電気基 子機械応用，自動車工学，自動車整備，電気基礎，電気機器，

工 業 礎，電気機器，電力技術，電子技術，電子回路，電子計測制 工 業 電力技術，電子技術，電子回路，電子計測制御，通信技術，

御，通信技術，電子情報技術，プログラミング技術，ハード 電子情報技術，プログラミング技術，ハードウェア技術，ソ

ウェア技術，ソフトウェア技術，コンピュータシステム技術， フトウェア技術，マルチメディア応用，建築構造，建築施工，

建築構造，建築計画，建築構造設計，建築施工，建築法規， 建築構造設計，建築計画，建築法規，設備計画，空気調和設

設備計画，空気調和設備，衛生・防災設備，測量，土木基礎 備，衛生・防災設備，測量，土木施工，土木基礎力学，土木

力学，土木構造設計，土木施工，社会基盤工学，工業化学， 構造設計，社会基盤工学，工業化学，化学工学，地球環境化

化学工学，地球環境化学，材料製造技術，工業材料，材料加 学，材料製造技術，工業材料，材料加工，セラミック化学，

工，セラミック化学，セラミック技術，セラミック工業，繊 セラミック技術，セラミック工業，繊維製品，繊維・染色技

維製品，繊維・染色技術，染織デザイン，インテリア計画， 術，染織デザイン，インテリア計画，インテリア装備，イン

インテリア装備，インテリアエレメント生産，デザイン技術， テリアエレメント生産，デザイン史，デザイン技術，デザイ

デザイン材料，デザイン史 ン材料

ビジネス基礎，課題研究，総合実践，ビジネス実務，マーケ ビジネス基礎，課題研究，総合実践，商品と流通，商業技術，

商 業 ティング，商品開発，広告と販売促進，ビジネス経済，ビジ 商 業 マーケティング，英語実務，経済活動と法，国際ビジネス，

ネス経済応用，経済活動と法，簿記，財務会計Ⅰ，財務会計 簿記，会計，原価計算，会計実務，情報処理，ビジネス情報，

Ⅱ，原価計算，管理会計，情報処理，ビジネス情報，電子商 文書デザイン，プログラミング

取引，プログラミング，ビジネス情報管理 水産基礎，課題研究，総合実習，水産情報技術，漁業，航海

水産海洋基礎，課題研究，総合実習，海洋情報技術，水産海 水 産 ・計器，漁船運用，船用機関，機械設計工作，電気工学，通

水 産 洋科学，漁業，航海・計器，船舶運用，船用機関，機械設計 信工学，電気通信理論，栽培漁業，水産生物，海洋環境，操
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工作，電気理論，移動体通信工学，海洋通信技術，資源増殖， 船，水産食品製造，水産食品管理，水産流通，ダイビング

海洋生物，海洋環境，小型船舶，食品製造，食品管理，水産 生活産業基礎，課題研究，家庭情報処理，消費生活，発達と

流通，ダイビング，マリンスポーツ 家 庭 保育，児童文化，家庭看護・福祉，リビングデザイン，服飾

生活産業基礎，課題研究，生活産業情報，消費生活，子ども 文化，被服製作，ファッションデザイン，服飾手芸，フード

家 庭 の発達と保育，子ども文化，生活と福祉，リビングデザイン， デザイン，食文化，調理，栄養，食品，食品衛生，公衆衛生

服飾文化，ファッション造形基礎，ファッション造形，ファ 看 護 基礎看護，看護基礎医学，成人・老人看護，母子看護，看護

ッションデザイン，服飾手芸，フードデザイン，食文化，調 臨床実習，看護情報処理

理，栄養，食品，食品衛生，公衆衛生 情報産業と社会，課題研究，情報実習，情報と表現，アルゴ

基礎看護，人体と看護，疾病と看護，生活と看護，成人看護， 情 報 リズム，情報システムの開発，ネットワークシステム，モデ

看 護 老年看護，精神看護，在宅看護，母性看護，小児看護，看護 ル化とシミュレーション，コンピュータデザイン，図形と画

の統合と実践，看護臨地実習，看護情報活用 像の処理，マルチメディア表現

情報産業と社会，課題研究，情報の表現と管理，情報と問題 福 祉 社会福祉基礎，社会福祉制度，社会福祉援助技術，基礎介護，

解決，情報テクノロジー，アルゴリズムとプログラム，ネッ 社会福祉実習，社会福祉演習，福祉情報処理

情 報 トワークシステム，データベース，情報システム実習，情報 理 数 理数数学Ⅰ，理数数学Ⅱ，理数数学探究，理数物理，理数化

メディア，情報デザイン，表現メディアの編集と表現，情報 学，理数生物，理数地学

コンテンツ実習 体 育 体育理論，体つくり運動，スポーツⅠ，スポーツⅡ，スポー

社会福祉基礎，介護福祉基礎，コミュニケーション技術，生 ツⅢ，ダンス，野外活動

福 祉 活支援技術，介護過程，介護総合演習，介護実習，こころと 音 楽 音楽理論，音楽史，演奏法，ソルフェージュ，声楽，器楽，

からだの理解，福祉情報活用 作曲

理 数 理数数学Ⅰ，理数数学Ⅱ，理数数学特論，理数物理，理数化 美術概論，美術史，素描，構成，絵画，版画，彫刻，ビジュ

学，理数生物，理数地学，課題研究 美 術 アルデザイン，クラフトデザイン，映像メディア表現，環境

体 育 スポーツ概論，スポーツⅠ，スポーツⅡ，スポーツⅢ，スポ 造形，鑑賞研究

ーツⅣ，スポーツⅤ，スポーツⅥ，スポーツ総合演習 英 語 総合英語，英語理解，英語表現，異文化理解，生活英語，時

音 楽 音楽理論，音楽史，演奏研究，ソルフェージュ，声楽，器楽, 事英語，コンピュータ・ＬＬ演習

作曲，鑑賞研究

美 術 美術概論，美術史，素描，構成，絵画，版画，彫刻，ビジュ

アルデザイン，クラフトデザイン，情報メディアデザイン，

映像表現，環境造形，鑑賞研究

英 語 総合英語，英語理解，英語表現，異文化理解，時事英語
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(2) 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 (2) 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

教 科 科 目 教 科 科 目

保 健 医療と社会，人体の構造と機能，疾病の成り立ちと予防，生 調 律 調律概論，調律実習，整調・修理実習，課題研究

理 療 活と疾病，基礎保健理療，臨床保健理療，地域保健理療と保 保 健 医療と社会，人体の構造と機能，疾病の成り立ちと予防，生

健理療経営，保健理療基礎実習，保健理療臨床実習，保健理 理 療 活と疾病，基礎保健理療，臨床保健理療，地域保健理療と保

療情報活用，課題研究 健理療経営，保健理療基礎実習，保健理療臨床実習，保健理

療情報処理，課題研究

(3) 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 (3) 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

教 科 科 目 教 科 科 目

印 刷 印刷概論，写真製版，印刷機械・材料，印刷デザイン，写真 印 刷 印刷概論，写真製版，印刷機械・材料，印刷デザイン，写真

化学・光学，文書処理・管理，印刷情報技術基礎，画像技術， 化学・光学，文書処理・管理，印刷情報技術基礎，画像技術，

印刷総合実習，課題研究 印刷総合実習，課題研究

理容・ 理容・美容関係法規，衛生管理，理容・美容保健，理容・美 理容・ 理容・美容関係法規，衛生管理，理容・美容保健，理容・美

美 容 容の物理・化学，理容・美容文化論，理容・美容技術理論， 美 容 容の物理・化学，理容・美容文化論，理容・美容技術理論，

理容・美容運営管理，理容実習，美容実習，理容・美容情報 理容・美容運営管理，理容実習，美容実習，理容・美容情報

活用，課題研究 処理，課題研究

クリー クリーニング関係法規，公衆衛生，クリーニング理論，繊維， クリー クリーニング関係法規，公衆衛生，クリーニング理論，繊維，

ニング クリーニング機器・装置，クリーニング実習，課題研究 ニング クリーニング機器・装置，クリーニング実習，課題研究

４ 学校設定科目 ４ 学校設定科目

学校においては，地域，学校及び生徒の実態，学科の特色等に応じ，特色 学校においては，地域，学校及び生徒の実態，学科の特色等に応じ，特色

ある教育課程の編成に資するよう，上記２及び３の表に掲げる教科について， ある教育課程の編成に資するよう，上記２及び３の表に掲げる教科について，

これらに属する科目以外の科目（以下「学校設定科目」という。）を設けるこ これらに属する科目以外の科目（以下「学校設定科目」という。）を設ける

とができる。この場合において，学校設定科目の名称，目標，内容，単位数 ことができる。この場合において，学校設定科目の名称，目標，内容，単位

等については，その科目の属する教科の目標に基づき，各学校の定めるとこ 数等については，その科目の属する教科の目標に基づき，各学校の定めると
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ろによるものとする。 ころによるものとする。

５ 学校設定教科 ５ 学校設定教科

(1) 学校においては，地域，学校及び生徒の実態，学科の特色等に応じ，特 (1) 学校においては，地域，学校及び生徒の実態，学科の特色等に応じ，特

色ある教育課程の編成に資するよう，上記２及び３の表に掲げる教科以外 色ある教育課程の編成に資するよう，上記２及び３の表に掲げる教科以外

の教科（以下この項及び第５款第１の２において「学校設定教科」という。） の普通教育又は専門教育に関する教科（以下この項及び第５款第１の２に

及び当該教科に関する科目を設けることができる。この場合において，学 おいて「学校設定教科」という。）及び当該教科に関する科目を設けるこ

校設定教科及び当該教科に関する科目の名称，目標，内容，単位数等につ とができる。この場合において，学校設定教科及び当該教科に関する科目

いては，高等部における教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し， の名称，目標，内容，単位数等については，高等部における教育の目標及

各学校の定めるところによるものとする。 びその水準の維持等に十分配慮し，各学校の定めるところによるものとす

る。

(2) 学校においては，学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」 (2) 学校においては，学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」

を設けることができる。この科目の目標，内容，単位数等を各学校におい を設けることができる。この科目の目標，内容，単位数等を各学校におい

て定めるに当たっては，産業社会における自己の在り方生き方について考 て定めるに当たっては，産業社会における自己の在り方生き方について考

えさせ，社会に積極的に寄与し，生涯にわたって学習に取り組む意欲や態 えさせ，社会に積極的に寄与し，生涯にわたって学習に取り組む意欲や態

度を養うとともに，生徒の主体的な各教科・科目の選択に資するよう，就 度を養うとともに，生徒の主体的な各教科・科目の選択に資するよう，就

業体験等の体験的な学習や調査・研究などを通して，次のような事項につ 業体験等の体験的な学習や調査・研究などを通して，次のような事項につ

いて指導することに配慮するものとする。 いて指導することに配慮するものとする。

ア 社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観， ア 社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労

職業観の育成 観，職業観の育成

イ 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察 イ 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察

ウ 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計 ウ 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計

画の作成 画の作成

第２ 各教科・科目の履修等 第２ 各教科・科目の履修

１ 各学科に共通する必履修教科・科目及び総合的な学習の時間 １ 必履修教科・科目

(1) すべての生徒に履修させる各教科・科目（以下「必履修教科・科目」と すべての生徒に履修させる各教科・科目（以下「必履修教科・科目」とい

いう。）は次のとおりとし，その単位数は，この款の第１の２に標準単位数 う。）は次のとおりとし，その単位数は，この款の第１の２に標準単位数と

として示された単位数を下らないものとする。ただし，生徒の実態及び専 して示された単位数を下らないものとする。ただし，生徒の実態及び専門教

門学科の特色等を考慮し，特に必要がある場合には，「国語総合」について 育を主とする学科の特色等を考慮し，特に必要がある場合には，標準単位数
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は３単位又は２単位とし，「数学Ⅰ」及び「コミュニケーション英語Ⅰ」に が２単位である必履修教科・科目を除き，その単位数の一部を減じることが

ついては２単位とすることができ，その他の必履修教科・科目（標準単位 できる。

数が２単位であるものを除く。）については，その単位数の一部を減じるこ

とができる。

ア 国語のうち「国語総合」 (1) 国語のうち「国語表現Ⅰ」及び「国語総合Ⅱ」のうちから１科目

イ 地理歴史のうち「世界史Ａ」及び「世界史Ｂ」のうちから１科目並び (2) 地理歴史のうち「世界史Ａ」及び「世界史Ｂ」のうちから１科目並びに

に「日本史Ａ」，「日本史Ｂ」，「地理Ａ」及び「地理Ｂ」のうちから１科 「日本史Ａ」，「日本史Ｂ」，「地理Ａ」及び「地理Ｂ」のうちから１科目

目

ウ 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」 (3) 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」

エ 数学のうち「数学Ⅰ」 (4) 数学のうち「数学基礎」及び「数学Ⅰ」のうちから１科目

オ 理科のうち「科学と人間生活」，「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」 (5) 理科のうち「理科基礎」，「理科総合Ａ」，「理科総合Ｂ」，「物理Ⅰ」，「化

及び「地学基礎」のうちから２科目（うち１科目は「科学と人間生活」 学Ⅰ」，「生物Ⅰ」及び「地学Ⅰ」のうちから２科目（「理科基礎」，「理科

とする。）又は「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」及び「地学基礎」 総合Ａ」及び「理科総合Ｂ」のうちから１科目以上を含むものとする。）

のうちから３科目

カ 保健体育のうち「体育」及び「保健」 (6) 保健体育のうち「体育」及び「保健」

キ 芸術のうち「音楽Ⅰ」，「美術Ⅰ」，「工芸Ⅰ」及び「書道Ⅰ」のうちか (7) 芸術のうち「音楽Ⅰ」，「美術Ⅰ」，「工芸Ⅰ」及び「書道Ⅰ」のうちから

ら１科目 １科目

ク 外国語のうち「コミュニケーション英語Ⅰ」（英語以外の外国語を履修 (8) 外国語のうち「オーラル・コミュニケーションⅠ」及び「英語Ⅰ」のう

する場合は，学校設定科目として設ける１科目とし，その標準単位数は ちから１科目（英語以外の外国語を履修する場合は，学校設定科目として

３単位とする。） 設ける１科目とし，その単位数は２単位を下らないものとする。）

ケ 家庭のうち「家庭基礎」，「家庭総合」及び「生活デザイン」のうちか (9) 家庭のうち「家庭基礎」，「家庭総合」及び「生活技術」のうちから１科

ら１科目 目

コ 情報のうち「社会と情報」又は「情報の科学」のうちから１科目 (10) 情報のうち「情報Ａ」，「情報Ｂ」及び「情報Ｃ」のうちから１科目

(2) 総合的な学習の時間については，すべての生徒に履修させるものとし，

その単位数は，各学校において，学校や生徒の実態に応じて適切に定める

ものとする。

２ 専門学科における各教科・科目の履修 ２ 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修

専門学科における各教科・科目の履修については，上記１のほか次のとお 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修については，上記１

りとする。 のほか次のとおりとする。
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(1) 専門学科においては，専門教科・科目（第２款第１の３の表に掲げる各 (1) 専門教育を主とする学科においては，専門教育に関する各教科・科目に

教科・科目，同表の教科に関する学校設定科目及び専門教育に関する学校 ついて，すべての生徒に履修させる単位数は，25単位を下らないこと。た

設定教科に関する科目をいう。以下同じ。）について，すべての生徒に履修 だし，各学科の目標を達成する上で，普通教育に関する各教科・科目の履

させる単位数は，25単位を下らないこと。ただし，各学科の目標を達成す 修により専門教育に関する各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる

る上で，専門教科・科目以外の教科・科目の履修により専門教科・科目の 場合においては，その普通教育に関する各教科・科目の単位数の一部の履

履修と同様の成果が期待できる場合においては，その専門教科・科目以外 修をもって，当該専門教育に関する各教科・科目の単位数の一部の履修に

の教科・科目の単位数の一部の履修をもって，当該専門教科・科目の単位 替えることができること。

数の一部の履修に替えることができること。

(2) 専門教科・科目の履修によって，上記１の必履修教科・科目の履修と同 (2) 専門教育に関する各教科・科目の履修によって，上記１の必履修教科・

様の成果が期待できる場合においては，その専門教科・科目の履修をもっ 科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては，その専門教育に関

て，必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができること。 する各教科・科目の履修をもって，必履修教科・科目の履修の一部又は全

部に替えることができること。

(3) 職業教育を主とする学科においては，総合的な学習の時間の履修により，

農業，工業，商業，水産，家庭，情報，保健理療，印刷，理容・美容若し

くはクリーニングの各教科に属する「課題研究」，「看護臨地実習」又は「介

護総合演習」（以下この項において「課題研究等」という。）の履修と同様

の成果が期待できる場合においては，総合的な学習の時間の履修をもって

課題研究等の履修の一部又は全部に替えることができる。また，課題研究

等の履修により，総合的な学習の時間の履修と同様の成果が期待できる場

合においては，課題研究等の履修をもって総合的な学習の時間の履修の一

部又は全部に替えることができる。

第３ 総合的な学習の時間

１ 総合的な学習の時間においては，各学校は，地域や学校，生徒の実態等に

応じて，横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意

工夫を生かした教育活動を行うものとする。

２ 総合的な学習の時間においては，次のようなねらいをもって指導を行うも

のとする。

(1) 自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問
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題を解決する資質や能力を育てること。

(2) 学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，創

造的に取り組む態度を育て，自己の在り方生き方を考えることができるよ

うにすること。

(3) 各教科・科目，特別活動及び自立活動で身に付けた知識や技能等を相互

に関連付け，学習や生活において生かし，それらが総合的に働くようにす

ること。

３ 各学校においては，上記１及び２に示す趣旨及びねらいを踏まえ，総合的

な学習の時間の目標及び内容を定め，地域や学校の特色，生徒の特性等に応

じ，例えば，次のような学習活動などを行うものとする。

ア 国際理解，情報，環境，福祉・健康などの横断的・総合的な課題につ

いての学習活動

イ 生徒が興味・関心，進路等に応じて設定した課題について，知識や技

能の深化，総合化を図る学習活動

ウ 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動

４ 各学校においては，学校における全教育活動との関連の下に，目標及び内

容，育てようとする資質や能力及び態度，学習活動，指導方法や指導体制学

習の評価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を作成するものと

する。

５ 各学校における総合的な学習の時間の名称については，各学校において適

切に定めるものとする。

６ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては，次の事項に配慮する

ものとする。

(1) 目標及び内容に基づき，生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行

うこと。

(2) 自然体験やボランティア活動，就業体験などの社会体験，観察・実験・

実習，調査・研究，発表や討論，ものづくりや生産活動，交流活動など体

験的な学習，問題解決的な学習を積極的に取り入れること。

(3) グループ学習や個人研究などの多様な学習形態，地域の人々の協力も得
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つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫する

こと。

(4) 学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社

会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習

環境の積極的な活用などについて工夫すること。

７ 職業教育を主とする学科においては，総合的な学習の時間における学習活

動により，農業，工業，商業，水産，家庭，情報，調律，保健理療，印刷，

理容・美容若しくはクリーニングの各教科に属する「課題研究」，「看護臨床

実習」又は「社会福祉演習」（以下この項において「課題研究等」という。）

の履修と同様の成果が期待できる場合においては，総合的な学習の時間にお

ける学習活動をもって課題研究等の履修の一部又は全部に替えることができ

る。また，課題研究等の履修により，総合的な学習の時間における学習活動

と同様の成果が期待できる場合においては，課題研究等の履修をもって総合

的な学習の時間における学習活動の一部又は全部に替えることができる。

第３ 各教科・科目，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動の授業時数等 第４ 各教科・科目，特別活動，自立活動及び総合的な学習の時間の授業時数等

１ 各教科・科目，ホームルーム活動及び自立活動の授業は，年間35週行うこ １ 各教科・科目，ホームルーム活動及び自立活動の授業は，年間35週行うこ

とを標準とし，必要がある場合には，各教科・科目及び自立活動の授業を特 とを標準とし，必要がある場合には，各教科・科目及び自立活動の授業を特

定の学期又は特定の期間（夏季，冬季，学年末等の休業日の期間に授業日を 定の学期又は期間に行うことができる。

設定する場合を含む。）に行うことができる。

２ 週当たりの授業時数は，30単位時間を標準とする。ただし，特に必要があ ２ 週当たりの授業時数は，30単位時間を標準とする。

る場合は，これを増加することができる。

３ ホームルーム活動の授業時数については，原則として，年間35単位時間以 ３ ホームルーム活動の授業時数については，原則として，年間35単位時間以

上とするものとする。 上とするものとする。

４ 生徒会活動及び学校行事については，学校や生徒の実態に応じて，それぞ ４ 生徒会活動及び学校行事については，学校や生徒の実態に応じて，それぞ

れ適切な授業時数を充てるものとする。 れ適切な授業時数を充てるものとする。

５ 卒業までに総合的な学習の時間に充てる授業時数については，各学校にお

いて，学校や生徒の実態に応じて，適切に定めるものとする。

５ 各学年における自立活動の時間に充てる授業時数は，生徒の障害の状態に ６ 各学年における自立活動の時間に充てる授業時数は，生徒の障害の状態に
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応じて，適切に定めるものとする。 応じて，適切に定めるものとする。

６ 各教科・科目，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動（以下「各教 ７ 各教科・科目，特別活動，自立活動及び総合的な学習の時間（以下「各教

科・科目等」という。）のそれぞれの授業の１単位時間は，各学校において， 科・科目等」という。）のそれぞれの授業の１単位時間は，各学校において，

各教科・科目等の授業時数を確保しつつ，生徒の実態及び各教科・科目等の 各教科・科目等の授業時数を確保しつつ，生徒の実態及び各教科・科目等の

特質を考慮して適切に定めるものとする。なお，10分間程度の短い時間を単 特質を考慮して適切に定めるものとする。

位として特定の各教科・科目の指導を行う場合において，当該各教科・科目

を担当する教師がその指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任を

もって行う体制が整備されているときは，その時間を当該各教科・科目の授

業時数に含めることができる。

７ 総合的な学習の時間における学習活動により，特別活動の学校行事に掲げ

る各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては，総合的な学習の

時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事

の実施に替えることができる。

８ 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して，教員を派遣

して教育を行う場合について，特に必要があるときは，実情に応じた授業時

数を適切に定めるものとする。

第３款 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における 第３款 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における

各教科等の履修等 各教科等の履修等

第１ 各教科等の履修 第１ 各教科等の履修

１ 卒業までに履修させる各教科等

各学校においては，卒業までに履修させる下記２から４までに示す各教科

及びその授業時数，道徳及び総合的な学習の時間の授業時数，特別活動及び

その授業時数並びに自立活動の授業時数に関する事項を定めるものとする。

２ 各学科に共通する各教科等 １ 普通教育に関する各教科等

(1) 国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，職業及び家庭の各教 (1) 国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，職業及び家庭の各教

科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動並びに自立活動については，特 科，道徳，特別活動，自立活動並びに総合的な学習の時間については，特

に示す場合を除き，すべての生徒に履修させるものとする。 に示す場合を除き，すべての生徒に履修させるものとする。
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(2) 外国語及び情報の各教科については，学校や生徒の実態を考慮し，必要 (2) 外国語及び情報の各教科については，学校や生徒の実態を考慮し，必要

に応じて設けることができる。 に応じて設けることができる。

３ 主として専門学科において開設される各教科 ２ 専門教育に関する各教科

(1) 専門学科においては，上記２のほか，家政，農業，工業，流通・サービ (1) 専門教育を主とする学科においては，上記１のほか，家政，農業，工業

ス若しくは福祉の各教科又は下記４に規定する学校設定教科のうち専門教 又は流通・サービスの各教科のうち，いずれか１以上履修させるものとす

育に関するもの（以下「専門教科」という。）のうち，いずれか１以上履修 る。

させるものとする。

(2) 専門教科の履修によって，上記２の(1)のすべての生徒に履修させる各教 (2) 専門教育に関する各教科の履修によって，上記１の(1)のすべての生徒

科の履修と同様の成果が期待できる場合においては，その専門教科の履修 に履修させる各教科の履修と同様の成果が期待できる場合においては，そ

をもって，すべての生徒に履修させる各教科の履修に替えることができる。 の専門教育に関する各教科の履修をもって，すべての生徒に履修させる各

教科の履修に替えることができる。

４ 学校設定教科 ３ 学校設定教科

学校においては，地域，学校及び生徒の実態，学科の特色等に応じ，特色 (1) 学校においては，地域，学校及び生徒の実態，学科の特色等に応じ，特

ある教育課程の編成に資するよう，第２章第２節第１款及び第２款に掲げる 色ある教育課程の編成に資するよう，上記１及び２に掲げる教科以外の普

教科以外の教科（以下この項において「学校設定教科」という。）を設けるこ 通教育又は専門教育に関する教科（以下この項において「学校設定教科」

とができる。この場合において，学校設定教科の名称，目標，内容等につい という。）を設けることができる。この場合において，学校設定教科の名

ては，高等部における教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し，各学 称，目標，内容等については，高等部における教育の目標及びその水準の

校の定めるところによるものとする。 維持等に十分配慮し，各学校の定めるところによるものとする。

(2) 専門教育を主とする学科において，専門教育に関する教科として学校設

定教科を設け履修させる場合は，上記２の(1)によらないことができる。

第２ 総合的な学習の時間

総合的な学習の時間の取扱いについては，第２款第３（７は除く。）に示すと

ころによるものとする。

第２ 各教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動の授業時数等 第３ 各教科，道徳，特別活動，自立活動及び総合的な学習の時間の授業時数等

１ 各教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動（以下「各教 １ 各教科，道徳，特別活動，自立活動及び総合的な学習の時間（以下「各教

科等」という。ただし，１及び８において，特別活動についてはホームルー 科等」という。ただし，１，２及び８において，特別活動についてはホーム

ム活動に限る。）の総授業時数は，各学年とも1,050単位時間（１単位時間は， ルーム活動に限る。）の総授業時数は，各学年とも1,050単位時間（１単位時
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50分として計算するものとする。３において同じ。）を標準とし，特に必要が 間は，50分として計算するものとする。３において同じ。）を標準とする。

ある場合には，これを増加することができる。この場合，各教科，道徳，総 この場合，各教科，道徳，特別活動及び自立活動の目標及び内容並びに総合

合的な学習の時間，特別活動及び自立活動の目標及び内容を考慮し，各教科 的な学習の時間のねらいを考慮し，それぞれの年間の授業時数を適切に定め

及び総合的な学習の時間の配当学年及び当該学年における授業時数，道徳， るものとする。

特別活動及び自立活動の各学年における授業時数を適切に定めるものとする。

２ 各教科，道徳，ホームルーム活動及び自立活動の授業は，年間35週行うこ ２ 各教科等の授業は，年間35週以上にわたって行うものとする。この場合，

とを標準とし，必要がある場合には，各教科，道徳及び自立活動の授業を特 生徒の知的発達の遅滞の状態を十分考慮し，週当たりの授業時数が負担過重

定の学期又は特定の期間（夏季，冬季，学年末等の休業日の期間に授業日を とならないようにするものとする。また，必要がある場合には，各教科，道

設定する場合を含む。）に行うことができる。 徳，自立活動及び総合的な学習の時間の授業を特定の学期又は期間に行うこ

とができる。

３ 専門学科においては，専門教科について，すべての生徒に履修させる授業 ３ 専門教育を主とする学科においては，専門教育に関する各教科について，

時数は，875単位時間を下らないものとする。 すべての生徒に履修させる授業時数は，875単位時間を下らないものとする。

４ ホームルーム活動の授業時数については，原則として，年間35単位時間以 ４ ホームルーム活動の授業時数については，原則として，年間35単位時間以

上とするものとする。 上とするものとする。

５ 生徒会活動及び学校行事については，学校や生徒の実態に応じて，それぞ ５ 生徒会活動及び学校行事については，学校や生徒の実態に応じて，それぞ

れ適切な授業時数を充てるものとする。 れ適切な授業時数を充てるものとする。

６ 総合的な学習の時間に充てる授業時数は，各学校において，学校や生徒の ６ 総合的な学習の時間に充てる授業時数については，各学校において，学校

実態に応じて，適切に定めるものとする。 や生徒の実態に応じて，適切に定めるものとする。

７ 各学年における自立活動の時間に充てる授業時数は，生徒の障害の状態に ７ 各学年における自立活動の時間に充てる授業時数は，生徒の障害の状態に

応じて，適切に定めるものとする。 応じて，適切に定めるものとする。

８ 各教科等のそれぞれの授業の１単位時間は，各学校において，生徒の実態 ８ 各教科等のそれぞれの授業の１単位時間は，各学校において，生徒の実態

及び各教科等の特質を考慮して適切に定めるものとする。なお，10分間程度 及び各教科等の特質を考慮して適切に定めるものとする。

の短い時間を単位として特定の教科の指導を行う場合において，当該教科を

担当する教師がその指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任をも

って行う体制が整備されているときは，その時間を当該教科の授業時数に含

めることができる。

９ 総合的な学習の時間における学習活動により，特別活動の学校行事に掲げ

る各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては，総合的な学習の

時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事
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の実施に替えることができる。

９ 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して，教員を派遣

して教育を行う場合について，特に必要があるときは，実情に応じた授業時

数を適切に定めるものとする。

第４款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項 第４款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

１ 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成 １ 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成

教育課程の編成に当たっては，生徒の障害の状態，特性及び進路等に応じた 教育課程の編成に当たっては，生徒の障害の状態，特性及び進路等に応じた

適切な各教科・科目（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 適切な各教科・科目（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

においては各教科。この款及び第６款において同じ。）の履修ができるようにし， においては各教科。この款及び第６款において同じ。）の履修ができるように

このため，多様な各教科・科目を設け生徒が自由に選択履修することのできる し，このため，多様な各教科・科目を設け生徒が自由に選択履修することので

よう配慮するものとする。また，教育課程の類型を設け，そのいずれかの類型 きるよう配慮するものとする。また，教育課程の類型を設け，そのいずれかの

を選択して履修させる場合においても，その類型において履修させることにな 類型を選択して履修させる場合においても，その類型において履修させること

っている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり，生徒が自由に選択 になっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり，生徒が自由に

履修することのできる各教科・科目を設けたりするものとする。 選択履修することのできる各教科・科目を設けたりするものとする。

２ 各教科・科目等の内容等の取扱い ２ 各教科・科目等の内容等の取扱い

(1) 学校においては，第２章以下に示していない事項を加えて指導することが (1) 学校においては，第２章以下に示していない事項を加えて指導することが

できる。また，第２章第１節第２款において準ずるものとしている高等学校 できる。また，第２章第１節第２款において準ずるものとしている高等学校

学習指導要領第２章及び第３章並びに同節第３款から第９款までに示す各科 学習指導要領第２章及び第３章並びに同節第３款から第10款までに示す各科

目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科目を履修 目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科目を履修

するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示した するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示した

ものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわらず指導 ものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわらず指導

することができる。ただし，これらの場合には，第２章以下に示す教科，科 することができる。ただし，これらの場合には，第２章以下に示す教科，科

目，特別活動及び自立活動（知的障害者である生徒を教育する特別支援学校 目，特別活動及び自立活動（知的障害者である生徒を教育する特別支援学校

においては，各教科，道徳，特別活動及び自立活動）の目標や内容の趣旨を においては，各教科，道徳，特別活動及び自立活動）の目標や内容の趣旨を

逸脱したり，生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとす 逸脱したり，生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとす

る。 る。

(2) 第２章以下に示す各教科・科目，特別活動及び自立活動の内容に掲げる事 (2) 第２章以下に示す各教科・科目，特別活動及び自立活動の内容に掲げる事



- 高 19 -

項の順序は，特に示す場合を除き，指導の順序を示すものではないので，学 項の順序は，特に示す場合を除き，指導の順序を示すものではないので，学

校においては，その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。 校においては，その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。

(3) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する (3) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する

特別支援学校においては，あらかじめ計画して，各教科・科目の内容及び総 特別支援学校においては，あらかじめ計画して，各教科・科目の内容及び総

合的な学習の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割し 合的な学習の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割し

て指導することができる。 て指導することができる。

(4) 学校においては，特に必要がある場合には，第２章に示す教科及び科目の (4) 学校においては，特に必要がある場合には，第２章に示す教科及び科目の

目標の趣旨を損なわない範囲内で，各教科・科目及び各段階の内容に関する 目標の趣旨を損なわない範囲内で，各教科・科目及び各段階の内容に関する

事項について，基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選 事項について，基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選

択して指導することができる。 択して指導することができる。

(5) 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において，各教科

の指導に当たっては，各教科の各段階に示す内容を基に，生徒の知的障害の

状態や経験等に応じて，具体的に指導内容を設定するものとする。また，各

教科，道徳，特別活動及び自立活動の全部又は一部を合わせて指導を行う場

合には，各教科の各段階，道徳，特別活動及び自立活動に示す内容を基に，

生徒の知的障害の状態や経験等に応じて，具体的に指導内容を設定するもの

とする。

３ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 ３ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

各学校においては，次の事項に配慮しながら，学校の創意工夫を生かし，全 各学校においては，次の事項に配慮しながら，学校の創意工夫を生かし，全

体として，調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。 体として，調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。

(1) 各教科に属する科目相互や他の教科に属する科目との関連（知的障害者で (1) 各教科・科目等（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

ある生徒に対する教育を行う特別支援学校においては各教科相互の関連）を においては各教科等。５の(7)において同じ。）について相互の関連を図り，

図り，発展的，系統的な指導ができるようにすること。 発展的，系統的な指導ができるようにすること。

(2) 各教科・科目の指導内容については，各事項のまとめ方及び重点の置き方 (2) 各教科・科目の指導内容については，各事項のまとめ方及び重点の置き方

に適切な工夫を加えて，効果的な指導ができるようにすること。 に適切な工夫を加えて，効果的な指導ができるようにすること。

(3) 各教科・科目等（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 (3) 複数の種類の障害を併せ有する生徒（以下「重複障害者」という。）の指

においては各教科等。５の(3),(7)及び(11)において同じ。）の指導に当たっ 導に当たっては，個々の生徒の実態を的確に把握し，個別の指導計画を作成

ては，個々の生徒の実態を的確に把握し，個別の指導計画を作成すること。 すること。

また，個別の指導計画に基づいて行われた学習の状況や結果を適切に評価し，
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指導の改善に努めること。

(4) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教

育を行う特別支援学校においては，学校や生徒の実態等に応じ，必要がある

場合には，例えば次の工夫を行い，義務教育段階での学習内容の確実な定着

を図るようにすること。

ア 各教科・科目の指導に当たり，義務教育段階での学習内容の確実な定着

を図るための学習機会を設けること。

イ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図りながら，必履修教科・科

目の内容を十分に習得させることができるよう，その単位数を標準単位数

の標準の限度を超えて増加して配当すること。

ウ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図ることを目標とした学校設

定科目等を履修させた後に，必履修教科・科目を履修させるようにするこ

と。

(5) 全教師が協力して道徳教育を展開するため，第１款の２に示す道徳教育の

目標を踏まえ，指導の方針や重点を明確にして，学校の教育活動全体を通じ

て行う道徳教育について，その全体計画を作成すること。

(6) 学校がその目的を達成するため，地域や学校の実態等に応じ，家庭や地域 (4) 開かれた学校づくりを進めるため，地域や学校の実態等に応じ，家庭や地

の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また，学校 域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また，学

相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に，生徒の経験を広めて積 校相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に，生徒の経験を広めて

極的な態度を養い，社会性や豊かな人間性をはぐくむために，学校の教育活 積極的な態度を養い，社会性や豊かな人間性をはぐくむために，学校の教育

動全体を通じて，高等学校の生徒などとの交流及び共同学習を計画的，組織 活動全体を通じて，高等学校の生徒及び地域の人々などと活動を共にする機

的に行うとともに，地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設ける 会を積極的に設けるようにすること。

こと。

４ 職業教育に関して配慮すべき事項 ４ 職業教育に関して配慮すべき事項

(1) 普通科においては，地域や学校の実態，生徒の特性，進路等を考慮し，必 (1) 普通科においては，地域や学校の実態，生徒の特性，進路等を考慮し，必

要に応じて，適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の確保について 要に応じて，適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の確保について

配慮するものとする。 配慮するものとする。

(2) 職業教育を主とする専門学科においては，次の事項に配慮するものとする。 (2) 職業教育を主とする学科においては，次の事項に配慮するものとする。

ア 職業に関する各教科・科目については，実験・実習に配当する授業時数 ア 職業に関する各教科・科目については，実験・実習に配当する授業時数
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を十分確保するようにすること。 を十分確保するようにすること。

イ 生徒の実態を考慮し，職業に関する各教科・科目の履修を容易にするた イ 生徒の実態を考慮し，職業に関する各教科・科目の履修を容易にするた

め特別な配慮が必要な場合には，各分野における基礎的又は中核的な科目を め特別な配慮が必要な場合には，各分野における基礎的又は中核的な科目

重点的に選択し，その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身に付 を重点的に選択し，その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身

くように取り扱い，また，主として実験・実習によって指導するなどの工夫 に付くように取り扱い，また，主として実験・実習によって指導するなど

をこらすようにすること。 の工夫をこらすようにすること。

(3) 学校においては，地域や学校の実態，生徒の特性，進路等を考慮し，キャ (3) 学校においては，地域や学校の実態，生徒の特性，進路等を考慮し，就業

リア教育を推進するために，地域及び産業界や労働等の業務を行う関係機関 体験の機会の確保について配慮するものとする。

との連携を図り，産業現場等における長期間の実習を取り入れるなど就業体

験の機会を積極的に設けるとともに，地域や産業界の人々の協力を積極的に

得るよう配慮するものとする。

(4) 職業に関する各教科・科目については，次の事項に配慮するものとする。 (4) 職業に関する各教科・科目については，次の事項に配慮するものとする。

ア 職業に関する各教科・科目については，就業体験をもって実習に替える ア 職業に関する各教科・科目については，就業体験をもって実習に替える

ことができること。この場合，就業体験は，その各教科・科目の内容に直 ことができること。この場合，就業体験は，その各教科・科目の内容に直

接関係があり，かつ，その一部としてあらかじめ計画されるものであるこ 接関係があり，かつ，その一部としてあらかじめ計画されるものであるこ

とを要すること。 とを要すること。

イ 農業，水産及び家庭に関する各教科・科目の指導に当たっては，ホーム イ 家庭，農業及び水産に関する各教科・科目の指導に当たっては，ホーム

プロジェクトなどの活動を活用して，学習の効果をあげるよう留意するこ プロジェクトなどの活動を活用して，学習の効果をあげるよう留意するこ

と。この場合，ホームプロジェクトについては，適切な授業時数をこれに と。この場合，ホームプロジェクトについては，適切な授業時数をこれに

充てることができること。 充てることができること。

５ 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項 ５ 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項

以上のほか，次の事項について配慮するものとする。 以上のほか，次の事項について配慮するものとする。

(1) 学校の教育活動全体を通じて，個に応じた指導を充実するため，個別の指 (1) 学校の教育活動全体を通じて，個に応じた指導を充実するため，指導方法

導計画に基づき，指導方法や指導体制の工夫改善に努めること。その際，生 や指導体制の工夫改善に努めること。その際，生徒の障害の状態や学習の進

徒の障害の状態や学習の進度等を考慮して，個別指導を重視するとともに， 度等を考慮して，個別指導を重視するとともに，授業形態や集団の構成の工

授業形態や集団の構成の工夫，それぞれの教師の専門性を生かした協力的な 夫，教師の協力的な指導などにより，学習活動が効果的に行われるようにす

指導などにより，学習活動が効果的に行われるようにすること。 ること。

(2) 複数の種類の障害を併せ有する生徒（以下「重複障害者」という。）につい

ては，専門的な知識や技能を有する教師の協力の下に指導を行ったり，必要
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に応じて専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めたりするなどし

て，学習効果を一層高めるようにすること。

(3) 各教科・科目等の指導に当たっては，生徒の思考力，判断力，表現力等を (2) 学校生活全体を通じて，言語に関する関心や理解を深め，言語環境を整え，

はぐくむ観点から，基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を 生徒の言語活動が適正に行われるようにすること。

重視するとともに，言語に関する関心や理解を深め，言語に関する能力の育

成を図る上で必要な言語環境を整え，生徒の言語活動を充実すること。

(4) 生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校やホームルームでの生活に (3) 生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校やホームルームでの生活に

よりよく適応するとともに，現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能 よりよく適応するとともに，現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能

力を育成することができるよう，学校の教育活動全体を通じ，ガイダンスの 力を育成することができるよう，学校の教育活動全体を通じ，ガイダンスの

機能の充実を図ること。 機能の充実を図ること。

(5) 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに (4) 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに

生徒理解を深め，生徒が主体的に判断，行動し積極的に自己を生かしていく 生徒理解を深め，生徒が主体的に判断，行動し積極的に自己を生かしていく

ことができるよう，生徒指導の充実を図ること。 ことができるよう，生徒指導の充実を図ること。

(6) 生徒が自己の在り方生き方を考え，主体的に進路を選択することができる (5) 生徒が自己の在り方生き方を考え，主体的に進路を選択することができる

よう，校内の組織体制を整備し，教師間の相互の連携を図りながら，学校の よう，学校の教育活動全体を通じ，計画的，組織的な進路指導を行うこと。

教育活動全体を通じ，計画的，組織的な進路指導を行い，キャリア教育を推

進すること。その際，家庭及び地域や福祉，労働等の業務を行う関係機関と

の連携を十分に図ること。

(7) 各教科・科目等の指導に当たっては，生徒が学習の見通しを立てたり学習

したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるようにすること。

(8) 学習の遅れがちな生徒などについては，各教科・科目等の選択，その内容

の取扱いなどについて必要な配慮を行い，生徒の実態に応じ，例えば義務教

育段階の学習内容の確実な定着を図るための指導を適宜取り入れるなど，指

導内容や指導方法を工夫すること。

(9) 海外から帰国した生徒などについては，学校生活への適応を図るとともに， (6) 海外から帰国した生徒などについては，学校生活への適応を図るとともに，

外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。 外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。

(10) 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して，教員を派

遣して教育を行う場合については，障害の状態や学習環境等に応じて，指導

方法や指導体制を工夫し，学習活動が効果的に行われるようにすること。
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(11) 各教科・科目等の指導に当たっては，生徒が情報モラルを身に付け，コ (7) 各教科・科目等の指導に当たっては，生徒がコンピュータや情報通信ネッ

ンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切かつ実践的，主体 トワークなどの情報手段を積極的に活用できるようにするための学習活動の

的に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに，これらの情 充実に努めるとともに，視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活

報手段に加え，視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図る 用を図ること。なお，生徒の障害の状態や特性等に即した教材・教具を創意

こと。なお，生徒の障害の状態や特性等に即した教材・教具を創意工夫する 工夫し，それらを活用して指導の効果を高めるようにすること。

とともに，学習環境を整え，指導の効果を高めるようにすること。

(12) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り，生徒の主体的，意 (8) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り，生徒の主体的，意欲

欲的な学習活動や読書活動を充実すること。 的な学習活動や読書活動を充実すること。

(13) 生徒のよい点や可能性，進歩の状況などを積極的に評価するとともに， (9) 生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに，指導の過程

指導の過程や成果を評価し，指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすよう や成果を評価し，指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること。

にすること。

(14) 実験・実習に当たっては，特に安全と保健に留意すること。 (10) 実験・実習に当たっては，特に安全と保健に留意すること。

(15) 学校医等との連絡を密にし，生徒の障害の状態に応じた保健及び安全に (11) 学校医等との連絡を密にし，生徒の障害の状態に応じた保健及び安全に

十分留意すること。 十分留意すること。

(16) 家庭及び地域や医療，福祉，保健，労働等の業務を行う関係機関との連 (12) 家庭，児童福祉施設，医療機関等との連携を密にし，指導の効果をあげ

携を図り，長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために，個別の教育支 るよう努めること。

援計画を作成すること。

(17) 生徒の自主的，自発的な参加により行われる部活動については，スポー

ツや文化及び科学等に親しませ，学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養等
かん

に資するものであり，学校教育の一環として，教育課程との関連が図られる

ようにすること。その際，地域や学校の実態に応じ，地域の人々の協力，社

会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を

行うようにすること。

(18) 高等学校等の要請により，障害のある生徒又は当該生徒の教育を担当す (13) 地域の実態や家庭の要請等により，障害のある生徒又はその保護者に対

る教師等に対して必要な助言又は援助を行ったり，地域の実態や家庭の要請 して教育相談を行うなど，各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地

等により保護者等に対して教育相談を行ったりするなど，各学校の教師の専 域における特別支援教育に関する相談のセンターとしての役割を果たすよう

門性や施設・設備を生かした地域における特別支援教育のセンターとしての 努めること。

役割を果たすよう努めること。その際，学校として組織的に取り組むことが

できるよう校内体制を整備するとともに，他の特別支援学校や地域の高等学
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校等との連携を図ること。

第５款 単位の修得及び卒業の認定 第５款 単位の修得及び卒業の認定

第１ 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する 第１ 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する

特別支援学校 特別支援学校

１ 各教科・科目及び総合的な学習の時間の単位の修得の認定 １ 各教科・科目及び総合的な学習の時間における学習活動の単位の修得の認

定

(1) 学校においては，生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を (1) 学校においては，生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を

履修し，その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる 履修し，その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる

場合には，その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定 場合には，その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定

しなければならない。 しなければならない。

(2) 学校においては，生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の (2) 学校においては，生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の

時間を履修し，その成果が第４章に定める目標からみて満足できると認め 時間において学習活動を行い，その成果が第２款第３に定めるねらいから

られる場合には，総合的な学習の時間について履修した単位を修得したこ みて満足できると認められる場合には，総合的な学習の時間における学習

とを認定しなければならない。 活動について，単位を修得したことを認定しなければならない。

(3) 学校においては，生徒が１科目又は総合的な学習の時間を２以上の学年 (3) 学校においては，生徒が１科目を２以上の学年にわたって分割履修した

にわたって分割履修したときは，各学年ごとにその各教科・科目又は総合 とき又は総合的な学習の時間における学習活動を２以上の学年にわたって

的な学習の時間について履修した単位を修得したことを認定することを原 行ったときは，各学年ごとにその各教科・科目について履修した単位又は

則とする。また，単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。 総合的な学習の時間における学習活動に係る単位を修得したことを認定す

るものとする。また，単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことがで

きる。

２ 卒業までに修得させる単位数 ２ 卒業までに修得させる単位数

学校においては，卒業までに修得させる単位数を定め，校長は，当該単位 学校においては，卒業までに修得させる単位数を定め，校長は，当該単位

数を修得した者で，特別活動及び自立活動の成果がそれらの目標からみて満 数を修得した者で，特別活動及び自立活動の成果がそれらの目標からみて満

足できると認められるものについて，高等部の全課程の修了を認定するもの 足できると認められるものについて，高等部の全課程の修了を認定するもの

とする。この場合，卒業までに修得させる単位数は，74単位（自立活動の授 とする。この場合，卒業までに修得させる単位数は，74単位（自立活動の授

業については，授業時数を単位数に換算して，この単位数に含めることがで 業については，授業時数を単位数に換算して，この単位数に含めることがで

きる。)以上とする。なお，普通科においては，卒業までに修得させる単位数 きる。）以上とする。なお，普通科においては，学校設定科目及び学校設定



- 高 25 -

に含めることができる学校設定科目及び学校設定教科に関する科目に係る修 教科に関する科目に係る修得単位数は，合わせて20単位までを卒業までに修

得単位数は，合わせて20単位を超えることができない。 得させる単位数に含めることができる。

３ 各学年の課程の修了の認定 ３ 各学年の課程の修了の認定

学校においては，各学年の課程の修了の認定については，単位制が併用さ 学校においては，各学年の課程の修了の認定については，単位制が併用さ

れていることを踏まえ，弾力的に行うよう配慮するものとする。 れていることを踏まえ，弾力的に行うよう配慮するものとする。

第２ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 第２ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

学校においては，卒業までに履修させる各教科，道徳，総合的な学習の時間， 学校においては，卒業までに履修させる各教科，道徳，特別活動，自立活動及

特別活動及び自立活動のそれぞれの授業時数を定めるものとする。 び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数を定めるものとする。

校長は，各教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動を履修し 校長は，各教科，道徳，特別活動，自立活動及び総合的な学習の時間を履修し

た者で，その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて， た者で，その成果がそれらの目標（総合的な学習の時間についてはねらい）から

高等部の全課程の修了を認定するものとする。 みて満足できると認められるものについて，高等部の全課程の修了を認定するも

のとする。

第６款 重複障害者等に関する教育課程の取扱い 第６款 重複障害者等に関する特例

１ 生徒の障害の状態により特に必要がある場合には，次に示すところによるも １ 障害の状態により学習が困難な生徒について特に必要がある場合には，次に

のとする。 示すところによるものとする。

(1) 各教科・科目の目標及び内容の一部を取り扱わないことができること。 (1) 各教科・科目の目標及び内容の一部を取り扱わないことができること。

(2) 高等部の各教科・科目の目標及び内容の一部を，当該各教科・科目に相当 (2) 高等部の各教科・科目の目標及び内容の一部を，当該各教科・科目に相当

する中学部又は小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の一部によって， する中学部又は小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の一部によっ

替えることができること。 て，替えることができること。

(3) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教

育を行う特別支援学校の外国語科に属する科目については，小学部・中学部

学習指導要領に示す外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることがで

きること。

２ 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育 ２ 重複障害者を教育する場合には，次に示すところによるものとする。

を行う特別支援学校に就学する生徒のうち，知的障害を併せ有する者について

は，次に示すところによるものとする。
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(1) 各教科・科目又は各教科・科目の目標及び内容の一部を，当該各教科・科 (1) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教

目に相当する第２章第２節第１款及び第２款に示す知的障害者である生徒に 育を行う特別支援学校に就学する生徒のうち，知的障害を併せ有する者につ

対する教育を行う特別支援学校の各教科又は各教科の目標及び内容の一部に いては，各教科・科目又は各教科・科目の目標及び内容の一部を，当該各教

よって，替えることができること。この場合，各教科・科目に替えて履修し 科・科目に相当する第２章第２節第１款及び第２款に示す各教科又は各教科

た第２章第２節第１款及び第２款に示す各教科については，１単位時間を50 の目標及び内容の一部によって，替えることができること。この場合，各教

分とし，35単位時間の授業を１単位として計算することを標準とするものと 科・科目に替えて履修した第２章第２節第１款及び第２款に示す各教科につ

すること。 いては，１単位時間を50分とし，35単位時間の授業を１単位として計算する

ことを標準とするものとすること。

(2) 生徒の障害の状態により特に必要がある場合には，第１章第２節第３款に

示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科

等の履修等によることができること。

(3) 校長は，上記２の(2)により，第１章第２節第３款に示す知的障害者である

生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等を履修した者で，そ

の成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて，高等

部の全課程の修了を認定するものとすること。

３ 重複障害者のうち，障害の状態により特に必要がある場合には，次に示すと (2) 重複障害者のうち，学習が著しく困難な生徒については，各教科・科目若

ころによるものとする。 しくは特別活動（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に

(1) 各教科・科目若しくは特別活動（知的障害者である生徒に対する教育を行 おいては，各教科，道徳若しくは特別活動）の目標及び内容の一部又は各教

う特別支援学校においては，各教科，道徳若しくは特別活動）の目標及び内 科・科目若しくは総合的な学習の時間に替えて，自立活動を主として指導を

容の一部又は各教科・科目若しくは総合的な学習の時間に替えて，自立活動 行うことができること。この場合，生徒の実態に応じた適切な総授業時数を

を主として指導を行うことができること。この場合，実情に応じた授業時数 定めるものとすること。

を適切に定めるものとすること。

(2) 校長は，各教科，科目若しくは特別活動（知的障害者である生徒に対する (3) 校長は，各教科・科目若しくは特別活動の目標及び内容の一部又は各教科

教育を行う特別支援学校においては，各教科，道徳若しくは特別活動）の目 ・科目若しくは総合的な学習の時間に替えて自立活動を主として履修した者

標及び内容の一部又は各教科，科目若しくは総合的な学習の時間に替えて自 で，その成果がそれらの目標（総合的な学習の時間についてはねらい）から

立活動を主として履修した者で，その成果がそれらの目標からみて満足でき みて満足できると認められるものについて，高等部の全課程の修了を認定す

ると認められるものについて，高等部の全課程の修了を認定するものとする るものとすること。

こと。

４ 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して，教員を派遣し ３ 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して，教員を派遣し
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て教育を行う場合については，次に示すところによるものとする。 て教育を行う場合については，次に示すところによるものとする。

(1) 上記１，２の(1)若しくは(2)又は３の(1)に示すところによることができる (1) 上記１又は２の(1)若しくは(2)に示すところによることができること。

こと。

(2) 特に必要がある場合には，実情に応じた授業時数を適切に定めること。

(3) 校長は，生徒の学習の成果に基づき，高等部の全課程の修了を認定するこ (2) 校長は，生徒の学習の成果に基づき，高等部の全課程の修了を認定するこ

とができること。 とができること。

５ 療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒につい ４ 療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒につい

て，各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の１単位当たりの添削指 て，各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の１単位当たりの添削指

導及び面接指導の回数等（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援 導及び面接指導の回数等（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援

学校においては，通信により教育を行うこととなった各教科の一部の授業時数 学校においては，通信により教育を行うこととなった各教科の一部の授業時数

に相当する添削指導及び面接指導の回数等）については，生徒の実態に応じて に相当する添削指導及び面接指導の回数等）については，生徒の実態に応じて

適切に定めるものとする。 適切に定めるものとする。

第７款 専 攻 科 第７款 専 攻 科

１ 視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の専 １ 視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の専

攻科における教科及び科目のうち標準的なものは，次の表に掲げるとおりであ 攻科における教科及び科目のうち標準的なものは，次の表に掲げるとおりであ

る。視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に る。視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に

おいては，必要がある場合には同表に掲げる教科について，これらに属する科 おいては，必要がある場合には同表に掲げる教科について，これらに属する科

目以外の科目を設けることができる。 目以外の科目を設けることができる。

教 科 科 目 教 科 科 目

視覚障害者であ 医療と社会，人体の構造と機能，疾病の成 視覚障害者であ 医療と社会，人体の構造と機能，疾病の成

る生徒に対する り立ちと予防，生活と疾病，基礎保健理療， る生徒に対する り立ちと予防，生活と疾病，基礎保健理療，

教育を行う特別 保 健 理 療 臨床保健理療，地域保健理療と保健理療経 教育を行う特別 保 健 理 療 臨床保健理療，地域保健理療と保健理療経

支援学校 営，保健理療基礎実習，保健理療臨床実習， 支援学校 営，保健理療基礎実習，保健理療臨床実習，

保健理療情報活用，課題研究 保健理療情報処理，課題研究

医療と社会，人体の構造と機能，疾病の成 医療と社会，人体の構造と機能，疾病の成

り立ちと予防，生活と疾病，基礎理療学， り立ちと予防，生活と疾病，基礎理療学，
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理 療 臨床理療学，地域理療と理療経営，理療基 理 療 臨床理療学，地域理療と理療経営，理療基

礎実習，理療臨床実習，理療情報活用，課 礎実習，理療臨床実習，理療情報処理，課

題研究 題研究

人体の構造と機能，疾病と障害，保健・医 人体の構造と機能，疾病と障害，保健・医

療・福祉とリハビリテーション，基礎理学 療・福祉とリハビリテーション，基礎理学

理 学 療 法 療法学，理学療法評価学，理学療法治療学， 理 学 療 法 療法学，理学療法評価学，理学療法治療学，

地域理学療法学，臨床実習，理学療法情報 地域理学療法学，臨床実習，理学療法情報

活用，課題研究 処理，課題研究

聴覚障害者であ 理容・美容関係法規，衛生管理，理容・美 聴覚障害者であ 理容・美容関係法規，衛生管理，理容・美

る生徒に対する 容保健，理容・美容の物理・化学，理容・ る生徒に対する 容保健，理容・美容の物理・化学，理容・

教育を行う特別 理容・美容 美容文化論，理容・美容技術理論，理容・ 教育を行う特別 理容・美容 美容文化論，理容・美容技術理論，理容・

支援学校 美容運営管理，理容実習，美容実習，理容 支援学校 美容運営管理，理容実習，美容実習，理容

・美容情報活用，課題研究 ・美容情報処理，課題研究

歯科技工関係法規，歯科技工学概論，歯科 歯科技工関係法規，歯科技工学概論，歯科

理工学，歯の解剖学，顎口腔機能学，有床 理工学，歯の解剖学，顎口腔機能学，有床
が く く う が く く う

歯 科 技 工 義歯技工学，歯冠修復技工学，矯正歯科技 歯 科 技 工 義歯技工学，歯冠修復技工学，矯正歯科技

工学，小児歯科技工学，歯科技工実習，歯 工学，小児歯科技工学，歯科技工実習，歯

科技工情報活用，課題研究 科技工情報処理，課題研究

２ 視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にお ２ 視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にお

いては，必要がある場合には上記１の表に掲げる教科及び科目以外の教科及び いては，必要がある場合には上記１の表に掲げる教科及び科目以外の教科及び

科目を設けることができる。 科目を設けることができる。
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特別支援学校高等部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第２章 各 教 科 第２章 各 教 科

第１節 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対す 第１節 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対す

る教育を行う特別支援学校 る教育を行う特別支援学校

第１款 各教科の目標及び各科目の目標と内容 第１款 各教科の目標及び各科目の目標と内容

各教科の目標及び各科目の目標と内容については，当該各教科及び各科目に対 各教科の目標及び各科目の目標と内容については，当該各教科及び各科目に対

応する高等学校学習指導要領第２章及び第３章に示す各教科の目標及び各科目の 応する高等学校学習指導要領第２章及び第３章に示す各教科の目標及び各科目の

目標と内容に準ずるほか，視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学 目標と内容に準ずるほか，視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学

校については第３款から第５款まで，聴覚障害者である生徒に対する教育を行う 校については第３款から第６款まで，聴覚障害者である生徒に対する教育を行う

特別支援学校については第６款から第９款までに示すところによるものとする。 特別支援学校については第７款から第10款までに示すところによるものとする。

第２款 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱い 第２款 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱い

各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いについては，高等学校学習指導 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いについては，高等学校学習指導

要領第２章及び第３章に示すものに準ずるほか，視覚障害者である生徒に対する 要領第２章及び第３章に示すものに準ずるほか，視覚障害者である生徒に対する

教育を行う特別支援学校については第３款から第５款まで，聴覚障害者である生 教育を行う特別支援学校については第３款から第６款まで，聴覚障害者である生

徒に対する教育を行う特別支援学校については第６款から第９款までに示すとこ 徒に対する教育を行う特別支援学校については第７款から第10款までに示すとこ

ろによるものとするが，生徒の障害の状態や特性等を十分考慮するとともに，特 ろによるものとするが，生徒の障害の状態や特性等を十分考慮するとともに，特

に次の事項に配慮するものとする。 に次の事項に配慮するものとする。

１ 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 １ 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

(1) 生徒の視覚障害の状態等に応じて，点字又は普通の文字による的確な理解 (1) 生徒の視覚障害の状態等に応じて，点字又は普通の文字による的確な理解

と適切な表現の能力を一層養うこと。なお，点字を常用して学習する生徒に と適切な表現の能力を一層養うこと。なお，点字を常用して学習する生徒に

対しても，漢字・漢語の意味や構成等についての理解を一層促すため，適切 対しても，漢字・漢語の意味や構成等についての理解を一層促すため，各教
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な指導が行われるようにすること。 科・科目にわたって適切な指導が行われるようにすること。

(2) 視覚的なイメージを伴わないと理解が困難な事柄については，言葉の意味 (2) 視覚的なイメージを伴わないと理解が困難な事柄については，言葉の意味

や用法の指導等を行い，理解を促すようにすること。 や用法の指導等を行い，理解を促すようにすること。

(3) 生徒の視覚障害の状態等に応じて，指導内容を適切に精選し，基礎的・基 (3) 生徒の視覚障害の状態等によって学習上困難を伴う内容については，基本

本的な事項に重点を置くなどして指導すること。 の理解を促す事項に重点を置いて指導すること。

(4) 触覚教材，拡大教材，音声教材等の活用を図るとともに，生徒が視覚補助 (4) 触覚教材，拡大教材等の活用を図るとともに，生徒がコンピュータ等の情

具やコンピュータ等の情報機器などの活用を通して，容易に情報の収集や処 報機器を活用して容易に情報の収集や処理ができるようにするなど，生徒の

理ができるようにするなど，生徒の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を 視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。

工夫すること。

(5) 生徒が空間や時間の概念を活用して場の状況や活動の過程等を的確に把握 (5) 生徒が空間や時間の概念を活用して学習場面の状況を的確に把握できるよ

できるよう配慮し，見通しをもって積極的な学習活動を展開できるようにす うにし，見通しをもって積極的な学習活動を展開できるようにすること。

ること。

２ 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 ２ 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

(1) 生徒の興味・関心を生かして，積極的な言語活動を促すとともに，抽象的， (1) 生徒の積極的な言語活動を促すとともに，抽象的，論理的な思考力の伸長

論理的な思考力の伸長に努めること。 に努めること。

(2) 生徒の言語力等に応じて，適切な読書習慣や書いて表現する力の育成を図 (2) 生徒の言語力等に応じた読書指導を行い，適切な読書習慣の形成を図ると

り，主体的に情報を獲得し，適切に選択・活用する態度を養うようにするこ ともに，主体的に情報を獲得し，適切に選択・活用する態度を養うようにす

と。 ること。

(3) 生徒の聴覚障害の状態等に応じて，指導内容を適切に精選し，基礎的・基 (3) 生徒の聴覚障害の状態等に応じて，指導内容を適切に精選し，基礎的・基

本的な事項に重点を置くなどして指導すること。 本的な事項に重点を置いて指導すること。

(4) 補聴器等の利用により，生徒の保有する聴覚を最大限に活用し，効果的な (4) 補聴器等の利用により，生徒の保有する聴覚を最大限に活用し，効果的な

学習活動が展開できるようにすること。 学習活動が展開できるようにすること。

(5) 視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその活用方法等を工夫するとと (5) 視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やコンピュータ等の情報機器を有

もに，コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し，指導の効果を高める 効に活用し，指導の効果を高めるようにすること。

ようにすること。

(6) 生徒の聴覚障害の状態等に応じ，音声，文字，手話等のコミュニケーショ (6) 生徒の聴覚障害の状態等に応じ，音声，文字，手話等のコミュニケーショ

ン手段を適切に活用して，意思の相互伝達が正確かつ効率的に行われるよう ン手段の適切な活用を図り，意思の相互伝達が正確かつ効率的に行われるよ

にすること。 うにすること。

３ 肢体不自由者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 ３ 肢体不自由者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
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(1) 体験的な活動を広げて表現する意欲を高めるとともに，生徒の言語活動や

身体の動きの状態に応じて，考えたことや感じたことを表現する力の伸長に

努めること。

(2) 生徒の身体の動きの状態や生活経験の程度等を考慮して，基礎的・基本的 (1) 生徒の身体の動きの状態や生活経験の程度等を考慮して，基礎的・基本的

な事項に重点を置くなど指導内容を適切に精選するとともに，発展的，系統 な事項に重点を置くなど指導内容を適切に精選するとともに，発展的，系統

的な指導ができるようにすること。 的な指導ができるようにすること。

(3) 身体の動きやコミュニケーション等に関する内容の指導に当たっては，特 (2) 身体の動きやコミュニケーション等に関する内容の指導に当たっては，特

に自立活動における指導との密接な関連を保ち，学習効果を一層高めるよう に自立活動における指導との密接な関連を保つようにし，学習効果を一層高

にすること。 めるようにすること。

(4) 生徒の学習時の姿勢や認知の特性等に応じて，指導方法を工夫すること。

(5) 生徒の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて，適切な補助用具や補助 (3) 生徒の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて，適切な補助用具や補助

的手段を工夫するとともに，コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し， 的手段を工夫するとともに，コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し，

指導の効果を高めるようにすること。 指導の効果を高めるようにすること。

４ 病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 ４ 病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

(1) 生徒の授業時数の制約や病気の状態等に応じて，指導内容を適切に精選し， (1) 生徒の授業時数の制約等の状況に応じて，指導内容を適切に精選し，基礎

基礎的・基本的な事項に重点を置くとともに，各教科・科目等相互の関連を 的・基本的な事項に重点を置くとともに，発展的，系統的な学習活動が展開

図ったり，指導内容の連続性に配慮した工夫を行ったりして，発展的，系統 できるよう各教科・科目等相互の関連を図るなどして，効果的な学習ができ

的な学習活動が展開できるようにすること。 るようにすること。

(2) 健康状態の改善等に関する内容の指導に当たっては，特に自立活動におけ (2) 健康状態の改善等に関する内容の指導に当たっては，特に自立活動におけ

る指導との密接な関連を保ち，学習効果を一層高めるようにすること。 る指導との密接な関連を保つようにし，学習効果を一層高めるようにするこ

と。

(3) 体験的な活動を伴う内容の指導に当たっては，生徒の病気の状態や学習環

境に応じて指導方法を工夫し，効果的な学習活動が展開できるようにするこ

と。

(4) 生徒の身体活動の制限の状態等に応じて，教材・教具や補助用具などを工 (3) 生徒の身体活動の制限の状態等に応じて，教材・教具の工夫やコンピュー

夫するとともに，コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し，指導の効 タ等の情報機器の有効な活用を図るなどして，指導の効果を高めるようにす

果を高めるようにすること。 ること。

(5) 生徒の病気の状態等を考慮し，学習活動が負担過重とならないようにする (4) 生徒の病気の状態等を考慮し，学習活動が負担過重とならないようにする

こと。 こと。
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第３款 調 律

第１ 目 標

調律に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，調律の意義と役割

を理解させるとともに，音楽文化の発展に寄与する能力と態度を育てる。

第２ 各科目

［調律概論］

１ 目 標

調律，整調及び楽器の構造に関する知識を習得させ，これを調律に応用する

能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 調律法，整音法

ア 音響に関する基礎理論 イ 調律法に関する基礎理論

ウ 整音法に関する基礎理論

(2) 整調法，楽器修理法

ア 整調法に関する基礎理論 イ 楽器構造の基礎及び楽器修理法

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，ピアノを中心に取り扱い，実習を伴う科目との関連

を図ること。

イ 音響に関する基礎理論との関連に十分配慮して指導すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)のアについては，竪型ピアノ整調法と平型ピアノ整調法を扱
たて

うこと。イについては，鍵盤楽器を中心に楽器全般について扱うこと。
けん

［調律実習］

１ 目 標
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調律に関する知識と技術を実験的，体験的かつ総合的に習得させ，調律を適

切に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 校内実習

ア 竪型ピアノ調律実習 イ 平型ピアノ調律実習
たて

(2) 校外実習

ア 竪型ピアノ調律実習 イ 平型ピアノ調律実習
たて

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，ピアノ調律に関する精度だけではなく，保持力や調

律に要する適正時間についても理解できるようにすること。

イ 内容の(1)については，アとイの相互の関連に留意して扱うこと。なお，

アについては総合的な技術を習得できるようにし，イについては基本的な

技術の習得に重点を置いて指導すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，竪型ピアノと平型ピアノを比較しながら，同音
たて

調律，割振調律，各音部調律，全体調律の順に，段階的に扱うこと。

イ 内容の(2)については，楽器製造所等における見学や実習を通して，内

容の(1)の知識と技術を総合的に習得できるように扱うこと。

［整調・修理実習］

１ 目 標

打弦機構の動きと整調，楽器の修理に必要な知識と技術を習得させ，楽器の

整調，修理を適切に行う基礎的な能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 整調実習

ア 竪型ピアノ整調実習 イ 平型ピアノ整調実習
たて

(2) 楽器修理

ア 部分補修 イ 分解修理
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３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 実践的な経験を積ませるために，校内実習のほかに，楽器製造所等にお

ける見学や実習を取り入れて指導すること。

イ 指導に当たっては，特に楽器の保全管理に留意すること。

ウ 内容の(1)については，アとイの相互の関連に留意して扱うこと。なお，

アについては総合的な技術を習得できるようにし，イについては基本的な

技術の習得に重点を置いて指導すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，竪型ピアノと平型ピアノを比較しながら，基本
たて

整調，総合実践整調の順に，段階的に扱うこと。

イ 内容の(2)については，ピアノ及び身近な楽器等を構成するそれぞれの

機構の関連性に重点を置いて指導すること。

［課題研究］

１ 目 標

調律に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的な

知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創造的

な学習態度を育てる。

２ 内 容

(1) 調査，研究，実験

(2) 産業現場等における実習

(3) 職業資格の取得

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(3)までの中か

ら個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容の

(1)から(3)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができるこ

と。
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イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的，

具体的に理解させるようにすること。

(2) 「課題研究」については，年間指導計画に定めるところに従い，必要に

応じて弾力的に授業時間を配当することができること。

(3) 地域や産業界との連携を図り，就業体験を積極的に取り入れるとともに，

社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 「調律実習」及び「整調・修理実習」については，校内実習と校外実習

の授業時数の配当を工夫するとともに，計画的に行い，知識と技術が総合

的に習得できるようにすること。

(2) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の

活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。

３ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環

境を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意する

ものとする。
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特別支援学校高等部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第３款 保健理療 第４款 保健理療

第１ 目 標 第１ 目 標

あん摩・マッサージ・指圧に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ， あん摩・マッサージ・指圧に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得さ

保健理療の本質と社会的な意義を理解させるとともに，国民の健康の保持増進 せ，保健理療の本質と社会的な意義を理解させるとともに，国民の健康の保持

に寄与する能力と態度を育てる。 増進に寄与する能力と態度を育てる。

第２ 各科目 第２ 各科目

［医療と社会］ ［医療と社会］

１ 目 標 １ 目 標

医学，医療及びあん摩・マッサージ・指圧の歴史，医療制度と関係法規に関 医学，医療及びあん摩・マッサージ・指圧の歴史，医療制度と関係法規に関

する基礎的な知識を習得させるとともに，あん摩・マッサージ・指圧に従事す する基礎的な知識を習得させるとともに，あん摩・マッサージ・指圧に従事す

る者の倫理について理解させ，施術者として必要な能力と態度を育てる。 る者の倫理について理解させ，施術者として必要な能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 医学，医療及び保健理療の歴史 (1) 医学，医療及び保健理療の歴史

ア 西洋における医学，医療 ア 西洋における医学，医療 イ 日本，中国等における医学，医療

イ 日本，中国，韓国等における医学，医療

(2) 医療制度の現状と課題 (2) 医療制度の現状と課題

ア 医学の分野 イ 医療と社会 ウ 医療従事者 ア 医学の分野 イ 医療と社会 ウ 医療従事者

エ 医療機関 オ 医療行政 エ 医療機関 オ 医療行政

(3) 保健理療の現状と課題 (3) 保健理療の現状と課題

ア 現代の東洋医学 イ 保健理療の概念 ウ 諸外国の保健理療 ア 現代の東洋医学 イ 保健理療の概念 ウ 保健理療の課題

エ 保健理療の課題

(4) あん摩・マッサージ・指圧従事者の倫理 (4) あん摩・マッサージ・指圧従事者の倫理



- 高 37 -

ア 医療と倫理 イ 保健理療と倫理 ア 医療と倫理 イ 保健理療と倫理

(5) あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師等に関する法律 (5) あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師等に関する法律

ア 法令の沿革 イ 法令の主な内容 ア 法令の沿革 イ 法令の主な内容

(6) 関係法規の概要 (6) 関係法規の概要

ア 医事関係法規 イ その他の関係法規 ア 医事関係法規 イ その他の関係法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，あん摩・マッサージ・指圧の医療における位置付け ア 指導に当たっては，あん摩・マッサージ・指圧の医療における位置付け

について，十分理解を促すよう取り扱うこと。 について，十分理解を促すよう取り扱うこと。

イ 内容の(3)及び(4)については，「地域保健理療と保健理療経営」との関連 イ 内容の(3)及び(4)については，「地域保健理療と保健理療経営」との関

を考慮して指導すること。 連を考慮して指導すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については，現代の医療制度の現状とその当面する課題の概要 ア 内容の(2)については，現代の医療制度の現状とその当面する課題の概

を理解させること。特に，代替医療が注目されていることと保健理療の果 要を理解させること。

たす役割についても理解させること。

イ 内容の(3)のアについては，あん摩・マッサージ・指圧のみならず，湯液， イ 内容の(3)のアについては，あん摩・マッサージ・指圧のみならず，湯

鍼 灸の概要も扱うこと。 液，鍼 灸の概要も扱うこと。
しんきゅう しんきゅう

ウ 内容の(3)のウについては，あん摩・マッサージ・指圧のアジアを中心と

した諸外国における現状の概要を扱うこと。

エ 内容の(4)については，国民の健康の保持増進に寄与する観点から，あん ウ 内容の(4)については，国民の健康の保持増進に寄与する観点から，あ

摩・マッサージ・指圧従事者の心構え，倫理観，患者の権利や守秘義務等 ん摩・マッサージ・指圧従事者の心構え等について，十分な理解を促すよ

について，十分な理解を促すよう具体的に指導すること。 う具体的に指導すること。

オ 内容の(6)のアについては，「医療法」，「医師法」等の概要を，イについ エ 内容の(6)のアについては，医療法，医師法等の概要を扱うこと。

ては，「高齢者の医療の確保に関する法律」，「介護保険法」等の概要を扱う

こと。

［人体の構造と機能］ ［人体の構造と機能］

１ 目 標 １ 目 標

あん摩・マッサージ・指圧に必要な人体諸器官の形態と構造及び機能を相互 あん摩・マッサージ・指圧に必要な人体諸器官の形態と構造及び機能につい
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に関連付けて理解させ，これを施術に応用する能力と態度を育てる。 て理解させ，これを施術に応用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 解剖学及び生理学の基礎 (1) 解剖学及び生理学の基礎

ア 人体の構成 イ 細胞 ウ 組織 エ 器官と器官系 ア 人体の構成 イ 細胞 ウ 組織 エ 器官と器官系

(2) 人体の系統別構造・機能及び生体の観察 (2) 人体の系統別構造・機能及び生体の観察

ア 運動器系 イ 消化器系 ウ 呼吸器系 ア 運動器系 イ 消化器系 ウ 呼吸器系

エ 泌尿・生殖器系 オ 内分泌と代謝 カ 循環器系 エ 泌尿・生殖器系 オ 内分泌と代謝 カ 循環器系

キ 神経系 ク 感覚器系 キ 神経系 ク 感覚器系

(3) 生体機能の協調 (3) 生体機能の協調

ア 身体の運動 イ 全身的協調 ウ 生体の防御機構 ア 身体の運動 イ 全身的協調 ウ 生体の防御機構

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，人体についての理解が，知識に偏ることがないよう ア 指導に当たっては，人体についての理解が，知識に偏ることがないよう

実験・実習を取り入れるようにすること。 実験・実習を取り入れるようにすること。

イ 内容の(2)については，標本，模型などを有効に活用して，指導の効果を イ 内容の(2)については，標本，模型などを有効に活用して，指導の効果

高めるよう配慮すること。 を高めるよう配慮すること。

ウ 内容の(3)については，「疾病の成り立ちと予防」との関連を考慮して扱 ウ 内容の(3)については，「疾病の成り立ちと予防」との関連を考慮して扱

うこと。 うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，この科目の導入として，人体の構成と働き， ア 内容の(1)のアについては，この科目の導入として，人体の構成と働き，

発生と成長の概要を扱うこと。イからエまでについては，それぞれの構造 発生と成長の概要を扱うこと。イからエまでについては，それぞれの構造

と機能の基礎的な内容を扱うこと。 と機能を扱うが，詳細に深入りしないこと。

イ 内容の(2)については，あん摩・マッサージ・指圧施術と関連の深いア， イ 内容の(2)については，あん摩・マッサージ・指圧施術と関連の深いア，

カ及びキについて，基本的な事項に重点を置いて扱うこと。 カ及びキについて，基本的事項に重点を置いて扱うこと。

［疾病の成り立ちと予防］ ［疾病の成り立ちと予防］

１ 目 標 １ 目 標

あん摩・マッサージ・指圧に必要な健康の保持増進，疾病の成り立ちと予防 あん摩・マッサージ・指圧に必要な健康の保持，疾病の成り立ちと予防に関

に関する基礎的な知識を習得させ，これを施術に応用する能力と態度を育てる。 する基礎的な知識を習得させ，これを施術に応用する能力と態度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 衛生・公衆衛生の概要 (1) 衛生・公衆衛生の概要

ア 衛生・公衆衛生の意義 イ 衛生・公衆衛生の歴史 ア 衛生・公衆衛生の意義 イ 衛生・公衆衛生の歴史

(2) 健康の保持増進と生活 (2) 健康の保持増進と生活

ア 健康の概念 イ 健康の管理 ウ 食生活と健康 ア 健康の概念 イ 健康の管理 ウ 食生活と健康

(3) 生活環境と公害 (3) 生活環境と公害

ア 環境と健康 イ 地域の環境衛生 ウ 衣服と住居 ア 環境と健康 イ 地域の環境衛生 ウ 衣服と住居

エ 公害 エ 公害

(4) 産業衛生，精神衛生及び母子衛生 (4) 産業衛生，精神衛生及び母子衛生

ア 産業衛生 イ 精神衛生 ウ 母子衛生 ア 産業衛生 イ 精神衛生 ウ 母子衛生

(5) 生活習慣病 (5) 生活習慣病及び感染症対策

ア 生活習慣病とその対策 ア 生活習慣病対策 イ 感染症対策

(6) 感染症

ア 感染症とその対策

(7) 消毒 (6) 消毒

ア 消毒法の一般 イ 消毒の種類と方法 ウ 消毒法の応用 ア 消毒法の一般 イ 消毒の種類と方法 ウ 消毒法の応用

(8) 疫学 (7) 疫学

ア 疫学の意義 イ 疫学の現状 ア 疫学の意義 イ 疫学の現状

(9) 衛生統計 (8) 衛生統計

ア 衛生統計の一般 イ 主な衛生統計 ア 衛生統計の一般 イ 主な衛生統計

(10) 疾病の一般 (9) 疾病の一般

ア 疾病の概念 イ 疾病の分類 ウ 疾病と症状 ア 疾病の概念 イ 疾病の分類 ウ 疾病と症状

エ 疾病の経過，予後及び転帰 エ 疾病の経過，予後及び転帰

(11) 疾病の原因 (10) 疾病の原因

ア 病因の意義 イ 病因の分類 ウ 加齢と老化 ア 病因の意義 イ 病因の分類 ウ 加齢と老化

(12) 各病変の大要 (11) 各病変の大要

ア 循環障害 イ 退行性病変 ウ 進行性病変 エ 炎症 ア 循環障害 イ 退行性病変 ウ 進行性病変 エ 炎症

オ 腫瘍 カ 免疫の異常とアレルギー オ 腫瘍 カ 免疫の異常とアレルギー
しゅよう しゅよう

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(7)については，「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」 ア 内容の(6)については，「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」

との関連を図りながら，実践的に扱うこと。 との関連を図りながら，実践的に扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については，特に，生活習慣病と関連付けて扱うこと。 ア 内容の(2)については，特に，生活習慣病と関連付けて扱うこと。

イ 内容の(5)及び(6)については，代表的な疾患を取り上げ，その発生に関 イ 内容の(5)については，代表的な疾患を取り上げ，その発生に関する危

する危険因子からの回避に重点を置いて扱うこと。 険因子からの回避に重点を置いて扱うこと。

ウ 内容の(8)及び(9)については，具体的な事例を中心に扱うこと。 ウ 内容の(7)及び(8)については，具体的な事例を中心に扱い，詳細に深入

りしないこと。

エ 内容の(10)については，半健康状態及び東洋医学の未病の概念を取り入 エ 内容の(9)については，半健康状態及び東洋医学の未病の概念を取り入

れながら指導すること。 れながら指導すること。

［生活と疾病］ ［生活と疾病］

１ 目 標 １ 目 標

臨床医学やリハビリテーションに関する基礎的な知識を習得させるとともに， 臨床医学やリハビリテーションに関する基礎的な知識を習得させるととも

疾病と日常生活とのかかわりを理解させ，施術を適切に行う能力と態度を育て に，疾病と日常生活とのかかわりを理解させ，施術を適切に行う能力と態度を

る。 育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 診察と治療の一般 (1) 診察と治療の一般

ア 診察法の一般 イ 診察法の種類 ウ 検査法の概要 ア 診察法の一般 イ 診察法の種類 ウ 検査法の概要

エ 治療法の一般 オ 治療法の種類 カ 物理療法 エ 治療法の一般 オ 治療法の種類 カ 物理療法

キ 臨床心理 キ 臨床心理

(2) 主な症状の診察法 (2) 主な症状の診察法

ア 頭痛 イ 肩こり ウ 肩関節痛 エ 頸肩腕痛 ア 頭痛 イ 肩こり，肩関節痛 ウ 頸肩腕痛
けい けい

オ 腰痛 カ 腰下肢痛 キ 膝痛 ク 高血圧と低血圧 エ 腰痛 オ 腰下肢痛 カ 膝痛 キ 高血圧と低血圧
しつ しつ

ケ 筋疲労 コ その他の症状 ク その他の症状

(3) 系統別疾患の概要 (3) 系統別疾患の概要

ア 運動器疾患 イ 神経系疾患 ウ 呼吸器疾患 ア 感染症 イ 消化器疾患 ウ 呼吸器疾患

エ 血液・循環器疾患 オ 消化器疾患 エ 泌尿・生殖器疾患 オ 内分泌・代謝疾患及びビタミン欠乏症
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カ 内分泌・代謝疾患及びビタミン欠乏症 キ 泌尿・生殖器疾患 カ 運動器疾患 キ 血液・循環器疾患 ク 神経系疾患

ク 感染症 ケ その他の疾患 ケ その他の疾患

(4) リハビリテーションの一般 (4) リハビリテーションの一般

ア リハビリテーションの概念と歴史 ア リハビリテーションの概念と歴史

イ 医学的リハビリテーションとリハビリテーション医学 イ 医学的リハビリテーションとリハビリテーション医学

ウ 診察，評価，治療計画と記録 エ 運動学の基礎 ウ 診察，評価，治療計画と記録 エ 運動学の基礎

(5) 主な疾患のリハビリテーション (5) 主な疾患のリハビリテーション

ア 整形外科疾患 イ 関節リウマチ ウ 片麻痺 ア 片麻痺 イ 脳性麻痺 ウ 脊髄損傷
ひ ひ ひ せき

エ 脳性麻痺 オ 脊髄損傷 エ 慢性関節リウマチ オ 整形外科疾患
ひ せき

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，予防医学，治療医学，リハビリテーション医学とい ア 指導に当たっては，予防医学，治療医学，リハビリテーション医学とい

う現代医学の体系を踏まえて取り扱うこと。 う現代医学の体系を踏まえて取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，あん摩・マッサージ・指圧と直接かかわりの深い ア 内容の(1)については，あん摩・マッサージ・指圧と直接かかわりの深

事項に重点を置き，実習との関連を考慮して指導すること。ウについては， い事項に重点を置き，実習との関連を考慮して指導すること。ウについて

医学的な知識として，検査方法やデータの意味等についての概要を理解さ は，医学的な知識として，検査方法やデータの意味等についての概要を理

せるようにすること。オについては，代表的な治療法の概要を扱うこと。 解させるようにすること。オについては，代表的な治療法の概要を扱うこ

と。

イ 内容の(2)については，各症状の病態生理と鑑別診断の概要を扱い，あん イ 内容の(2)については，各症状の病態生理と鑑別診断の概要を扱い，あ

摩・マッサージ・指圧施術を行うことの適否の判断に生かすことができる ん摩・マッサージ・指圧施術を行うことの適否の判断に生かすことができ

ようにすること。 るようにすること。

ウ 内容の(3)については，現代医学の立場から各系統別疾患の概要を扱い， ウ 内容の(3)については，現代医学の立場から各系統別疾患の概要を扱い，

それぞれの代表的な疾患の原因，症状及び治療法の基礎的な知識を習得で それぞれの代表的な疾患の原因，症状及び治療法の基本的な知識を習得で

きるようにすること。 きるようにすること。

エ 内容の(4)については，チーム医療としてのリハビリテーションの基本的 エ 内容の(4)については，チーム医療としてのリハビリテーションの過程

な事項について症例紹介やリハビリテーション施設の見学等を取り入れて を，症例紹介やリハビリテーション施設の見学等を取り入れて指導するが，

指導すること。 詳細に深入りしないこと。

オ 内容の(5)については，地域医療や在宅ケアの実情を考慮し，保健理療と
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直接関わりの深いア及びウに重点を置いて扱うこと。

［基礎保健理療］ ［基礎保健理療］

１ 目 標 １ 目 標

東洋医学の概念，あん摩・マッサージ・指圧施術の意義及び治効理論につい 東洋医学の概念，あん摩・マッサージ・指圧施術の意義及び治効理論につい

て理解させ，施術を効果的に行う能力と態度を育てる。 て理解させ，施術を効果的に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 東洋医学の基礎 (1) 東洋医学の基礎

ア 東洋医学の意義と特色 イ 陰陽五行論 ウ 臓腑経絡論 ア 東洋医学の意義と特色 イ 陰陽五行論 ウ 臓腑経絡論
ふ ふ

エ 気血，営衛，津液 オ 病因 カ 証 エ 気血，営衛，津液 オ 病因 カ 証

(2) 東洋医学の診断と治療 (2) 東洋医学の診断と治療

ア 診断 イ 治療 ア 診断 イ 治療

(3) 経絡と経穴 (3) 経絡と経穴

ア 臓腑経絡とその流注 イ 主な経穴 ア 臓腑経絡とその流注 イ 主な経穴
ふ ふ

(4) 経絡，経穴と現代医学 (4) 経絡，経穴と現代医学

ア 経絡，経穴の現代医学的研究 イ 関連する反応点，反応帯 ア 経絡，経穴の現代医学的研究 イ 関連する反応点，反応帯

(5) あん摩・マッサージ・指圧施術の概要 (5) あん摩・マッサージ・指圧施術の概要

ア あん摩 イ マッサージ ウ 指圧 ア あん摩 イ マッサージ ウ 指圧

(6) あん摩・マッサージ・指圧施術の治効理論と関連学説 (6) あん摩・マッサージ・指圧施術の治効理論と関連学説

ア 刺激の伝達 イ 身体組織・器官への影響 ア 刺激の伝達 イ 身体組織・器官への影響

ウ 生体反応と治効メカニズム エ 関連学説 ウ 生体反応と治効メカニズム エ 関連学説

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，あん摩・マッサージ・指圧に関する研究の成果を踏 ア 指導に当たっては，あん摩・マッサージ・指圧に関する研究の成果を踏

まえて取り扱い，保健理療に対する研究的な態度を培うようにすること。 まえて取り扱い，保健理療に対する研究的な態度を培うようにすること。

イ 内容の(1)から(4)までについては，あん摩・マッサージ・指圧施術との イ 内容の(1)から(4)までについては，あん摩・マッサージ・指圧施術との

関連を重視して扱うこと。 関連を重視して扱うこと。

ウ 内容の(6)については，内容の(4)や研究の成果を総合し，あん摩・マッ ウ 内容の(6)については，内容の(4)や研究の成果を総合し，あん摩・マッ

サージ・指圧の臨床効果という観点から指導すること。また，「人体の構造 サージ・指圧の臨床効果という観点から指導すること。また，「人体の構
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と機能」との関連を考慮して扱うこと。 造と機能」との関連を考慮して扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)のアについては，切診に重点を置き，実習を取り入れて指導す ア 内容の(2)のアについては，切診に重点を置き，実習を取り入れて指導

ること。 すること。

イ 内容の(3)のイについては，あん摩・マッサージ・指圧の臨床でよく活用 イ 内容の(3)のイについては，あん摩・マッサージ・指圧の臨床でよく活

される経穴に重点を置いて指導すること。 用される経穴に重点を置いて指導すること。

ウ 内容の(5)については，基本手技を取り上げ，その特徴を理解させるとと ウ 内容の(5)については，基本手技を取り上げ，その特徴を理解させると

もに，臨床においてあん摩・マッサージ・指圧施術を行うことの適否につ ともに，臨床においてあん摩・マッサージ・指圧施術を行うことの適否に

いても指導すること。また，諸外国における徒手による施術法の概要につ ついても指導すること。また，諸外国における徒手による施術法の概要に

いても扱うこと。 ついても扱うこと。

エ 内容の(6)のアからウまでについては，特に，運動器疾患や内臓器疾患に エ 内容の(6)のアからウまでについては，特に，運動器疾患や内臓器疾患

対する刺激の作用や生体反応の医学的意味と臨床への応用という観点から に対する刺激の作用や生体反応の医学的意味と臨床への応用という観点か

扱うこと。 ら扱うこと。

［臨床保健理療］ ［臨床保健理療］

１ 目 標 １ 目 標

診察に基づいて，あん摩・マッサージ・指圧施術の適否を判断し，施術を適 診察に基づいて，あん摩・マッサージ・指圧施術の適否を判断し，施術を適

切に行う能力と態度を育てる。 切に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 臨床保健理療の基礎 (1) 臨床保健理療の基礎

ア 臨床保健理療の意義と役割 イ 施術対象者の心理と施術者の対応 ア 臨床保健理療の意義と役割 イ 施術対象者の心理と施術者の対応

(2) 東洋医学における診断，治療の原則 (2) 東洋医学における診断，治療の原則

ア 診察 イ 施術計画 ウ 施術原則 エ 記録 ア 診察 イ 施術計画 ウ 施術原則 エ 記録

(3) 健康とあん摩・マッサージ・指圧施術 (3) 健康とあん摩・マッサージ・指圧施術

ア 健康観と疾病観 ア 健康観と疾病観

イ 健康の保持増進のためのあん摩・マッサージ・指圧施術 イ 健康の保持増進のためのあん摩・マッサージ・指圧施術

ウ 生活習慣病予防のためのあん摩・マッサージ・指圧施術 ウ 生活習慣病予防のためのあん摩・マッサージ・指圧施術

エ その他の健康療法 エ その他の健康療法

(4) 主な症状のあん摩・マッサージ・指圧施術 (4) 主な症状のあん摩・マッサージ・指圧施術
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ア 頭痛 イ 肩こり ウ 肩関節痛 エ 頸肩腕痛 ア 頭痛 イ 肩こり，肩関節痛 ウ 頸肩腕痛
けい けい

オ 腰痛 カ 腰下肢痛 キ 膝痛 ク 高血圧と低血圧 エ 腰痛 オ 腰下肢痛 カ 膝痛 キ 高血圧と低血圧
しつ しつ

ケ 筋疲労 コ その他の症状 ク その他の症状

(5) 主な疾患のあん摩・マッサージ・指圧施術 (5) 主な疾患のあん摩・マッサージ・指圧施術

ア 筋筋膜炎，腱鞘 炎 イ 捻挫，脱臼 ，骨折 ア 片麻痺 イ 慢性関節リウマチ ウ 筋筋膜炎，腱鞘 炎
けんしよう ね ん ざ きゅう ひ けんしよう

ウ 関節リウマチ エ 片麻痺 オ その他の疾患 エ 捻挫，脱 臼 ，骨折 オ その他の疾患
ひ ね ん ざ きゅう

(6) 高齢者に対するあん摩・マッサージ・指圧施術 (6) 高齢者に対するあん摩・マッサージ・指圧施術

ア 高齢者の心身機能の特徴 ア 高齢者の心身機能の特徴

イ 高齢者の主な症状に対するあん摩・マッサージ・指圧施術 イ 高齢者の主な症状に対するあん摩・マッサージ・指圧施術

ウ 要介護・要支援高齢者に対するあん摩・マッサージ・指圧施術 ウ 要介護高齢者に対するあん摩・マッサージ・指圧施術

(7) スポーツ領域におけるあん摩・マッサージ・指圧施術 (7) スポーツ領域におけるあん摩・マッサージ・指圧施術

ア スポーツ障害・外傷の一般 イ スポーツ障害・外傷の予防と管理 ア スポーツ障害・外傷の一般 イ スポーツ障害・外傷の予防と管理

ウ 主なスポーツ障害・外傷のあん摩・マッサージ・指圧施術 ウ 主なスポーツ障害・外傷のあん摩・マッサージ・指圧施術

(8) 産業衛生におけるあん摩・マッサージ・指圧施術 (8) 産業衛生におけるあん摩・マッサージ・指圧施術

ア 仕事と健康 ア 仕事と健康

イ 事業所内あん摩・マッサージ・指圧従事者の業務と役割 イ 事業所内あん摩・マッサージ・指圧従事者の業務と役割

ウ 主な職業起因性症状のあん摩・マッサージ・指圧施術 ウ 主な職業起因性症状のあん摩・マッサージ・指圧施術

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 東洋医学と現代医学の知識と技術を総合した臨床概念が養われるよう内 ア 東洋医学と現代医学の知識と技術を総合した臨床概念が養われるよう内

容相互の関連に留意して指導すること。 容相互の関連に留意して指導すること。

イ 指導に当たっては，「保健理療基礎実習」における実技実習との関連を考 イ 指導に当たっては，「保健理療基礎実習」における実技実習との関連を

慮すること。 考慮すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，施術対象者との信頼関係を確立する上で必要 ア 内容の(1)のイについては，施術対象者との信頼関係を確立する上で必

な臨床心理の基礎及び面接技法の基本を理解できるよう扱うこと。 要な臨床心理の基礎及び面接技法の基本を理解できるよう扱うこと。

イ 内容の(3)については，東洋医学における未病の考え方を踏まえて扱うこ イ 内容の(3)については，東洋医学における未病の考え方を踏まえて扱う

と。 こと。

ウ 内容の(4)及び(5)については，「生活と疾病」で取り上げる症状や疾患と ウ 内容の(4)及び(5)については，「生活と疾病」で取り上げる症状や疾患



- 高 45 -

関連付けて指導するとともに，健康指導，生活指導及び応急処置の方法の と関連付けて指導するとともに，健康指導，生活指導及び応急処置の方法

概要も含めて扱うこと。 の概要も含めて扱うこと。

エ 内容の(6)のウについては，特に，脳卒中モデル及び廃用症候群モデルの エ 内容の(6)のウについては，特に，片麻痺患者の維持期リハビリテーシ
ひ

ケアについて扱うこと。 ョンの概要について扱うこと。

オ 内容の(7)のウについては，テーピングの基本についても扱うこと。 オ 内容の(7)のウについては，テーピングの基本についても扱うこと。

［地域保健理療と保健理療経営］ ［地域保健理療と保健理療経営］

１ 目 標 １ 目 標

現代社会におけるあん摩・マッサージ・指圧の役割及び高齢社会における医 現代社会におけるあん摩・マッサージ・指圧の役割及び高齢社会における医

療と福祉の在り方を理解させるとともに，保健理療経営の実際的な知識を習得 療と福祉の在り方を理解させるとともに，保健理療経営の実際的な知識を習得

させる。 させる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 保健理療と社会 (1) 保健理療と社会

ア あん摩・マッサージ・指圧の業務と開業 ア あん摩・マッサージ・指圧の業務と開業

イ あん摩・マッサージ・指圧と医療・福祉制度 イ あん摩・マッサージ・指圧と医療・福祉制度

ウ 諸外国における徒手による施術 ウ 諸外国における徒手による施術

(2) 高齢社会の現状と課題 (2) 高齢社会の現状と課題

ア 高齢社会の現状と課題への対応 イ 高齢者介護と社会保障制度 ア 高齢社会の現状と課題への対応 イ 高齢者介護と社会保障制度

(3) あん摩・マッサージ・指圧と経営 (3) あん摩・マッサージ・指圧と経営

ア 経営の一般 イ 施術所の開設準備と諸制度 ア 経営の一般 イ 施術所の設置と運営

ウ 経営の管理と運営 エ 経営の展開と実際 ウ 経営の管理と経営分析

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，「医療と社会」との関連に留意するとともに，体験的 ア 指導に当たっては，「医療と社会」との関連に留意するとともに，体験

な学習や問題解決的な学習を取り入れるよう配慮すること。 的な学習や問題解決的な学習を取り入れるよう配慮すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のウについては，諸外国における徒手による施術やそれに関連 ア 内容の(1)のウについては，諸外国における徒手による施術やそれに関

する制度の現状を紹介し，保健理療の発展の可能性を考察できるようにす 連する制度の現状を紹介し，保健理療の発展の可能性を考察できるように

ること。 すること。
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イ 内容の(3)については，経営の実際の基本的な事項を扱うこと。 イ 内容の(3)については，経営の実際の基本的な事項を扱うこと。

［保健理療基礎実習］ ［保健理療基礎実習］

１ 目 標 １ 目 標

あん摩・マッサージ・指圧に関する実際的な知識と基礎的な技術を習得させ， あん摩・マッサージ・指圧に関する実際的な知識と基礎的な技術を習得さ

施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。 せ，施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) あん摩・マッサージ・指圧施術への導入 (1) あん摩・マッサージ・指圧施術への導入

ア 施術室の管理と清潔保持の実際 イ 施術上の注意 ア 施術室の管理と清潔保持の実際 イ 施術上の注意

(2) あん摩・マッサージ・指圧基礎実技実習 (2) あん摩・マッサージ・指圧基礎実技実習

ア あん摩の基本手技と身体各部の施術 ア あん摩の基本手技と身体各部の施術

イ マッサージの基本手技と身体各部の施術 イ マッサージの基本手技と身体各部の施術

ウ 指圧の基本手技と身体各部の施術 ウ 指圧の基本手技と身体各部の施術

(3) あん摩・マッサージ・指圧応用実技実習 (3) あん摩・マッサージ・指圧応用実技実習

ア 評価と理学的検査の実際 イ 運動療法の応用 ア 評価と理学的検査の実際 イ 運動療法の応用

ウ 物理療法の応用 ウ 物理療法の応用

(4) あん摩・マッサージ・指圧総合実技実習 (4) あん摩・マッサージ・指圧総合実技実習

ア 総合実技の基礎 イ 主要症状・疾患に対する総合実技実習 ア 総合実技の基礎 イ 主要症状・疾患に対する総合実技実習

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，「生活と疾病」，「基礎保健理療」及び「臨床保健理療」 ア 指導に当たっては，「生活と疾病」，「基礎保健理療」及び「臨床保健理

との関連を重視し，現代医学と東洋医学の両面から，病状を総合的に把握 療」との関連を重視し，現代医学と東洋医学の両面から，病状を総合的に

して，実際的な施術ができるようにすること。 把握して，実際的な施術ができるようにすること。

イ 内容の(1)については，この科目全体を通して習慣化されるよう取り扱う イ 内容の(1)については，この科目全体を通して習慣化されるよう取り扱

こと。 うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，消毒法の実際に重点を置いて扱うこと。 ア 内容の(1)については，消毒法の実際に重点を置いて扱うこと。

イ 内容の(2)については，運動法の基本等についても扱うこと。 イ 内容の(2)については，運動法の基本等についても扱うこと。

ウ 内容の(3)のア及びイについては，片麻痺の評価，機能回復訓練の基本を ウ 内容の(3)のア及びイについては，片麻痺の評価，機能回復訓練の基本
ひ ひ
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含めて扱うこと。 を含めて扱うこと。

エ 内容の(4)のイについては，臨床実習への導入として位置付け，「臨床保 エ 内容の(4)のイについては，臨床実習への導入として位置付け，「臨床保

健理療」の内容の(4)及び(5)で取り上げる症状や疾患に対する施術の実際 健理療」の内容の(4)及び(5)で取り上げる症状や疾患に対する施術の実際

を扱うこと。 を扱うこと。

［保健理療臨床実習］ ［保健理療臨床実習］

１ 目 標 １ 目 標

あん摩・マッサージ・指圧に関する知識と技術を総合的に習得させ，施術を あん摩・マッサージ・指圧に関する知識と技術を総合的に習得させ，施術を

適切かつ効果的に行う実践的能力と態度を育てる。 適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 校内実習 (1) 校内実習

ア 施術者と施術対象 イ 施術の実際 ウ カルテの記載と管理 ア 施術者と施術対象 イ 施術の実際

エ 症例検討 オ 模擬患者との面接実習 ウ 資料の整理と症例検討

(2) 校外実習 (2) 校外実習

ア 校外実習の目的 イ 校外実習の実際 ウ 経営の実際 ア 校外実習の目的 イ 校外実習の実際 ウ 経営の実際

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，治療技術的な側面のみならず，インフォームド・コ ア 指導に当たっては，技術的な側面のみならず，あん摩・マッサージ・指

ンセントや患者の秘密保持，カルテ等の適切な管理方法などあん摩・マッ 圧従事者としての倫理観や職業観を培うことに配慮すること。

サージ・指圧従事者としての倫理観や職業観を培うことに配慮すること。

また，模擬患者との面接実習については，患者の立場に立った施術を行う

ための心構えや実践的な能力が身に付くように配慮すること。

イ 地域の保健・医療・福祉機関との連携を図りながら，実際的に理解でき イ 地域の保健・医療・福祉機関との連携を図りながら，実際的に理解でき

るように指導すること。 るように指導すること。

ウ 校内実習と校外実習の履修学年や授業時数の配当については，生徒の実 ウ 校内実習と校外実習の履修学年や授業時数の配当については，生徒の実

態や実習・見学施設の状況等により弾力的に取り扱うこと。 態や実習・見学施設の状況等により弾力的に取り扱うこと。

エ 内容の(2)については，あん摩・マッサージ・指圧の実践に適した施設等 エ 内容の(2)については，あん摩・マッサージ・指圧の実践に適した施設

を選定し，当該施設等との十分な連絡調整を図ること。 等を選定し，当該施設等との十分な連絡調整を図ること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。
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ア 内容の(1)については，生徒の臨床実習の習熟の程度に応じて適切な症例 ア 内容の(1)については，生徒の臨床実習の習熟の程度に応じて適切な症

を選択するとともに，きめ細かな指導を行うことができるよう指導体制等 例を選択するとともに，きめ細かな指導を行うことができるよう指導体制

に配慮すること。 等に配慮すること。

イ 内容の(2)のイについては，多様なあん摩・マッサージ・指圧関連業務を イ 内容の(2)のイについては，多様なあん摩・マッサージ・指圧関連業務

理解するための施設見学や生徒の進路希望に対応した実習ができるように を理解するための施設見学や生徒の進路希望に対応した実習ができるよう

計画すること。ウについては，施術所経営に関する実際的な基礎的知識が に計画すること。ウについては，施術所経営に関する実際的な基礎的知識

養われるように，臨床経験の豊富な人の話や施術所見学，模擬経営実習な が養われるように，臨床経験の豊富な人の話や施術所見学，模擬経営実習

どを通して，具体的に指導すること。 などを通して，具体的に指導すること。

［保健理療情報活用］ ［保健理療情報処理］

１ 目 標 １ 目 標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情報 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情報

の活用に関する知識と技術を習得させ，保健理療の分野で情報及び情報手段を 処理に関する知識と技術を習得させ，保健理療の分野で情報及び情報手段を活

主体的に活用する能力と態度を育てる。 用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報機器と情報の活用 (1) 情報社会とコンピュータ

ア 生活と情報の活用 イ 情報機器の活用分野 ア 生活と情報処理 イ コンピュータの利用分野

ウ 情報通信ネットワーク ウ 情報の価値とモラル

(2) 情報モラルとセキュリティ (2) コンピュータによる情報処理

ア 情報の価値とモラル イ 情報のセキュリティ管理 ア コンピュータの仕組み イ コンピュータの活用

ウ 情報通信ネットワーク

(3) 保健理療と情報機器の活用 (3) 保健理療とコンピュータの活用

ア 保健理療における情報機器活用の目的と意義 ア 保健理療におけるコンピュータ利用の目的と意義

イ 個人情報の管理 ウ 保健理療の現場における情報システム イ 保健理療援助の支援システム

ウ 保健理療管理業務の支援システム エ 地域保健医療情報システム

オ 個人情報の管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 保健理療に関する題材やデータなどを用いた実習を通して，保健理療の ア 指導に当たっては，実習を通して，実践的・体験的に理解させるよう留
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分野において情報を主体的に活用できるように指導すること。また，他の 意すること。

保健理療に関する各科目と関連付けて指導すること。

イ 内容の(1)及び(2)については，保健理療に関する題材やデータを用いる

ことなどにより，保健理療の分野との関連を考慮した指導を行うよう留意

すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，情報化の進展が生活や社会に及ぼす影響，情報の ア 内容の(1)については，生活における情報の意義や役割及びコンピュー

意義や役割及び情報機器の活用分野の概要を扱うとともに，情報通信ネッ タの利用分野の概要について理解させるとともに，著作権やプライバシー

トワークを活用した情報の収集，処理，分析，発信について体験的に扱う の保護，情報発信者の責任など情報モラルの重要性について理解させるこ

こと。また，ネット犯罪など利用上のリスクについても触れること。 と。

イ 内容の(2)については，個人のプライバシーや著作権など知的財産の保護， イ 内容の(2)のイについては，生徒の実態等に応じてアプリケーションソ

収集した情報の管理，発信する情報に対する責任など情報モラル及び情報 フトウェアを選択し，その基本操作を扱うこと。ウについては，情報通信

通信ネットワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要性について扱 ネットワークを活用した情報の収集，処理，発信について体験的に理解さ

うこと。 せること。

ウ 内容の(3)については，保健理療の現場における情報の意義や役割，コン ウ 内容の(3)のイについては，保健理療援助を適切に行うための情報シス

ピュータや医療用電子機器の活用の概要について扱うこと。アについては， テムの活用について具体的に扱うこと。ウ及びエについては，保健理療管

医療用電子機器など測定機器の使用について扱うこと。イについては，保 理業務及び地域保健医療を支援する情報システムの活用状況について理解

健理療の現場における個人情報の管理の実際と重要性について扱うこと。 させること。

ウについては，保健理療援助を適切に行うための情報システムの活用を具

体的に扱うこと。

［課題研究］ ［課題研究］

１ 目 標 １ 目 標

保健理療に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門 保健理療に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門

的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創 的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創

造的な学習態度を育てる。 造的な学習態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 調査，研究，実験 (1) 調査，研究，実験

(2) 職業資格の取得 (2) 職業資格の取得
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)及び(2)の中から個 ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)及び(2)の中から個

人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容の(1)及 人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容の(1)

び(2)にまたがる課題を設定することができること。 及び(2)にまたがる課題を設定することができること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。 イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的， (1) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的，

具体的に理解させるようにすること。 具体的に理解させるようにすること。

(2) 「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」の指導に当たっては， (2) 「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」の指導に当たっては，

生徒が常に達成感と新たな技術習得への意欲をもって学習できるように， 生徒が常に達成感と新たな技術習得への意欲をもって学習できるように，

指導内容の構成や指導方法の工夫に十分留意すること。 指導内容の構成や指導方法の工夫に十分留意すること。

(3) 「課題研究」については，年間指導計画に定めるところに従い，必要に (3) 「課題研究」については，年間指導計画に定めるところに従い，必要に

応じて弾力的に授業時間を配当することができること。 応じて弾力的に授業時間を配当することができること。

(4) 臨床実習の指導に当たっては，あん摩・マッサージ・指圧施術の対象と (4) 臨床実習の指導に当たっては，あん摩・マッサージ・指圧施術の対象と

なる代表的な症状や疾患について確実に施術ができるようにするため，個 なる代表的な症状や疾患について確実に施術ができるようにするため，個

々の生徒の実態に応じた指導計画の作成に配慮すること。 々の生徒の実態に応じた指導計画の作成に配慮すること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」については，対象とな (1) 「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」については，対象とな

る人々の人格を尊重する態度を育てるとともに，実習における安全と規律 る人々の人格を尊重する態度を育てるとともに，実習における安全と規律

に留意すること。 に留意すること。

(2) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の (2) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の

活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。 活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。

(3) 地域やあん摩・マッサージ・指圧に関する施術所等との連携・交流を通 (3) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科

じた実践的な学習活動や就業体験を積極的に取り入れるとともに，社会人 目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度

講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。 等を示したものであり，学校において必要がある場合には，この事項にか

かわらず指導することができること。
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３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法令等に従い，施設・設備や薬 ３ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環

品等の安全管理に配慮し，学習環境を整えるとともに，事故防止の指導を徹 境を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意する

底し，安全と衛生に十分留意するものとする。 ものとする。

第４款 理 療 第５款 理 療

第１ 目 標 第１ 目 標

はり，きゅう，あん摩・マッサージ・指圧に関する基礎的・基本的な知識 はり，きゅう，あん摩・マッサージ・指圧に関する基礎的・基本的な知識

と技術を習得させ，理療の本質と社会的な意義を理解させるとともに，国民 と技術を習得させ，理療の本質と社会的な意義を理解させるとともに，国民

の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与する能力と態度を育てる。 の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与する能力と態度を育てる。

第２ 各科目 第２ 各科目

［医療と社会］ ［医療と社会］

１ 目 標 １ 目 標

医学，医療及び理療の歴史，医療制度と関係法規に関する基礎的な知識を習 医学，医療及び理療の歴史，医療制度と関係法規に関する基礎的な知識を習

得させるとともに，理療従事者の倫理について理解させ，施術者として必要な 得させるとともに，理療従事者の倫理について理解させ，施術者として必要な

能力と態度を育てる。 能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 医学，医療及び理療の歴史 (1) 医学，医療及び理療の歴史

ア 西洋における医学，医療 ア 西洋における医学，医療 イ 日本，中国等における医学，医療

イ 日本，中国，韓国等における医学，医療

(2) 医療制度の現状と課題 (2) 医療制度の現状と課題

ア 医学の分野 イ 医療と社会 ウ 医療従事者 ア 医学の分野 イ 医療と社会 ウ 医療従事者

エ 医療機関 オ 医療行政 エ 医療機関 オ 医療行政

(3) 理療の現状と課題 (3) 理療の現状と課題

ア 現代の東洋医学 イ 理療の概念 ウ 諸外国の理療 ア 現代の東洋医学 イ 理療の概念 ウ 理療の課題

エ 理療の課題

(4) 理療従事者の倫理 (4) 理療従事者の倫理
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ア 医療と倫理 イ 理療と倫理 ア 医療と倫理 イ 理療と倫理

(5) あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師等に関する法律 (5) あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師等に関する法律

ア 法令の沿革 イ 法令の主な内容 ア 法令の沿革 イ 法令の主な内容

(6) 関係法規の概要 (6) 関係法規の概要

ア 医事関係法規 イ その他の関係法規 ア 医事関係法規 イ その他の関係法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，理療の医療における位置付けについて，十分理解を ア 指導に当たっては，理療の医療における位置付けについて，十分理解を

促すよう，理療以外の他の医学の歴史や現状，諸外国における理療の現状 促すよう取り扱うこと。

などを踏まえて取り扱うこと。

イ 内容の(3)及び(4)については，「地域理療と理療経営」との関連を考慮し イ 内容の(3)及び(4)については，「地域理療と理療経営」との関連を考慮

て指導すること。 して指導すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については，基礎医学，臨床医学等について，身近な事例を取 ア 内容の(2)については，基礎医学，臨床医学等について，身近な事例を

り上げながら，現代の医療制度の現状とその当面する課題を具体的に理解 取り上げながら，現代の医療制度の現状とその当面する課題を具体的に理

できるようにすること。 解できるようにすること。

イ 内容の(3)のアについては，湯液，鍼 灸，あん摩・マッサージ・指圧等 イ 内容の(3)のアについては，湯液，鍼 灸，あん摩・マッサージ・指圧等
しんきゅう しんきゅう

の現代における意義と役割を扱うこと。特に，代替医療が注目されている の現代における意義と役割を扱うこと。

ことと理療の果たす役割についても理解できるようにすること。

ウ 内容の(3)のウについては，鍼 灸，あん摩・マッサージ・指圧のアジア
しんきゅう

を中心とした諸外国における現状も取り扱い，日本における理療の役割に

ついて理解を促すよう具体的に指導すること。

エ 内容の(4)については，国民の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与する ウ 内容の(4)については，国民の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与す

観点から，理療従事者の心構え，倫理観，患者の権利や守秘義務等につい る観点から，理療従事者の心構え等について，十分な理解を促すよう具体

て，十分な理解を促すよう具体的に指導すること。 的に指導すること。

オ 内容の(6)のアについては，「医療法」，「医師法」等の概要を，イについ エ 内容の(6)のアについては，医療法，医師法等の概要を扱うこと。

ては，「高齢者の医療の確保に関する法律」，「介護保険法」等の概要を扱う

こと。
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［人体の構造と機能］ ［人体の構造と機能］

１ 目 標 １ 目 標

理療に必要な人体諸器官の形態と構造及び機能を相互に関連付けて理解させ， 人体諸器官の形態と構造及び機能について理解させ，これを施術に応用する

これを施術に応用する能力と態度を育てる。 能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 解剖学の基礎 (1) 解剖学の基礎

ア 人体の構成 イ 細胞 ウ 組織 エ 器官と器官系 ア 人体の構成 イ 細胞 ウ 組織 エ 器官と器官系

オ 人体の発生 オ 人体の発生

(2) 人体の系統別構造及び生体の観察 (2) 人体の系統別構造及び生体の観察

ア 運動器系 イ 消化器系 ウ 呼吸器系 ア 運動器系 イ 消化器系 ウ 呼吸器系

エ 泌尿・生殖器系 オ 内分泌系 カ 循環器系 エ 泌尿・生殖器系 オ 内分泌系 カ 循環器系

キ 神経系 ク 感覚器系 ケ 主な部位の局所解剖 キ 神経系 ク 感覚器系 ケ 主な部位の局所解剖

(3) 生理学の基礎 (3) 生理学の基礎

ア 生理機能の概要 イ 生体の物理化学的基礎 ア 生理機能の概要 イ 生体の物理化学的基礎

ウ 細胞の興奮性 ウ 細胞の興奮性

(4) 人体の機能 (4) 人体の機能

ア 筋肉の働き イ 循環と呼吸 ウ 消化と吸収 エ 排泄 ア 筋肉の働き イ 循環と呼吸 ウ 消化と吸収 エ 排泄
せつ せつ

オ 代謝と体温 カ 内分泌 キ 生殖と成長 オ 代謝と体温 カ 内分泌 キ 生殖と成長

ク 神経の働き ケ 感覚 ク 神経の働き ケ 感覚

(5) 生体機能の協調 (5) 生体機能の協調

ア 身体の運動 イ 全身的協調 ウ 生体の防御機構 ア 身体の運動 イ 全身的協調 ウ 生体の防御機構

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，人体についての理解が，知識に偏ることがないよう ア 指導に当たっては，人体についての理解が，知識に偏ることがないよう

実験・実習を取り入れるようにすること。 実験・実習を取り入れるようにすること。

イ 内容の(2)については，標本，模型などを有効に活用して，指導の効果を イ 内容の(2)については，標本，模型などを有効に活用して，指導の効果

高めるよう配慮すること。 を高めるよう配慮すること。

ウ 内容の(5)については，「疾病の成り立ちと予防」との関連を考慮して扱 ウ 内容の(5)については，「疾病の成り立ちと予防」との関連を考慮して扱

うこと。 うこと。
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(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については，理療施術と関連の深いア，カ及びキに重点を置い ア 内容の(2)については，理療施術と関連の深いア，カ及びキに重点を置

て扱うこと。ケについては，理療施術と関連の深い部位を中心に指導する いて扱うこと。ケについては，理療施術と関連の深い部位を中心に指導す

こと。特に，リスク管理の上で必要な部位に重点を置いて扱うこと。 ること。特に，リスク管理の上で必要な部位に重点を置いて扱うこと。

［疾病の成り立ちと予防］ ［疾病の成り立ちと予防］

１ 目 標 １ 目 標

健康の保持増進，疾病の成り立ちと予防に関する基礎的な知識を習得させ， 健康の保持，疾病の成り立ちと予防に関する基礎的な知識を習得させ，これ

これを施術に応用する能力と態度を育てる。 を施術に応用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 衛生学・公衆衛生学の概要 (1) 衛生学・公衆衛生学の概要

ア 衛生学・公衆衛生学の意義 イ 衛生学・公衆衛生学の歴史 ア 衛生学・公衆衛生学の意義 イ 衛生学・公衆衛生学の歴史

(2) 健康の保持増進と生活 (2) 健康の保持増進と生活

ア 健康の概念 イ 健康の管理 ウ 食生活と健康 ア 健康の概念 イ 健康の管理 ウ 食生活と健康

(3) 生活環境と公害 (3) 生活環境と公害

ア 環境と健康 イ 地域の環境衛生 ウ 衣服と住居 ア 環境と健康 イ 地域の環境衛生 ウ 衣服と住居

エ 公害 エ 公害

(4) 産業衛生，精神衛生及び母子衛生 (4) 産業衛生，精神衛生及び母子衛生

ア 産業衛生 イ 精神衛生 ウ 母子衛生 ア 産業衛生 イ 精神衛生 ウ 母子衛生

(5) 生活習慣病 (5) 生活習慣病及び感染症対策

ア 生活習慣病の概念 イ 生活習慣病の発生要因 ア 生活習慣病対策 イ 感染症対策

ウ 生活習慣病の予防対策

(6) 感染症対策

ア 感染症の概念 イ 感染症の発生要因 ウ 感染症の予防対策

(7) 消毒 (6) 消毒

ア 消毒法の一般 イ 消毒の種類と方法 ウ 消毒法の応用 ア 消毒法の一般 イ 消毒の種類と方法 ウ 消毒法の応用

(8) 疫学 (7) 疫学

ア 疫学の意義 イ 疫学の現状 ア 疫学の意義 イ 疫学の現状

(9) 衛生統計 (8) 衛生統計
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ア 衛生統計の一般 イ 主な衛生統計 ア 衛生統計の一般 イ 主な衛生統計

(10) 疾病の一般 (9) 疾病の一般

ア 疾病の概念 イ 疾病の分類 ウ 疾病と症状 ア 疾病の概念 イ 疾病の分類 ウ 疾病と症状

エ 疾病の経過，予後及び転帰 エ 疾病の経過，予後及び転帰

(11) 疾病の原因 (10) 疾病の原因

ア 病因の意義 イ 病因の分類 ウ 加齢と老化 ア 病因の意義 イ 病因の分類 ウ 加齢と老化

(12) 各病変の大要 (11) 各病変の大要

ア 循環障害 イ 退行性病変 ウ 進行性病変 エ 炎症 ア 循環障害 イ 退行性病変 ウ 進行性病変 エ 炎症

オ 腫瘍 カ 免疫の異常とアレルギー オ 腫瘍 カ 免疫の異常とアレルギー
しゅよう しゅよう

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(7)については，「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」との関連 ア 内容の(6)については，「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」との関連

を図りながら，実践的に扱うこと。 を図りながら，実践的に扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については，特に，生活習慣病と関連付けて扱うこと。 ア 内容の(2)については，特に，生活習慣病と関連付けて扱うこと。

イ 内容の(5)及び(6)については，代表的な疾患を取り上げ，その発生に関 イ 内容の(5)については，代表的な疾患を取り上げ，その発生に関する危

する危険因子からの回避に重点を置いて扱うこと。また，生活習慣病や感 険因子からの回避に重点を置いて扱うこと。また，生活習慣病や感染症に

染症に関する最新の情報も扱うこと。 関する最新の情報も扱うこと。

ウ 内容の(6)のウについては，免疫学についても扱うこと。

エ 内容の(10)については，半健康状態及び東洋医学の未病の概念を取り入 ウ 内容の(9)については，半健康状態及び東洋医学の未病の概念を取り入

れながら指導すること。 れながら指導すること。

［生活と疾病］ ［生活と疾病］

１ 目 標 １ 目 標

臨床医学やリハビリテーションに関する基礎的な知識を習得させるとともに， 臨床医学やリハビリテーションに関する基礎的な知識を習得させるととも

疾病と日常生活とのかかわりを理解させ，施術を適切に行う能力と態度を育て に，疾病と日常生活とのかかわりを理解させ，施術を適切に行う能力と態度を

る。 育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 診察法 (1) 診察法
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ア 診断の意義 イ 診察法の基礎 ウ 検査法 ア 診断の意義 イ 診察法の基礎 ウ 検査法

(2) 主な症状の診察法 (2) 主な症状の診察法

ア 頭痛 イ 肩こり ウ 肩関節痛 エ 頸肩腕痛 ア 頭痛 イ 肩こり，肩関節痛 ウ 頸肩腕痛
けい けい

オ 腰痛 カ 腰下肢痛 キ 膝痛 ク 高血圧と低血圧 エ 腰痛 オ 腰下肢痛 カ 膝痛 キ 高血圧と低血圧
しつ しつ

ケ 筋疲労 コ その他の症状 ク その他の症状

(3) 治療法 (3) 治療法

ア 治療法の基礎 イ 治療法の実際 ア 治療法の基礎 イ 治療法の実際

(4) 臨床心理 (4) 臨床心理

ア 臨床心理の一般 イ 心理療法の概要 ア 臨床心理の一般 イ 心理療法の概要

(5) 系統別疾患 (5) 系統別疾患

ア 運動器疾患 イ 神経系疾患 ウ 呼吸器疾患 ア 感染症 イ 消化器疾患 ウ 呼吸器疾患

エ 血液・循環器疾患 オ 消化器疾患 エ 泌尿・生殖器疾患 オ 内分泌・代謝疾患及びビタミン欠乏症

カ 内分泌・代謝疾患及びビタミン欠乏症 キ 泌尿・生殖器疾患 カ 運動器疾患 キ 血液・循環器疾患 ク 神経系疾患

ク 感染症 ケ その他の疾患 ケ その他の疾患

(6) リハビリテーションの一般 (6) リハビリテーションの一般

ア リハビリテーションの概念と歴史 ア リハビリテーションの概念と歴史

イ 医学的リハビリテーションとリハビリテーション医学 イ 医学的リハビリテーションとリハビリテーション医学

ウ 診察，評価，治療計画と記録 エ 運動学の基礎 ウ 診察，評価，治療計画と記録 エ 運動学の基礎

(7) 主な疾患のリハビリテーション (7) 主な疾患のリハビリテーション

ア 整形外科疾患 イ 関節リウマチ ウ 片麻痺 ア 片麻痺 イ 脳性麻痺 ウ 脊髄損傷
ひ ひ ひ せき

エ 脳性麻痺 オ 脊髄損傷 エ 慢性関節リウマチ オ 整形外科疾患
ひ せき

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，予防医学，治療医学，リハビリテーション医学とい ア 指導に当たっては，予防医学，治療医学，リハビリテーション医学とい

う現代医学の体系を踏まえて取り扱うこと。 う現代医学の体系を踏まえて取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，理療と直接かかわりの深い事項に重点を置き，実 ア 内容の(1)については，理療と直接かかわりの深い事項に重点を置き，

習との関連を考慮して指導すること。ウについては，医学的な知識として， 実習との関連を考慮して指導すること。ウについては，医学的な知識とし

検査方法やデータの意味等を理解させるようにすること。 て，検査方法やデータの意味等を理解させるようにすること。
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イ 内容の(2)については，各症状の病態生理と鑑別診断を扱い，理療施術を イ 内容の(2)については，各症状の病態生理と鑑別診断を扱い，理療施術

行うことの適否の判断に生かすことができるようにすること。 を行うことの適否の判断に生かすことができるようにすること。

ウ 内容の(3)のイについては，代表的な治療法と適応疾患を中心に扱うこと。 ウ 内容の(3)のイについては，代表的な治療法と適応疾患を中心に扱うこ

と。

エ 内容の(5)については，現代医学の立場から各疾患の原因，症状，治療法 エ 内容の(5)については，現代医学の立場から各疾患の原因，症状，治療

を中心に指導すること。なお，各症状に対する治療については，理療施術 法を中心に指導すること。なお，各症状に対する治療については，理療施

の有効性との関連を考慮し，理療と直接関わりの深い事項に重点を置くと 術の有効性との関連を考慮して扱うこと。

ともに，「臨床理療学」と関連付けて扱うこと。

オ 内容の(6)については，チーム医療としてのリハビリテーションの過程を， オ 内容の(6)については，チーム医療としてのリハビリテーションの過程

症例紹介やリハビリテーション施設の見学等を取り入れて指導すること。 を，症例紹介やリハビリテーション施設の見学等を取り入れて指導するこ

と。

カ 内容の(7)については，地域医療や在宅ケアの実情を考慮し，理療と直接

関わりの深いア及びウに重点を置いて扱うこと。

［基礎理療学］ ［基礎理療学］

１ 目 標 １ 目 標

東洋医学の概念，理療施術の意義及び治効理論について理解させ，施術を効 東洋医学の概念，理療施術の意義及び治効理論について理解させ，施術を効

果的に行う能力と態度を育てる。 果的に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 東洋医学の基礎 (1) 東洋医学の基礎

ア 東洋医学の意義と特色 イ 陰陽五行論 ウ 臓腑経絡論 ア 東洋医学の意義と特色 イ 陰陽五行論 ウ 臓腑経絡論
ふ ふ

エ 気血，営衛，津液 オ 病因 カ 証 エ 気血，営衛，津液 オ 病因 カ 証

(2) 東洋医学の診断と治療 (2) 東洋医学の診断と治療

ア 日本の伝統医学的診断と治療 イ 現代の中医学的診断と治療 ア 診断 イ 治療

(3) 経絡と経穴 (3) 経絡と経穴

ア 臓腑経絡とその流注 イ 経穴 ウ その他の特定穴 ア 臓腑経絡とその流注 イ 経穴 ウ その他の特定穴
ふ ふ

(4) 経絡，経穴と現代医学 (4) 経絡，経穴と現代医学

ア 経絡，経穴の現代医学的研究 イ 関連する反応点，反応帯 ア 経絡，経穴の現代医学的研究 イ 関連する反応点，反応帯

(5) 理療施術の概要 (5) 理療施術の概要
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ア あん摩 イ マッサージ ウ 指圧 エ はり ア あん摩 イ マッサージ ウ 指圧 エ はり

オ きゅう カ 理療の臨床応用 オ きゅう カ 理療の臨床応用

(6) 理療施術の治効理論と関連学説 (6) 理療施術の治効理論と関連学説

ア 刺激の伝達 イ 身体組織・器官への影響 ア 刺激の伝達 イ 身体組織・器官への影響

ウ 生体反応と治効メカニズム エ 関連学説 ウ 生体反応と治効メカニズム エ 関連学説

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，理療に関する研究の成果を踏まえて取り扱い，理療 ア 指導に当たっては，理療に関する研究の成果を踏まえて取り扱い，理療

に対する研究的な態度を培うようにすること。 に対する研究的な態度を培うようにすること。

イ 内容の(1)から(4)までについては，理療施術との関連を重視して扱うこ イ 内容の(1)から(4)までについては，理療施術との関連を重視して扱うこ

と。 と。

ウ 内容の(6)については，内容の(4)や研究の成果を総合し，理療の臨床効 ウ 内容の(6)については，内容の(4)や研究の成果を総合し，理療の臨床効

果という観点から指導すること。また，「人体の構造と機能」との関連を考 果という観点から指導すること。また，「人体の構造と機能」との関連を

慮して扱うこと。 考慮して扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)のアについては，切診に重点を置き，実習を取り入れて指導す ア 内容の(2)のアについては，切診に重点を置き，実習を取り入れて指導

ること。 すること。

イ 内容の(5)については，基本手技を取り上げ，その特徴を理解させるとと イ 内容の(5)については，基本手技を取り上げ，その特徴を理解させると

もに，臨床において理療施術を行うことの適否についても指導すること。 ともに，臨床において理療施術を行うことの適否についても指導すること。

アからウまでについては，諸外国における徒手による施術法についても扱 アからウまでについては，諸外国における徒手による施術法についても扱

うこと。エについては，特殊な鍼法も扱うこと。 うこと。エについては，特殊な鍼法も扱うこと。
しん しん

ウ 内容の(6)のアからウまでについては，特に，運動器疾患や内臓器疾患に ウ 内容の(6)のアからウまでについては，特に，運動器疾患や内臓器疾患

対する刺激の作用や生体反応の医学的意味と臨床への応用という観点から に対する刺激の作用や生体反応の医学的意味と臨床への応用という観点か

扱うこと。 ら扱うこと。

［臨床理療学］ ［臨床理療学］

１ 目 標 １ 目 標

診察に基づいて，理療施術の適否を判断し，施術を適切に行う能力と態度を 診察に基づいて，理療施術の適否を判断し，施術を適切に行う能力と態度を

育てる。 育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 臨床理療学の基礎 (1) 臨床理療学の基礎

ア 臨床理療学の意義と役割 イ 施術対象者の心理と施術者の対応 ア 臨床理療学の意義と役割 イ 施術対象者の心理と施術者の対応

(2) 東洋医学における診断，治療の原則 (2) 東洋医学における診断，治療の原則

ア 診察 イ 施術計画 ウ 施術原則 エ 記録 ア 診察 イ 施術計画 ウ 施術原則 エ 記録

(3) 健康と理療施術 (3) 健康と理療施術

ア 健康観と疾病観 イ 健康の保持増進のための理療施術 ア 健康観と疾病観 イ 健康の保持増進のための理療施術

ウ 生活習慣病予防のための理療施術 エ その他の健康療法 ウ 生活習慣病予防のための理療施術 エ その他の健康療法

(4) 主な症状の理療施術 (4) 主な症状の理療施術

ア 頭痛 イ 肩こり ウ 肩関節痛 エ 頸肩腕痛 ア 頭痛 イ 肩こり，肩関節痛 ウ 頸肩腕痛
けい けい

オ 腰痛 カ 腰下肢痛 キ 膝痛 ク 高血圧と低血圧 エ 腰痛 オ 腰下肢痛 カ 膝痛 キ 高血圧と低血圧
しつ しつ

ケ 筋疲労 コ その他の症状 ク その他の症状

(5) 主な疾患の理療施術 (5) 主な疾患の理療施術

ア 筋筋膜炎，腱 鞘炎 イ 捻挫，脱臼 ，骨折 ア 片麻痺 イ 狭心症 ウ 糖尿病 エ 慢性関節リウマチ
けんしょう ね ん ざ きゅう ひ

ウ 関節リウマチ エ 片麻痺 オ 末梢神経麻痺 オ 気管支喘息 カ アレルギー疾患 キ 末梢神経麻痺
ひ ひ ぜん ひ

カ アレルギー疾患 キ 気管支喘息 ク 狭心症 ク 筋筋膜炎，腱 鞘炎 ケ 捻挫，脱 臼，骨折
ぜん けんしょう ね ん ざ きゅう

ケ 糖尿病 コ その他の疾患 コ その他の疾患

(6) 高齢者に対する理療施術 (6) 高齢者に対する理療施術

ア 高齢者の心身機能の特徴 イ 高齢者の主な症状に対する理療施術 ア 高齢者の心身機能の特徴 イ 高齢者の主な症状に対する理療施術

ウ 要介護・要支援高齢者に対する理療施術 ウ 要介護高齢者に対する理療施術

(7) スポーツ領域における理療施術 (7) スポーツ領域における理療施術

ア スポーツ障害・外傷の一般 イ スポーツ障害・外傷の予防と管理 ア スポーツ障害・外傷の一般 イ スポーツ障害・外傷の予防と管理

ウ 主なスポーツ障害・外傷の理療施術 ウ 主なスポーツ障害・外傷の理療施術

(8) 産業衛生における理療施術 (8) 産業衛生における理療施術

ア 仕事と健康 イ 事業所内理療従事者の業務と役割 ア 仕事と健康 イ 事業所内理療従事者の業務と役割

ウ 主な職業起因性症状の理療施術 ウ 主な職業起因性症状の理療施術

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 東洋医学と現代医学の知識と技術を総合した臨床概念が養われるよう内 ア 東洋医学と現代医学の知識と技術を総合した臨床概念が養われるよう内
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容相互の関連に留意して指導すること。 容相互の関連に留意して指導すること。

イ 指導に当たっては，「理療基礎実習」における実技実習との関連を考慮す イ 指導に当たっては，「理療基礎実習」における実技実習との関連を考慮

ること。 すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，施術対象者との信頼関係を確立する上で必要 ア 内容の(1)のイについては，施術対象者との信頼関係を確立する上で必

な臨床心理の基礎及び面接技法の基本を理解できるよう扱うこと。 要な臨床心理の基礎及び面接技法の基本を理解できるよう扱うこと。

イ 内容の(3)については，東洋医学における未病の考え方を踏まえて扱うこ イ 内容の(3)については，東洋医学における未病の考え方を踏まえて扱う

と。 こと。

ウ 内容の(4)及び(5)については，「生活と疾病」で取り上げる症状や疾患と ウ 内容の(4)及び(5)については，「生活と疾病」で取り上げる症状や疾患

関連付けて指導するとともに，健康指導，生活指導及び応急処置の方法も と関連付けて指導するとともに，健康指導，生活指導及び応急処置の方法

含めて扱うこと。 も含めて扱うこと。

エ 内容の(6)のウについては，特に，脳卒中モデル及び廃用症候群モデルの エ 内容の(6)のウについては，特に，片麻痺患者の維持期リハビリテーシ
ひ

ケアについて扱うこと。 ョンについて扱うこと。

オ 内容の(7)のウについては，テーピングの基本についても扱うこと。 オ 内容の(7)のウについては，テーピングの基本についても扱うこと。

［地域理療と理療経営］ ［地域理療と理療経営］

１ 目 標 １ 目 標

現代社会における理療の役割及び高齢社会における医療と福祉の在り方を理 現代社会における理療の役割及び高齢社会における医療と福祉の在り方を理

解させるとともに，理療経営の実際的な知識を習得させる。 解させるとともに，理療経営の実際的な知識を習得させる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 理療と社会 (1) 理療と社会

ア 理療の業務と開業 イ 理療と医療・福祉制度 ア 理療の業務と開業 イ 理療と医療・福祉制度

ウ 諸外国における鍼 灸，徒手による施術 ウ 諸外国における鍼 灸，徒手による施術
しんきゅう しんきゅう

(2) 高齢社会の現状と課題 (2) 高齢社会の現状と課題

ア 高齢社会の現状と課題への対応 イ 高齢者介護と社会保障制度 ア 高齢社会の現状と課題への対応 イ 高齢者介護と社会保障制度

(3) 理療と経営 (3) 理療と経営

ア 経営の一般 イ 施術所の開設準備と諸制度 ア 経営の一般 イ 施術所の設置と運営

ウ 経営の管理と運営 エ 経営の展開と実際 ウ 経営の管理と経営分析

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，「医療と社会」との関連に留意するとともに，体験的 ア 指導に当たっては，「医療と社会」との関連に留意するとともに，体験

な学習や問題解決的な学習を取り入れるよう配慮すること。 的な学習や問題解決的な学習を取り入れるよう配慮すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のウについては，諸外国における鍼 灸，徒手による施術やそ ア 内容の(1)のウについては，諸外国における鍼 灸，徒手による施術やそ
しんきゅう しんきゅう

れに関連する制度の現状を紹介し，理療の発展の可能性を考察できるよう れに関連する制度の現状を紹介し，理療の発展の可能性を考察できるよう

にすること。 にすること。

イ 内容の(3)については，経営の実際の基本的な事項を扱うこと。 イ 内容の(3)については，経営の実際の基本的な事項を扱うこと。

［理療基礎実習］ ［理療基礎実習］

１ 目 標 １ 目 標

理療に関する実際的な知識と基礎的な技術を習得させ，施術を適切かつ効果 理療に関する実際的な知識と基礎的な技術を習得させ，施術を適切かつ効果

的に行う能力と態度を育てる。 的に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 理療施術への導入 (1) 理療施術への導入

ア 施術室の管理と清潔保持の実際 イ 施術上の注意 ア 施術室の管理と清潔保持の実際 イ 施術上の注意

(2) あん摩・マッサージ・指圧基礎実技実習 (2) あん摩・マッサージ・指圧基礎実技実習

ア あん摩の基本手技と身体各部の施術 ア あん摩の基本手技と身体各部の施術

イ マッサージの基本手技と身体各部の施術 イ マッサージの基本手技と身体各部の施術

ウ 指圧の基本手技と身体各部の施術 ウ 指圧の基本手技と身体各部の施術

(3) はり基礎実技実習 (3) はり基礎実技実習

ア 刺鍼の方法 イ 刺鍼の手技 ウ 特殊な鍼法 ア 刺鍼の方法 イ 刺鍼の手技 ウ 特殊な鍼法
しん しん しん しん しん しん

(4) きゅう基礎実技実習 (4) きゅう基礎実技実習

ア きゅう施術の基礎 イ 各種の施灸 法とその実際 ア きゅう施術の基礎 イ 各種の施灸 法とその実際
きゅう きゅう

(5) 理療応用実技実習 (5) 理療応用実技実習

ア 評価と理学的検査の実際 イ 運動療法の応用 ア 評価と理学的検査の実際 イ 運動療法の応用

ウ 物理療法の応用 ウ 物理療法の応用

(6) 理療総合実技実習 (6) 理療総合実技実習

ア 総合実技の基礎 イ 主要症状・疾患に対する総合実技実習 ア 総合実技の基礎 イ 主要症状・疾患に対する総合実技実習
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，「生活と疾病」，「基礎理療学」及び「臨床理療学」と ア 指導に当たっては，「生活と疾病」，「基礎理療学」及び「臨床理療学」

の関連を重視し，現代医学と東洋医学の両面から，病状を総合的に把握し との関連を重視し，現代医学と東洋医学の両面から，病状を総合的に把握

て，実際的な施術ができるようにすること。 して，実際的な施術ができるようにすること。

イ 内容の(1)については，この科目全体を通して習慣化されるよう取り扱う イ 内容の(1)については，この科目全体を通して習慣化されるよう取り扱

こと。 うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，消毒法や滅菌法の実際に重点を置いて扱うこと。 ア 内容の(1)については，消毒法や滅菌法の実際に重点を置いて扱うこと。

イ 内容の(2)については，運動法の基本等についても扱うこと。 イ 内容の(2)については，運動法の基本等についても扱うこと。

ウ 内容の(3)のウについては，小児鍼及び皮内鍼を中心に指導すること。 ウ 内容の(3)のウについては，小児鍼及び皮内鍼を中心に指導すること。
しん しん しん しん

エ 内容の(4)については，施 灸の基本及び各種の施灸 法を生徒の視覚障害 エ 内容の(4)については，施 灸 の基本及び各種の施 灸 法を生徒の視覚障
きゅう きゅう きゅう きゅう

の状態に応じて具体的に指導し，臨床に生かすことができるようにするこ 害の状態に応じて具体的に指導し，臨床に生かすことができるようにする

と。 こと。

オ 内容の(5)のア及びイについては，片麻痺の評価，機能回復訓練の基本を オ 内容の(5)のア及びイについては，片麻痺の評価，機能回復訓練の基本
ひ ひ

含めて扱うこと。 を含めて扱うこと。

カ 内容の(6)のイについては，臨床実習への導入として位置付け，「臨床理 カ 内容の(6)のイについては，臨床実習への導入として位置付け，「臨床理

療学」の内容の(4)及び(5)で取り上げる症状や疾患に対する施術の実際を 療学」の内容の(4)及び(5)で取り上げる症状や疾患に対する施術の実際を

扱うこと。 扱うこと。

［理療臨床実習］ ［理療臨床実習］

１ 目 標 １ 目 標

理療に関する知識と技術を総合的に習得させ，施術を適切かつ効果的に行う 理療に関する知識と技術を総合的に習得させ，施術を適切かつ効果的に行う

実践的能力と態度を育てる。 能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 校内実習 (1) 校内実習

ア 施術者と施術対象 イ 施術の実際 ウ カルテの記載と管理 ア 施術者と施術対象 イ 施術の実際

エ 症例検討 オ 模擬患者との面接実習 ウ 資料の整理と症例検討

(2) 校外実習 (2) 校外実習
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ア 校外実習の目的 イ 校外実習の実際 ウ 経営の実際 ア 校外実習の目的 イ 校外実習の実際 ウ 経営の実際

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，治療技術的な側面のみならず，インフォームド・コ ア 指導に当たっては，技術的な側面のみならず，理療従事者としての倫理

ンセントや患者の秘密保持，カルテ等の適切な管理方法など，理療従事者 観や職業観を培うことに配慮すること。

としての倫理観や職業観を培うことに配慮すること。また，模擬患者との

面接実習については，患者の立場に立った施術を行うための心構えや実践

的な能力が身に付くよう配慮すること。

イ 地域の保健・医療・福祉機関との連携を図りながら，実際的に理解でき イ 地域の保健・医療・福祉機関との連携を図りながら，実際的に理解でき

るように指導すること。 るように指導すること。

ウ 校内実習と校外実習の履修学年や授業時数の配当については，生徒の実 ウ 校内実習と校外実習の履修学年や授業時数の配当については，生徒の実

態や実習・見学施設の状況等により弾力的に取り扱うこと。 態や実習・見学施設の状況等により弾力的に取り扱うこと。

エ 内容の(2)については，理療の実践に適した施設等を選定し，当該施設等 エ 内容の(2)については，理療の実践に適した施設等を選定し，当該施設

との十分な連絡調整を図ること。 等との十分な連絡調整を図ること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，生徒の臨床実習の習熟の程度に応じて適切な症例 ア 内容の(1)については，生徒の臨床実習の習熟の程度に応じて適切な症

を選択するとともに，きめ細かな指導を行うことができるよう指導体制等 例を選択するとともに，きめ細かな指導を行うことができるよう指導体制

に配慮すること。 等に配慮すること。

イ 内容の(2)のイについては，多様な理療関連業務を理解するための施設見 イ 内容の(2)のイについては，多様な理療関連業務を理解するための施設

学や生徒の進路希望に対応した実習ができるように計画すること。ウにつ 見学や生徒の進路希望に対応した実習ができるように計画すること。ウに

いては，施術所経営に関する実際的な基礎的知識が養われるように，臨床 ついては，施術所経営に関する実際的な基礎的知識が養われるように，臨

経験の豊富な人の話や施術所見学，模擬経営実習などを通して，具体的に 床経験の豊富な人の話や施術所見学，模擬経営実習などを通して，具体的

指導すること。 に指導すること。

［理療情報活用］ ［理療情報処理］

１ 目 標 １ 目 標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情報 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情報

の活用に関する知識と技術を習得させ，理療の分野で情報及び情報手段を主体 処理に関する知識と技術を習得させ，理療の分野で情報及び情報手段を活用す

的に活用する能力と態度を育てる。 る能力と態度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報機器と情報の活用 (1) 情報社会とコンピュータ

ア 生活と情報の活用 イ 情報機器の活用分野 ア 生活と情報処理 イ コンピュータの利用分野

ウ 情報通信ネットワーク ウ 情報の価値とモラル

(2) 情報モラルとセキュリティ (2) コンピュータによる情報処理

ア 情報の価値とモラル イ 情報のセキュリティ管理 ア コンピュータの仕組み イ コンピュータの活用

ウ 情報通信ネットワーク

(3) 理療と情報機器の活用 (3) 理療とコンピュータの活用

ア 理療における情報機器活用の目的と意義 イ 個人情報の管理 ア 理療におけるコンピュータ利用の目的と意義

ウ 理療の現場における情報システム イ 理療援助の支援システム ウ 理療管理業務の支援システム

エ 地域保健医療情報システム オ 個人情報の管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 理療に関する題材やデータなどを用いた実習を通して，理療の分野にお ア 指導に当たっては，実習を通して，実践的・体験的に理解させるよう留

いて情報を主体的に活用できるように指導すること。また，他の理療に関 意すること。

する各科目と関連付けて指導すること。

イ 内容の(1)及び(2)については，理療に関する題材やデータを用いること

などにより，理療の分野との関連を考慮した指導を行うよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，情報化の進展が生活や社会に及ぼす影響，情報の ア 内容の(1)については，生活における情報の意義や役割及びコンピュー

意義や役割及び情報機器の活用分野の概要を扱うとともに，情報通信ネッ タの利用分野の概要について理解させるとともに，著作権やプライバシー

トワークを活用した情報の収集，処理，分析，発信について体験的に扱う の保護，情報発信者の責任など情報モラルの重要性について理解させるこ

こと。また，ネット犯罪など利用上のリスクについても触れること。 と。

イ 内容の(2)については，個人のプライバシーや著作権など知的財産の保護， イ 内容の(2)のイについては，生徒の実態等に応じてアプリケーションソ

収集した情報の管理，発信する情報に対する責任など情報モラル及び情報 フトウェアを選択し，その基本操作を扱うこと。ウについては，情報通信

通信ネットワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要性について扱 ネットワークを活用した情報の収集，処理，発信について体験的に理解さ

うこと。 せること。

ウ 内容の(3)については，理療の現場における情報の意義や役割，コンピュ ウ 内容の(3)のイについては，理療援助を適切に行うための情報システム

ータや医療用電子機器の活用の概要について扱うこと。アについては，医 の活用について具体的に扱うこと。ウ及びエについては，理療管理業務及
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療用電子機器など測定機器の使用について扱うこと。イについては，理療 び地域保健医療を支援する情報システムの活用状況について理解させるこ

の現場における個人情報の管理の実際と重要性について扱うこと。ウにつ と。

いては，理療援助を適切に行うための情報システムの活用を具体的に扱う

こと。

［課題研究］ ［課題研究］

１ 目 標 １ 目 標

理療に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的な 理療に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的な

知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創造的 知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創造的

な学習態度を育てる。 な学習態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 調査，研究，実験 (1) 調査，研究，実験

(2) 職業資格の取得 (2) 職業資格の取得

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)及び(2)の中から個 ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)及び(2)の中から個

人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容の(1)及 人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容の(1)

び(2)にまたがる課題を設定することができること。 及び(2)にまたがる課題を設定することができること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。 イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的， (1) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的，

具体的に理解させるようにすること。 具体的に理解させるようにすること。

(2) 「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」の指導に当たっては，生徒が常 (2) 「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」の指導に当たっては，生徒が常

に達成感と新たな技術習得への意欲をもって学習できるように，指導内容 に達成感と新たな技術習得への意欲をもって学習できるように，指導内容

の構成や指導方法の工夫に十分留意すること。 の構成や指導方法の工夫に十分留意すること。

(3) 臨床実習の指導に当たっては，理療施術の対象となる代表的な症状や疾 (3) 臨床実習の指導に当たっては，理療施術の対象となる代表的な症状や疾

患について確実に施術ができるようにするため，個々の生徒の実態に応じ 患について確実に施術ができるようにするため，個々の生徒の実態に応じ
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た指導計画の作成に配慮すること。 た指導計画の作成に配慮すること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」については，対象となる人々の (1) 「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」については，対象となる人々の

人格を尊重する態度を育てるとともに，実習における安全と規律に留意す 人格を尊重する態度を育てるとともに，実習における安全と規律に留意す

ること。 ること。

(2) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の (2) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の

活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。 活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。

(3) 地域や，はり，きゅう，あん摩・マッサージ・指圧に関する施術所等と (3) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科

の連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験を積極的に取り入れる 目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度

とともに，社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。 等を示したものであり，学校において必要がある場合には，この事項にか

かわらず指導することができること。

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法令等に従い，施設・設備や薬 ３ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環

品等の安全管理に配慮し，学習環境を整えるとともに，事故防止の指導を徹 境を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意する

底し，安全と衛生に十分留意するものとする。 ものとする。

第５款 理学療法 第６款 理学療法

第１ 目 標 第１ 目 標

理学療法に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，理学療法の本 理学療法に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，理学療法の本

質と社会的な意義を理解させるとともに，リハビリテーションに寄与する能 質と社会的な意義を理解させるとともに，リハビリテーションに寄与する能

力と態度を育てる。 力と態度を育てる。

第２ 各科目 第２ 各科目

［人体の構造と機能］ ［人体の構造と機能］

１ 目 標 １ 目 標

理学療法に必要な人体の構造，機能及び心身の発達を系統的に理解させ，理 理学療法に必要な人体の構造，機能及び心身の発達を系統的に理解させ，理

学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容
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(1) 人体の構造 (1) 人体の構造

ア 解剖学の基礎 イ 系統解剖 ウ 体表解剖 ア 解剖学の基礎 イ 系統解剖 ウ 体表解剖

エ 機能解剖 オ 解剖学実習 エ 機能解剖 オ 解剖学実習

(2) 人体の機能 (2) 人体の機能

ア 生理学の基礎 イ 人体各器官の機能 ウ 運動生理学 ア 生理学の基礎 イ 人体各器官の機能 ウ 運動生理学

エ 生理学実習 エ 生理学実習

(3) 人体の運動 (3) 人体の運動

ア 運動学の基礎 イ 身体の運動 ウ 運動学実習 ア 運動学の基礎 イ 身体の運動 ウ 運動学実習

(4) 人間の発達 (4) 人間の発達

ア 人間発達の基礎 イ 各期における発達の特徴と評価 ア 人間発達の基礎 イ 各期における発達の特徴と評価

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 人体についての理解が，抽象的な概念の把握にとどまることのないよう ア 人体についての理解が，抽象的な概念の把握にとどまることのないよう

にするため，観察及び実験・実習を取り入れ，具体的，実際的に指導する にするため，観察及び実験・実習を取り入れ，具体的，実際的に指導する

こと。 こと。

イ 指導に当たっては，人体の構造面と機能面を系統的に理解できるように イ 指導に当たっては，人体の構造面と機能面を系統的に理解できるように

するため，これらの内容を相互に関連付けて取り扱うこと。また，理学療 するため，これらの内容を相互に関連付けて取り扱うこと。また，理学療

法において重要な運動機能面に重点を置いて取り扱うこと。 法において重要な運動機能面に重点を置いて取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，模型，標本の活用や実習，生体観察などを通して， ア 内容の(1)については，模型，標本の活用や実習，生体観察などを通し

人体の構造が実際的に理解できるようにすること。 て，人体の構造が実際的に理解できるようにすること。

イ 内容の(3)のウについては，上肢，下肢及び体幹の動き，各種の姿勢と日 イ 内容の(3)のウについては，上肢，下肢及び体幹の動き，各種の姿勢と

常生活における動作などの分析を扱うこと。 日常生活における動作などの分析を扱うこと。

［疾病と障害］ ［疾病と障害］

１ 目 標 １ 目 標

疾病と障害の成り立ち及び回復過程に関する知識を習得させ，理学療法を適 疾病と障害の成り立ち及び回復過程に関する知識を習得させ，理学療法を適

切に行う能力と態度を育てる。 切に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容
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(1) 病理学の概要 (1) 病理学の概要

ア 病理学の基礎 イ 病因 ウ 病変 ア 病理学の基礎 イ 病因 ウ 病変

(2) 内科疾患 (2) 内科疾患

ア 内科学の基礎 イ 主な内科疾患 ア 内科学の基礎 イ 主な内科疾患

(3) 整形外科疾患 (3) 整形外科疾患

ア 整形外科学の基礎 イ 主な整形外科疾患 ア 整形外科学の基礎 イ 主な整形外科疾患

ウ スポーツ障害・外傷 ウ スポーツ障害・外傷

(4) 神経内科疾患 (4) 神経内科疾患

ア 神経内科学の基礎 イ 神経症候学 ウ 主な神経内科疾患 ア 神経内科学の基礎 イ 神経症候学 ウ 主な神経内科疾患

(5) 精神科疾患 (5) 精神科疾患

ア 精神医学の基礎 イ 主な精神科疾患 ア 精神医学の基礎 イ 主な精神科疾患

(6) 小児科疾患 (6) 小児科疾患

ア 小児科学の基礎 イ 主な小児科疾患 ア 小児科学の基礎 イ 主な小児科疾患

(7) 高齢者の疾患 (7) 高齢者の疾患

ア 老年医学の基礎 イ 主な高齢者の疾患 ア 老年医学の基礎 イ 主な高齢者の疾患

(8) 臨床心理学 (8) 臨床心理学

ア 臨床心理学の基礎 イ 臨床心理学の応用 ア 臨床心理学の基礎 イ 臨床心理学の応用

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，内容相互に関連をもたせ，疾病，障害，診断，治療 ア 指導に当たっては，内容相互に関連をもたせ，疾病，障害，診断，治療

などを系統的に理解できるよう取り扱うこと。 などを系統的に理解できるよう取り扱うこと。

イ 内容の(2)から(7)までについては，理学療法と関係の深い代表的な疾患 イ 内容の(2)から(7)までについては，理学療法と関係の深い代表的な疾患

に重点を置いて扱うこと。 に重点を置いて扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については，循環器系，呼吸器系，代謝系に重点を置いて扱う

こと。

イ 内容の(3)については，救急の一般や消毒法の概要についても扱うこと。 ア 内容の(3)については，救急の一般や消毒法の概要についても扱うこと。

ウ 内容の(4)のイ及びウについては，理学療法に関係の深い中枢神経疾患及 イ 内容の(4)のイ及びウについては，理学療法に関係の深い中枢神経疾患

び末梢神経疾患に重点を置いて扱うこと。 及び末梢神経疾患に重点を置いて扱うこと。
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エ 内容の(7)のアについては，嚥下の仕組みについても扱うこと。
え ん げ

オ 内容の(8)のイについては，患者の心理，臨床心理学的検査法，心理療法 ウ 内容の(8)のイについては，患者の心理，臨床心理学的検査法，心理療

及びカウンセリングなどを扱うこと。 法及びカウンセリングなどを扱うこと。

［保健・医療・福祉とリハビリテーション］ ［保健・医療・福祉とリハビリテーション］

１ 目 標 １ 目 標

保健・医療・福祉の体系及びリハビリテーションについて理解させ，理学療 保健・医療・福祉の体系及びリハビリテーションについて理解させ，理学療

法を適切に行う能力と態度を育てる。 法を適切に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 保健・医療・福祉の体系 (1) 保健・医療・福祉の体系

ア 保健・医療・福祉の概要 イ 各種の保健・医療・福祉制度 ア 保健・医療・福祉の概要 イ 各種の保健・医療・福祉制度

(2) リハビリテーション (2) リハビリテーション

ア リハビリテーションの概要 イ 主要疾患のリハビリテーション ア リハビリテーションの概要 イ 主要疾患のリハビリテーション

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，内容が抽象的な概念の把握にとどまることのないよ ア 指導に当たっては，内容が抽象的な概念の把握にとどまることのないよ

う症例紹介や保健・医療・福祉及びリハビリテーション施設の見学などを う症例紹介や保健・医療・福祉及びリハビリテーション施設の見学などを

交えて取り扱うこと。 交えて取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，理学療法と関係の深い代表的な保健・医療・ ア 内容の(1)のイについては，理学療法と関係の深い代表的な保健・医療

福祉制度の現状と課題について扱うこと。 ・福祉制度の現状と課題について扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては，理学療法の対象となる代表的な疾患を取り上 イ 内容の(2)のイについては，理学療法の対象となる代表的な疾患を取り

げ，その原因，症状，経過及び予後，リハビリテーション治療の概要を扱 上げ，その原因，症状，経過及び予後，リハビリテーション治療の概要を

うこと。 扱うこと。

［基礎理学療法学］ ［基礎理学療法学］

１ 目 標 １ 目 標

理学療法の概要を理解させ，理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 理学療法の概要を理解させ，理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容
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(1) 理学療法の概要 (1) 理学療法の概要

ア 理学療法の基礎 イ 職業倫理と職場環境 ア 理学療法の基礎 イ 職業倫理と職場環境

ウ 理学療法研究法 エ 疾病・障害の予防に関する指導法 ウ 理学療法研究法 エ 疾病・障害の予防に関する指導法

オ 健康増進に関する指導法

(2) 関係法規 (2) 関係法規

ア 理学療法士及び作業療法士法 イ その他の関係法規 ア 理学療法士及び作業療法士法 イ その他の関係法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，症例を提示したり，臨床現場及び福祉施設などの見 ア 指導に当たっては，症例を提示したり，臨床現場及び福祉施設などの見

学を交えたりすることによって，総合的，実際的に理解させるよう取り扱 学を交えたりすることによって，総合的，実際的に理解させるよう取り扱

うこと。また，理学療法士と他の職種とのチーム医療の大切さについても うこと。また，理学療法士と他の職種とのチーム医療の大切さについても

触れること。 触れること。

イ 内容の(1)については，統計学，教育学や情報科学などとの関連を図りな イ 内容の(1)については，統計学，教育学や情報科学などとの関連を図り

がら指導すること。 ながら指導すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，理学療法の医療における位置付け，理学療法 ア 内容の(1)のアについては，理学療法の医療における位置付け，理学療

士の関連組織も含めて扱うこと。イについては，リハビリテーションに寄 法士の関連組織も含めて扱うこと。

与する観点から，医療従事者としての心構えや倫理観について扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては，「医師法」などの概要を扱うこと。 イ 内容の(2)のイについては，医師法などの概略にとどめて扱うこと。

［理学療法評価学］ ［理学療法評価学］

１ 目 標 １ 目 標

理学療法評価法に関する知識と技術を習得させ，理学療法を効果的に行う能 理学療法評価法に関する知識と技術を習得させ，理学療法を効果的に行う能

力と態度を育てる。 力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 理学療法評価法 (1) 理学療法評価法

ア 理学療法評価法の基礎 イ 各種の理学療法評価法 ア 理学療法評価法の基礎 イ 各種の理学療法評価法

ウ 理学療法評価法実習 ウ 理学療法評価法実習

(2) 運動学的評価法 (2) 運動学的評価法
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ア 運動学的評価法の基礎 イ 運動・動作の分析の方法 ア 運動学的評価法の基礎 イ 運動・動作の分析の方法

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，基礎的な実習を十分に行うとともに，具体的な症例 ア 指導に当たっては，基礎的な実習を十分に行うとともに，具体的な症例

を取り上げること。また，機械・器具などを工夫して生徒の視覚障害の状 を取り上げること。また，機械・器具などを工夫して生徒の視覚障害の状

態に応じた適切な指導ができるよう配慮すること。 態に応じた適切な指導ができるよう配慮すること。

イ 「理学療法治療学」及び「臨床実習」との関連を図りながら，医学的な イ 「理学療法治療学」及び「臨床実習」との関連を図りながら，医学的な

一般評価，心理学的評価や社会的評価も扱うこと。 一般評価，心理学的評価や社会的評価も扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，運動機能の評価に重点を置いて扱うこと。ま ア 内容の(1)のイについては，運動機能の評価に重点を置いて扱うこと。

た，リスク管理としてのバイタルサインの評価の重要性について十分に指 また，リスク管理としてのバイタルサインの評価の重要性について十分に

導すること。 指導すること。

イ 内容の(2)のイについては，人体の運動に関する基礎的な知識を踏まえ， イ 内容の(2)のイについては，人体の運動に関する基礎的な知識を踏まえ，

各種の疾患や障害の運動学的評価と考察の方法，治療計画への応用などを 各種の疾患や障害の運動学的評価と考察の方法，治療計画への応用などを

扱うこと。 扱うこと。

［理学療法治療学］ ［理学療法治療学］

１ 目 標 １ 目 標

理学療法の治療に関する知識と技術を習得させ，理学療法を適切に行う能力 理学療法の治療に関する知識と技術を習得させ，理学療法を適切に行う能力

と態度を育てる。 と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 運動療法 (1) 運動療法

ア 運動療法の基礎 イ 各種の運動療法 ア 運動療法の基礎 イ 各種の運動療法

ウ 各障害に対する運動療法 エ 運動療法実習 ウ 各障害に対する運動療法 エ 運動療法実習

(2) 物理療法 (2) 物理療法

ア 物理療法の基礎 イ 各種の物理療法 ウ 物理療法実習 ア 物理療法の基礎 イ 各種の物理療法 ウ 物理療法実習

(3) 義肢装具 (3) 義肢装具

ア 義肢装具の基礎 イ 義肢 ウ 装具 ア 義肢装具の基礎 イ 義肢 ウ 装具

エ 義肢装具の実習 エ 義肢装具の実習
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(4) 日常生活活動 (4) 日常生活活動

ア 日常生活活動の基礎 イ 日常生活活動の評価 ア 日常生活活動の基礎 イ 日常生活活動の評価

ウ 日常生活活動の訓練及び指導法 ウ 日常生活活動の訓練及び指導法

(5) 理学療法技術論 (5) 理学療法技術論

ア 理学療法技術論の基礎 イ 疾患別理学療法治療の方法 ア 理学療法技術論の基礎 イ 疾患別理学療法治療の方法

ウ 疾患別理学療法治療の実習 ウ 疾患別理学療法治療の実習

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，基礎実技の実習に重点を置いて実際的に理解させる ア 指導に当たっては，基礎実技の実習に重点を置いて実際的に理解させる

とともに，リスク管理について取り扱うこと。 とともに，リスク管理について取り扱うこと。

イ 内容の(4)については，「地域理学療法学」と関連付けながら指導内容が イ 内容の(4)については，「地域理学療法学」と関連付けながら指導内容が

重複しないよう扱うこと。 重複しないよう扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，疾病や障害に対する運動療法にとどまらず，スポ ア 内容の(1)については，疾病や障害に対する運動療法にとどまらず，ス

ーツ，レクリエーションなども扱うこと。 ポーツ，レクリエーションなども扱うこと。

イ 内容の(5)については，健康増進のための理学療法なども扱うこと。また， イ 内容の(5)については，各種の疾患に対する系統的な理学療法にとどま

診療記録の仕方や管理なども扱うこと。 らず，診療記録の仕方や管理なども扱うこと。

［地域理学療法学］ ［地域理学療法学］

１ 目 標 １ 目 標

地域理学療法に関する知識を習得させ，理学療法を適切に行う能力と態度を 地域理学療法に関する知識を習得させ，理学療法を適切に行う能力と態度を

育てる。 育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 地域理学療法の概要 (1) 地域理学療法の概要

ア 地域理学療法の一般 イ 地域理学療法における理学療法士の役割 ア 地域理学療法の一般 イ 地域理学療法における理学療法士の役割

(2) 地域理学療法各論 (2) 地域理学療法各論

ア 地域理学療法における生活評価 イ 地域理学療法の実際 ア 地域理学療法における生活評価 イ 地域理学療法の実際

ウ 在宅ケアと生活指導 エ リハビリテーション関連機器 ウ 在宅ケアと生活指導 エ リハビリテーション関連機器

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 地域における理学療法を効果的に実践できるようにするため，症例検討 ア 地域における理学療法を効果的に実践できるようにするため，症例検討

や在宅訪問などを取り入れて指導すること。 や在宅訪問などを取り入れて指導すること。

イ 指導に当たっては，「保健・医療・福祉とリハビリテーション」との関連 イ 指導に当たっては，「保健・医療・福祉とリハビリテーション」との関

を図り，内容が重複しないよう配慮すること。 連を図り，内容が重複しないよう配慮すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)のイについては，保健所，福祉施設等における理学療法を扱う ア 内容の(2)のイについては，保健所，福祉施設等における理学療法を扱

こと。ウについては，在宅ケア対象者の介護及び家族を含めた生活指導を うこと。ウについては，在宅ケア対象者の介護及び家族を含めた生活指導

中心に扱うこと。その際，施設等への通院・通所者の在宅ケア等について を中心に扱うこと。

も扱うこと。

［臨床実習］ ［臨床実習］

１ 目 標 １ 目 標

理学療法に必要な知識と技術を総合的に習得させ，理学療法を適切に行う能 理学療法に必要な知識と技術を総合的に習得させ，理学療法を適切に行う能

力と態度を育てる。 力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 理学療法の見学実習 (1) 理学療法の見学実習

ア 医療機関の見学実習 イ その他の施設の見学実習 ア 医療機関の見学実習 イ その他の施設の見学実習

(2) 理学療法の臨床実習 (2) 理学療法の臨床実習

ア 症例観察と評価実習 イ 総合臨床実習 ア 症例観察と評価実習 イ 総合臨床実習

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，生徒が理学療法に対する興味・関心を高めること ア 内容の(1)については，生徒が理学療法に対する興味・関心を高めるこ

ができるよう指導方法を工夫すること。 とができるよう指導方法を工夫すること。

イ 内容の(2)については，各疾患，各障害に対して，偏りなく実習を行うこ イ 内容の(2)については，各疾患，各障害に対して，偏りなく実習を行う

とができるよう病院，施設を選択し，臨床実習指導者との密接な連携を図 ことができるよう病院，施設を選択し，臨床実習指導者との密接な連携を

りながら扱うこと。 図りながら扱うこと。

ウ 臨床実習に当たっては，リスク管理に留意するとともに，生徒の安全と ウ 臨床実習に当たっては，リスク管理に留意するとともに，生徒の安全と

健康管理にも十分留意すること。 健康管理にも十分留意すること。
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(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，地域における様々な施設での理学療法の実際 ア 内容の(1)のイについては，地域における様々な施設での理学療法の実

を見学できるよう配慮して扱うこと。 際を見学できるよう配慮して扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては，臨床に必要な症例報告の書き方や症例研究の イ 内容の(2)のイについては，臨床に必要な症例報告の書き方や症例研究

方法などを含めて扱うこと。 の方法などを含めて扱うこと。

［理学療法情報活用］ ［理学療法情報処理］

１ 目 標 １ 目 標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情報 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情報

の活用に関する知識と技術を習得させ，理学療法の分野で情報及び情報手段を 処理に関する知識と技術を習得させ，理学療法の分野で情報及び情報手段を活

主体的に活用する能力と態度を育てる。 用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報機器と情報の活用 (1) 情報社会とコンピュータ

ア 生活と情報の活用 イ 情報機器の活用分野 ア 生活と情報処理 イ コンピュータの利用分野

ウ 情報通信ネットワーク ウ 情報の価値とモラル

(2) 情報モラルとセキュリティ (2) コンピュータによる情報処理

ア 情報の価値とモラル イ 情報のセキュリティ管理 ア コンピュータの仕組み イ コンピュータの活用

ウ 情報通信ネットワーク

(3) 理学療法と情報機器の活用 (3) 理学療法とコンピュータの活用

ア 理学療法における情報機器活用の目的と意義 ア 理学療法におけるコンピュータ利用の目的と意義

イ 個人情報の管理 ウ 理学療法の現場における情報システム イ 理学療法援助の支援システム

ウ 理学療法管理業務の支援システム エ 地域保健医療情報システム

オ 個人情報の管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 理学療法に関する題材やデータなどを用いた実習を通して，理学療法の ア 指導に当たっては，実習を通して，実践的・体験的に理解させるよう留

分野において情報を主体的に活用できるように指導すること。また，他の 意すること。

理学療法に関する各科目と関連付けて指導すること。

イ 内容の(1)及び(2)については，理学療法に関する題材やデータを用いる
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ことなどにより，理学療法の分野との関連を考慮した指導を行うよう留意

すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，情報化の進展が生活や社会に及ぼす影響，情報の ア 内容の(1)については，生活における情報の意義や役割及びコンピュー

意義や役割及び情報機器の活用分野の概要を扱うとともに，情報通信ネッ タの利用分野の概要について理解させるとともに，著作権やプライバシー

トワークを活用した情報の収集，処理，分析，発信について体験的に扱う の保護，情報発信者の責任など情報モラルの重要性について理解させるこ

こと。また，ネット犯罪など利用上のリスクについても触れること。 と。

イ 内容の(2)については，個人のプライバシーや著作権など知的財産の保護， イ 内容の(2)のイについては，生徒の実態等に応じてアプリケーションソ

収集した情報の管理，発信する情報に対する責任など情報モラル及び情報 フトウェアを選択し，その基本操作を扱うこと。ウについては，情報通信

通信ネットワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要性について扱 ネットワークを活用した情報の収集，処理，発信について体験的に理解さ

うこと。 せること。

ウ 内容の(3)については，理学療法の現場における情報の意義や役割，コン ウ 内容の(3)のイについては，理学療法援助を適切に行うための情報シス

ピュータや医療用電子機器の活用の概要について扱うこと。アについては， テムの活用について具体的に扱うこと。ウ及びエについては，理学療法管

医療用電子機器など測定機器の使用について扱うこと。イについては，理 理業務及び地域保健医療を支援する情報システムの活用状況について理解

学療法の現場における個人情報の管理の実際と重要性について扱うこと。 させること。

ウについては，理学療法援助を適切に行うための情報システムの活用を具

体的に扱うこと。

［課題研究］ ［課題研究］

１ 目 標 １ 目 標

理学療法に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門 理学療法に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門

的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創 的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創

造的な学習態度を育てる。 造的な学習態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 調査，研究，実験 (1) 調査，研究，実験

(2) 職業資格の取得 (2) 職業資格の取得

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)及び(2)の中から個 ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)及び(2)の中から個
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人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容の(1)及 人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容の(1)

び(2)にまたがる課題を設定することができること。 及び(2)にまたがる課題を設定することができること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。 イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的， (1) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的，

具体的に理解させるようにすること。 具体的に理解させるようにすること。

(2) 臨床実習を行うに当たっては，実習施設との連絡調整の下に指導計画を (2) 臨床実習を行うに当たっては，実習施設との連絡調整の下に指導計画を

綿密に作成するとともに，生徒指導に十分留意すること。 綿密に作成するとともに，生徒指導に十分留意すること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 「基礎理学療法学」及び「理学療法治療学」の内容については，相互の (1) 「基礎理学療法学」及び「理学療法治療学」の内容については，相互の

密接な関連を図って取り扱うこと。 密接な関連を図って取り扱うこと。

(2) 「理学療法治療学」及び「地域理学療法学」の内容は，作業療法との関 (2) 「理学療法治療学」及び「地域理学療法学」の内容は，作業療法との関

連に留意して取り扱うこと。 連に留意して取り扱うこと。

(3) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の (3) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の

活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。 活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。

(4) 地域や医療機関等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験 (4) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科

を積極的に取り入れるとともに，社会人講師を積極的に活用するなどの工 目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度

夫に努めること。 等を示したものであり，学校において必要がある場合には，この事項にか

かわらず指導することができること。

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法令等に従い，施設・設備や薬 ３ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環

品等の安全管理に配慮し，学習環境を整えるとともに，事故防止の指導を徹 境を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意する

底し，安全と衛生に十分留意するものとする。 ものとする。

第６款 印 刷 第７款 印 刷

第１ 目 標 第１ 目 標

印刷に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，その社会的意義と 印刷に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，その社会的意義と
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役割を理解させるとともに，情報化社会の一端を担う印刷技術の向上と発展 役割を理解させるとともに，情報化社会の一端を担う印刷技術の向上と発展

を図る能力と実践的な態度を育てる。 を図る能力と実践的な態度を育てる。

第２ 各科目 第２ 各科目

［印刷概論］ ［印刷概論］

１ 目 標 １ 目 標

印刷の原理や沿革と応用分野に関する基礎的な知識を習得させ，印刷の文化 印刷の原理や沿革と応用分野に関する基礎的な知識を習得させ，印刷の文化

的価値を認識させる。 的価値を認識させる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 沿革 (1) 沿革

ア 印刷の歴史 イ 印刷のディジタル化 ア 印刷の歴史 イ 印刷のディジタル化

(2) 各種版式 (2) 各種版式

ア 印刷の機能と方法 イ ＤＴＰ ア 印刷の機能と方法 イ ＤＴＰ

(3) 製版及び印刷の概要 (3) 製版及び印刷の概要

ア 製版方法 イ 写真製版 ウ 校正 エ ＣＴＰ ア 製版方法 イ 写真製版 ウ 校正 エ ＣＴＰ

(4) 企画・編集 (4) 企画・編集

ア 印刷物の企画と設計 イ 原稿作成 ウ ディジタルデータ ア 印刷物の企画と設計 イ 原稿作成 ウ ディジタルデータ

(5) 製本 (5) 製本

ア 製本の基礎 イ 出版の実際 ア 製本の基礎 イ 出版の実際

(6) 印刷商品 (6) 印刷商品

ア 印刷商品の形態と機能 イ 電子出版 ア 印刷商品の形態と機能 イ 電子出版

(7) 印刷技術の利用 (7) 印刷技術の利用

ア 産業分野での印刷 ア 産業分野での印刷

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，印刷に関する教科の基礎科目であることを踏まえ， ア 指導に当たっては，印刷に関する教科の基礎科目であることを踏まえ，

視聴覚教材・教具の活用及び産業現場の見学等により，生徒の学習意欲の 視聴覚教材・教具の活用及び産業現場の見学等により，生徒の学習意欲の

向上に努めること。 向上に努めること。
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イ 内容の(5)については，「印刷総合実習」と関連させながら扱うこと。 イ 内容の(5)については，「印刷総合実習」と関連させながら扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，時代の進展とともに，情報や伝達の手段が変化 ア 内容の(1)については，時代の進展とともに，情報や伝達の手段が変化

していくことを理解させ，印刷の文化的な役割の担い手としての態度の育 していくことを理解させ，印刷の文化的な役割の担い手としての態度の育

成に努めること。 成に努めること。

イ 内容の(3)については，製版及び印刷の作業手順，コンピュータを利用 イ 内容の(3)については，製版及び印刷の作業手順，コンピュータを利用

した印刷物の製作等について触れること。 した印刷物の製作等について触れること。

ウ 内容の(6)については，印刷商品の生産流通，消費などの生活環境の変 ウ 内容の(6)については，印刷商品の生産流通，消費などの生活環境の変

化についてその概要を扱うこと。 化についてその概要を扱うこと。

エ 内容の(7)については，生徒の実態に応じて，特殊印刷や高品位印刷な エ 内容の(7)については，生徒の実態に応じて，特殊印刷や高品位印刷な

どについて触れること。 どについて触れること。

［写真製版］ ［写真製版］

１ 目 標 １ 目 標

写真及びコンピュータを応用した製版及び印刷の技術に関する基礎的な知識 写真及びコンピュータを応用した製版及び印刷の技術に関する基礎的な知識

を習得させ，これを印刷に応用する能力と態度を育てる。 を習得させ，これを印刷に応用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 写真製版の概要 (1) 写真製版の概要

ア 製版カメラの機能と操作 イ モノクロ製版とカラー製版 ア 製版カメラの機能と操作 イ モノクロ製版とカラー製版

ウ コンピュータ製版 ウ コンピュータ製版

(2) 平版製版 (2) 平版製版

ア 平版製版の種類 イ 製版工程と製版材料 ア 平版製版の種類 イ 製版工程と製版材料

(3) 凸版製版 (3) 凸版製版

ア 凸版製版の種類 イ 製版工程と製版材料 ア 凸版製版の種類 イ 製版工程と製版材料

(4) 凹版製版 (4) 凹版製版

ア 凹版製版の種類 イ 製版工程と製版材料 ア 凹版製版の種類 イ 製版工程と製版材料

(5) 電子製版 (5) 電子製版

ア スキャナの機能 イ 色分解と色再現 ア スキャナの機能 イ 色分解と色再現

(6) その他の製版 (6) その他の製版
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，｢印刷概論｣，「写真化学・光学」，「画像技術」及び ア 指導に当たっては，｢印刷概論｣，「写真化学・光学」，「画像技術」及び

「印刷総合実習｣と関連させながら取り扱い，写真製版の基礎的な知識や技 「印刷総合実習｣と関連させながら取り扱い，写真製版の基礎的・基本的

術の習得を促すよう留意すること。 な知識や技術の習得を促すよう留意すること。

イ 内容の(5)については，スキャナによる電子製版に関して，「印刷総合実 イ 内容の(5)については，スキャナによる電子製版に関して，「印刷総合実

習」と関連させながら扱うこと。 習」と関連させながら扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，コンピュータを活用し，イメージセッタにより ア 内容の(1)については，コンピュータを活用し，イメージセッタにより

製版する方法について具体的に扱うこと。 製版する方法について具体的に扱うこと。

イ 内容の(2)については，生徒の実態に応じて，オフセット印刷における イ 内容の(2)については，生徒の実態に応じて，オフセット印刷における

最新の技術について触れること。 最新の技術について触れること。

ウ 内容の(6)については，写真製版を応用した技術やＣＴＰ，ＤＴＰ等の ウ 内容の(6)については，写真製版を応用した技術やＣＴＰ，ＤＴＰ等の

製版方法に触れること。 製版方法に触れること。

［印刷機械・材料］ ［印刷機械・材料］

１ 目 標 １ 目 標

製版及び印刷に用いられる機械・器具及び材料等に関する基礎的な知識を習 製版及び印刷に用いられる機械・器具及び材料等に関する基礎的な知識を習

得させ，その適切な選択と使用及び保守・管理を行う能力と態度を育てる。 得させ，その適切な選択と使用及び保守・管理を行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 各種印刷機械の構造と分類 (1) 各種印刷機械の構造と分類

ア 構造と機能 イ コンピュータと印刷関連機器 ア 構造と機能 イ コンピュータと印刷関連機器

(2) 製本機械，紙器加工機械及びその他の製版印刷機器類 (2) 製本機械，紙器加工機械及びその他の製版印刷機器類

ア 製本機械 イ 紙器加工機械 ウ 製版印刷機 ア 製本機械 イ 紙器加工機械 ウ 製版印刷機

エ オンデマンドプリンタ エ オンデマンドプリンタ

(3) 印刷用紙 (3) 印刷用紙

ア 製紙工程 イ 紙の種類，特性，規格 ア 製紙工程 イ 紙の種類，特性，規格

(4) 印刷用インキ類 (4) 印刷用インキ類

(5) 印刷写真用材料・薬品 (5) 印刷写真用材料・薬品
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ア 写真感光材料 イ 現像処理材料 ウ 製版印刷材料 ア 写真感光材料 イ 現像処理材料 ウ 製版印刷材料

エ 磁気記録材料 エ 磁気記録材料

(6) その他の製版印刷用材料 (6) その他の製版印刷用材料

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，実験・実習を通して，実際的，具体的に理解させる ア 指導に当たっては，実験・実習を通して，実際的，具体的に理解させる

ようにすること。 ようにすること。

イ 内容の(6)については，材料相互の関連を考えさせながら，製版印刷用 イ 内容の(6)については，材料相互の関連を考えさせながら，製版印刷用

材料を活用する能力の育成に努めること。 材料を活用する能力の育成に努めること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)及び(2)については，各種機械・機器の扱い方，整備，保守等 ア 内容の(1)及び(2)については，各種機械・機器の扱い方，整備，保守等

について具体的に扱うこと。 について具体的に扱うこと。

イ 内容の(3)については，紙とインキのトラブルやその対応策に触れること。 イ 内容の(3)については，紙とインキのトラブルやその対応策に触れるこ

と。

ウ 内容の(4)については，印刷用のインキの組成と特徴について具体的に扱 ウ 内容の(4)については，印刷用のインキの組成と特徴について具体的に

うこと。 扱うこと。

エ 内容の(5)については，それぞれの材料に関して，その特徴や用途を重点 エ 内容の(5)については，それぞれの材料に関して，その特徴や用途を重

的に扱うこと。 点的に扱うこと。

オ 内容の(3)，(4)及び(5)については，自然及び環境保護等について触れる

こと。

［印刷デザイン］ ［印刷デザイン］

１ 目 標 １ 目 標

グラフィックデザイン分野における図案・製図に関する基礎的な知識と技術 グラフィックデザイン分野における図案・製図に関する基礎的な知識と技術

を習得させ，これを印刷に応用する能力と感性を養う。 を習得させ，これを印刷に応用する能力と感性を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 色の体系 (1) 色の体系

ア 色の三属性 イ 感情効果 ウ 配色 エ 混色と知覚 ア 色の三属性 イ 感情効果 ウ 配色 エ 混色と知覚

(2) フィニッシュワークの基礎 (2) フィニッシュワークの基礎
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(3) 構成の原理 (3) 構成の原理

ア ハーモニー イ バランス ウ リズム ア ハーモニー イ バランス ウ リズム

(4) レタリング (4) レタリング

ア 書体の役割 イ 文字の基本と書き方 ウ バランス ア 書体の役割 イ 文字の基本と書き方 ウ バランス

(5) ポスター (5) ポスター

ア 伝達の内容 イ 造形的な表現 ア 伝達の内容 イ 造形的な表現

(6) コンピュータによる画像構成 (6) コンピュータによる画像構成

ア コンピュータグラフィックスの意義と技法 ア コンピュータグラフィックスの意義と技法

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，特に生徒の感性を養い，芸術性を考慮した表現がで ア 指導に当たっては，特に生徒の感性を養い，芸術性を考慮した表現がで

きるよう留意すること。 きるよう留意すること。

イ 内容の(1)及び(2)については，実習を通して，実際的，具体的に理解さ イ 内容の(1)及び(2)については，実習を通して，実際的，具体的に理解さ

せるようにすること。 せるようにすること。

ウ 内容の(3)については，平面構成を中心に，デザイン制作に役立つよう ウ 内容の(3)については，平面構成を中心に，デザイン制作に役立つよう

指導すること。 指導すること。

エ 内容の(4)から(6)までについては，具体的な資料の活用や作品の鑑賞な エ 内容の(4)から(6)までについては，具体的な資料の活用や作品の鑑賞な

どを通して，生徒が意欲的に作品制作を行うことができるようにすること。 どを通して，生徒が意欲的に作品制作を行うことができるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，ポスターカラー，カラーインキ，色紙など多様 ア 内容の(1)については，ポスターカラー，カラーインキ，色紙など多様

な種類の材料の使用に留意すること。 な種類の材料の使用に留意すること。

イ 内容の(2)については，生徒の実態に応じて，製図機器が適切に使用で イ 内容の(2)については，生徒の実態に応じて，製図機器が適切に使用で

きるようにすること。 きるようにすること。

ウ 内容の(4)については，生徒の実態に応じて，レタリングの活用の実際 ウ 内容の(4)については，生徒の実態に応じて，レタリングの活用の実際

についても触れること。 についても触れること。

［写真化学・光学］ ［写真化学・光学］

１ 目 標 １ 目 標

一般写真の化学及び光学に関する基礎的な知識を習得させ，これを印刷に応 一般写真の化学及び光学に関する基礎的な知識を習得させ，これを印刷に応
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用する能力と態度を育てる。 用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 光及び色彩 (1) 光及び色彩

ア 光学的な理論と実験 イ 色彩理論 ア 光学的な理論と実験 イ 色彩理論

(2) カメラ原理 (2) カメラ原理

ア カメラの構造 イ カメラの選択と使用，管理 ア カメラの構造 イ カメラの選択と使用，管理

(3) 一般写真用感光材料 (3) 一般写真用感光材料

ア 各種感光物質 イ 光化学反応 ア 各種感光物質 イ 光化学反応

(4) 現像処理 (4) 現像処理

ア 各種薬品の性質と使用法 イ 現像液の調合 ア 各種薬品の性質と使用法 イ 現像液の調合

(5) 製版用光源 (5) 製版用光源

ア 特性 イ 使用と管理 ア 特性 イ 使用と管理

(6) 製版カメラ (6) 製版カメラ

ア 構造と特性 イ 操作と管理 ア 構造と特性 イ 操作と管理

(7) 製版用感光材料 (7) 製版用感光材料

ア 特性 イ 使用と管理 ア 特性 イ 使用と管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，実験・実習，観察等を通して，一般写真の化学及び ア 指導に当たっては，実験・実習，観察等を通して，一般写真の化学及び

光学に関する基礎的な知識や技術が習得されるよう留意すること。 光学に関する基礎的・基本的な知識や技術が習得されるよう留意するこ

と。

イ 内容の(3)については，カラー写真に関して，「写真製版」と関連させな イ 内容の(3)については，カラー写真に関して，「写真製版」と関連させな

がら扱うこと。 がら扱うこと。

ウ 内容の(5)及び(7)については，各種製版用光源の特性と使用感光材料の ウ 内容の(5)及び(7)については，各種製版用光源の特性と使用感光材料の

性質とを関連させながら扱うこと。 性質とを関連させながら扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(3)については，各種感光物質の組成や光化学反応の理論等の概 ア 内容の(3)については，各種感光物質の組成や光化学反応の理論等の概

要を扱うこと。 要を扱うこと。

イ 内容の(6)については，内容の(2)との関連を図り，製版カメラの構造， イ 内容の(6)については，内容の(2)との関連を図り，製版カメラの構造，
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特性等を重点的に扱うこと。 特性等を重点的に扱うこと。

［文書処理・管理］ ［文書処理・管理］

１ 目 標 １ 目 標

文書処理・管理に関する知識と技術を習得させ，これを印刷に応用する能力 文書処理・管理に関する知識と技術を習得させ，これを印刷に応用する能力

と態度を育てる。 と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 各種文書 (1) 各種文書

ア 種類と形態 ア 種類と形態

(2) 文書構成 (2) 文書構成

ア 構成要素の配置 イ 文書作成の要領 ア 構成要素の配置 イ 文書作成の要領

(3) コンピュータの活用 (3) ワードプロセッサ等の機能と活用

ア コンピュータの機能 イ 応用文書の作成 ア ワードプロセッサの構造と機能 イ 応用文書の作成

(4) 機器の管理 (4) 機器の管理

ア 使用機器の管理 イ 周辺装置の管理 ア 使用機器の管理 イ 周辺装置の管理

(5) 文書の整理と保管 (5) 文書の整理と保管

ア 文書情報の活用 イ 機密保持 ア 文書情報の活用 イ 機密保持

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，コンピュータの操作に習熟するとともに，文書の作 ア 指導に当たっては，ワードプロセッサ等の操作に習熟するとともに，文

成や管理についての実践的な態度の育成や能力の向上に留意すること。 書の作成や管理についての実践的な態度の育成や能力の向上に留意するこ

と。

イ 内容の(1)から(3)までについては，相互に関連付けながら指導し，コン イ 内容の(1)から(3)までについては，相互に関連付けながら指導し，ワー

ピュータを使用して，適切に文書が作成できるようにすること。 ドプロセッサ等を使用して，適切に文書が作成できるようにすること。

ウ 内容の(5)については，情報の活用や整理方法及び機密保持などの観点 ウ 内容の(5)については，情報の活用や整理方法及び機密保持などの観点

から，文書管理の意義が理解できるようにすること。 から，文書管理の意義が理解できるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(5)については，文書ファイリングの必要性と方法，各種記憶媒 ア 内容の(5)については，文書ファイリングの必要性と方法，各種記憶媒

体による文書管理や文書交換の概要を扱うこと。 体による文書管理や文書交換の概要を扱うこと。
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［印刷情報技術基礎］ ［印刷情報技術基礎］

１ 目 標 １ 目 標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情報 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情報

の活用に関する知識と技術を習得させ，印刷の分野で情報及び情報手段を主体 処理に関する知識と技術を習得させ，印刷の分野で情報及び情報手段を活用す

的に活用する能力と態度を育てる。 る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報社会と情報機器 (1) 情報社会とコンピュータ

ア 情報社会 イ 情報機器の活用分野 ア 生活と情報処理 イ コンピュータの利用分野

ウ 情報の価値とモラル

(2) 情報モラルとセキュリティ

ア 情報の価値とモラル イ 情報のセキュリティ管理

(3) 情報機器と情報通信ネットワーク (2) コンピュータによる情報処理

ア 情報機器の仕組み イ プログラミング ウ 情報機器の活用 ア コンピュータの仕組み イ プログラミング

エ 情報通信ネットワークの仕組み ウ コンピュータの活用 エ 情報通信ネットワーク

(4) 印刷と情報機器の活用 (3) 印刷とコンピュータの活用

ア 印刷における情報機器の活用の目的と意義 ア 印刷におけるコンピュータ利用の目的と意義

イ 印刷における情報機器の活用の実際 ウ 個人情報の管理 イ 印刷におけるコンピュータ活用の実際 ウ 個人情報の管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，情報機器を印刷に応用するための基礎的な知識と技 ア 指導に当たっては，コンピュータを印刷に応用するための基礎的・基本

術の習得を図ること。また，実習を通して，実践的・体験的に理解させる 的な知識と技術の習得を図ること。また，実習を通して，実践的・体験的

よう留意すること。 に理解させるよう留意すること。

イ 印刷に関する題材やデータなどを用いた実習を通して，印刷の分野にお イ 内容の(1)及び(2)については，印刷に関する題材やデータを用いること

いて情報を主体的に活用できるように指導すること。また，他の印刷に関 などにより，印刷との関連を考慮した指導を行うよう留意すること。

する各科目と関連付けて指導すること。

ウ 内容の(4)については，「画像技術」及び「印刷総合実習」と関連させな ウ 内容の(3)については，「画像技術」及び「印刷総合実習」と関連させな

がら扱うこと。 がら扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。
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ア 内容の(1)については，情報化の進展が生活や社会に及ぼす影響，情報の ア 内容の(1)については，生活における情報の意義や役割及びコンピュー

意義や役割及び情報機器の活用分野の概要を扱うこと。 タの利用分野の概要について理解させるとともに，情報を扱う者の責任や

基本的なルールについて扱うこと。

イ 内容の(2)については，個人のプライバシーや著作権など知的財産の保護，

収集した情報の管理，発信する情報に対する責任など情報モラル及び情報

通信ネットワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要性について扱

うこと。

ウ 内容の(3)のイについては，基本的な各種プログラム言語の機能とその利 イ 内容の(2)のイについては，基本的な各種プログラム言語の機能とその

用方法について扱うこと。ウについては，生徒の実態に応じてアプリケー 利用方法について扱うこと。ウについては，生徒の実態に応じてアプリケ

ションソフトウェアを選択し，その基本操作を扱うこと。エについては， ーションソフトウェアを選択し，その基本操作を扱うこと。エについて

情報通信ネットワークを活用した情報の収集，処理，発信について体 は，情報通信ネットワークを活用した情報の収集，処理，発信につい

験的に理解させること。 て体験的に理解させること。

エ 内容の(4)については，生徒の実態に応じて，印刷に関する分野における ウ 内容の(3)については，生徒の実態に応じて，印刷に関する分野におけ

最新の情報機器の活用についても触れること。 る最新のコンピュータ活用についても触れること。

［画像技術］ ［画像技術］

１ 目 標 １ 目 標

コンピュータを利用した画像技術に関する知識と技術を習得させ，印刷の技 コンピュータを利用した画像技術に関する知識と技術を習得させ，印刷の技

術革新に対応できる能力と態度を育てる。 術革新に対応できる能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 画像技術の基礎 (1) 画像技術の基礎

ア 文字と画像 イ ２進法 ウ 加法混色，減法混色 ア 文字と画像 イ ２進法 ウ 加法混色，減法混色

(2) 画像の記憶と再現 (2) 画像の記憶と再現

ア 文字や画像と電気信号 イ ビットの意味 ア 文字や画像と電気信号 イ ビットの意味

(3) コンピュータによる画像処理 (3) コンピュータによる画像処理

ア 文字や図形の処理 イ スキャナの原理 ア 文字や図形の処理 イ スキャナの原理

(4) 画像の伝送 (4) 画像の伝送

ア 画像伝送の原理 イ 伝送法 ア 画像伝送の原理 イ 伝送法
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ウ 圧縮技術とインフラストラクチャー ウ 圧縮技術とインフラストラクチャー

(5) 印刷における画像技術 (5) 印刷における画像技術

ア 文字と画像の処理システム イ トータルスキャナシステム ア 文字と画像の処理システム イ トータルスキャナシステム

ウ 入力機器と出力機器 ウ 入力機器と出力機器

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，「印刷概論」，「印刷機械・材料」，「印刷情報技術基 ア 指導に当たっては，「印刷概論」，「印刷機械・材料」，「印刷情報技術基

礎」及び「印刷総合実習」と関連させながら，コンピュータを活用し画像 礎」及び「印刷総合実習」と関連させながら，コンピュータを活用し画像

処理の基礎的な知識と技術を習得させること。また，産業現場の見学や実 処理の基礎的・基本的な知識と技術を習得させること。また，産業現場の

習等指導方法の工夫に努めること。 見学や実習等指導方法の工夫に努めること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，文字と画像をコンピュータ上で扱う際の基礎的 ア 内容の(1)については，文字と画像をコンピュータ上で扱う際の基礎的

な知識，技術，印刷における画像処理に必要な加法混色，減法混色の概要 な知識，技術，印刷における画像処理に必要な加法混色，減法混色の概要

について扱うこと。 について扱うこと。

イ 内容の(3)については，各種機器を活用したコンピュータにおける画像 イ 内容の(3)については，各種機器を活用したコンピュータにおける画像

表現の概要について扱うこと。 表現の概要について扱うこと。

ウ 内容の(4)については，ファクシミリ等のアナログ伝送の原理，データ ウ 内容の(4)については，ファクシミリ等のアナログ伝送の原理，データ

のディジタル伝送の原理等，画像伝送の基礎的な内容を扱うこと。 のディジタル伝送の原理等，画像伝送の基礎的事項を扱うこと。

エ 内容の(5)については，生徒の実態に応じて，ＤＴＰ等の文字と画像の エ 内容の(5)については，生徒の実態に応じて，ＤＴＰ等の文字と画像の

処理システムについて扱うこと。 処理システムについて扱うこと。

［印刷総合実習］ ［印刷総合実習］

１ 目 標 １ 目 標

印刷に関する知識と技術を総合的に習得させ，これを実際の印刷において活 印刷に関する知識と技術を総合的に習得させ，これを実際の印刷において活

用する能力と態度を育てる。 用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 組版実習 (1) 組版実習

ア 文字組版実習 イ 電子組版実習 ウ 作図作業実習 ア 文字組版実習 イ 電子組版実習 ウ 作図作業実習

(2) 製版実習 (2) 製版実習
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ア 平版実習 イ 写真製版実習 ウ 刷版製版実習 ア 平版実習 イ 写真製版実習 ウ 刷版製版実習

(3) 印刷実習 (3) 印刷実習

ア オフセット印刷実習 イ 凸版印刷実習 ア オフセット印刷実習 イ 凸版印刷実習

ウ グラビア印刷実習 エ 孔版印刷実習 オ 特殊印刷実習 ウ グラビア印刷実習 エ 孔版印刷実習 オ 特殊印刷実習

(4) 文書処理実習 (4) 文書処理実習

(5) 情報技術実習 (5) 情報技術実習

ア プログラミング実習 イ 制御，通信に関する実習 ア プログラミング実習 イ 制御，通信に関する実習

ウ 印刷の応用に関する実習 ウ 印刷の応用に関する実習

(6) 画像技術実習 (6) 画像技術実習

ア カラースキャナに関する実習 イ 色再現に関する実習 ア カラースキャナに関する実習 イ 色再現に関する実習

(7) その他印刷に関する実習 (7) その他印刷に関する実習

ア 製本や加工に関する実習 ア 製本や加工に関する実習

イ コンピュータによる製版印刷に関する実習 イ コンピュータによる製版印刷に関する実習

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，他の印刷に関する科目との関連を図り，企画から納 ア 指導に当たっては，他の印刷に関する科目との関連を図り，企画から納

品までの流れを総合的に理解できるよう留意すること。 品までの流れを総合的に理解できるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については，写真製版やコンピュータによる製版に重点を置 ア 内容の(2)については，写真製版やコンピュータによる製版に重点を置

いて行うこと。 いて行うこと。

イ 内容の(3)については，平版印刷のうちオフセット印刷を中心に行うこと。 イ 内容の(3)については，平版印刷のうちオフセット印刷を中心に行うこ

と。

ウ 内容の(4)については，文書の作成，受信，発信，整理，保管等文書処理 ウ 内容の(4)については，文書の作成，受信，発信，整理，保管等文書処

に関する課題を設定した実習を中心に行うこと。 理に関する課題を設定した実習を中心に行うこと。

エ 内容の(6)については，電子的に色分解する技術と知識を養うとともに， エ 内容の(6)については，電子的に色分解する技術と知識を養うとともに，

適切なカラー原稿の見方や各種色再現について扱うこと。 適切なカラー原稿の見方や各種色再現について扱うこと。

［課題研究］ ［課題研究］

１ 目 標 １ 目 標



- 高 88 -

印刷に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的な 印刷に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的な

知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創造的 知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創造的

な学習態度を育てる。 な学習態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 調査，研究，実験 (1) 調査，研究，実験

(2) 作品製作 (2) 作品製作

(3) 産業現場等における実習 (3) 産業現場等における実習

(4) 職業資格の取得 (4) 職業資格の取得

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中か ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中か

ら個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容の ら個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容の

(1)から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができるこ (1)から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができるこ

と。 と。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。 イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的， (1) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的，

具体的に理解させるようにすること。 具体的に理解させるようにすること。

(2) 指導に当たっては，職業人としての心構えや倫理観の育成に留意するこ

と。

(3) 「課題研究」については，年間指導計画に定めるところに従い，必要に (2) 「課題研究」については，年間指導計画に定めるところに従い，必要に

応じて弾力的に授業時間を配当することができること。 応じて弾力的に授業時間を配当することができること。

(4) 地域や産業界との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験を積 (3) 地域や産業界との連携を図り，就業体験を積極的に取り入れるとともに，

極的に取り入れるとともに，社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に 社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

努めること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の内容については，技術革新の進展に対応し，新技術を導入する (1) 各科目の内容については，技術革新の進展に対応し，新技術を導入する



- 高 89 -

ことが大切であるが，生徒の実態に応じて，適切な指導内容の精選に努め ことが大切であるが，必要以上に高度なものを取り扱うことは避けるとと

ること。 もに，生徒の実態に応じた指導内容の精選に努めること。

(2) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の (2) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の

活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。 活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。

(3) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科

目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度

等を示したものであり，学校において必要がある場合には，この事項にか

かわらず指導することができること。

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法令等に従い，施設・設備や薬 ３ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環

品等の安全管理に配慮し，学習環境を整えるとともに，事故防止の指導を徹 境を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意する

底し，安全と衛生に十分留意すること。また，廃液処理の指導を徹底し，自 ものとする。

然環境の保護に十分留意するものとする。

第７款 理容・美容 第８款 理容・美容

第１ 目 標 第１ 目 標

理容・美容に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，その社会的 理容・美容に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，その社会的

意義と役割を理解させるとともに，理容・美容を通して，公衆衛生の向上に 意義と役割を理解させるとともに，理容・美容を通して，公衆衛生の向上に

寄与する能力と態度を育てる。 寄与する力と態度を育てる。

第２ 各科目 第２ 各科目

［理容・美容関係法規］ ［理容・美容関係法規］

１ 目 標 １ 目 標

理容・美容に関する法規及び制度について理解させ，理容・美容業を適切に 理容・美容に関する法規及び制度について理解させ，理容・美容業を適切に

行うために必要な能力と態度を育てる。 行うために必要な能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 衛生行政 (1) 衛生行政

ア 衛生行政の仕組みと意義 イ 保健所の組織と活動 ア 衛生行政の仕組みと意義 イ 保健所の組織と活動
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(2) 理容師法及び美容師法 (2) 理容師法及び美容師法

ア 沿革と目的 イ 理容師及び美容師の資格 ア 沿革と目的 イ 理容師及び美容師の資格

ウ 理容所及び美容所の開設 エ 罰則規定 ウ 理容所及び美容所の開設 エ 罰則規定

(3) 関係法規 (3) 関係法規

ア 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律 ア 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律

イ 消費者保護関係法規 イ 消費者保護関係法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)及び(2)については，理容所や美容所，保健所の見学等を通し ア 内容の(1)及び(2)については，理容所や美容所，保健所の見学等を通

て，理容師や美容師の役割や理容・美容業の意義についての自覚を促すよ して，理容師や美容師の役割や理容・美容業の意義についての自覚を促す

うにすること。 ようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，衛生行政の組織のうち，特に，理容・美容業と ア 内容の(1)については，衛生行政の組織のうち，特に，理容・美容業と

関係の深い保健所の組織と活動を重点的に扱うこと。 関係の深い保健所の組織と活動を重点的に扱うこと。

イ 内容の(2)については，特に理容師や美容師の業務上の遵守事項等につ イ 内容の(2)については，特に理容師や美容師の業務上の遵守事項等につ

いて扱うこと。 いて扱うこと。

ウ 内容の(3)については，理容・美容の業務との関連を図り，関係法規の ウ 内容の(3)については，理容・美容の業務との関連を図り，関係法規の

概要について扱うこと。 概要について扱うこと。

［衛生管理］ ［衛生管理］

１ 目 標 １ 目 標

環境衛生の意義と目的について理解させるとともに，感染症の予防，消毒法 環境衛生の意義と目的について理解させるとともに，感染症の予防，消毒法

に関する知識と技術を総合的に習得させ，理容・美容を適切に行う能力と態度 に関する知識と技術を総合的に習得させ，理容・美容を適切に行う能力と態度

を育てる。 を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 公衆衛生概説 (1) 公衆衛生概説

ア 公衆衛生の意義と歴史 イ 保健所と理容・美容業 ア 公衆衛生の意義と歴史 イ 保健所と理容・美容業

(2) 環境衛生 (2) 環境衛生

ア 環境衛生概論 イ 環境衛生各論 ア 環境衛生概論 イ 環境衛生各論
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ウ 理容所及び美容所における環境衛生 ウ 理容所及び美容所における環境衛生

(3) 感染症 (3) 感染症

ア 感染症の種類と発生原因 イ 感染症の予防 ア 感染症の種類と発生原因 イ 感染症の予防

ウ 理容・美容と感染症 ウ 理容・美容と感染症

(4) 衛生管理技術 (4) 衛生管理技術

ア 消毒の意義と目的 イ 消毒法の種類 ウ 消毒法の実際 ア 消毒の意義と目的 イ 消毒法の種類 ウ 消毒法の実際

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，「理容・美容保健」と関連させながら，理容・美容 ア 指導に当たっては，「理容・美容保健」と関連させながら，理容・美容

業における衛生措置の実際的な知識と技術の習得を図ること。 業における衛生措置の実際的な知識と技術の習得を図ること。

イ 内容の(4)については，器具の消毒が，理容・美容の業務を衛生的に行 イ 内容の(4)については，器具の消毒が，理容・美容の業務を衛生的に行

う上で，特に重要なものであることから，実験・実習を通して，その意義 う上で，特に重要なものであることから，実験・実習を通して，その意義

を理解させ，消毒に関して必要な適切な技術等の習得に努めること。 を理解させ，消毒に関して必要な適切な技術等の習得に努めること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，公衆衛生と理容・美容業との結び付き，理容師 ア 内容の(1)については，公衆衛生と理容・美容業との結び付き，理容師

や美容師の責務，保健所の業務等を重点的に扱うこと。 や美容師の責務，保健所の業務等を重点的に扱うこと。

イ 内容の(2)については，環境と健康，衣食住の衛生，廃棄物処理と環境 イ 内容の(2)については，環境と健康，衣食住の衛生，廃棄物処理と環境

保全等を重点的に扱うこと。 保全等を重点的に扱うこと。

ウ 内容の(3)については，感染症の種類等，理容・美容と関係の深い事項 ウ 内容の(3)については，感染症の種類等，理容・美容と関係の深い事項

を重点的に扱うこと。 を重点的に扱うこと。

エ 内容の(4)については，消毒器具の取扱い，消毒薬の保管方法等の概要 エ 内容の(4)については，消毒器具の取扱い，消毒薬の保管方法等の概要

を扱うこと。 を扱うこと。

［理容・美容保健］ ［理容・美容保健］

１ 目 標 １ 目 標

人体，皮膚及び皮膚付属器官の構造と機能に関する科学的，系統的な知識を 人体，皮膚及び皮膚付属器官の構造と機能に関する科学的，系統的な知識を

総合的に習得させ，理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。 総合的に習得させ，理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 人体の構造と機能 (1) 人体の構造と機能
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ア 人体の構造 イ 人体の調整機能 ウ 骨格，筋 ア 人体の構造 イ 人体の調整機能 ウ 骨格，筋

エ 循環，呼吸 オ 消化，排泄 カ 神経と感覚器 エ 循環，呼吸 オ 消化，排泄
せつ せつ

(2) 皮膚及び皮膚付属器官の構造と機能 (2) 皮膚及び皮膚付属器官の構造と機能

ア 構造 イ 生理作用 ア 構造 イ 生理作用

(3) 皮膚及び皮膚付属器官の疾患 (3) 皮膚及び皮膚付属器官の疾患

ア 皮膚に影響を及ぼす因子 イ 保護と手入れ ウ 疾患 ア 皮膚に影響を及ぼす因子 イ 保護と手入れ ウ 疾患

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，各種の模型や標本の活用，ビデオ教材等の工夫によ ア 指導に当たっては，各種の模型や標本の活用，ビデオ教材等の工夫に

って，専門的な知識の習得を図ること。 よって，専門的な知識の習得を図ること。

イ 内容の(2)及び(3)については，「理容・美容の物理・化学」や「衛生管 イ 内容の(2)及び(3)については，「理容・美容の物理・化学」と関連させ

理」と関連させながら，皮膚疾患とその感染経路，病原菌と消毒法及び予 ながら，皮膚疾患とその感染経路，病原菌と消毒法及び予防法に関する的

防法に関する的確な知識と技術を習得させること。 確な知識と技術を習得させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，人体の構造と機能に関する基礎的な内容を，各 ア 内容の(1)については，人体の構造と機能に関する基礎的・基本的な事

器官の疾病と保健に関連させながら扱うこと。 項を，各器官の疾病と保健に関連させながら扱うこと。

イ 内容の(2)については，皮膚及び皮膚付属器官の構造や生理作用の概要 イ 内容の(2)については，皮膚及び皮膚付属器官の構造や生理作用の概要

を指導するとともに，特に，毛髪の保健衛生については重点的に扱うこと。 を指導するとともに，特に，毛髪の保健衛生については重点的に扱うこ

と。

ウ 内容の(3)については，皮膚及び皮膚付属器官に影響を与える因子，そ ウ 内容の(3)については，皮膚及び皮膚付属器官に影響を与える因子，そ

の性状に合った保護と手入れの方法等を重点的に指導すること。 の性状に合った保護と手入れの方法等を重点的に指導すること。

［理容・美容の物理・化学］ ［理容・美容の物理・化学］

１ 目 標 １ 目 標

理容・美容器具や香粧品等に関する科学的知識を習得させ，理容・美容を適 理容・美容器具や香粧品等に関する科学的知識を習得させ，理容・美容を適

切に行う能力と態度を育てる｡ 切に行う能力と態度を育てる｡

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 理容・美容に関する物理 (1) 理容・美容に関する物理

ア 力，熱，光 イ 理容・美容と機械・器具 ア 力，熱，光 イ 理容・美容と機械・器具
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(2) 香粧品に関する化学 (2) 香粧品に関する化学

ア 物質の構造 イ 化学反応と化合物 ウ 水と金属 ア 物質の構造 イ 化学反応と化合物 ウ 香粧品の種類と原料

エ 香粧品概論 オ 香粧品の種類と原料 エ 基礎香粧品の使用目的と取扱い

カ 基礎香粧品の使用目的と取扱い

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，実験・実習や観察を重視するとともに，「理容・美 ア 指導に当たっては，実験・実習や観察を重視するとともに，「理容・美

容保健」，｢理容実習」及び「美容実習」と関連させながら，実際的な知識 容保健」，｢理容実習」及び「美容実習」と関連させながら，実際的な知識

の習得を図ること。 の習得を図ること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，熱伝導，光，電磁気など理容・美容にかかわり ア 内容の(1)については，熱伝導，光，電磁気など理容・美容にかかわり

のある物理の基本的な原理と機械・器具の構造や機能を関連させながら， のある物理の基本的な原理と機械・器具の構造や機能を関連させながら，

その操作方法について扱うこと。 その操作方法について扱うこと。

イ 内容の(2)については，溶液の性質，香粧品の原料，洗浄剤の種類等， イ 内容の(2)については，溶液の性質，香粧品の原料，洗浄剤の種類等，

香粧品に関する化学及び化粧品の成分の変更等の概要を扱うこと。 香粧品に関する化学の概要を扱うこと。

［理容・美容文化論］ ［理容・美容文化論］

１ 目 標 １ 目 標

理容・美容の業務を行うために必要な美的感覚を身に付けるとともに，豊か 理容・美容の業務を行うために必要な美的感覚を身に付けるとともに，豊か

な表現力と鑑賞力を養う。 な表現力と鑑賞力を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 理容・美容文化史 (1) 理容・美容文化史

ア 理容・美容の変遷 イ 流行の影響 ア 理容・美容の変遷 イ 流行の影響

(2) 理容・美容デザイン (2) 理容・美容デザイン

ア 造形の意義と応用 イ 色彩の意義と応用 ア 造形の意義と応用 イ 色彩の意義と応用

(3) 服飾 (3) 服飾

ア 服飾の歴史 イ 理容・美容業と服飾 ア 服飾の歴史 イ 理容・美容業と服飾

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。
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ア 指導に当たっては，美的感覚，表現力，鑑賞力を養うために，芸術科等 ア 指導に当たっては，美的感覚，表現力，鑑賞力を養うために，芸術科

と関連させながら指導すること。また，生徒の興味・関心に即して，見学 等と関連させながら指導すること。また，生徒の興味・関心に即して，

の機会を設けるなどして，ファッションを概括的に取り扱うこと。 見学の機会を設けるなどして，ファッションを概括的に取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，時代や地域を象徴するファッションを基に，そ ア 内容の(1)については，時代や地域を象徴するファッションを基に，そ

の特徴や時代背景等について扱うこと。 の特徴や時代背景等について扱うこと。

イ 内容の(2)については，色彩や造形の原理等，基礎的な内容を中心に， イ 内容の(2)については，色彩や造形の原理等，基礎的・基本的な事項を

理容・美容と関連させながら扱うこと。 中心に，理容・美容と関連させながら扱うこと。

ウ 内容の(3)については，時代や地域を象徴する服飾を基に，その特徴や ウ 内容の(3)については，時代や地域を象徴する服飾を基に，その特徴や

機能，ファッション性等の概要を扱うこと。 機能，ファッション性等の概要を扱うこと。

［理容・美容技術理論］ ［理容・美容技術理論］

１ 目 標 １ 目 標

理容・美容に関する基礎的な知識と技術を総合的に習得させ，理容・美容を 理容・美容に関する基礎的な知識と技術を総合的に習得させ，理容・美容を

衛生的，能率的に実践する態度と習慣を養うとともに，これを適切に行う能力 衛生的，能率的に実践する態度と習慣を養うとともに，これを適切に行う能力

を育てる。 を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 基礎技術 (1) 基礎技術

ア 理容・美容技術の意義 イ 理容・美容技術と人体各部の名称 ア 理容・美容技術の意義 イ 理容・美容技術と人体各部の名称

ウ 作業姿勢 ウ 作業姿勢

(2) 器具類の取扱い (2) 器具類の取扱い

ア 種類と使用目的 イ 形態と機能 ウ 選定法と手入れ ア 種類と使用目的 イ 形態と機能 ウ 選定法と手入れ

エ 理容所と美容所の設備・備品 エ 理容所と美容所の設備・備品

(3) 頭部技術 (3) 頭部技術

ア ヘアデザインとカッティング イ シャンプー技術とリンシング ア ヘアデザインとカッティング イ シャンプー技術とリンシング

ウ 頭部マッサージとヘアトリートメント ウ 頭部処置技術 エ アイロン技術とパーマネント技術

エ ヘアセッティングの種類と特徴

(4) 理容の顔面技術 (4) 理容の顔面技術

ア シェービング イ 顔面処置技術 ア シェービング イ 顔面処置技術
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(5) 特殊技術 (5) 特殊技術

ア 染毛技術 イ 美顔術 ア 染毛技術 イ 美顔術

(6) 美容の和装技術 (6) 美容の和装技術

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，「理容実習」及び「美容実習」と関連させて取り扱 ア 指導に当たっては，「理容実習」及び「美容実習」と関連させて取り扱

うこと。また，理容所や美容所の施設等とその業務の見学や器具，用具類 うこと。また，理容所や美容所の施設等とその業務の見学や器具，用具類

の操作等を通して，具体的に知識と技術を習得させること。 の操作等を通して，具体的に知識と技術を習得させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，実際の業務において必要とされる理容師や美容 ア 内容の(1)については，実際の業務において必要とされる理容師や美容

師としての心構えや倫理観，衛生措置等の概要を扱うこと。 師としての心構え，衛生措置等の概要を扱うこと。

イ 内容の(3)については，基礎となるヘアデザインを中心に，各種頭部技 イ 内容の(3)については，基礎となるヘアデザインを中心に，各種頭部技

術の概要について扱うこと。 術の概要について扱うこと。

ウ 内容の(5)については，染毛技術における薬剤の取扱いに重点を置いて ウ 内容の(5)については，染毛技術における薬剤の取扱いに重点を置いて

扱うこと。 扱うこと。

エ 内容の(6)については，日本髪の由来や名称及びその特徴，着付け技術 エ 内容の(6)については，日本髪の由来や名称及びその特徴，着付け技術

等に重点を置いて扱うこと。 等に重点を置いて扱うこと。

［理容・美容運営管理］ ［理容・美容運営管理］

１ 目 標 １ 目 標

理容・美容業にかかわる運営管理の基本的事項及び適切な接客方法を習得さ 理容・美容業にかかわる運営管理の基本的事項及び適切な接客方法を習得さ

せ，理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。 せ，理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) マーケティング (1) マーケティング

ア マーケティングの概要 イ 理容・美容業とマーケティング ア マーケティングの概要 イ 理容・美容業とマーケティング

(2) 経営管理 (2) 経営管理

ア 企業と経営 イ 理容・美容業と経理 ア 企業と経営 イ 理容・美容業と経理

(3) 労務管理 (3) 労務管理

ア 労務管理の概要 イ 社会保障制度 ウ 作業管理と健康管理 ア 労務管理の概要 イ 社会保障制度 ウ 作業管理と健康管理
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(4) 接客法 (4) 接客法

ア 接客法の基本 イ 事故及びトラブルの処理 ア 接客法の基本 イ 事故及びトラブルの処理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，経営管理や労務管理の理論的，技術的な学習にとど ア 指導に当たっては，経営管理や労務管理の理論的，技術的な学習にと

まることなく，理容・美容の業務に関する職業観の育成に努めること。 どまることなく，理容・美容の業務に関する職業観の育成に努めること。

イ 内容の(4)については，「理容実習」及び「美容実習」と関連させながら イ 内容の(4)については，「理容実習」及び「美容実習」と関連させなが

指導すること。また，理容所や美容所の施設等における実習等を通して， ら指導すること。また，理容所や美容所の施設等における実習等を通して，

実践的な態度と能力を育てること。なお，接客法の指導に当たっては，個 実践的な態度と能力を育てること。なお，接客法の指導に当たっては，個

々の生徒のコミュニケーション手段の特性に合わせて，的確な接客法が身 々の生徒のコミュニケーション手段の特性に合わせて，的確な接客法が身

に付くよう留意すること。 に付くよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，マーケティング理論の概要，理容業界や美容業 ア 内容の(1)については，マーケティング理論の概要，理容業界や美容業

界の現状等を，具体的な事例を基に指導すること。 界の現状等を，具体的な事例を基に指導すること。

イ 内容の(2)については，経営管理や事務にかかわる基本的な理論と事例 イ 内容の(2)については，経営管理や事務にかかわる基礎的・基本的な理

について扱うこと。 論と事例について扱うこと。

ウ 内容の(3)については，労務管理の目的や範囲について関係法規と関連 ウ 内容の(3)については，労務管理の目的や範囲について関係法規と関連

させながら扱うこと。 させながら扱うこと。

エ 内容の(4)については，社会生活におけるエチケットの必要性に触れる エ 内容の(4)については，社会生活におけるエチケットの必要性に触れる

とともに，実習を通して，接客の意義，接客用語等を重点的に扱うこと。 とともに，実習を通して，接客の意義，接客用語等を重点的に扱うこと。

［理容実習］ ［理容実習］

１ 目 標 １ 目 標

理容に関する技術を総合的に習得させ，理容を適切に行う能力と態度を育て 理容に関する技術を総合的に習得させ，理容を適切に行う能力と態度を育て

る。 る。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 基礎技術実習 (1) 基礎技術実習

ア 実習の心構え イ 作業位置と姿勢 ウ 施設の衛生管理 ア 実習の心構え イ 作業位置と姿勢 ウ 施設の衛生管理

(2) 器具の取扱い実習 (2) 器具の取扱い実習
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ア 管理方法と消毒方法 イ 基本操作 ア 管理方法と消毒方法 イ 基本操作

(3) 頭部技術実習 (3) 頭部技術実習

ア スタンダードヘアにおけるカッティング技法の実習 ア スタンダードヘアにおけるカッティング技法の実習

イ デザインヘアにおけるカッティング技法の実習 イ デザインヘアにおけるカッティング技法の実習

ウ ヘアセッティング技法の実習 エ シャンプー技術の実習 ウ ヘアセッティング技法の実習 エ シャンプー技術の実習

オ 理容マッサージ技法の実習 オ 理容マッサージ技法の実習

(4) 顔面技術実習 (4) 顔面技術実習

ア シェービング技術の実習 イ 顔面処置技術の実習 ア シェービング技術の実習 イ 顔面処置技術の実習

(5) 特殊技術実習 (5) 特殊技術実習

ア 染毛技術の実習 ア 染毛技術の実習

イ フェイスマッサージ及びトリートメント技術の実習 イ フェイスマッサージ及びトリートメント技術の実習

(6) 総合実習 (6) 総合実習

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，「理容・美容技術理論」と関連させながら，理容師 ア 指導に当たっては，「理容・美容技術理論」と関連させながら，理容師

としての専門的な技術の習得を図ること。 としての専門的な技術の習得を図ること。

イ 器具，用具類の基本操作の指導に当たっては，安全で確実な操作の習得 イ 器具，用具類の基本操作の指導に当たっては，安全で確実な操作の習

を優先するとともに，けが等の応急処置の方法にも触れること。 得を優先するとともに，けが等の応急処置の方法にも触れること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，実習を行う際の一般的な留意事項や衛生上の留 ア 内容の(1)については，実習を行う際の一般的な留意事項や衛生上の留

意事項について扱うこと。 意事項について扱うこと。

イ 内容の(2)については，刃物類の安全性に留意して扱うとともに，刃物 イ 内容の(2)については，刃物類の安全性に留意して扱うとともに，刃物

類，櫛，ブラシ類の消毒方法や研磨方法等を重点的に扱うこと。 類，櫛，ブラシ類の消毒方法や研磨方法等を重点的に扱うこと。
くし くし

ウ 内容の(3)については，カッティングの準備から事後処置までの順序や ウ 内容の(3)については，カッティングの準備から事後処置までの順序や

各種技法の特徴等を中心に，頭部処置の実際を扱うこと。 各種技法の特徴等を中心に，頭部処置の実際を扱うこと。

エ 内容の(4)については，フェイスシェービング及びネックシェービング エ 内容の(4)については，フェイスシェービング及びネックシェービング

の準備から事後処置までの順序や技法等を中心に，顔面処置の実際を扱う の準備から事後処置までの順序や技法等を中心に，顔面処置の実際を扱

こと。 うこと。

オ 内容の(5)については，各種染毛剤の取扱い，パッチテストの方法等を オ 内容の(5)については，各種染毛剤の取扱い，パッチテストの方法等を
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扱うこと。 扱うこと。

［美容実習］ ［美容実習］

１ 目 標 １ 目 標

美容に関する技術を総合的に習得させ，美容を適切に行う能力と態度を育て 美容に関する技術を総合的に習得させ，美容を適切に行う能力と態度を育て

る。 る。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 基礎技術実習 (1) 基礎技術実習

ア 実習の心構え イ 作業位置と姿勢 ウ 施設の衛生管理 ア 実習の心構え イ 作業位置と姿勢 ウ 施設の衛生管理

(2) 器具の取扱い実習 (2) 器具の取扱い実習

ア 管理方法と消毒方法 イ 基本操作 ア 管理方法と消毒方法 イ 基本操作

(3) 頭部技術実習 (3) 頭部技術実習

ア トリートメント技術の実習 イ シャンプー技術の実習 ア トリートメント技術の実習 イ シャンプー技術の実習

ウ カッティング技法の実習 エ パーマネント技法の実習 ウ カッティング技法の実習 エ パーマネント技法の実習

オ ヘアセッティング技法の実習 オ ヘアセッティング技法の実習

(4) 特殊技術実習 (4) 特殊技術実習

ア 染毛技術の実習 イ 美顔術とボディケア技術の実習 ア 染毛技術の実習 イ 美顔術とボディケア技術の実習

ウ 化粧技法の実習 エ マニキュアとペディキュア技術の実習 ウ 化粧技法の実習 エ マニキュアとペディキュア技術の実習

(5) 和装技術実習 (5) 和装技術実習

ア 日本髪 イ 着付け技術の実習 ア 日本髪 イ 着付け技術の実習

(6) 総合実習 (6) 総合実習

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，「理容・美容技術理論」と関連させながら，美容師 ア 指導に当たっては，「理容・美容技術理論」と関連させながら，美容師

としての専門的な技術の習得を図ること。 としての専門的な技術の習得を図ること。

イ 器具，用具類の基本操作の指導に当たっては，安全で確実な操作の習得 イ 器具，用具類の基本操作の指導に当たっては，安全で確実な操作の習

を優先するとともに，けが等の応急処置の方法にも触れること。 得を優先するとともに，けが等の応急処置の方法にも触れること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，実習を行う際の一般的な留意事項や衛生上の留 ア 内容の(1)については，実習を行う際の一般的な留意事項や衛生上の留
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意事項について扱うこと。 意事項について扱うこと。

イ 内容の(2)については，刃物類の安全性に留意して扱うとともに，刃物 イ 内容の(2)については，刃物類の安全性に留意して扱うとともに，刃物

類，櫛，ブラシ類の消毒方法等を重点的に扱うこと。 類，櫛，ブラシ類の消毒方法等を重点的に扱うこと。
くし くし

ウ 内容の(3)については，特にカッティング，カーリング，ワインディン

グについて基本的な技術の習得を図ること。

エ 内容の(4)については，各種染毛剤の取扱い，パッチテストの方法，マ ウ 内容の(4)については，各種染毛剤の取扱い，パッチテストの方法，マ

ッサージの基本手技等を扱うこと。 ッサージの基本手技等を扱うこと。

オ 内容の(5)については，伝統的なヘアスタイルの重要性に触れ，着付け エ 内容の(5)については，伝統的なヘアスタイルの重要性に触れ，基本的

技術の基礎的な内容の習得を図ること。 な着付け技術の習得を図ること。

カ 内容の(6)については，頭部技術実習や特殊技術実習等を組み合わせる オ 内容の(6)については，頭部技術実習や特殊技術実習などを組み合わせ

ことにより，総合的に美容技術を扱うこと。 ることにより，総合的に美容技術を扱うこと。

［理容・美容情報活用］ ［理容・美容情報処理］

１ 目 標 １ 目 標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情報 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情報

の活用に関する知識と技術を習得させ，理容・美容の分野で情報及び情報手段 処理に関する知識と技術を習得させ，理容・美容の分野で情報及び情報手段を

を主体的に活用する能力と態度を育てる。 活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報機器と情報の活用 (1) 情報社会とコンピュータ

ア 生活と情報の活用 イ 情報機器の活用分野 ア 生活と情報処理 イ コンピュータの利用分野

ウ 情報通信ネットワーク ウ 情報の価値とモラル

(2) 情報モラルとセキュリティ (2) コンピュータによる情報処理

ア 情報の価値とモラル イ 情報のセキュリティ管理 ア コンピュータの仕組み イ コンピュータの活用

ウ 情報通信ネットワーク

(3) 理容・美容と情報機器の活用 (3) 理容・美容とコンピュータの活用

ア 理容・美容における情報機器活用の目的と意義 ア 理容・美容におけるコンピュータ利用の目的と意義

イ 個人情報の管理 ウ 理容・美容における情報機器活用の実際 イ 理容・美容におけるコンピュータ活用の実際 ウ 個人情報の管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。



- 高 100 -

ア 理容・美容に関する題材やデータなどを用いた実習を通して，理容・美容 ア 指導に当たっては，実習を通して，実践的・体験的に理解させるよう

の分野において情報を主体的に活用できるように指導すること。また，他の 留意すること。

理容・美容に関する各科目と関連付けて指導すること。

イ 内容の(1)及び(2)については，理容・美容に関する題材やデータを用

いることなどにより，理容・美容の分野との関連を考慮した指導を行う

よう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，情報化の進展が生活や社会に及ぼす影響，情報の ア 内容の(1)については，生活における情報の意義や役割及びコンピュー

意義や役割及び情報機器の活用分野の概要を扱うとともに，情報通信ネット タの利用分野の概要について理解させるとともに，情報を扱う者の責任や

ワークを活用した情報の収集，処理，分析，発信について体験的に扱うこと。 基本的なルールについても扱うこと。

イ 内容の(2)については，個人のプライバシーや著作権など知的財産の保護， イ 内容の(2)のイについては，生徒の実態に応じてアプリケーションソフ

収集した情報の管理，発信する情報に対する責任など情報モラル及び情報通 トウェアを選択し，その基本操作を扱うこと。ウについては，情報通信ネ

信ネットワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要性について扱うこ ットワークを活用した情報の収集，処理，発信について体験的に理解させ

と。 ること。

ウ 内容の(3)については，理容・美容業務において，現在用いられているデ ウ 内容の(3)については，理容・美容業務において，現在用いられている

ータ処理や経営管理，顧客管理等の情報機器の活用について扱うこと。 データ処理や経営管理，顧客管理等のコンピュータの活用について扱うこ

と。

［課題研究］ ［課題研究］

１ 目 標 １ 目 標

理容又は美容に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して， 理容又は美容に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，

専門的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的， 専門的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，

創造的な学習態度を育てる。 創造的な学習態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 調査，研究，実験 (1) 調査，研究，実験

(2) 作品製作 (2) 作品製作

(3) 産業現場等における実習 (3) 産業現場等における実習

(4) 職業資格の取得 (4) 職業資格の取得

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中か ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中

ら個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容の(1) から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内

から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができること。 容の(1)から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができ

ること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。 イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 生徒が取得しようとする資格の種類に応じて，各科目の内容を選択して (1) 生徒が取得しようとする資格の種類に応じて，各科目の内容を選択して

指導すること。 指導すること。

(2) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的， (2) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的，

具体的に理解させるようにすること。 具体的に理解させるようにすること。

(3) 「課題研究」については，年間指導計画に定めるところに従い，必要に (3) 「課題研究」については，年間指導計画に定めるところに従い，必要に

応じて弾力的に授業時間を配当することができること。 応じて弾力的に授業時間を配当することができること。

(4) 地域や理容所，美容所等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就 (4) 地域や理容所，美容所等との連携を図り，就業体験を積極的に取り入れ

業体験を積極的に取り入れるとともに，社会人講師を積極的に活用するな るとともに，社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

どの工夫に努めること。

２ 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の活 ２ 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の活

用を図り，学習の効果を高めるよう配慮するものとする。 用を図り，学習の効果を高めるよう配慮するものとする。

３ 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科目

を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を

示したものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわら

ず指導することができること。

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法令等に従い，施設・設備や薬 ４ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環

品等の安全管理に配慮し，学習環境を整えるとともに，事故防止の指導を徹 境を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意する

底し，安全と衛生に十分留意すること。また，廃液処理の指導を徹底し，自 ものとする。

然環境の保護に十分留意するものとする。
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第８款 クリーニング 第９款 クリーニング

第１ 目 標 第１ 目 標

クリーニングに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，その社会 クリーニングに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，その社会

的意義と役割を理解させるとともに，クリーニングを通して公衆衛生の向上 的意義と役割を理解させるとともに，クリーニングを通して公衆衛生の向上

に寄与する能力と態度を育てる。 に寄与する能力と態度を育てる。

第２ 各科目 第２ 各科目

［クリーニング関係法規］ ［クリーニング関係法規］

１ 目 標 １ 目 標

クリーニングに関する法規について理解させ，クリーニング業を適切に行う クリーニングに関する法規について理解させ，クリーニング業を適切に行う

ために必要な能力と態度を育てる。 ために必要な能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 法制概要 (1) 法制概要

ア 法の意義と役割 イ 衛生法規の概要 ア 法の意義と役割 イ 衛生法規の概要

ウ 衛生行政の仕組みと意義 ウ 衛生行政の仕組みと意義

(2) クリーニング業法 (2) クリーニング業法

ア 沿革と目的 イ クリーニング師の免許等 ウ 細則 ア 沿革と目的 イ クリーニング師の免許等 ウ 細則

(3) 関係法規 (3) 関係法規

ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

イ 水質汚濁防止法 イ 水質汚濁防止法

ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

エ 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する

法律

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)及び(3)については，クリーニング業の関係法規及び従事者の ア 内容の(2)及び(3)については，クリーニング業の関係法規及び従事者

健康保持，公害防止などに関し，事例を基に具体的に扱うこと。 の健康保持，公害防止などに関し，事例を基に具体的に扱うこと。
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(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，法の役割と運用，衛生行政の仕組みなどについ ア 内容の(1)については，法の役割と運用，衛生行政の仕組みなどについ

て，クリーニング業と関連させながら理解させること。 て，クリーニング業と関連させながら理解させること。

イ 内容の(2)については，クリーニング業の社会的意義，営業者や従事者 イ 内容の(2)については，クリーニング業の社会的意義，営業者や従事者

としての心構え，倫理観，遵守事項に触れること。 の遵守事項に触れること。

ウ 内容の(3)については，ドライクリーニング溶剤の有害性，排水と環境 ウ 内容の(3)については，ドライクリーニング溶剤の有害性，排水と環境

汚染の関係，従事者の健康管理等の概要を扱うこと。 汚染の関係，従事者の健康管理等の概要を扱うこと。

［公衆衛生］ ［公衆衛生］

１ 目 標 １ 目 標

公衆衛生に関する知識を習得させ，クリーニングを衛生的に行う能力と態度 公衆衛生に関する知識を習得させ，クリーニングを衛生的に行う能力と態度

を育てる。 を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 公衆衛生の概要 (1) 公衆衛生の概要

ア 公衆衛生の意義 イ 公衆衛生の歩みと課題 ア 公衆衛生の意義 イ 公衆衛生の歩みと課題

(2) 環境衛生 (2) 環境衛生

ア 生物と環境 イ 生活の変化と環境の変化 ア 生物と環境 イ 生活の変化と環境の変化

ウ 自然環境と社会環境 エ 環境衛生活動 ウ 自然環境と社会環境 エ 環境衛生活動

(3) 予防衛生 (3) 予防衛生

ア 疾病の予防 イ 母子保健 ウ 老人保健 エ 精神保健 ア 疾病の予防 イ 母子保健 ウ 老人保健 エ 精神保健

(4) 感染症 (4) 感染症

ア 感染症と社会生活 イ 種類と発生要因 ウ 予防接種 ア 感染症と社会生活 イ 種類と発生要因 ウ 予防接種

(5) 消毒 (5) 消毒

ア 消毒の意義と定義 イ 消毒の種類と方法 ア 消毒の意義と定義 イ 消毒の種類と方法

ウ クリーニング業と消毒の必要性 ウ クリーニング業と消毒の必要性

(6) 環境への配慮 (6) 環境への配慮

ア 公害の種類と環境保全 イ クリーニング業と環境汚染対策 ア 公害の種類と環境保全 イ クリーニング業と環境汚染対策

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。
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ア 内容の(2)については，人と環境とのかかわり，科学技術の発展と環境 ア 内容の(2)については，人と環境とのかかわり，科学技術の発展と環境

汚染，環境保全の必要性などについて，事例を取り上げて具体的に指導す 汚染，環境保全の必要性などについて，事例を取り上げて具体的に指導

ること。 すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については，水，空気，日光や衣食住などへの関心を深め， ア 内容の(2)については，水，空気，日光や衣食住などへの関心を深め，

公害や環境汚染と環境衛生活動とのかかわりについて理解させること。 公害や環境汚染と環境衛生活動とのかかわりについて理解させること。

イ 内容の(3)及び(4)については，医学の進歩と高齢化の進展，疾病予防等 イ 内容の(3)及び(4)については，医学の進歩と高齢化の進展，疾病予防

の学習を踏まえ，感染症とクリーニングとのかかわりについて具体的に扱 等の学習を踏まえ，感染症とクリーニングとのかかわりについて具体的

うこと。 に扱うこと。

ウ 内容の(5)については，「クリーニング業法」に基づく被洗物の区分，消 ウ 内容の(5)については，クリーニング業法に基づく被洗物の区分，消毒

毒法と各種消毒薬の取扱い，従事者の業務停止等を取り上げること。 法と各種消毒薬の取扱い，従事者の業務停止等を取り上げること。

エ 内容の(6)については，クリーニング業務に必要な環境汚染対策を重点 エ 内容の(6)については，クリーニング業務に必要な環境汚染対策を重点

的に指導すること。 的に指導すること。

［クリーニング理論］ ［クリーニング理論］

１ 目 標 １ 目 標

クリーニングを科学的に行うために必要な知識を習得させ，これを実際に応 クリーニングを科学的に行うために必要な知識を習得させ，これを実際に応

用する能力と態度を育てる。 用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 衣服と汚れ (1) 衣服と汚れ

ア クリーニングの歴史と目的 イ 着衣の目的 ウ 汚れの種類 ア クリーニングの歴史と目的 イ 着衣の目的 ウ 汚れの種類

エ 汚れの付着機構 エ 汚れの付着機構

(2) クリーニングの科学 (2) クリーニングの科学

ア クリーニングの三要素 イ 洗浄作用のメカニズム ア クリーニングの三要素 イ 洗浄作用のメカニズム

(3) 水と洗浄作用 (3) 水と洗浄作用

ア 硬水と軟水 イ 硬水の欠点と軟化法 ア 硬水と軟水 イ 硬水の欠点と軟化法

(4) 界面活性剤 (4) 界面活性剤

ア 界面活性剤の構造と性質 イ ビルダーの働きと種類 ア 界面活性剤の構造と性質 イ ビルダーの働きと種類

ウ 補助剤の種類と働き ウ 補助剤の種類と働き
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(5) 洗剤と溶剤 (5) 洗剤と溶剤

ア 洗剤と溶剤の違い イ 洗剤と溶剤の働き ア 洗剤と溶剤の違い イ 洗剤と溶剤の働き

(6) ランドリー (6) ランドリー

ア ランドリーとウェットクリーニング イ 被洗物と洗濯方式 ア ランドリーとウェットクリーニング イ 被洗物と洗濯方式

ウ ランドリーの工程 ウ ランドリーの工程

(7) ウェットクリーニング (7) ウェットクリーニング

ア 被洗物 イ 洗剤と洗濯方法 ア 被洗物 イ 洗剤と洗濯方法

(8) ドライクリーニング (8) ドライクリーニング

ア 溶剤と洗剤 イ 工程と洗浄方式 ウ 溶剤管理と清浄方法 ア 溶剤と洗剤 イ 工程と洗浄方式 ウ 溶剤管理と清浄方法

(9) 特殊加工としみ抜き (9) 特殊加工としみ抜き

ア 各種加工の目的と種類 イ しみ抜きの用具と機器 ア 各種加工の目的と種類 イ しみ抜きの用具と機器

ウ しみの分類と判別 エ しみ抜きの方法 ウ しみの分類と判別 エ しみ抜きの方法

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，実験・実習を中心として取り扱うこと。 ア 指導に当たっては，実験・実習を中心として取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，着衣に伴う汚れの種類や性質など，内容の(4)に ア 内容の(1)については，着衣に伴う汚れの種類や性質など，内容の(4)

ついては，界面活性剤の種類等に重点を置いて扱うこと。 については，界面活性剤の種類等に重点を置いて扱うこと。

イ 内容の(6)については，ランドリーの特徴と適する被洗物，工程に沿っ イ 内容の(6)については，ランドリーの特徴と適する被洗物，工程に沿っ

た洗剤濃度や洗濯時間等に重点を置いて扱うこと。 た洗剤濃度や洗濯時間等に重点を置いて扱うこと。

ウ 内容の(8)については，ドライクリーニングの特徴，有機溶剤の取扱い ウ 内容の(8)については，ドライクリーニングの特徴，有機溶剤の取扱い

と人体に及ぼす影響，廃棄物の処理等に重点を置いて扱うこと。 と人体に及ぼす影響，廃棄物の処理等に重点を置いて扱うこと。

エ 内容の(9)については，しみ抜きに関する知識，薬品の取扱いと管理， エ 内容の(9)については，しみ抜きに関する知識，薬品の取扱いと管理，

被洗物の損傷等について扱うこと。 被洗物の損傷等について扱うこと。

［繊 維］ ［繊 維］

１ 目 標 １ 目 標

繊維製品に関する知識を習得させ，これをクリーニングに応用する能力と態 繊維製品に関する知識を習得させ，これをクリーニングに応用する能力と態

度を育てる。 度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 繊維の種類 (1) 繊維の種類

ア 繊維素材による分類 ア 繊維素材による分類

(2) 繊維の性質と判別 (2) 繊維の性質と判別

ア 各種繊維の性質 イ 各種繊維の判別 ア 各種繊維の性質 イ 各種繊維の判別

(3) 織物と編み物 (3) 織物と編み物

ア 織物の組織と性質 イ 編み物の組織と性質 ウ 不織布など ア 織物の組織と性質 イ 編み物の組織と性質 ウ 不織布など

(4) 繊維の各種加工 (4) 繊維の各種加工

(5) 付属品や飾りのクリーニングと取扱い (5) 付属品や飾りのクリーニングと取扱い

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)及び(4)については，各種繊維の特徴，判別方法及び加工等に ア 内容の(2)及び(4)については，各種繊維の特徴，判別方法及び加工等

ついて実験・実習を通して理解させるよう留意すること。 について実験・実習を通して理解させるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については，各種繊維の用途や取扱い，内容の(3)については， ア 内容の(2)については，各種繊維の用途や取扱い，内容の(3)について

織物と編み物のそれぞれの用途や取扱い，不織布，人工皮革などに重点を は，織物と編み物のそれぞれの用途や取扱い，不織布，人工皮革などに重

置いて扱うこと。 点を置いて扱うこと。

イ 内容の(4)については，防水，防虫加工方法等，内容の(5)については， イ 内容の(4)については，防水，防虫加工方法等，内容の(5)については，

ボタンや飾り等の破損や熔解防止の方法について扱うこと。 ボタンや飾り等の破損や熔解防止の方法について扱うこと。
よう よう

［クリーニング機器・装置］ ［クリーニング機器・装置］

１ 目 標 １ 目 標

クリーニング機器や装置に関する知識と技術を習得させ，クリーニングを適 クリーニング機器や装置に関する知識と技術を習得させ，クリーニングを適

切に行う能力と態度を育てる。 切に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) ランドリー機器・装置の構造と操作 (1) ランドリー機器・装置の構造と操作

ア 洗濯機と脱水機 イ 糊煮器と湯沸器 ウ 乾燥機 ア 洗濯機と脱水機 イ 糊煮器と湯沸器 ウ 乾燥機
のり のり

エ ブラッシング器具 エ ブラッシング器具

(2) ドライクリーニング機器・装置の構造と操作 (2) ドライクリーニング機器・装置の構造と操作
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ア 洗濯機と脱水機 イ 清浄装置 ア 洗濯機と脱水機 イ 清浄装置

(3) 各種プレス機の構造と操作 (3) 各種プレス機の構造と操作

ア ワイシャツプレス機類 イ ズボンプレス機類 ア ワイシャツプレス機類 イ ズボンプレス機類

ウ シーツローラー ウ シーツローラー

(4) しみ抜き機器 (4) しみ抜き機器

ア 蒸気しみ抜き器 イ 超音波しみ抜き器 ア 蒸気しみ抜き器 イ 超音波しみ抜き器

ウ ジェットスポッター ウ ジェットスポッター

(5) ボイラー (5) ボイラー

ア ボイラーの構造 イ ボイラー用水の管理 ア ボイラーの構造 イ ボイラー用水の管理

(6) 機器・装置の安全な操作と事故・危険防止 (6) 機器・装置の安全な操作と事故・危険防止

ア 蒸気バルブ イ 電源とモーター ウ 事故・危険防止 ア 蒸気バルブ イ 電源とモーター ウ 事故・危険防止

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(4)については，各種しみ抜き機器，道具類の取扱いに関して， ア 内容の(4)については，各種しみ抜き機器，道具類の取扱いに関して，

実技や実習を中心として指導すること。 実技や実習を中心として指導すること。

イ 内容の(6)については，機器・装置の安全な操作，点検，事故・危険防 イ 内容の(6)については，機器・装置の安全な操作，点検，事故・危険防

止に関する事項を関連させながら扱うようにすること。 止に関する事項を関連させながら扱うようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，基本的な構造，原理，機能とその保守管理について， ア 指導に当たっては，基本的な構造，原理，機能とその保守管理につい

安全な操作と事故・危険防止の観点から重点的に扱うこと。 て，安全な操作と事故・危険防止の観点から重点的に扱うこと。

［クリーニング実習］ ［クリーニング実習］

１ 目 標 １ 目 標

洗濯，乾燥，仕上げ等のクリーニングに関する実際的な知識と技術を総合的 洗濯，乾燥，仕上げ等のクリーニングに関する実際的な知識と技術を総合的

に習得させ，クリーニングを適切かつ効率的に行う能力と態度を育てる。 に習得させ，クリーニングを適切かつ効率的に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) ランドリー (1) ランドリー

ア 洗濯物の受付と仕分け イ ランドリーの実際 ア 洗濯物の受付と仕分け イ ランドリーの実際

ウ 被洗物の種類別乾燥方法 ウ 被洗物の種類別乾燥方法
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(2) ウェットクリーニング (2) ウェットクリーニング

ア ウェットクリーニングの実際 ア ウェットクリーニングの実際

イ ドライクリーニングした被洗物の取扱い ウ カーペット イ ドライクリーニングした被洗物の取扱い ウ カーペット

(3) ドライクリーニング (3) ドライクリーニング

ア ドライクリーニングの実際 イ 溶剤の管理と清浄方法 ア ドライクリーニングの実際 イ 溶剤の管理と清浄方法

ウ 有機溶剤と廃棄物 ウ 有機溶剤と廃棄物

(4) 仕上げ (4) 仕上げ

ア ハンドアイロン仕上げ イ シーツローラー仕上げとたたみ方 ア ハンドアイロン仕上げ イ シーツローラー仕上げとたたみ方

ウ 各種プレス機による仕上げと手直し ウ 各種プレス機による仕上げと手直し

(5) しみ抜き (5) しみ抜き

ア しみの判別と使用薬品 イ しみ抜きの実際 ア しみの判別と使用薬品 イ しみ抜きの実際

ウ 薬品の取扱いと管理 ウ 薬品の取扱いと管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，クリーニング工場等の産業現場における見学や実習 ア 指導に当たっては，クリーニング工場等の産業現場における見学や実

を通して，機器・装置が適切に扱えるようにすること。 習を通して，機器・装置が適切に扱えるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)から(3)までについては，それぞれの被洗物に適した洗濯方法 ア 内容の(1)から(3)までについては，それぞれの被洗物に適した洗濯方

と工程等に重点を置いて指導すること。特に，内容の(3)については溶剤の 法と工程等に重点を置いて指導すること。特に，内容の(3)については溶

管理と清浄方法に留意して扱うこと。 剤の管理と清浄方法に留意して扱うこと。

イ 内容の(5)については，薬品の取扱い等を具体的に指導すること。 イ 内容の(5)については，薬品の取扱い等を具体的に指導すること。

［課題研究］ ［課題研究］

１ 目 標 １ 目 標

クリーニングに関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して， クリーニングに関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，

専門的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的， 専門的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，

創造的な学習態度を育てる。 創造的な学習態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 調査，研究，実験 (1) 調査，研究，実験
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(2) 産業現場等における実習 (2) 産業現場等における実習

(3) 職業資格の取得 (3) 職業資格の取得

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(3)までの中か ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(3)までの中

ら個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容の(1) から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容

から(3)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができること。 の(1)から(3)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができるこ

と。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。 イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的， (1) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的，

具体的に理解させるようにすること。 具体的に理解させるようにすること。

(2) 「課題研究」については，年間指導計画に定めるところに従い，必要に (2) 「課題研究」については，年間指導計画に定めるところに従い，必要に

応じて弾力的に授業時間を配当することができること。 応じて弾力的に授業時間を配当することができること。

(3) 地域や産業界との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験を積 (3) 地域や産業界との連携を図り，就業体験を積極的に取り入れるとともに，

極的に取り入れるとともに，社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に 社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

努めること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては，各種化学繊維，仕上げ機器等の発達を考慮 (1) 各科目の指導に当たっては，各種化学繊維，仕上げ機器等の発達を考慮

して，科学的な知識と実際的な技術の習得について，特に留意すること。 して，科学的な知識と実際的な技術の習得について，特に留意すること。

(2) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の (2) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の

活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。 活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法令等に従い，施設・設備や薬 ３ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環

品等の安全管理に配慮し，学習環境を整えるとともに，事故防止の指導を徹 境を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意する

底し，安全と衛生に十分留意すること。また，廃液処理の指導を徹底し，自 ものとする。

然環境の保護に十分留意するものとする。
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第９款 歯科技工 第10款 歯科技工

第１ 目 標 第１ 目 標

歯科技工に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，その社会的意 歯科技工に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，その社会的意

義と役割を理解させるとともに，歯科医療の発展に寄与する能力と態度を育 義と役割を理解させるとともに，歯科医療の発展に寄与する能力と態度を育

てる。 てる。

第２ 各科目 第２ 各科目

［歯科技工関係法規］ ［歯科技工関係法規］

１ 目 標 １ 目 標

歯科技工に関する法規について理解させ，歯科技工の業務を適切に行うため 歯科技工に関する法規について理解させ，歯科技工の業務を適切に行うため

に必要な能力と態度を育てる。 に必要な能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 法制概要 (1) 法制概要

ア 法の概念と体系 ア 法の概念と体系

(2) 衛生行政の組織 (2) 衛生行政の組織

ア 衛生行政の仕組みと意義 イ 衛生行政の財政と活動 ア 衛生行政の仕組みと意義 イ 衛生行政の財政と活動

(3) 歯科技工士法総論 (3) 歯科技工士法総論

ア 歯科技工士免許と業務 イ 歯科技工所 ア 歯科技工士免許と業務 イ 歯科技工所

ウ 罰則規定と附則等 ウ 罰則規定と附則等

(4) 関係法規 (4) 関係法規

ア 歯科医師法 イ 歯科衛生士法 ア 歯科医師法 イ 歯科衛生士法

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(3)については，内容の(4)との関連を図り，歯科技工士法におけ ア 内容の(3)については，内容の(4)との関連を図り，歯科技工士法におけ

る基本用語の的確な理解を促すとともに，罰則規定や諸届についての理解 る基本用語の的確な理解を促すとともに，罰則規定や諸届についての理解

を深めるようにすること。 を深めるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。
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ア 内容の(1)及び(2)については，法制の仕組み，国や都道府県の衛生行政 ア 内容の(1)及び(2)については，法制の仕組み，国や都道府県の衛生行政

の概要について扱うこと。 の概要について扱うこと。

イ 内容の(3)については，「歯科技工士法」の概要，歯科技工士免許の要件， イ 内容の(3)については，歯科技工士法の概要，歯科技工士免許の要件，

歯科技工の業務等を総合的に理解させるとともに，職業人としての心構え 歯科技工の業務等を総合的に理解させること。

や倫理観にも触れるようにすること。

ウ 内容の(4)については，各医療従事者の業務内容等について歯科技工と ウ 内容の(4)については，各医療従事者の業務内容等について歯科技工と

のかかわりに重点を置いて指導すること。 のかかわりに重点を置いて指導すること。

［歯科技工学概論］ ［歯科技工学概論］

１ 目 標 １ 目 標

歯科技工及び口腔の機能と疾患の概要について理解させ，歯科技工に必要な 歯科技工及び口腔の機能と疾患の概要について理解させ，歯科技工に必要な
くう くう

能力と態度を育てる。 能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 歯科技工総論 (1) 歯科技工総論

ア 歯科医療及び歯科技工の意義 イ 歯科技工士の倫理 ア 歯科医療及び歯科技工の意義 イ 歯科技工士の倫理

ウ 歯科技工の沿革 エ 口腔の構造と機能 ウ 歯科技工の沿革 エ 口腔の構造と機能
くう くう

オ 歯科及び口腔の疾患 オ 歯科及び口腔の疾患
くう くう

(2) 歯科技工管理 (2) 歯科技工管理

ア 歯科技工業務の運営と管理 イ 作業環境と衛生 ア 歯科技工業務の運営と管理 イ 作業環境と衛生

ウ 歯科技工士の健康管理 ウ 歯科技工士の健康管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)及び(2)については，歯科技工の概要を理解させるとともに医 ア 内容の(1)及び(2)については，歯科技工の概要を理解させるとともに医

療従事者としての自覚を養うように努めること。 療従事者としての自覚を養うように努めること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，歯科技工に必要な基礎的事項に重点を置いて扱 ア 内容の(1)については，歯科技工に必要な基礎的事項に重点を置いて扱

うこと。 うこと。

イ 内容の(2)については，歯科技工業務の特徴を理解させ，その責務等を イ 内容の(2)については，歯科技工業務の特徴を理解させ，その責務等を

重点的に扱うこと。 重点的に扱うこと。
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［歯科理工学］ ［歯科理工学］

１ 目 標 １ 目 標

歯科技工に必要な歯科材料，機械・器具及び歯科鋳造に関する基礎的な知識 歯科技工に必要な歯科材料，機械・器具及び歯科鋳造に関する基礎的な知識

と技術を習得させ，歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。 と技術を習得させ，歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 歯科理工学概論 (1) 歯科理工学概論

ア 歯科理工の目的と意義 イ 歯科材料の性質 ア 歯科理工の目的と意義 イ 歯科材料の性質

(2) 歯科技工材料 (2) 歯科技工材料

ア 金属材料 イ 高分子材料 ウ 無機材料 ア 金属材料 イ 高分子材料 ウ 無機材料

(3) 歯科技工用機器 (3) 歯科技工用機器

ア 切削機器 イ 研磨機器 ウ 歯科技工関連機器 ア 切削機器 イ 研磨機器 ウ 歯科技工関連機器

(4) 歯科鋳造 (4) 歯科鋳造

ア 歯科鋳造概説 イ 歯科鋳造用材料と器具 ア 歯科鋳造概説 イ 歯科鋳造用材料と器具

ウ 鋳造体の精度と適合 ウ 鋳造体の精度と適合

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，実験・実習を中心とすること。 ア 指導に当たっては，実験・実習を中心とすること。

イ 内容の(4)については，「歯科技工実習」と関連させて扱うこと。 イ 内容の(4)については，「歯科技工実習」と関連させて扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，歯科材料の物理的，化学的性質，歯科材料と人 ア 内容の(1)については，歯科材料の物理的，化学的性質，歯科材料と人

体との関連，歯科材料の接着，歯科材料規格等の基礎的な内容について扱 体との関連，歯科材料の接着，歯科材料規格等の基礎的事項について扱う

うこと。 こと。

イ 内容の(2)及び(3)については，相互に関連させて扱い，実際的な知識と イ 内容の(2)及び(3)については，相互に関連させて扱い，実際的な知識と

技術の習得を図ること。 技術の習得を図ること。

ウ 内容の(4)については，歯科鋳造の目的と意義，その概要について扱う ウ 内容の(4)については，歯科鋳造の目的と意義，その概要について扱う

こと。 こと。

［歯の解剖学］ ［歯の解剖学］

１ 目 標 １ 目 標
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歯の解剖に関する基礎的な知識と技術を習得させ，歯科技工を適切に行う能 歯の解剖に関する基礎的な知識と技術を習得させ，歯科技工を適切に行う能

力と態度を育てる。 力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 口腔解剖 (1) 口腔解剖
くう くう

ア 口腔周囲の骨と筋 イ 顎関節と口腔 ア 口腔周囲の骨と筋 イ 顎関節と口腔
くう がく くう くう がく くう

(2) 歯の解剖 (2) 歯の解剖

ア 歯の概説 イ 永久歯と乳歯 ウ 歯周組織 ア 歯の概説 イ 永久歯と乳歯 ウ 歯周組織

エ 歯列弓と上下顎の位置関係 エ 歯列弓と上下顎の位置関係
がく がく

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 「顎口腔機能学」との関連を図り，歯の解剖について総合的に理解させ ア 「顎口腔機能学」との関連を図り，歯の解剖について総合的に理解させ
がく くう がく くう

るよう留意すること。 るよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，口腔及び口腔周囲の概要について扱うこと。 ア 内容の(1)については，口腔及び口腔周囲の概要について扱うこと。
くう くう くう くう

イ 内容の(2)については，天然歯の観察により，歯の形態や歯群，歯の消 イ 内容の(2)については，天然歯の観察により，歯の形態や歯群，歯の消

化器系器官としての意義等を扱うこと。 化器系器官としての意義等を扱うこと。

［顎口腔機能学］ ［顎口腔機能学］
がく くう がく くう

１ 目 標 １ 目 標

顎口腔系器官の機能と形態を理解させるとともに，咬合器の取扱い方を習得 顎口腔系器官の機能と形態を理解させるとともに，咬合器の取扱い方を習得
がく くう こう がく くう こう

させ，歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。 させ，歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 顎口腔機能学概論 (1) 顎口腔機能学概論
がく くう がく くう

ア 顎口腔系の機能，形態及びその維持 ア 顎口腔系の機能，形態及びその維持
がく くう がく くう

(2) 下顎運動と咬合 (2) 下顎運動と咬合
がく こう がく こう

ア 下顎位と下顎運動 イ 咬合に関する指標等 ウ 咬合様式 ア 下顎位と下顎運動 イ 咬合に関する指標等 ウ 咬合様式
がく がく こう こう がく がく こう こう

(3) 咬合器の取扱い (3) 咬合器の取扱い
こう こう

ア 咬合器の機能と分類 イ 平均値咬合器 ウ 半調節性咬合器 ア 咬合器の機能と分類 イ 平均値咬合器 ウ 半調節性咬合器
こう こう こう こう こう こう

エ 全調節性咬合器 エ 全調節性咬合器
こう こう
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(4) 義歯及び修復物の咬合 (4) 義歯及び修復物の咬合
こう こう

ア 修復物の咬合 イ 部分床義歯と全部床義歯 ア 修復物の咬合 イ 部分床義歯と全部床義歯
こう こう

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)から(3)までについては，有床義歯技工実習，歯冠修復技工実 ア 内容の(1)から(3)までについては，有床義歯技工実習，歯冠修復技工実

習よりも先行して履修できるようにすること。 習よりも先行して履修できるようにすること。

イ 内容の(4)については，「有床義歯技工学」及び「歯冠修復技工学」と関 イ 内容の(4)については，「有床義歯技工学」及び「歯冠修復技工学」と関

連させながら扱うこと。 連させながら扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，顎口腔系器官の機能を，その形態と関連させな ア 内容の(1)については，顎口腔系器官の機能を，その形態と関連させな
がく くう がく くう

がら扱うこと。 がら扱うこと。

イ 内容の(2)については，各種の咬合様式等に関して，歯の接触関係を中 イ 内容の(2)については，各種の咬合様式等に関して，歯の接触関係を中
こう こう

心に扱うこと。 心に扱うこと。

ウ 内容の(3)については，平均値咬合器と半調節性咬合器の取扱い方に重 ウ 内容の(3)については，平均値咬合器と半調節性咬合器の取扱い方に重
こう こう こう こう

点を置いて指導し，全調節性咬合器については，その概略を理解させるこ 点を置いて指導し，全調節性咬合器については，その概略を理解させるこ
こう こう

とにとどめること。 とにとどめること。

［有床義歯技工学］ ［有床義歯技工学］

１ 目 標 １ 目 標

有床義歯技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ，歯科技工を適切に行 有床義歯技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ，歯科技工を適切に行

う能力と態度を育てる。 う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 全部床義歯技工学 (1) 全部床義歯技工学

ア 全部床義歯の目的，分類，構成 イ 全部床義歯技工の基礎知識 ア 全部床義歯の目的，分類，構成 イ 全部床義歯技工の基礎知識

ウ 全部床義歯の製作 ウ 全部床義歯の製作

(2) 部分床義歯技工学 (2) 部分床義歯技工学

ア 部分床義歯の目的，分類，構成 イ 部分床義歯技工の基礎知識 ア 部分床義歯の目的，分類，構成 イ 印象採得と咬合採得
こう

ウ 部分床義歯の製作 ウ 人工歯排列 エ 咬合調整と研磨 オ 金属床義歯
こう

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 有床義歯については，「歯の解剖学」及び「顎口腔機能学」との関連を ア 有床義歯については，「歯の解剖学」及び「顎口腔機能学」との関連を
がく くう がく くう

図り，症例実習を中心にして基礎的な技術の習得を図ること。 図り，症例実習を中心にして基礎的・基本的な技術の習得を図ること。

イ 有床義歯の製作の指導に当たっては，機能的回復と審美的回復に必要な イ 有床義歯の製作の指導に当たっては，機能的回復と審美的回復に必要な

知識の習得と態度の形成に努めるようにすること。 知識の習得と態度の形成に努めるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，顎口腔を取り巻く骨，筋肉などの形態的特徴や ア 内容の(1)については，顎口腔を取り巻く骨，筋肉などの形態的特徴や
がく くう がく くう

機能的特徴について，咬合器と関連させながら扱うこと。 機能的特徴について，咬合器と関連させながら扱うこと。
こう こう

イ 内容の(2)については，残存歯との調和に配慮した人工歯排列，咬合調 イ 内容の(2)については，残存歯との調和に配慮した人工歯排列，咬合調
こう こう

整に重点を置いて扱うこと。 整に重点を置いて扱うこと。

［歯冠修復技工学］ ［歯冠修復技工学］

１ 目 標 １ 目 標

歯冠修復技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ，歯科技工を適切に行 歯冠修復技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ，歯科技工を適切に行

う能力と態度を育てる。 う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 歯冠修復技工学概論 (1) 歯冠修復技工学概論

ア 歯冠修復技工の目的と意義 イ 印象採得と作業模型 ア 歯冠修復技工の目的と意義 イ 印象採得と作業模型

ウ 咬合採得と咬合器 ウ 咬合採得と咬合器
こう こう こう こう

(2) インレー (2) メタルインレー

ア インレーの特徴 イ 窩洞形態と構成 ウ インレーの製作法 ア メタルインレーの特徴 イ 窩洞形態と構成
か か

ウ メタルインレーの製作法

(3) 被覆冠 (3) 陶材インレー

ア 一部被覆冠と全部被覆冠 イ 全部鋳造冠の製作法 ア 陶材インレーの製作法

ウ 前装鋳造冠の製作法

(4) 歯冠継続歯 (4) 被覆冠

ア 歯冠継続歯の特徴 ア 一部被覆冠と全部被覆冠 イ 全部鋳造冠の製作法

ウ 前装鋳造冠の製作法

(5) 架工義歯（橋義歯） (5) 継続歯と架工義歯（橋義歯）
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ア 架工義歯の特徴 イ 支台装置の種類と要件 ア 継続歯及び架工義歯の特徴 イ 支台装置の種類と要件

ウ 橋体の種類と特徴 ウ 橋体の種類と特徴

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 「歯の解剖学」，「顎口腔機能学」及び「有床義歯技工学」と関連させな ア 「歯の解剖学」，「顎口腔機能学」及び「有床義歯技工学」と関連させな
がく くう がく くう

がら指導すること。 がら指導すること。

イ 内容の(1)については，内容の(2)から(5)までとの関連を図り，歯冠修 イ 内容の(1)については，内容の(2)から(5)までとの関連を図り，歯冠修

復技工の意義と目的について理解させること。 復技工の意義と目的について理解させること。

ウ 内容の(3)のイについては，歯冠修復技工学の中心となる分野であるこ ウ 内容の(4)のイについては，歯冠修復技工学の中心となる分野であるこ

とから，他の分野と関連させながら，的確な理解を深めるよう留意するこ とから，他の分野と関連させながら，的確な理解を深めるよう留意するこ

と。 と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア (2)から(5)のうち，(2)及び(3)を中心に扱い，それぞれの意義と製作順 ア 内容の(2)及び(3)については，各種インレーの意義と製作順序に重点を

序に重点を置いて扱うこと。 置いて扱うこと。

［矯正歯科技工学］ ［矯正歯科技工学］

１ 目 標 １ 目 標

矯正歯科技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ，歯科技工を適切に行 矯正歯科技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ，歯科技工を適切に行

う能力と態度を育てる。 う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 矯正歯科技工学概論 (1) 矯正歯科技工学概論

(2) 正常咬合と不正咬合 (2) 正常咬合と不正咬合
こう こう こう こう

(3) 矯正装置と保定装置 (3) 矯正装置と保定装置

(4) 矯正用模型 (4) 矯正用模型

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，「歯の解剖学」及び「小児歯科技工学」との関連を ア 「歯の解剖学」及び「小児歯科技工学」との関連を図り，矯正歯科技工

図り，矯正歯科技工の理論に基づいた基本的な技術の習得を促すよう留意 の理論に基づいた基本的な技術の習得を促すよう留意すること。

すること。
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イ 指導に当たっては，矯正歯科治療の考え方に基づき，矯正装置の役割や イ 指導に当たっては，矯正歯科治療の考え方に基づき，矯正装置の役割や

製作方法を理解させるようにすること。 製作技術を理解させるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，矯正歯科治療の目的や進め方と関連させて扱う ア 内容の(1)については，矯正歯科治療の目的や進め方と関連させて扱う

こと。 こと。

イ 内容の(3)については，基本的な矯正装置と保定装置を取り上げ，その イ 内容の(3)については，基本的な矯正装置と保定装置を取り上げ，その

構成や機能，材料の特性等を中心に扱うこと。 構成や機能，材料の特性等を中心に扱うこと。

［小児歯科技工学］ ［小児歯科技工学］

１ 目 標 １ 目 標

小児歯科技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ，歯科技工を適切に行 小児歯科技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ，歯科技工を適切に行

う能力と態度を育てる。 う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 小児歯科技工学概論 (1) 小児歯科技工学概論

ア 歯，顎，顔面の成長発育 イ 乳歯列期と混合歯列期 ア 歯，顎，顔面の成長発育 イ 乳歯列期と混合歯列期
がく がく

(2) 乳歯の歯冠修復 (2) 乳歯の歯冠修復

ア 成形充填 イ 被覆冠 ア 成形充填 イ 被覆冠
てん てん

(3) 咬合誘導装置 (3) 咬合誘導装置
こう こう

ア 保隙装置 イ スペースリゲイナー ウ 口腔習癖除去装置 ア 保隙装置 イ スペースリゲイナー
げき くう げき

(4) 口腔習癖除去装置
くう

ア 吸指と舌癖の除去

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 「歯の解剖学」との関連を図り，小児の成長発育に留意しながら，修復 ア 「歯の解剖学」との関連を図り，小児の成長発育に留意しながら，修復

物，咬合誘導装置等の製作にかかわる基礎的な知識と技術の習得を促すこ 物，咬合誘導装置等の製作にかかわる基礎的・基本的な知識と技術の習得
こう こう

と。 を促すこと。

イ 内容の(1)については，内容の(2)から(4)までとの関連を図り，小児歯 イ 内容の(1)については，内容の(2)から(4)までとの関連を図り，小児歯科

科技工の意義と目的を理解させること。 技工の意義と目的を理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。
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ア 内容の(1)については，小児の成長発育に伴う歯，顎等の変化に重点を ア 内容の(1)については，小児の成長発育に伴う歯，顎等の変化に重点を
がく がく

置いて扱うこと。 置いて扱うこと。

イ 内容の(3)については，乳歯の早期喪失等による症例の技工物を取り上 イ 内容の(3)については，乳歯の早期喪失等による症例の技工物を取り上

げるなどして，基本的な製作方法の習得を図ること。 げるなどして，基本的な製作方法の習得を図ること。

［歯科技工実習］ ［歯科技工実習］

１ 目 標 １ 目 標

歯科技工に関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ，歯科技工を適切 歯科技工に関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ，歯科技工を適切

に行う能力と態度を育てる。 に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 有床義歯技工実習 (1) 有床義歯技工実習

(2) 歯冠修復及び架工義歯（橋義歯）技工実習 (2) 歯冠修復及び架工義歯（橋義歯）技工実習

(3) 歯型彫刻技工実習 (3) 歯型彫刻技工実習

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては，実験・実習を中心にして使用機械，器具の理解を深 ア 指導に当たっては，実験・実習を中心にして使用機械，器具の理解を深

め，基礎的な知識と技術を総合的に習得させるよう留意すること。また， め，基礎的・基本的な知識と技術を総合的に習得させるよう留意すること。

安全管理や保健管理にかかわる知識の習得と態度の形成に努めること。 また，安全管理や保健管理にかかわる知識の習得と態度の形成に努めるこ

と。

イ 臨床的模型上での実習を行うなど，多種多様な模型の活用を図り，適切 イ 臨床的模型上での実習を行うなど，多種多様な模型の活用を図り，適切

な知識や技術の習得を促すこと。また，「歯の解剖学」，「有床義歯技工学」 な知識や技術の習得を促すこと。また，「歯の解剖学」，「有床義歯技工学」

及び「歯冠修復技工学」と関連させながら，生徒の実態に応じて適切に指 及び「歯冠修復技工学」と関連させながら，生徒の実態に応じて適切に指

導すること。 導すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，臨床的模型を使用した全部床義歯の製作，内容 ア 内容の(1)については，臨床的模型を使用した全部床義歯の製作，内容

の(2)については，鋳造冠のワックスアップの反復練習，内容の(3)につい の(2)については，鋳造冠のワックスアップの反復練習，内容の(3)につい

ては，石膏，ワックス及びレジンを使用した歯型彫刻に重点を置いて指導 ては，石膏，ワックス及びレジンを使用した歯型彫刻に重点を置いて指導
こう こう

すること。 すること。
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［歯科技工情報活用］ ［歯科技工情報処理］

１ 目 標 １ 目 標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情報 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情報

の活用に関する知識と技術を習得させ，歯科技工の分野で情報及び情報手段を 処理に関する知識と技術を習得させ，歯科技工の分野で情報及び情報手段を活

主体的に活用する能力と態度を育てる。 用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報機器と情報の活用 (1) 情報社会とコンピュータ

ア 生活と情報の活用 イ 情報機器の活用分野 ア 生活と情報処理 イ コンピュータの利用分野

ウ 情報通信ネットワーク ウ 情報の価値とモラル

(2) 情報モラルとセキュリティ (2) コンピュータによる情報処理

ア 情報の価値とモラル イ 情報のセキュリティ管理 ア コンピュータの仕組み イ コンピュータの活用

ウ 情報通信ネットワーク

(3) 歯科技工と情報機器の活用 (3) 歯科技工とコンピュータの活用

ア 歯科技工における情報機器活用の目的と意義 ア 歯科技工におけるコンピュータ利用の目的と意義

イ 個人情報の管理 イ 歯科技工におけるコンピュータ活用の実際 ウ 個人情報の管理

ウ 歯科技工における情報機器活用の実際

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 歯科技工に関する題材やデータなどを用いた実習を通して，歯科技工の ア 指導に当たっては，実習を通して，実践的・体験的に理解させるよう留

分野において情報を主体的に活用できるように指導すること。また，他の 意すること。

歯科技工に関する各科目と関連付けて指導すること。

イ 内容の(1)及び(2)については，歯科技工に関する題材やデータを用いる

ことなどにより，歯科技工の分野との関連を考慮した指導を行うよう留意

すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，情報化の進展が生活や社会に及ぼす影響，情報の ア 内容の(1)については，生活における情報の意義や役割及びコンピュー

意義や役割及び情報機器の活用分野の概要を扱うとともに，情報通信ネッ タの利用分野の概要について理解させるとともに，情報を扱う者の責任や

トワークを活用した情報の収集，処理，分析，発信について体験的に扱う 基本的なルールについても扱うこと。

こと。
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イ 内容の(2)については，個人のプライバシーや著作権など知的財産の保護， イ 内容の(2)のイについては，生徒の実態に応じてアプリケーションソフ

収集した情報の管理，発信する情報に対する責任など情報モラル及び情報 トウェアを選択し，その基本操作を扱うこと。ウについては，情報通信ネ

通信ネットワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要性について扱 ットワークを活用した情報の収集，処理，発信について体験的に理解させ

うこと。 ること。

ウ 内容の(3)については，歯科技工業務において，現在用いられているデー ウ 内容の(3)については，歯科技工業務において，現在用いられているデ

タ処理や経営管理等の情報機器の活用について扱うこと。 ータ処理や経営管理等のコンピュータの活用について扱うこと。

［課題研究］ ［課題研究］

１ 目 標 １ 目 標

歯科技工に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門 歯科技工に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門

的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創 的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創

造的な学習態度を育てる。 造的な学習態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 調査，研究，実験 (1) 調査，研究，実験

(2) 作品製作 (2) 作品製作

(3) 医療現場等における実習 (3) 医療現場等における実習

(4) 職業資格の取得 (4) 職業資格の取得

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中か ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中か

ら個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容の ら個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容の

(1)から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができるこ (1)から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができるこ

と。 と。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。 イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３ 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的， (1) 各科目の指導に当たっては，できるだけ実験・実習を通して，実際的，

具体的に理解させるようにすること。 具体的に理解させるようにすること。
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(2) 地域や歯科技工所等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体 (2) 地域や歯科技工所等との連携を図り，就業体験を積極的に取り入れると

験を積極的に取り入れるとともに，社会人講師を積極的に活用するなどの ともに，社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

工夫に努めること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては，各種歯科材料，歯科技工用機械等の発達を (1) 各科目の指導に当たっては，各種歯科材料，歯科技工用機械等の発達を

考慮して，科学的知識と技術の習得について，特に留意すること。 考慮して，科学的知識と技術の習得について，特に留意すること。

(2) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の (2) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク等の

活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。 活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。

(3) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科

目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度

等を示したものであり，学校において必要がある場合には，この事項にか

かわらず指導することができること。

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法令等に従い，施設・設備や薬 ３ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環

品等の安全管理に配慮し，学習環境を整えるとともに，事故防止の指導を徹 境を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意する

底し，安全と衛生に十分留意するものとする。 ものとする。
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特別支援学校高等部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第２節 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 第２節 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

第１款 各学科に共通する各教科の目標及び内容 第１款 普通教育に関する各教科の目標及び内容

［国 語］ ［国 語］

１ 目 標 １ 目 標

生活に必要な国語についての理解を深め，伝え合う力を高めるとともに，そ 生活に必要な国語についての理解を深め，それらを適切に活用する能力と態

れらを適切に活用する能力と態度を育てる。 度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) 話の内容の要点を落とさないように聞き取る。 (1) 話の内容の要点を落とさないように聞き取る。

(2) 目的や場に応じて要点を落とさないように話す。 (2) 目的や場に応じて要点を落とさないように話す。

(3) いろいろな語句，文及び文章を正しく読み，内容を読み取る。 (3) いろいろな語句，文及び文章を正しく読み，内容を読み取る。

(4) 手紙や日記などを目的に応じて正しく書く。 (4) 手紙や日記などを目的に応じて正しく書く。

○２段階 ○２段階

(1) 話し手の意図や気持ちを考えながら，話の内容を適切に聞き取る。 (1) 話し手の意図を考えながら，話の内容を適切に聞き取る。

(2) 自分の立場や意図をはっきりさせながら，相手や目的，場に応じて適切に (2) 自分の立場や意図をはっきりさせながら，目的や場に応じて適切に話す。

話す。

(3) 目的や意図などに応じて文章の概要や要点などを適切に読み取る。 (3) 文章の概要や要点などを適切に読み取る。

(4) 相手や目的に応じていろいろな文章を適切に書く。 (4) 相手や目的に応じて文章を適切に書く。

［社 会］ ［社 会］

1 目 標 １ 目 標

社会の様子，働きや移り変わりについての関心と理解を一層深め，社会生活 社会の様子，働きや移り変わりについての関心と理解を一層深め，社会生活

に必要な能力と態度を育てる。 に必要な能力と態度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) 相手や自分の立場を理解し，互いに協力して役割や責任を果たす。 (1) 相手や自分の立場を理解し，互いに協力して役割や責任を果たす。

(2) 社会や国にはいろいろなきまりがあることを知り，それらを適切に守る。 (2) 社会や国にはいろいろなきまりがあることを知り，それらを適切に守る。

(3) 生活に関係の深い公共施設や公共物などの働きを理解し，それらを適切に (3) 日常生活に関係の深い公共施設や公共物などの働きを理解し，それらを適

利用する。 切に利用する。

(4) 政治，経済，文化などの社会的事象や通信，メディアなどに興味や関心を (4) 政治，経済，文化などの社会的事象に興味や関心をもち，生産，消費など

もち，生産，消費などの経済活動に関する基本的な事柄を理解する。 の経済活動に関する基本的な事柄を理解する。

(5) 我が国のいろいろな地域の自然や生活の様子を理解し，社会の変化や伝統 (5) 我が国のいろいろな地域の自然や生活の様子を理解し，社会の変化に関心

に関心をもつ。 をもつ。

(6) 外国の自然や人々の生活の様子，世界の出来事に関心をもつ。 (6) 外国の自然や人々の生活の様子，世界の出来事に関心をもつ。

○２段階 ○２段階

(1) 個人と社会の関係が分かり，社会の一員としての自覚をもつ。 (1) 個人と社会の関係が分かり，社会の一員としての自覚をもつ。

(2) 社会の慣習，生活に関係の深い法や制度を知り，必要に応じて生活に生か (2) 社会の慣習，生活に関係の深い法や制度を知り，必要に応じて生活に生か

す。 す。

(3) 公共施設や公共物などの働きについての理解を深め，それらを適切に利用 (3) 公共施設や公共物などの働きについての理解を深め，それらを適切に利用

する。 する。

(4) 政治，経済，文化などの社会的事象や通信，メディアなどに興味や関心を (4) 政治，経済，文化などの社会的事象に興味や関心をもち，これらに関する

深め，生産，消費などの経済活動に関する事柄を理解する。 基本的な事柄を理解する。

(5) 地図や各種の資料などを活用し，我が国のいろいろな地域の自然や生活の (5) 地図や各種の資料などを活用し，我が国のいろいろな地域の様子や社会の

様子，社会の変化や伝統を知る。 変化を知る。

(6) 各種の資料を活用し，外国の自然や人々の生活の様子，世界の出来事につ (6) 各種の資料を活用し，外国の自然や人々の生活の様子，世界の出来事につ

いて知る。 いて知る。

［数 学］ ［数 学］

１ 目 標 １ 目 標

生活に必要な数量や図形などに関する理解を深め，それらを活用する能力と 生活に必要な数量や図形などに関する理解を深め，それらを活用する能力と

態度を育てる。 態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容
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○１段階 ○１段階

(1) 日常生活に必要な数量の処理や計算をする。 (1) 数量の処理や計算をし，日常生活の中で使う。

(2) 長さ・重さなどの単位の関係が分かり，測定する。 (2) 長さ・重さなどの単位の関係が分かり，測定する。

(3) 図形を正しく作図したり，表やグラフを工夫して作ったりする。 (3) 図形を正しく作図したり，表やグラフを工夫して作ったりして，生活の中

で使う。

(4) 金銭や時計・暦などの正しい使い方が分かる。 (4) 金銭や時計・暦を生活の中で使う。

○２段階 ○２段階

(1) 生活に必要な数量の処理や計算をする。 (1) 数量の処理や計算をし，生活の中で活用する。

(2) 長さ・重さ・量などの測定方法を理解し，活用する。 (2) 長さ・重さ・量などの測定方法を理解し，生活の中で活用する。

(3) 様々な図形，表やグラフを理解し，工夫して使う。 (3) 様々な図形，表やグラフを理解し，生活の中で工夫して使う。

(4) 生活に必要な金銭や時計・暦などを工夫して使う。 (4) 金銭や時計・暦を生活の中で工夫して使う。

［理 科］ ［理 科］

１ 目 標 １ 目 標

自然の仕組みや働きなどについての理解を深め，科学的な見方や考え方を養 自然の仕組みや働きについての理解を深め，自然を愛する豊かな心情を培う。

うとともに，自然を大切にする態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) 人の体の主なつくりや働きを理解する。 (1) 人の体の主なつくりや働きを理解する。

(2) 生物の特徴，その成長や活動の様子について理解し，生命の大切なことを (2) 生物についての理解を深め，生命の大切なことを知る。

知る。

(3) 生活に関係のある物質の性質や機械・器具の構造及び働きについて理解し， (3) 生活に関係のある物質の性質や機械・器具の構造及び働きについて理解

適切に取り扱う。 し，適切に取り扱う。

(4) 自然の事物・現象についての初歩的な理解を図るとともに，自然と生活と (4) 自然の事物・現象についての初歩的な理解を図るとともに，自然と生活と

の関係を理解する。 の関係を理解する。

○２段階 ○２段階

(1) 人の体の主なつくりや働きについての理解を深めるとともに，人の成長や (1) 人の体の主なつくりや働きについての理解を深めるとともに，人の成長や

環境とのかかわりについて関心をもつ。 環境とのかかわりについて関心をもつ。

(2) 生物とそれを取り巻く自然環境についての理解を深め，生命の大切なこと (2) 生物とそれを取り巻く自然環境についての理解を深め，生命を尊重する態
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を知る。 度を育てる。

(3) 様々な物質の性質や機械・器具の種類，構造及び働きについて理解し，適 (3) 様々な物質の性質や機械・器具の種類，構造及び働きについて理解し，適

切に取り扱う。 切に取り扱う。

(4) 自然の事物・現象についての理解を図るとともに，自然と生活との関係に (4) 自然の事物・現象についての理解を図るとともに，自然と生活との関係に

ついて理解を深める。 ついて理解を深める。

［音 楽］ ［音 楽］

１ 目 標 １ 目 標

表現及び鑑賞の能力を伸ばし，音楽活動への意欲を高めるとともに，生活を 表現及び鑑賞の能力を伸ばし，音楽活動への意欲を高めるとともに，生活を

明るく楽しいものにする態度と習慣を育てる。 明るく楽しいものにする態度と習慣を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) いろいろな音楽をその美しさなどを感じ取りながら鑑賞する。 (1) いろいろな音楽を楽しく鑑賞する。

(2) 音楽を聴いて曲の特徴などを感じ取り，創造的に身体の動きで表現したり (2) 音楽を聴いて曲の特徴などを感じ取り，創造的に身体の動きで表現したり

する。 する。

(3) 打楽器や旋律楽器などに親しみ，その演奏の仕方に慣れ，気持ちを込めて (3) 打楽器や旋律楽器に親しみ，その演奏の仕方に慣れ，気持ちを込めて合奏

合奏や独奏をする。 や独奏をする。

(4) 歌詞の内容を感じ取って，独唱，斉唱，簡単な合唱などをする。 (4) 歌詞の内容を感じ取って，独唱，斉唱，簡単な合唱などをする。

○２段階 ○２段階

(1) いろいろな音楽をその美しさなどを味わいながら鑑賞する。 (1) いろいろな種類の音楽に親しみ，楽しく鑑賞する。

(2) 音楽を聴いて感じたイメージを創造的に身体表現する。 (2) 音楽を聴いて感じたイメージを創造的に身体表現する。

(3) 打楽器，旋律楽器などの演奏の仕方に慣れ，楽器の特色や音色を生かしな (3) 打楽器，旋律楽器の演奏の仕方に慣れ，楽器の特色や音色を生かしながら

がら合奏や独奏をする。 合奏や独奏をする。

(4) 独唱，斉唱，二部合唱，オペレッタなどによる表現に慣れ，歌詞の内容や (4) 独唱，斉唱，二部合唱，オペレッタなどによる表現に慣れ，楽しみながら

曲想などを味わいながら歌う。 歌う。

［美 術］ ［美 術］

1 目 標 １ 目 標

造形活動によって，表現及び鑑賞の能力を高め，豊かな情操を養う。 造形活動によって，表現及び鑑賞の能力を高め，豊かな情操を養う。
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２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) 経験や想像をもとに創造的に絵をかいたり，作品をつくったり，それらを (1) 経験や想像をもとに創造的にかいたり，つくったり，飾ったりする。

飾ったりする。

(2) いろいろな材料の性質や用具などの扱い方を理解し，工夫して使う。 (2) いろいろな材料の性質や用具などの扱い方を理解し，工夫して使う。

(3) 自然や優れた造形品を鑑賞し，その美しさなどを味わう。 (3) 自然や優れた造形品を鑑賞し，それらを大切にする。

○２段階 ○２段階

(1) 経験や想像をもとに，様々な技法などを用いて，創造的に絵をかいたり， (1) 経験や想像をもとに，様々な技法などを用いて，創造的にかいたり，つく

作品をつくったり，それらを飾ったりする。 ったり，飾ったりする。

(2) いろいろな材料の性質や用具などの扱い方を理解し，適切に使う。 (2) いろいろな材料の性質や用具などの扱い方を理解し，適切に使う。

(3) 自然や優れた造形品を鑑賞し，美しさなどを味わうとともに，地域の伝統 (3) 自然や優れた造形品を鑑賞し，美しさを味わうとともに，地域の伝統工芸

工芸品に関心をもつ。 品に関心をもつ。

［保健体育］ ［保健体育］

1 目 標 １ 目 標

適切な運動の経験や健康・安全についての理解を通して，心身の調和的発達 適切な運動の経験や健康・安全についての理解を通して，心身の調和的発達

を図り，明るく豊かな生活を営む態度と習慣を育てる。 を図り，明るく豊かな生活を営む態度と習慣を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) 体つくり運動，いろいろなスポーツ，ダンスなどの運動をする。 (1) 体つくり運動，いろいろなスポーツ，ダンスなどの運動をする。

(2) きまりやいろいろなスポーツのルールなどを守り，友達と協力して安全に (2) きまりやいろいろなスポーツのルールなどを守り，互いに協力し，安全に

運動をする。 運動をする。

(3) 心身の発育・発達に関心をもち，生活に必要な健康・安全に関する事柄を (3) 心身の発育・発達に関心をもち，生活に必要な健康・安全に関する事柄を

理解する。 理解する。

○２段階 ○２段階

(1) 体つくり運動，いろいろなスポーツ，ダンスなどの運動を通して，体力や (1) 体つくり運動，いろいろなスポーツ，ダンスなどの運動を通して，体力や

技能を高める。 技能の向上を図る。

(2) きまりやいろいろなスポーツのルールなどを守り，友達と協力し，進んで (2) きまりやいろいろなスポーツのルールなどを守り，互いに協力し，進んで

安全に運動をする。 安全に運動をする。
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(3) 心身の発育・発達に応じた適切な行動や生活に必要な健康・安全に関する (3) 心身の発育・発達や生活に必要な健康・安全に関する事柄を理解し，実際

事柄の理解を深める。 の生活に生かす。

［職 業］ ［職 業］

１ 目 標 １ 目 標

勤労の意義について理解するとともに，職業生活に必要な能力を高め，実践 勤労の意義について理解するとともに，職業生活に必要な能力を高め，実践

的な態度を育てる。 的な態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) 働くことの意義を理解し，作業や実習に取り組み，働く喜びを味わう。 (1) 働くことの意義を理解し，働く喜びを味わい，作業や実習に参加する。

(2) 道具や機械の操作に慣れるとともに，材料や製品の扱い方を身に付け，安 (2) 道具や機械の操作に慣れるとともに，材料や製品の扱い方を身に付け，安

全や衛生に気を付けながら作業や実習をする。 全に作業や実習をする。

(3) 自分の分担に責任をもち，他の者と協力して作業や実習をする。 (3) 自分の分担に責任をもち，他の者と協力して作業や実習をする。

(4) 適切な進路選択のために，いろいろな職業や職業生活について知る。 (4) 適切な進路選択のために，いろいろな職業や職業生活について知る。

(5) 産業現場等における実習を通して，実際的な職業生活を経験する。 (5) 産業現場等における実習を通して，実際的な職業生活を経験する。

(6) 職業生活に必要な健康管理や余暇の有効な過ごし方が分かる。 (6) 職業生活に必要な健康管理や余暇利用の方法を知り，生活に生かす。

(7) 職場で使われる機械やコンピュータ等の情報機器などの簡単な操作をする。 (7) 職場で使われる機械や情報機器等の簡単な操作をする。

○２段階 ○２段階

(1) 働くことの意義について理解を深め，積極的に作業や実習に取り組み，職 (1) 働くことの意義について理解を深め，職業生活に必要な態度を自覚し，積

場に必要な態度を身に付ける。 極的に作業や実習をする。

(2) いろいろな道具や機械の仕組み，操作などを理解し，材料や製品の管理を (2) いろいろな道具や機械の仕組み，操作などを理解し，材料や製品の管理を

適切に行い，安全や衛生に気を付けながら正確に効率よく作業や実習をする。 適切に行い，安全で正確に効率よく作業や実習をする。

(3) 作業の工程全体を理解し，自分の分担に責任をもち，他の者と協力して作 (3) 作業の工程全体を理解し，自分の分担に責任をもち，他の者と協力して作

業や実習をする。 業や実習をする。

(4) 職業生活に必要な実際的な知識を深める。 (4) 職業生活に必要な実際的な知識を深める。

(5) 産業現場等における実習を通して，職業生活に必要な事柄を理解する。 (5) 産業現場等における実習を通して，職業生活に必要な事柄を理解する。

(6) 職業生活に必要な健康管理や余暇の計画的な過ごし方についての理解を深 (6) 職業生活に必要な健康管理や余暇利用の方法についての理解を深め，生活

める。 に積極的に生かす。

(7) 職場で使われる機械やコンピュータ等の情報機器などの操作をする。 (7) 職場で使われる機械や情報機器等の操作をする。



- 高 128 -

［家 庭］ ［家 庭］

１ 目 標 １ 目 標

明るく豊かな家庭生活を営む上に必要な能力を高め，実践的な態度を育てる。 明るく豊かな家庭生活を営む上に必要な能力を高め，実践的な態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) 家族がそれぞれの役割を果たしていることを理解し，楽しい家庭づくりの (1) 家族がそれぞれの役割を果たしていることを理解し，自分の役割を果たす。

ための自分の役割を果たす。

(2) 家庭生活における計画的な消費や余暇の有効な過ごし方が分かる。 (2) 計画的な消費や余暇利用の方法を知り，生活に生かす。

(3) 家庭生活で使用する道具や器具などの正しい使い方が分かり，安全や衛生 (3) 家庭生活で使用する道具や器具などの正しい使い方が分かり，安全に実習

に気を付けながら実習をする。 をする。

(4) 被服，食物，住居などに関する実習を通して，実際的な知識と技能を習得 (4) 被服，食物，住居などに関する実習を通して，実際的な知識と技能を習得

する。 する。

(5) 保育や家庭看護などに関心をもつ。 (5) 保育や家庭看護などに関心をもち，それらに協力する。

○２段階 ○２段階

(1) 家庭の機能や家族の役割を理解し，楽しい家庭づくりのために積極的に役 (1) 家庭の機能や家族の役割を理解し，楽しい家庭づくりに積極的に参加する。

割を果たす。

(2) 家庭生活における計画的な消費や余暇の有効な過ごし方について理解を深 (2) 生活の設計のために，計画的な消費や余暇利用の方法について理解を深め，

める。 実際の生活に生かす。

(3) 家庭生活で使用する道具や器具を効率的に使用し，安全や衛生に気を付け (3) 家庭生活で使用する道具や器具を効率的に使用し，安全に実習をする。

ながら実習をする。

(4) 被服，食物，住居などに関する実習を通して，健康で安全な生活に必要な (4) 被服，食物，住居などに関する実習を通して，実際的な知識と技能を習得

実際的な知識と技能を習得する。 し，生活に生かす。

(5) 保育や家庭看護などに関する基礎的な知識と技能を習得する。 (5) 保育や家庭看護などに関する基礎的な知識と技能を習得し，生活に生かす。

［外国語］ ［外国語］

１ 目 標 １ 目 標

外国語でコミュニケーションを図る基礎的な能力や態度を育てるとともに， 外国語でコミュニケーションを図る基礎的な能力や態度を育てるとともに，

外国語や外国への関心を深める。 外国語や外国への関心を深める。

２ 内 容 ２ 内 容
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英 語 英 語

○１段階 ○１段階

(1) 簡単な英語を使って表現したり，やりとりしたりする。 (1) 簡単な英語を使ってやりとりをする。

(2) 簡単な語，句，文に興味や関心をもつ。 (2) 簡単な語，句，文を読んだり書いたりすることに親しむ。

(3) 日常生活の中で見聞きする語や句の意味を知る。 (3) 日常生活の中で見聞きする語や句の意味を知る。

○２段階 ○２段階

(1) 初歩的な英語を使って簡単な会話をする。 (1) 初歩的な英語を使って簡単な会話をする。

(2) 簡単な語，句，文を書いたり読んだりする。 (2) 簡単な文を書いたり読んだりする。

(3) 簡単な語，句，文の意味を知る。 (3) 簡単な語や句の意味を知る。

その他の外国語 その他の外国語

その他の外国語の内容については，英語に準ずるものとする。 その他の外国語の内容については，英語に準ずるものとする。

［情 報］ ［情 報］

１ 目 標 １ 目 標

コンピュータ等の情報機器の操作の習得を図り，生活に必要な情報を適切に コンピュータなどの操作の習得を図り，生活に必要な情報を適切に活用する

活用する基礎的な能力や態度を育てる。 基礎的な能力や態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

○１段階 ○１段階

(1) 日常生活の中で情報やコンピュータ等の情報機器が果たしている役割に関 (1) 日常生活の中で情報やコンピュータなどが果たしている役割に関心をも

心をもつ。 つ。

(2) コンピュータ等の情報機器に関心をもち，簡単な操作をする。 (2) コンピュータなどの基本操作に関心をもち，実習をする。

(3) 各種のソフトウェアに関心をもち，実習をする。 (3) 各種のソフトウェアに関心をもち，実習をする。

(4) コンピュータ等の情報機器を利用した情報の収集，処理，発信に関心をも (4) コンピュータなどを利用した情報の収集，処理，発信に関心をもつ。

つ。

(5) 情報の取扱いに関するきまりやマナーがあることを知る。

○２段階 ○２段階

(1) 生活の中で情報やコンピュータ等の情報機器が果たしている役割を知り， (1) 生活の中で情報やコンピュータなどが果たしている役割を知り，それらの

それらの活用に関心をもつ。 活用に関心をもつ。
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(2) コンピュータ等の情報機器の扱い方が分かり，操作する。 (2) コンピュータなどの基本操作が分かり，実習をする。

(3) 各種のソフトウェアの操作に慣れ，実習をする。 (3) 各種のソフトウェアの操作に慣れ，生活の中で活用する。

(4) コンピュータ等の情報機器を利用した情報の収集，処理，発信の方法が分 (4) コンピュータなどを利用した情報の収集，処理，発信の方法が分かり，実

かり，実際に活用する。 際に活用する。

(5) 情報の取扱いに関するきまりやマナーを理解し，それらを守って実習する。 (5) 情報の取扱いに関するきまりやマナーについて理解し，実践する。

第２款 主として専門学科において開設される各教科の目標及び内容 第２款 専門教育に関する各教科の目標及び内容

［家 政］ ［家 政］

１ 目 標 １ 目 標

家庭に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り，生活に関連する職 家庭に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り，生活に関連する職

業の意義と役割の理解を深めるとともに，生活に関連する職業に必要な能力と 業の意義と役割の理解を深めるとともに，生活に関連する職業に必要な能力と

実践的な態度を育てる。 実践的な態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 生活に関連する職業についての興味・関心を深め，意欲的に実習をする。 (1) 生活に関連する職業についての興味・関心を深め，意欲的に実習に参加す

る。

(2) 生活に関連する職業において必要な基礎的・基本的な知識と技術を習得す (2) 生活に関連する職業において必要な基礎的・基本的な知識と技術を習得す

る。 る。

(3) 生活に関連する職業で使用する各種の器具や機械，コンピュータ等の情報 (3) 生活に関連する職業で使用する各種の器具や機械，コンピュータなどの操

機器などの取扱いや保管・管理に必要な知識と技術を習得し，安全や衛生に 作に必要な知識と技術を習得し，安全に実習をする。

気を付けながら実習をする。

(4) 次に示すような家庭に関する分野に必要な知識と技術を習得し，実際に活 (4) 次に示すような家庭に関する分野に必要な知識と技術を習得し，実際に活

用する。 用する。

・被服の製作 ・被服の製作

・クリーニング ・クリーニング

・手芸 ・手芸

・調理，製菓，食品 ・調理，製菓，食品

・住居の管理，インテリア ・住居の管理，インテリア

・保育，家庭看護 ・保育，家庭看護，介護
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［農 業］ ［農 業］

１ 目 標 １ 目 標

農業に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り，農業の意義と役割 農業に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り，農業の意義と役割

の理解を深めるとともに，農業に関する職業に必要な能力と実践的な態度を育 の理解を深めるとともに，農業に関する職業に必要な能力と実践的な態度を育

てる。 てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 農業についての興味・関心を高め，意欲的に実習をする。 (1) 農業についての興味・関心を高め，意欲的に実習に参加する。

(2) 農業に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得する。 (2) 農業に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得する。

(3) 農機具や簡単な機械，コンピュータ等の情報機器などの取扱いや保管・管 (3) 農機具や簡単な機械，コンピュータなどの操作に必要な知識と技術を習得

理に必要な知識と技術を習得し，安全や衛生に気を付けながら実習をする。 し，安全に実習をする。

(4) 次に示すような農業に関する分野に必要な知識と技術を習得し，実際に活 (4) 次に示すような農業に関する分野に必要な知識と技術を習得し，実際に活

用する。 用する。

・作物，野菜及び果樹の栽培 ・作物，野菜及び果樹の栽培

・草花の栽培，花壇の管理 ・草花の栽培，花壇の管理

・家畜の飼育 ・家畜の飼育

・食品加工 ・食品加工

［工 業］ ［工 業］

１ 目 標 １ 目 標

工業に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り，工業の意義と役割 工業に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り，工業の意義と役割

の理解を深めるとともに，工業に関する職業に必要な能力と実践的な態度を育 の理解を深めるとともに，工業に関する職業に必要な能力と実践的な態度を育

てる。 てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 工業についての興味・関心を高め，意欲的に実習をする。 (1) 工業についての興味・関心を高め，意欲的に実習に参加する。

(2) 工業に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得する。 (2) 工業に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得する。

(3) 各種の工具や機械，コンピュータ等の情報機器などの取扱いや保管・管理 (3) 各種の工具や機械，コンピュータなどの操作に必要な知識と技術を習得し，

に必要な知識と技術を習得し，安全や衛生に気を付けながら実習をする。 安全に実習をする。

(4) 次に示すような工業に関する分野に必要な知識と技術を習得し，実際に活 (4) 次に示すような工業に関する分野に必要な知識と技術を習得し，実際に活

用する。 用する。
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・木材，金属，セラミック，紙，布，皮革などの製品の製造 ・セラミック製品の製造

・印刷 ・木材を主材料とする製品の製造

・金属を主材料とする製品の製造

・石材を主材料とする製品の製造

・布を主材料とする製品の製造

・印刷

［流通・サービス］ ［流通・サービス］

１ 目 標 １ 目 標

流通やサービスに関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り，それら 流通やサービスに関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り，それら

の意義と役割の理解を深めるとともに，流通やサービスに関する職業に必要な の意義と役割の理解を深めるとともに，流通やサービスに関する職業に必要な

能力と実践的な態度を育てる。 能力と実践的な態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 流通やサービスについての興味・関心を高め，意欲的に実習をする。 (1) 流通やサービスについての興味・関心を高め，意欲的に実習に参加する。

(2) 流通やサービスに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得する。 (2) 流通やサービスに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得し，適切に接

客，応対する態度を身に付ける。

(3) 事務機器，機械や道具，コンピュータ等の情報機器などの取扱いや保管・ (3) コンピュータなどの事務機器，機械や道具の操作に必要な知識と技術を習

管理に必要な知識と技術を習得し，安全や衛生に気を付けながら実習をする。 得し，安全に実習をする。

(4) 次に示すような流通やサービスに関する分野に必要な知識と技術を習得し， (4) 次に示すような流通やサービスに関する分野に必要な知識と技術を習得

実際に活用する。 し，実際に活用する。

・商品管理 ・商品管理

・販売 ・販売

・清掃 ・清掃

・事務 ・事務

［福 祉］

１ 目 標

社会福祉に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り，社会福祉の意

義と役割の理解を深めるとともに，社会福祉に関する職業に必要な能力と実践
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的な態度を育てる。

２ 内容

(1) 社会福祉についての興味・関心を高め，意欲的に実習をする。

(2) 社会福祉に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得する。

(3) 福祉機器や用具，コンピュータ等の情報機器などの取扱いや保管・管理に

必要な知識と技術を習得し，安全や衛生に気を付けながら実習をする。

(4) 次に示すような社会福祉に関する必要な分野の知識と技術を習得し，実際

に活用する。

・家事援助

・介護

第３款 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い 第３款 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，個々の生徒の知的障害の状態や経験等を考慮 １ 指導計画の作成に当たっては，生徒の知的発達の遅滞の状態や経験等を考慮

しながら，実際に指導する内容を選定し，配列して，具体的に指導内容を設定 しながら，実際に指導する内容を選定し，配列して，効果的な指導を行うこと

するものとする。 ができるよう配慮するものとする。

２ 個々の生徒の実態に即して，生活に結び付いた効果的な指導を行うとともに， ２ 各教科，道徳，特別活動及び自立活動の全部又は一部を合わせて指導計画を

生徒が見通しをもって，意欲的に学習活動に取り組むことができるよう配慮す 作成するに当たっては，個々の生徒の実態に即して，生活に結び付いた学習活

るものとする。 動が展開できるよう配慮するものとする。

３ 「職業」及び「家庭」の指導計画の作成に当たっては，職業生活，家庭生活 ３ 「職業」及び「家庭」の指導計画の作成に当たっては，職業生活，家庭生活

に必要な実際的な知識，技能及び態度の形成に重点を置いた指導が行われるよ に必要な実際的な知識，技能及び態度の形成に重点を置いた指導が行われるよ

う配慮するものとする。 う配慮するものとする。

４ 「家政」，「農業」，「工業」，「流通・サービス」及び「福祉」の内容の取扱い ４ 「家政」，「農業」，「工業」及び「流通・サービス」の内容の取扱いについて

については，それぞれの教科の内容の(4)は，地域や学校の実態などを考慮して は，それぞれの教科の内容の(4)は，地域や学校の実態などを考慮して適切な

適切な内容を選択し，重点的に取り扱うものとする。 内容を選択し，重点的に取り扱うものとする。

５ 生徒の実態に即して学習環境を整えるなど，安全に留意するものとする。 ５ 生徒の実態に即して学習環境を整えるなど，安全に留意するものとする。

６ 実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境を整え

るとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意するものとする。
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７ 家庭等との連携を図り，生徒が学習の成果を生かすことができるよう配慮す ６ 家庭等との連携を図り，生徒が学習の成果を実際の生活に生かすことができ

るものとする。 るよう配慮するものとする。

８ 生徒の知的障害の状態や経験等に応じて，教材・教具や補助用具などを工夫

するとともに，コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し，指導の効果を

高めるようにするものとする。
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特別支援学校高等部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第３章 道 徳（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校） 第３章 道 徳（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校）

第１款 目標及び内容 第１款 目標及び内容

道徳の目標及び内容については，小学部及び中学部における目標及び内容を基 道徳の目標及び内容については，小学部及び中学部における目標及び内容を基

盤とし，さらに，青年期の特性を考慮して，健全な社会生活を営む上に必要な道 盤とし，更に，青年期の特性を考慮して，健全な社会生活を営む上に必要な道徳

徳性を一層高めることに努めるものとする。 性を一層高めることに努めるものとする。

第２款 指導計画の作成と内容の取扱い 第２款 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，生徒，学校及び地域の実態を十分考慮し，中 １ 指導計画の作成に当たっては，生徒，学校及び地域の実態を十分考慮し，中

学部における道徳との関連を図り，計画的に指導がなされるよう工夫するもの 学部における道徳との関連を図り，計画的に指導がなされるよう工夫するもの

とする。 とする。

２ 内容の指導に当たっては，個々の生徒の知的障害の状態や経験等に応じて， ２ 内容の指導に当たっては，個々の生徒の知的発達の遅滞の状態や発達段階に

適切に指導の重点を定め，指導内容を具体化し，体験的な活動を取り入れるな 応じて，適切に指導の重点を定め，指導内容を具体化し，体験的な活動を取り

どの工夫を行うものとする。 入れるなどの工夫を行うものとする。

３ 道徳教育を進めるに当たっては，学校や学級内の人間関係及び環境を整える ３ 道徳教育を進めるに当たっては，学校や学級内の人間関係や環境を整えると

とともに，学校の道徳教育の指導内容が生徒の日常生活に生かされるようにす ともに，学校の道徳教育の指導内容が生徒の日常生活に生かされるようにする

るものとする。また，保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得るなど相 ものとする。また，保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得るなど相互

互の連携を図るよう配慮するものとする。 の連携を図るよう配慮するものとする。
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特別支援学校高等部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第４章 総合的な学習の時間

総合的な学習の時間の目標，各学校において定める目標及び内容並びに指導計

画の作成と内容の取扱いについては，高等学校学習指導要領第４章に示すものに

準ずるほか，次に示すところによるものとする。

１ 生徒の障害の状態や発達の段階等を十分考慮し，学習活動が効果的に行われ

るよう配慮すること。

２ 体験活動に当たっては，安全と保健に留意するとともに，学習活動に応じて，

高等学校の生徒などと交流及び共同学習を行うよう配慮すること。
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特別支援学校高等部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第５章 特別活動 第４章 特別活動

特別活動の目標，各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内 特別活動の目標，内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては，高等学

容の取扱いについては，高等学校学習指導要領第４章に示すものに準ずるほか， 校学習指導要領第４章に示すものに準ずるほか，次に示すところによるものとす

次に示すところによるものとする。 る。

１ 指導計画の作成に当たっては，生徒の少人数からくる種々の制約を解消し， １ 指導計画の作成に当たっては，生徒の少人数からくる種々の制約を解消し，

積極的な集団活動が行われるよう配慮する必要があること。 積極的な集団活動が行われるよう配慮する必要があること。

２ 生徒の経験を広めて積極的な態度を養い，社会性や豊かな人間性をはぐくむ ２ 生徒の経験を広めて積極的な態度を養い，社会性や豊かな人間性をはぐくむ

ために，集団活動を通して高等学校の生徒などとの交流及び共同学習を行った ために，集団活動を通して高等学校の生徒及び地域の人々などと活動を共にす

り，地域の人々などと活動を共にしたりする機会を積極的に設ける必要がある る機会を積極的に設けるようにする必要があること。その際，生徒の障害の状

こと。その際，生徒の障害の状態や特性等を考慮して，活動の種類や時期，実 態や特性等を考慮して，活動の種類や時期，実施方法等を適切に定めること。

施方法等を適切に定めること。

３ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において，内容の指 ３ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において，内容の指

導に当たっては，個々の生徒の知的障害の状態や経験等に応じて，適切に指導 導に当たっては，個々の生徒の知的発達の遅滞の状態や発達段階に応じて，適

の重点を定め，具体的に指導する必要があること。 切に指導の重点を定め，具体的に指導する必要があること。
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特別支援学校高等部学習指導要領案新旧対照表

改 訂 案 現 行

第６章 自立活動 第５章 自立活動

第１款 目 標 第１款 目 標

個々の生徒が自立を目指し，障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改 個々の生徒が自立を目指し，障害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服す

善・克服するために必要な知識，技能，態度及び習慣を養い，もって心身の調和 るために必要な知識，技能，態度及び習慣を養い，もって心身の調和的発達の基

的発達の基盤を培う。 盤を培う。

第２款 内 容 第２款 内 容

１ 健康の保持 １ 健康の保持

(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 (1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。

(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。 (2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。

(3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること。 (3) 損傷の状態の理解と養護に関すること。

(4) 健康状態の維持・改善に関すること。 (4) 健康状態の維持・改善に関すること。

２ 心理的な安定 ２ 心理的な安定

(1) 情緒の安定に関すること。 (1) 情緒の安定に関すること。

(2) 状況の理解と変化への対応に関すること。 (2) 対人関係の形成の基礎に関すること。

(3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。 (3) 状況の変化への適切な対応に関すること。

(4) 障害に基づく種々の困難を改善・克服する意欲の向上に関すること。

３ 人間関係の形成

(1) 他者とのかかわりの基礎に関すること。

(2) 他者の意図や感情の理解に関すること。

(3) 自己の理解と行動の調整に関すること。

(4) 集団への参加の基礎に関すること。
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４ 環境の把握 ３ 環境の把握

(1) 保有する感覚の活用に関すること。 (1) 保有する感覚の活用に関すること。

(2) 感覚や認知の特性への対応に関すること。

(3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 (2) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。

(4) 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。 (3) 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。

(5) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。 (4) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。

５ 身体の動き ４ 身体の動き

(1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 (1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。

(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。 (2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。

(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。 (3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。

(4) 身体の移動能力に関すること。 (4) 身体の移動能力に関すること。

(5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。 (5) 作業の円滑な遂行に関すること。

６ コミュニケーション ５ コミュニケーション

(1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 (1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。

(2) 言語の受容と表出に関すること。 (2) 言語の受容と表出に関すること。

(3) 言語の形成と活用に関すること。 (3) 言語の形成と活用に関すること。

(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 (4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。

(5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。 (5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。

第３款 指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 自立活動の指導に当たっては，個々の生徒の障害の状態や発達の段階等の的 １ 自立活動の指導に当たっては，個々の生徒の障害の状態や発達段階等の的確

確な把握に基づき，指導の目標及び指導内容を明確にし，個別の指導計画を作 な把握に基づき，指導の目標及び指導内容を明確にし，個別の指導計画を作成

成するものとする。その際，第２款に示す内容の中からそれぞれに必要とする するものとする。その際，第２款に示す内容の中からそれぞれに必要とする項

項目を選定し，それらを相互に関連付け，具体的に指導内容を設定するものと 目を選定し，それらを相互に関連付け，特に次の事項に配慮して，具体的に指

する。 導内容を設定するものとする。

２ 個別の指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 個々の生徒について，障害の状態，発達や経験の程度，興味・関心，生活 (1) 個々の生徒について，長期的及び短期的な観点から指導の目標を設定し，

や学習環境などの実態を的確に把握すること。 それらを達成するために必要な指導内容を段階的に取り上げること。
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(2) 実態把握に基づき，長期的及び短期的な観点から指導の目標を設定し，そ

れらを達成するために必要な指導内容を段階的に取り上げること。

(3) 具体的に指導内容を設定する際には，以下の点を考慮すること。

ア 生徒が興味をもって主体的に取り組み，成就感を味わうとともに自己を (2) 生徒が興味をもって主体的に取り組み，成就感を味わうことができるよう

肯定的にとらえることができるような指導内容を取り上げること。 な指導内容を取り上げること。

イ 生徒が，障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服しようとする (3) 生徒が，障害に基づく種々の困難を改善・克服しようとする意欲を高める

意欲を高めることができるような指導内容を重点的に取り上げること。 ことができるような指導内容を重点的に取り上げること。

ウ 個々の生徒の発達の進んでいる側面を更に伸ばすことによって，遅れて (4) 個々の生徒の発達の進んでいる側面を更に伸ばすことによって，遅れてい

いる側面を補うことができるような指導内容も取り上げること。 る側面を補うことができるような指導内容も取り上げること。

エ 個々の生徒が，活動しやすいように自ら環境を整えたり，必要に応じて

周囲の人に支援を求めたりすることができるような指導内容も計画的に取

り上げること。

(4) 生徒の学習の状況や結果を適切に評価し，個別の指導計画や具体的な指導

の改善に生かすよう努めること。

３ 指導計画の作成に当たっては，各教科・科目，総合的な学習の時間及び特別 ２ 指導計画の作成に当たっては，各教科・科目，特別活動及び総合的な学習の

活動（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては，各 時間（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては，各

教科，道徳，総合的な学習の時間及び特別活動）の指導と密接な関連を保つよ 教科，道徳，特別活動及び総合的な学習の時間）の指導と密接な関連を保つよ

うにし，計画的，組織的に指導が行われるようにするものとする。 うにし，組織的，計画的に指導が行われるようにするものとする。

４ 個々の生徒の実態に応じた具体的な指導方法を創意工夫し，意欲的な活動を ３ 個々の生徒の実態に応じた具体的な指導方法を創意工夫し，意欲的な活動を

促すようにするものとする。 促すようにするものとする。

５ 重複障害者のうち自立活動を主として指導を行うものについては，全人的な ４ 重複障害者のうち自立活動を主として指導を行うものについては，全人的な

発達を促すために必要な基本的な指導内容を，個々の生徒の実態に応じて設定 発達を促すために必要な基本的な指導内容を，個々の生徒の実態に応じて設定

し，系統的な指導が展開できるようにするものとする。 し，系統的な指導が展開できるようにするものとする。

６ 自立活動の時間における指導は，専門的な知識や技能を有する教師を中心と ５ 自立活動の時間における指導は，専門的な知識や技能を有する教師を中心と

して，全教師の協力の下に効果的に行われるようにするものとする。 して，全教師の協力の下に効果的に行われるようにするものとする。

７ 生徒の障害の状態により，必要に応じて，専門の医師及びその他の専門家の ６ 生徒の障害の状態により，必要に応じて，専門の医師及びその他の専門家の

指導・助言を求めるなどして，適切な指導ができるようにするものとする。 指導・助言を求めるなどして，適切な指導ができるようにするものとする。
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